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3　西ドイツ・カトリック再軍備反対派の「無名の」人々の人物像

    
西
ド
イ
ツ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
再
軍
備
反
対
派
の
「
無
名
の
」
人
々
の
人
物
像

　
　
　
　

―
ケ
ル
ン
司
教
区
を
事
例
と
し
て

―

小
野
竜
史
　　

　
　
　
　

１　

は
じ
め
に

―
問
題
の
所
在
、
先
行
研
究
、
対
象
と
史
料

―

一
九
四
九
年
に
冷
戦
下
で
建
国
さ
れ
た
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
（
西
ド
イ
ツ
）
は

当
初
、
国
軍
を
保
有
し
な
か
っ
た）

1
（

。
し
か
し
翌
年
、
ド
イ
ツ
と
同
じ
く
分
断
状
態
の

朝
鮮
半
島
で
朝
鮮
戦
争
が
勃
発
す
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
の
コ
ン
ラ
ー
ト
・

ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
中
道
右
派
政
権
に
よ
っ
て
再
軍
備
が
進
め
ら
れ
、
五
五
年
か
ら
翌
年

に
か
け
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
軍
創
設
、
徴
兵
制
導
入
、
北
大
西
洋
条
約
機
構
加
盟
を
も

っ
て
実
現
さ
れ
た
。
そ
の
間
の
五
〇
年
代
前
半
に
は
、
議
会
と
世
論
で
再
軍
備
の
是

非
と
態
様
を
め
ぐ
る
激
し
い
議
論
が
繰
り
広
げ
ら
れ
、
中
道
左
派
の
野
党
ド
イ
ツ
社

会
民
主
党
、
労
働
組
合
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
特
に
下
部
組
織
と
、
平
和
運
動

を
中
心
に
、
反
対
運
動
が
展
開
さ
れ
た）

2
（

。
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
政
権
の
再
軍
備
政
策
は
、

ア
メ
リ
カ
中
心
の
西
側
陣
営
へ
の
政
治
的
、
経
済
的
、
軍
事
的
統
合
を
意
味
し
て
お

り
、
ソ
連
中
心
の
東
側
陣
営
に
属
す
る
東
ド
イ
ツ
と
の
統
一
を
困
難
に
す
る
と
考
え

ら
れ
た
。
そ
の
た
め
再
軍
備
反
対
運
動
は
、
平
和
主
義
、
反
米
保
守
主
義
、
ド
イ
ツ

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
な
ど
、
様
々
な
思
想
を
掲
げ
る
団
体
の
集
合
体
で
あ
っ
た
。
第
二

次
大
戦
中
の
対
ソ
戦
経
験
や
冷
戦
を
背
景
に
反
共
主
義
が
高
揚
す
る
中）

3
（

、
し
ば
し
ば

反
対
運
動
は
一
ま
と
め
に
「
共
産
主
義
者
」
と
の
烙
印
を
押
さ
れ
た
。

こ
の
再
軍
備
を
め
ぐ
り
、
多
く
の
社
会
集
団
内
部
で
賛
否
の
対
立
が
見
ら
れ
た

が
、
そ
の
例
外
が
カ
ト
リ
ッ
ク）

4
（

で
あ
る
。
制
度
教
会
は
一
九
五
〇
年
か
ら
再
軍
備
を

擁
護
し
始
め
、
五
二
年
以
降
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
と
宗
派
団
体
の
大
多
数
が
、
再
軍

備
を
原
則
的
に
支
持
し
た）

5
（

。
そ
の
背
景
に
は
、
近
代
カ
ト
リ
ッ
ク
の
反
共
主
義）

6
（

、
カ

ト
リ
ッ
ク
政
治
家
が
主
導
す
る
西
ド
イ
ツ
と
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
親
近
感
が
あ
っ
た

と
さ
れ
る
。
そ
れ
に
聖
職
者
と
信
徒
の
大
戦
中
の
対
ソ
従
軍
経
験
、
朝
鮮
戦
争
、
社

会
主
義
諸
国
の
キ
リ
ス
ト
教
抑
圧
政
策
な
ど
、
戦
争
経
験
と
情
勢
認
識
が
加
わ
っ
た

こ
と
で
「
共
産
圏
か
ら
の
西
ド
イ
ツ
防
衛
」
と
い
う
主
張
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
に

と
っ
て
説
得
的
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
制
度
教
会
は
五
二
年
以
降
、
一
定
の
条
件
下
で

「
正
し
い
戦
争
」
を
容
認
し
、
信
徒
の
従
軍
義
務
を
説
く
正
戦
論
な
ど
、
教
説
に
よ

る
再
軍
備
支
持
の
働
き
か
け
を
強
め
、信
徒
と
宗
派
団
体
の
多
く
が
そ
れ
に
従
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
教
義
や
世
界
観
な
ど
宗
教
的
要
因
に
加
え
、
政
治
的
要
因
と
制
度
教
会

の
働
き
か
け
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
結
束
し
た
再
軍
備
支
持
を
生
ん
だ
と
言
え
る）

7
（

。
エ

ル
ン
ス
ト
・
ノ
ル
テ
が
「
再
軍
備
賛
成
派
の
間
で
最
も
影
響
力
の
あ
っ
た
勢
力
は
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
だ
っ
た
」
と
述
べ
る
所
以
で
あ
る）

8
（

。
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し
か
し
カ
ト
リ
ッ
ク
内
部
に
も
、
再
軍
備
反
対
の
少
数
派
が
存
在
し
た
。
た
だ

し
反
対
運
動
全
体
と
同
じ
く
、
異
質
な
個
人
や
団
体
の
集
合
体
に
留
ま
り
、
統
一
的

運
動
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
カ
ト
リ
ッ
ク
反
対
派
に
関
す
る
先
行
研
究
は
、
専

ら
著
名
な
活
動
家
や
著
述
家
に
焦
点
を
当
て
て
き
た）

9
（

。例
え
ば
詩
人
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
・

シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
、
著
述
家
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
デ
ィ
ル
ク
ス
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
期
の
元
首

相
ヨ
ー
ゼ
フ
・
ヴ
ィ
ル
ト
や
、
グ
ス
タ
フ
・
ハ
イ
ネ
マ
ン
と
全
ド
イ
ツ
人
民
党
を
立

ち
上
げ
た
ヘ
レ
ー
ネ
・
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ら
中
央
党
の
政
治
家
、
平
和
運
動
家
で
ボ
ン
教

育
学
ア
カ
デ
ミ
ー
（Pädagogische A

kadem
ie B

onn

）
教
授
の
ク
ラ
ラ
・
マ
リ
ー
・

フ
ァ
ス
ビ
ン
ダ
ー
な
ど
の
人
物
で
あ
る）
10
（

。
団
体
と
し
て
は
、
一
九
五
二
年
に
ル
ー
ル

工
業
地
帯
の
エ
ッ
セ
ン
で
結
成
さ
れ
た
「
反
再
軍
備
政
策
カ
ト
リ
ッ
ク
青
少
年
グ
ル

ー
プ
」
が
、
唯
一
比
較
的
大
き
な
組
織
だ
っ
た）
11
（

。

先
行
研
究
は
、
そ
れ
ら
反
対
派
の
代
表
的
人
物
と
団
体
の
「
左
派
カ
ト
リ
シ
ズ

ム
（Linkskatholizism

us

）」
的
特
徴
を
指
摘
す
る
。
こ
の
言
葉
は
、
本
来
は
大
革

命
後
の
フ
ラ
ン
ス
で
、
広
義
の
政
治
的
左
派
に
親
和
的
な
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
を
指
し

た
が
、
ド
イ
ツ
で
は
、
信
徒
と
宗
派
団
体
の
あ
ら
ゆ
る
活
動
を
制
度
教
会
に
統
合
し

よ
う
と
す
る

―
政
治
的
に
は
保
守
的
な

―
統
合
主
義
を
批
判
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク

教
徒
の
名
称
と
し
て
、
専
ら
第
二
次
大
戦
後
に
使
用
さ
れ
始
め
た）
12
（

。
そ
の
た
め
ド
イ

ツ
の
左
派
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
は
、
制
度
教
会
へ
の
異
議
申
し
立
て
と
、
広
義
の
左
派
へ

の
親
和
的
姿
勢
と
い
う
二
重
の
性
格
を
有
す
る）
13
（

。
先
行
研
究
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
反
対

派
を
こ
の
左
派
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
潮
流
に
位
置
づ
け
、
宗
派
内
外
に
お
け
る
彼
ら
の

立
場
に
つ
い
て
、
国
家
や
カ
ト
リ
ッ
ク
多
数
派
に
よ
る
、
反
共
主
義
的
な
敵
視
と
圧

力
を
指
摘
す
る）
14
（

。
確
か
に
上
記
の
代
表
的
人
物
と
団
体
に
は
、
広
義
の
左
派
と
の
思

想
的
親
和
性
や
実
践
上
の
協
働
が
見
ら
れ
、「
共
産
主
義
者
」
と
い
っ
た
中
傷
、
解

雇
、
役
職
や
職
業
か
ら
の
排
除
、
逮
捕
な
ど
、
様
々
な
敵
対
的
態
度
と
措
置
に
さ
ら

さ
れ
た）
15
（

。
例
え
ば
カ
ト
リ
ッ
ク
雑
誌
は
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
の
政
治
的
、
教
会
批
判
的
著

作
を
黙
殺
し）
16
（

、
フ
ァ
ス
ビ
ン
ダ
ー
は
ボ
ン
教
育
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
教
授
職
か
ら
追
わ

れ
た）
17
（

。
中
央
党
の
流
れ
を
く
む
政
治
家
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
エ
ル
フ
ェ
ス
の
よ
う
に
、

再
軍
備
批
判
の
故
に
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
か
ら
除
名
さ
れ
た
者
も
い
る）
18
（

。
シ
ュ
ナ

イ
ダ
ー
の
文
学
作
品
は
宗
派
内
で
評
価
さ
れ
続
け
た
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
そ
の
程

度
に
は
差
異
が
あ
っ
た
も
の
の）
19
（

、カ
ト
リ
ッ
ク
再
軍
備
反
対
派
の
代
表
者
の
多
く
は
、

反
共
主
義
に
よ
る
様
々
な
不
利
益
を
被
っ
た
。

し
か
し
そ
れ
ら
「
著
名
な
」
人
々
だ
け
で
は
な
く
、
彼
ら
が
組
織
し
た
団
体
の

一
般
成
員
、
演
説
の
聴
衆
、
集
会
参
加
者
、
著
作
の
読
者
で
あ
り
、
専
ら
教
区
な
ど

ロ
ー
カ
ル
な
レ
ベ
ル
で
活
動
し
た
「
無
名
の
」
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
も
ま
た
、
反
対
運

動
の
重
要
な
担
い
手
だ
っ
た
。
本
稿
は
、
先
行
研
究
が
対
象
と
し
て
こ
な
か
っ
た
そ

の
よ
う
な
「
無
名
の
」
反
対
派
の
人
物
像
と
、
周
囲
の
カ
ト
リ
ッ
ク
多
数
派
と
の
関

係
に
焦
点
を
当
て
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
広
義
の
左
派
と
の
親
和
性
や
協
働
と
、

反
共
主
義
的
な
カ
ト
リ
ッ
ク
多
数
派
か
ら
の
敵
対
と
い
う
、
先
行
研
究
が
代
表
的
人

物
に
つ
い
て
描
く
反
対
派
像
が
、
果
た
し
て
「
無
名
の
」
反
対
派
、
ひ
い
て
は
反
対

派
全
体
に
も
妥
当
す
る
の
か
検
討
す
る
。

「
無
名
の
」
人
々
に
焦
点
を
当
て
る
上
で
、
依
拠
す
る
史
料
が
問
題
と
な
る
。
第

一
に
考
え
ら
れ
る
の
は
彼
ら
の
書
簡
で
あ
る
。
再
軍
備
が
議
論
さ
れ
た
五
〇
年
代
前

半
に
は
、
様
々
な
反
対
派
か
ら
制
度
教
会
に
対
し
て
、
再
軍
備
批
判
の
書
簡
が
送
ら

れ
た
。
特
に
当
時
の
ド
イ
ツ
司
教
協
議
会）
20
（

―
西
ド
イ
ツ
制
度
教
会
の
最
高
意
思
決

定
機
関

―
議
長
で
あ
り
、
一
九
五
〇
年
に
い
ち
早
く
再
軍
備
を
支
持
し
た
、
ケ
ル

ン
司
教
ヨ
ー
ゼ
フ
・
フ
リ
ン
グ
ス
に
は
多
く
の
批
判
が
寄
せ
ら
れ
た
。
そ
の
う
ち
の
、

カ
ト
リ
ッ
ク
多
数
派
が
再
軍
備
に
傾
き
、
反
対
派
が
形
成
さ
れ
た
、
五
二
年
以
降
の

書
簡
が
史
料
と
な
り
う
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
書
簡
は
、
書
き
手
が
自
身
に
つ
い
て
記

述
し
た
文
書
で
あ
り
、
そ
の
価
値
と
利
用
可
能
性
を
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る）
21
（

。
本
稿

と
の
関
係
で
は
、
送
り
主
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
あ
る
か
否
か
に
加
え
、
広
義
の
左
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派
に
対
す
る
態
度
と
、宗
派
内
の
立
場
に
関
す
る
記
述
の
信
憑
性
が
重
要
と
な
る
が
、

確
認
は
困
難
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
制
度
教
会
も
ま
た
、
ま
さ
に
再
軍
備
批
判
の
書
簡
の
送
り
主
の
素
性

や
、
そ
の
内
容
の
信
憑
性
に
関
心
を
寄
せ
て
お
り
、
送
り
主
の
所
属
教
区
に
人
物
照

会
を
行
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
人
物
照
会
に
関
す
る
史
料
の
少
な
さ
か
ら
、
全
て
の
送

り
主
に
つ
い
て
照
会
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
目
的
と
選

択
基
準
は
明
確
で
は
な
い
が
、
返
答
の
判
断
材
料
と
「
危
険
人
物
」
の
情
報
収
集
の

意
図
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
教
区
は
照
会
に
対
す
る
報
告
の
中
で
、
送
り
主

へ
の
返
答
を
要
請
し
て
お
り）
22
（

、ケ
ル
ン
司
教
区
は
そ
れ
に
応
じ
て
い
る）
23
（

。
司
教
区
は
、

教
区
か
ら
の
報
告
を
、
批
判
者
に
そ
も
そ
も
、
あ
る
い
は
い
か
に
応
答
す
べ
き
か
の

判
断
材
料
に
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
同
時
に
当
時
の
政
府
か
ら
共
産
圏
と
の
関

係
を
疑
わ
れ
、
危
険
視
さ
れ
て
い
た
再
軍
備
反
対
派
の
、
カ
ト
リ
ッ
ク
内
に
お
け
る

動
向
把
握
も
照
会
の
目
的
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
ケ
ル
ン
司
教
区
に
は
、
与
党
や

政
府
機
関
か
ら
の
、
カ
ト
リ
ッ
ク
反
対
派
に
関
す
る
調
査
報
告
や
警
告
が
寄
せ
ら
れ

て
い
る
。
い
ず
れ
も
一
九
五
三
年
に
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
支
部

は
、
再
軍
備
反
対
集
会
で
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒

―
特
に
上
述
の
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
と
フ

ァ
ス
ビ
ン
ダ
ー

―
の
行
動
に
関
す
る
調
査
報
告
を
司
教
区
に
送
っ
て
い
る）
24
（

。
連
邦

憲
法
擁
護
庁
は
、
共
産
主
義
者
の
偽
装
組
織
の
集
会
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
平
和
運
動
の

パ
ッ
ク
ス
・
ク
リ
ス
テ
ィ
運
動
（Pax-C

hristi-B
ew

egun

）
25
（g

）
を
名
乗
る
人
物
が
登

壇
し
て
い
る
と
警
告
し
て
い
る）
26
（

。
カ
ト
リ
ッ
ク
団
体
の
素
性
に
つ
い
て
刑
事
警
察
が

司
教
区
に
照
会
す
る
こ
と
も
あ
っ
た）
27
（

。

代
表
的
人
物
に
関
す
る
先
行
研
究
は
、
専
ら
彼
ら
自
身
の
著
作
や
彼
ら
へ
の
聞

き
取
り
に
基
づ
い
て
お
り）
28
（

、
そ
の
人
物
像
と
宗
派
内
の
立
場
に
つ
い
て
、
彼
ら
の
自

己
認
識
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
て
本
稿
は
、
ケ
ル
ン
司
教
区
へ
と
送

ら
れ
た
「
無
名
の
」
反
対
派
の
書
簡
と
、
そ
の
送
り
主
に
関
す
る
所
属
教
区
か
ら
の

報
告
書
に
依
拠
す
る
。
ケ
ル
ン
大
司
教
区
歴
史
文
書
館
に
お
け
る
史
料
調
査
で
、
少

な
く
と
も
三
人
の
人
物
の
報
告
書
と
、
そ
の
う
ち
二
名
に
つ
い
て
は
司
教
区
へ
の
書

簡
も
確
認
で
き
た
。
本
稿
は
こ
の
書
簡
と
報
告
書
に
依
拠
し
て
、
彼
ら
の
自
己
認
識

と
、
周
囲
の
人
々
の
彼
ら
に
関
す
る
認
識
の
両
面
か
ら
、「
無
名
の
」
反
対
派
の
人

物
像
と
立
場
に
迫
ろ
う
と
す
る
。そ
う
す
る
こ
と
で
広
義
の
左
派
と
の
か
か
わ
り
と
、

カ
ト
リ
ッ
ク
多
数
派
か
ら
の
敵
対
と
い
う
、「
著
名
な
」
反
対
派
に
関
す
る
先
行
研

究
の
見
解
が
、「
無
名
の
」
反
対
派
に
妥
当
す
る
か
を
検
討
す
る
。
こ
の
カ
ト
リ
ッ

ク
反
対
派
の
性
格
と
、
そ
の
立
場
の
問
題
は
、
西
ド
イ
ツ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
と
広
義
の

左
派
と
の
関
係
、
お
よ
び
同
国
の
反
共
主
義
の
実
態
と
い
う
、
よ
り
一
般
的
な
論
点

に
関
わ
る
。
以
下
、
第
二
章
に
お
い
て
報
告
書
と
書
簡
の
内
容
を
分
析
し
、
第
三
章

に
お
い
て
結
論
と
展
望
を
示
す
。

　
　
　
　

２　
「
無
名
の
」
カ
ト
リ
ッ
ク
再
軍
備
反
対
派
、
そ
の
人
物
像
と
立
場

本
稿
が
対
象
と
す
る
「
無
名
の
」
反
対
派
は
、
一
九
五
三
年
か
ら
五
六
年
に
か

け
て
ケ
ル
ン
司
教
区
に
再
軍
備
批
判
の
書
簡
を
送
っ
た
、
元
労
働
者
ロ
ー
レ
ン
ツ
・

Ｌ
、
商
業
従
事
者
パ
ウ
ル
・
Ｋ
、
教
師
ユ
リ
ウ
ス
・
Ｄ
と
い
う
三
名
の
男
性
で
あ
る
。

Ｌ
に
つ
い
て
は
、
司
教
区
へ
の
書
簡
を
発
見
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
所
属
教
区
か
ら

の
報
告
書
と
司
教
区
か
ら
の
返
答
に
依
拠
し
て
分
析
を
行
う
。
一
九
五
七
年
に
現
在

の
エ
ッ
セ
ン
司
教
区
が
分
離
す
る
以
前
の
、
当
時
の
ケ
ル
ン
司
教
区
は
、
ケ
ル
ン
を

中
心
に
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
中
部
と
南
部
を
管
轄
し
て
い
た
。

分
析
対
象
の
三
名
も
ま
た
同
教
区
内
に
居
住
し
て
い
る
。

　

第
一
の
人
物
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
軍
の
創
設
が
目
指
さ
れ
て
い
た
五
三
年
に
書

簡
を
送
っ
た
、
同
州
南
西
部
ヴ
ィ
ー
ス
キ
ル
ヒ
ェ
ン
（W

ißkirchen

）
在
住
の
、
退

職
し
た
労
働
者
ロ
ー
レ
ン
ツ
・
Ｌ
で
あ
る）
29
（

。
彼
は
五
三
年
当
時
で
六
五
歳
以
上
と
い
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う
高
齢
の
独
身
男
性
で
あ
る）
30
（

。
Ｌ
は
早
く
に
両
親
を
亡
く
し
た
後
、
多
く
の
子
供
を

抱
え
た
姉
（
あ
る
い
は
妹
）
の
家
庭
に
身
を
寄
せ
、
繊
維
産
業
の
単
純
労
働
者
と
し

て
家
計
を
支
え
た）
31
（

。
彼
の
お
か
げ
で
、姉（
あ
る
い
は
妹
）家
族
の
暮
ら
し
は
上
向
き
、

小
農
経
営
付
き
の
家
屋
に
加
え
、
軽
石
加
工
場
（B

im
ssteinfabrikation

）
を
備
え

た
家
屋
を
所
有
す
る
ま
で
に
な
っ
た）
32
（

。
報
告
に
よ
れ
ば
、
こ
の
こ
と
が
示
す
よ
う
に

「
彼
は
愚
か
で
は
な
く
、
多
く
の
書
物
を
読
み
、
他
の
平
均
的
な
繊
維
産
業
労
働
者

よ
り
も
優
れ
て
い
る
。
彼
は
あ
ら
ゆ
る
物
事
に
つ
い
て
深
く
考
え
（grübeln

）、
あ

ら
ゆ
る
宗
教
的
、
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的
問
題
と
格
闘
す
る
」
人
物
で
あ
る）
33
（

。

　

ロ
ー
レ
ン
ツ
・
Ｌ
は
、極
め
て
信
心
深
い
家
庭
の
出
身
で
あ
り
、日
曜
日
の
ミ
サ
や
、

聖
体
拝
領
な
ど
三
ヵ
月
ご
と
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
（
秘
跡
）
に
も
必
ず
参
加
す
る
、「
道

徳
的
に
非
の
打
ち
ど
こ
ろ
が
な
い
（einw

andfrei
）」
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
あ
る）
34
（

。

し
か
し
報
告
に
よ
れ
ば
、
彼
は
制
度
教
会
に
対
し
て
は
「
救
済
は
、
た
だ
キ
リ
ス
ト

教
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
か
ら
の
み
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
が
、
両
者
は
過
去
に

お
い
て
も
現
在
に
お
い
て
も
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
お
ら
ず
、「
今
日
に
お
い
て
も

再
び
宗
教
改
革
（die R

eform
ation

）
が
必
要
」
で
あ
り
、
自
ら
も
ま
た
そ
の
新
た

な
宗
教
改
革
に
加
わ
る
よ
う
召
命
を
受
け
て
い
る
（m

itberufen

）
と
考
え
て
い
る）
35
（

。

「
彼
の
容
赦
の
な
い
要
求
（seine rigorosen Forderungen

）」
は
、「
彼
自
身
の
殉
教

（M
artyrium

）
以
外
に
、
制
度
教
会
の
責
任
あ
る
地
位
に
就
い
て
い
る
全
て
の
指
導

者
の
殉
教
」
に
ま
で
至
る）
36
（

。
こ
の
「
殉
教
」
が
、
文
字
通
り
の
処
刑
、
役
職
辞
任
、

改
悛
の
表
明
な
ど
、
具
体
的
に
何
を
意
味
し
て
い
る
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
い
ず

れ
に
せ
よ
制
度
教
会
に
対
す
る
Ｌ
の
強
い
不
満
が
読
み
取
れ
る
。

　

報
告
に
よ
れ
ば
、
Ｌ
は
政
治
的
に
「
反
ナ
チ
ス
」
で
あ
り
、
戦
後
は
自
ら
が
ナ
チ

ス
政
権
下
で
受
け
た
仕
打
ち
へ
の
復
讐
と
ま
で
は
い
わ
ず
と
も
、
旧
ナ
チ
ス
関
係
者

に
対
し
て
「
少
な
く
と
も
﹇
彼
を
﹈
満
足
さ
せ
る
だ
け
の
、
贖
い
、
改
悛
お
よ
び
謙

虚
な
服
従
（G

enugtuung, Sühne, B
uße und dem

ütige U
nterw

erfung

）」
を
要
求

し
て
い
る）
37
（

。
社
会
経
済
政
策
に
関
し
て
、
Ｌ
は
労
働
組
合

―
カ
ト
リ
ッ
ク
系
、
社

会
民
主
党
系
、
そ
の
他
の
い
ず
れ
の
組
合
か
不
明

―
へ
の
加
入
を
強
い
ら
れ
た
際

に
は
拒
否
し
た
も
の
の
、
労
働
者
へ
の
社
会
的
公
正
を
重
視
し
て
お
り
、「
ラ
イ
ン

人
民
党
（R

heinische-Volkspartei

）」
に
所
属
し
て
い
た
こ
と
も
あ
る）
38
（

。
ラ
イ
ン
人

民
党
は
一
九
四
〇
年
代
後
半
か
ら
五
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
、
戦
間
期
の
ラ
イ
ン
ラ

ン
ト
分
離
主
義
運
動
に
由
来
す
る
連
邦
主
義
と
地
域
主
権
と
と
も
に
、
社
会
経
済
政

策
的
に
は
、
中
小
規
模
経
営
や
手
工
業
者
と
い
っ
た
中
産
階
級
の
利
害
を
主
張
し
た

小
政
党
で
あ
る）
39
（

。報
告
が
な
さ
れ
た
五
三
年
現
在
、Ｌ
は「
多
く
の
経
験
を
経
て（nach 

vielen Erfahrungen

）」
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
政
権
と
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
が
提
唱
す

る
、
社
会
的
市
場
経
済
の
正
し
さ
を
信
じ
て
い
る）
40
（

。
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
彼
は

労
働
者
と
し
て
社
会
的
公
正
へ
の
関
心
を
有
し
て
い
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟

が
提
唱
す
る
社
会
的
市
場
経
済
へ
の
支
持
を
踏
ま
え
る
と
、
彼
は

―
社
会
的
市
場

経
済
の
構
想
に
批
判
的
だ
っ
た

―
社
会
民
主
主
義
や
共
産
主
義
、
労
働
運
動
か
ら

距
離
を
置
い
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
彼
が
加
入
を
拒
否
し
た
労
働
組
合
が
、
社
会

（
民
主
）
主
義
系
の
組
合
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
も
ま
た
距
離
の
裏
付
け
と
な

り
う
る
。
上
述
の
よ
う
に
Ｌ
か
ら
司
教
区
へ
の
書
簡
は
発
見
で
き
ず
、
彼
が
具
体
的

に
い
か
な
る
再
軍
備
批
判
を
展
開
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
篤
い
信
仰
心

と
反
ナ
チ
ス
運
動
、
司
教
区
か
ら
Ｌ
に
対
す
る
返
答
の
内
容）
41
（

を
踏
ま
え
る
と
、
隣
人

愛
や
殺
人
の
禁
止
と
い
っ
た
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
に
基
づ
い
て
再
軍
備
を
拒
否
す

る
、
絶
対
的
平
和
主
義
に
近
い
主
張
を
行
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

報
告
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
制
度
教
会
批
判
、
社
会
的
公
正
の
重
視
、
再
軍

備
批
判
と
い
っ
た
自
説
に
つ
い
て
、
Ｌ
は
多
く
の
聖
職
者
や
名
望
家
に
意
見
を
求

め
、
返
答
を
得
た
が
、
納
得
し
て
い
な
い）
42
（

。
報
告
は
、
彼
が
そ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い

て
真
剣
に
答
え
を
追
求
し
て
い
る
の
か
、
単
に
自
説
を
肯
定
し
て
欲
し
い
だ
け
な
の

か
、
判
断
が
つ
か
な
い
と
し
て
い
る）
43
（

。
そ
の
よ
う
な
Ｌ
の
姿
勢
は
周
囲
に
も
向
け
ら
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れ
た
。
報
告
に
よ
れ
ば
、
彼
は
意
見
が
認
め
ら
れ
る
と
上
機
嫌
に
な
る
た
め
、
日
々

の
生
活
に
お
い
て
彼
と
平
穏
に
付
き
合
う
た
め
に
「
彼
と
議
論
に
な
っ
た
ら
、
自
ら

の
確
信
に
反
し
て
で
も
無
条
件
で
引
き
下
が
り
、
彼
の
正
し
さ
を
認
め
て
や
る
」
必

要
が
あ
る
と
考
え
る
者
も
い
る）
44
（

。
非
の
打
ち
ど
こ
ろ
の
な
い
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
恐
ら
く
は
こ
の
よ
う
な
人
間
関
係
の
難
の
た
め
、
Ｌ
は
信
徒
使
徒

職
（Laienapostolat

）

―
司
牧
に
補
助
的
に
携
わ
る
、
聖
職
者
に
認
可
さ
れ
た
信

徒

―
に
任
命
さ
れ
て
い
な
い）
45
（

。
報
告
に
よ
れ
ば
、
地
域
の
様
々
な
結
社
（Verein

）

で
も
、
彼
は
「
民
主
主
義
的
な
（dem

okratisch

）
方
法
と
」
相
容
れ
な
い
態
度
を

取
っ
て
い
る）
46
（

。
議
論
や
多
数
決
の
結
果
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
説
に
こ
だ
わ
る
姿
勢
を

見
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
ヴ
ィ
ー
ス
キ
ル
ヒ
ェ
ン
教
区
は
、
ケ
ル
ン
司
教
区
に
対
し
て
彼

の
再
軍
備
支
持
批
判
に
応
答
す
る
こ
と
を
要
請
し
、
応
答
が
な
け
れ
ば
、
彼
は
思
い

悩
み
続
け
る
こ
と
に
な
る
と
の
危
惧
を
表
明
し
て
い
る）
47
（

。こ
の
教
区
か
ら
の
要
請
と
、

恐
ら
く
は
Ｌ
の
人
物
描
写
を
踏
ま
え
、
司
教
区
は
Ｌ
に
対
し
て
、
彼
の
見
識
と
自
ら

考
え
る
姿
勢
を
褒
め
た
た
え
つ
つ
、
教
皇
の
教
説
を
引
用
し
て
、
制
度
教
会
も
平
和

を
望
ん
で
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
現
在
の
政
治
情
勢
で
は
武
力
に
よ
る
防
衛
が
必
要

だ
と
説
明
し
、
極
め
て
婉
曲
的
に
教
皇
に
従
う
よ
う
促
す
返
答
を
送
っ
て
い
る）
48
（

。

　

第
二
の
人
物
は
、
未
だ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
軍
の
創
設
が
模
索
さ
れ
て
い
た

一
九
五
四
年
七
月
に
再
軍
備
批
判
の
書
簡
を
送
っ
た
、
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト

フ
ァ
ー
レ
ン
州
中
部
、メ
ッ
ト
マ
ン
在
住
の
パ
ウ
ル
・
Ｋ
で
あ
る）
49
（

。
Ｋ
の
書
簡
は
「
状

況
と
決
断
」
と
い
う
カ
ト
リ
ッ
ク
青
少
年
団
体
の
見
解
と
し
て
、
同
州
在
住
の
一
五

人
の
人
物

―
氏
名
か
ら
全
員
が
男
性
と
推
測
さ
れ
る

―
の
連
名
で
送
ら
れ
て
い

る）
50
（

。
所
属
教
区
に
よ
れ
ば
、Ｋ
は
若
い
商
業
従
事
者（K

aufm
ann

）で
あ
る）
51
（

。
彼
は「
好

ま
し
く
（brav

）、
勤
勉
で
知
的
」
で
あ
り
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
に
も
極
め
て
頻
繁
に

参
加
す
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る）
52
（

。
こ
の
こ
と
か
ら
は
信
心
深
い
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
と

し
て
の
人
物
像
が
垣
間
見
え
る
。

報
告
に
よ
れ
ば
、
Ｋ
は
宗
派
の
内
外
を
問
わ
ず
、
地
域
の
様
々
な
結
社
で
活
動

し
た
が
、
そ
の
性
格
と
「
極
端
に
平
和
主
義
的
な
姿
勢
」、
再
軍
備
反
対
運
動
へ
の

参
加
の
た
め
に
、
困
難
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る）
53
（

。
ま
ず
地
域
の
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ

ト
で
指
導
的
地
位
に
就
い
た
際
に
は
、
そ
の
我
の
強
さ
（Eigenw

illigkeit

）
の
た

め
短
期
間
で
職
を
辞
す
こ
と
と
な
っ
た）
54
（

。
一
時
期
メ
ッ
ト
マ
ン
市
の
青
少
年
連
盟

（Stadtjugendring

）

―
青
少
年
団
体
が
加
盟
す
る
上
位
団
体

―
の
指
導
者
に
選

ば
れ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
利
害
の
た
め
に
尽
力
し
た
こ
と
も
あ
る
。
こ
こ
か
ら
も
熱

心
な
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
と
し
て
の
人
物
像
が
垣
間
見
え
る
。
そ
の
よ
う
な
尽
力
の
た

め
か
、
Ｋ
は
後
に
カ
ト
リ
ッ
ク
商
業
従
事
者
連
盟
（K

atholischer K
aufm

ännischer 

Verein

）
の
ケ
ル
ン
司
教
区
支
部
長
に
選
出
さ
れ
た
が
、
第
一
章
で
触
れ
た
「
反
再

軍
備
政
策
カ
ト
リ
ッ
ク
青
少
年
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
」

―
結
成
地
の
名
前
か
ら

エ
ッ
セ
ン
・
グ
ル
ー
プ
と
も
呼
ば
れ
た

―
へ
の
参
加
を
理
由
に
、
短
期
間
で
役
職

を
追
わ
れ
た）
55
（

。
報
告
に
よ
れ
ば
そ
れ
に
憤
慨
し
た
Ｋ
は
、
度
々
ケ
ル
ン
司
教
フ
リ
ン

グ
ス
や
西
ド
イ
ツ
教
皇
大
使
な
ど
の
聖
職
者
に
、
再
軍
備
問
題
へ
の
見
解
を
問
い
た

だ
す
書
簡
を
送
っ
て
い
る）
56
（

。

　

こ
の
よ
う
な
Ｋ
の
人
物
像
は
、
ケ
ル
ン
司
教
区
へ
の
上
述
の
書
簡
に
よ
っ
て
も
裏

付
け
ら
れ
る
。
書
簡
で
は
専
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
倫
理
の
立
場
か
ら
、
同
じ
キ
リ
ス
ト
教

徒
に
対
す
る
武
器

―
特
に
核
兵
器
の
よ
う
な
大
量
破
壊
兵
器

―
の
使
用
に
つ
な

が
り
か
ね
な
い
、
再
軍
備
と
徴
兵
制
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
制
度
教
会
の
教
説
が
批

判
さ
れ
て
い
る）
57
（

。
書
簡
に
お
い
て
、
特
に
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
概
念
や
社
会
主
義
圏

の
擁
護
と
い
っ
た
、
広
義
の
左
派
へ
の
親
和
性
を
う
か
が
わ
せ
る
記
述
は
見
当
た
ら

な
い
。
た
だ
し
「
強
力
な
利
害
集
団
が
、
あ
ら
ゆ
る
力
と
手
段
を
用
い
て
、
平
和
を

乱
し
、
様
々
な
国
と
地
域
に
お
い
て
戦
争
を
起
こ
そ
う
と
し
て
い
る
」
と
い
う
情
勢

認
識
は
、
社
会
民
主
党
系
な
ど
当
時
の
再
軍
備
反
対
運
動
内
の
左
派
的
潮
流
に
見
ら
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れ
た
「
資
本
の
利
害
に
よ
っ
て
再
軍
備
が
推
進
さ
れ
て
い
る
」
と
の
認
識
と
関
連
す

る
可
能
性
が
あ
る）
58
（

。

　

第
三
の
人
物
は
、
西
ド
イ
ツ
の
首
都
ボ
ン
在
住
の
男
性
教
師
、
ユ
リ
ウ
ス
・
Ｄ
で

あ
る）
59
（

。
彼
は
再
軍
備
実
現
後
の
一
九
五
六
年
十
月
に
、
フ
リ
ン
グ
ス
司
教
に
宛
て
て

再
軍
備
支
持
批
判
の
書
簡
を
送
っ
て
い
る）
60
（

。
そ
の
後
ケ
ル
ン
司
教
区
は
Ｄ
の
所
属
教

区
に
人
物
照
会
を
行
い
、
恐
ら
く
は
そ
の
照
会
を
踏
ま
え
て
返
答
し
た
が
、
彼
は
そ

の
内
容
に
満
足
せ
ず
、
一
二
月
に
再
度
、
再
批
判
の
書
簡
を
送
っ
て
い
る）
61
（

。
な
お
Ｄ

は
照
会
の
数
か
月
前
に
教
区
に
転
入
し
て
き
た
た
め
、
所
属
教
区
の
報
告
者
は
彼
と

個
人
的
な
面
識
が
な
か
っ
た）
62
（

。
そ
の
た
め
Ｄ
に
関
す
る
報
告
は
、
勤
務
先
の
カ
ト
リ

ッ
ク
の
国
民
学
校
（Volksschul

）
63
（e

）、
ヘ
ド
ヴ
ィ
ク
シ
ュ
ー
レ
の
校
長
（R
ektor

）
へ

の
聞
き
取
り
に
基
づ
い
て
い
る）
64
（

。

　

報
告
に
よ
れ
ば
、
Ｄ
は
一
九
五
五
年
前
半
に
ヘ
ド
ヴ
ィ
ク
シ
ュ
ー
レ
に
赴
任
す
る

以
前
、
一
五
年
間
チ
リ
で
教
師
を
し
て
お
り
、
五
六
年
時
点
で
も
在
独
チ
リ
大
使
館

で
授
業
を
行
っ
て
い
る）
65
（

。
ケ
ル
ン
司
教
区
へ
の
書
簡
で
、
Ｄ
は
「
第
三
帝
国
時
代
に

ナ
チ
ス
と
闘
っ
た
」
と
述
べ
て
お
り）
66
（

、
南
米
渡
航
は
ナ
チ
政
権
か
ら
逃
れ
る
た
め
で

あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
彼
は
志
操
堅
固
（charakterfest

）
で
あ
り
、
学
校
内
外

の
宗
教
行
事
に
定
期
的
に
参
加
す
る
、
信
仰
を
実
践
す
る
（praktizierend
）、
良
き

カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る）
67
（

。
そ
の
信
仰
心
の
篤
さ
は
、
彼
と
の

間
に
一
六
歳
の
息
子
を
儲
け
た
妻
が
、「
聖
職
者
の
姉
（
あ
る
い
は
妹
）」
で
あ
る
と

の
記
述
か
ら
も
読
み
取
れ
る）
68
（

。

報
告
に
よ
れ
ば
、
Ｄ
の
信
仰
心
は
個
人
的
信
心
の
領
域
に
留
ま
ら
な
か
っ
た
。

彼
は
宗
派
学
校
の
強
い
支
持
者
で
あ
り
、
ヘ
ド
ヴ
ィ
ク
シ
ュ
ー
レ
の
保
護
者
会

（Elternversam
m

lung

）
で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
的
見
解
（katholische A

uffassungen

）

へ
の
支
持
を
披
露
す
る
の
が
常
で
あ
っ
た）
69
（

。
教
師
と
し
て
の
能
力
も
優
れ
て
お
り
、

西
ド
イ
ツ
の
教
育
事
情
に
慣
れ
る
た
め
現
場
に
残
り
た
い
と
し
て
最
終
的
に
辞
退

し
た
も
の
の
、
教
育
手
腕
を
買
わ
れ
て
、
ボ
ン
地
域
の
教
育
機
関
に
お
け
る
校
長

（R
ektor

）
職
を
打
診
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た）
70
（

。
こ
の
篤
い
信
仰
心
と
教
育
者
と
し

て
の
能
力
か
ら
、報
告
書
に
よ
れ
ば
、保
護
者
の
間
で
「
彼
は
大
き
な
信
望
（großes 

A
nsehen

）
を
得
て
い
る）
71
（

」。
一
九
五
〇
年
代
半
ば
の
西
ド
イ
ツ
で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク

や
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
宗
派
学
校
と
、
そ
の
宗
派
的
価
値
観
に
基
づ
く
教
育
が
、
議

会
と
世
論
に
お
け
る
議
論
の
対
象
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
宗
派
学
校
の
公

的
教
育
機
関
と
し
て
の
認
可
と
公
的
助
成
が
、
基
本
法
が
定
め
る
政
教
分
離
違
反
な

ど
の
理
由
で
、
社
会
民
主
党
や
自
由
民
主
党
か
ら
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ
始
め
て
い

た）
72
（

。
そ
の
よ
う
に
宗
派
学
校
へ
の
批
判
が
高
ま
り
始
め
る
な
か
、
Ｄ
の
信
仰
心
と
宗

派
学
校
支
持
は
、
そ
の
教
育
手
腕
と
な
ら
び
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
保
護
者
に
お
け

る
肯
定
的
評
価
の
一
因
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
ヘ
ド
ヴ
ィ
ク
シ
ュ
ー
レ
に
お
い
て
信
望
を
得
て
い
た
Ｄ
で
あ
っ
た

が
、
彼
の
再
軍
備
問
題
に
対
す
る
姿
勢
に
つ
い
て
、
報
告
書
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る）
73
（

。　

Ｄ
は
一
般
に
、客
観
的
（sachlich

）
か
つ
冷
静
に
（nüchtern

）
判
断
を
行
う
。

た
だ
国
防
問
題
（W

ehrfrage

）
に
関
し
て
の
み
、
彼
は
極
端
で
（extrem

）、

狂
信
的
（fanatisch

）
で
あ
る
。
彼
は
何
ら
か
の
平
和
主
義
運
動
、
あ
る
い
は

兵
役
拒
否
者
の
た
め
の
結
社
（Verein

）
に
お
い
て
活
動
し
て
い
る
。
そ
の
よ

う
な
見
解
を
、
彼
は
熱
狂
的
に
（leidenschaftlich

）
支
持
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
Ｄ
は
、
優
秀
な
教
師
か
つ
熱
心
な
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
と
し
て
、
地
域

の
教
育
行
政
か
ら
も
、
勤
め
先
の
学
校
の
保
護
者
か
ら
も
信
望
を
集
め
る
人
物
で
あ

っ
た
。
し
か
し
平
和
問
題
に
つ
い
て
の
み
、
制
度
教
会
を
は
じ
め
カ
ト
リ
ッ
ク
多
数

派
の
見
解
と
は
異
な
り
、
再
軍
備
に
批
判
的
で
あ
り
、
そ
の
「
狂
信
的
」
な
姿
勢
を
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否
定
的
に
評
さ
れ
て
い
る
。
フ
リ
ン
グ
ス
司
教
に
宛
て
た
書
簡
に
見
ら
れ
る
再
軍
備

批
判
の
根
拠
が
、
旧
約
聖
書
中
の
い
わ
ゆ
る
モ
ー
セ
十
戒
の
第
五
戒
「
殺
し
て
は
な

ら
な
い
」
な
ど）
74
（

、
専
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
で
あ
る
こ
と
も
、
彼
の
信
仰
心
を
裏
付

け
る
。
書
簡
に
お
け
る
Ｄ
の
批
判
は
、
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
政
権
の
再
軍
備
政
策
と
そ
れ

に
対
す
る
制
度
教
会
の
支
持
に
留
ま
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
再
軍
備
支
持
の
立
場
か
ら

個
々
の
信
徒
の
見
解
を
拘
束
し
よ
う
と
す
る
、
制
度
教
会
の
統
合
主
義
的
姿
勢
に
も

向
け
ら
れ
て
い
る）
75
（

。
そ
の
よ
う
な
篤
い
信
仰
と
統
合
主
義
批
判
の
一
方
で
、
Ｄ
の
書

簡
に
お
い
て
広
義
の
左
派
へ
の
理
解
や
肯
定
的
評
価
は
見
受
け
ら
れ
な
い）
76
（

。
む
し
ろ

そ
れ
が
再
軍
備
を
正
当
化
す
る
と
の
見
解
に
は
異
議
を
唱
え
つ
つ
も
、
西
側
諸
国
に

対
す
る
「
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
脅
威
」

―
無
神
論
的
な
社
会
主
義
の
軍
事
的
・

思
想
的
脅
威

―
の
存
在
自
体
は
否
定
し
て
い
な
い）
77
（

。
た
だ
し
彼
が
何
ら
か
の
平
和

運
動
か
、
兵
役
拒
否
者
の
た
め
の
結
社
で
活
動
し
て
い
る
と
の
報
告
を
踏
ま
え
る
な

ら
ば
、
例
え
ば
社
会
民
主
主
義
系
の
団
体
の
よ
う
な
、
ソ
連
と
は
距
離
を
置
く
左
派

へ
の
理
解
と
協
働
が
見
ら
れ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

　

な
お
以
上
の
三
名
以
外
に
、
厳
密
な
意
味
で
西
ド
イ
ツ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
再
軍
備
反

対
派
で
は
な
い
が
、
一
九
五
二
年
に
制
度
教
会
の
再
軍
備
支
持
に
向
け
た
働
き
か
け

が
強
ま
る
中
で
、
ケ
ル
ン
司
教
区
に
再
軍
備
批
判
の
書
簡
を
送
っ
た
、
オ
ー
ス
ト
リ

ア
の
シ
ュ
タ
イ
ア
ー
在
住
の
ア
ン
ト
ン
・
Ｍ
と
い
う
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
に
つ
い
て
も
、

所
属
教
区
か
ら
の
報
告
書
が
確
認
で
き
た）
78
（

。
報
告
に
よ
れ
ば
、
一
九
三
七
年
に
何
ら

か
の
他
宗
派
か
ら
改
宗
し
た
彼
は
、
ミ
サ
や
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
に
参
加
す
る
敬
虔
な
信

徒
で
あ
り
、
聖
職
者
と
信
徒
で
構
成
さ
れ
、
教
区
の
司
牧
活
動
の
中
核
と
な
る
教
区

委
員
会
（Pfarrausschuss

）
の
一
員
で
も
あ
る）
79
（

。
教
区
の
報
告
者
は
、
Ｍ
と
再
軍
備

問
題
に
つ
い
て
正
面
か
ら
議
論
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
彼
は
「
多
く
の
点
に
お
い
て

独
自
の
見
解
を
」
有
し
て
い
る
と
述
べ
、
彼
の
娘
ヒ
ル
デ
ガ
ル
ド
が
熱
心
な
平
和
主

義
者
で
あ
る
の
は
彼
の
影
響
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る）
80
（

。
こ
の
こ
と
か
ら
は
少
な

く
と
も
Ｍ
の
信
仰
心
と
平
和
主
義
が
推
測
さ
れ
る
。

　
　
　
　

３　

結
論
と
展
望

　

カ
ト
リ
ッ
ク
再
軍
備
反
対
派
の
「
著
名
な
」
人
物
に
関
す
る
先
行
研
究
は
、
彼
ら

に
広
義
の
左
派
へ
の
親
和
的
態
度
が
見
ら
れ
、
そ
の
た
め
カ
ト
リ
ッ
ク
多
数
派
か
ら

敵
視
さ
れ
、
圧
力
に
さ
ら
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
し
か
し
第
二
章
の

検
討
結
果
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
よ
う
な
人
物
像
と
、
多
数
派
と
の
関
係
は
、
反
対

派
の
「
無
名
の
」
人
々
に
は
必
ず
し
も
当
て
は
ま
ら
な
い
。
人
物
像
の
上
で
、
ロ
ー

レ
ン
ツ
・
Ｌ
、
パ
ウ
ル
・
Ｋ
、
ユ
リ
ウ
ス
・
Ｄ
、
更
に
は
ア
ン
ト
ン
・
Ｍ
に
も
共
通

す
る
の
は
、
自
他
と
も
に
認
め
る

―
Ｌ
に
つ
い
て
は
所
属
教
区
の
報
告
者
が
認
め

る

―
極
め
て
敬
虔
な
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
あ
り
、
信
仰
ゆ
え
に
制
度
教
会
に
異
議

を
唱
え
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
彼
ら
は
模
範
的
か
つ
活
動
的
な
信
徒
で
あ
る
上
、
再

軍
備
批
判
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
と
世
界
観
に
基
づ
く
も
の
だ
っ
た
た
め
、
所
属
教

区
の
聖
職
者
が
彼
ら
の
批
判
へ
の
対
応
に
苦
慮
し
て
い
る
様
子
も
う
か
が
え
る
。
こ

れ
は
左
派
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
二
つ
の
性
格
の
う
ち
、
宗
教
的
側
面
と
合
致
す
る
。

今
一
つ
の
側
面
で
あ
る
広
義
の
左
派
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
Ｌ
と
Ｄ
に
、
明
確

な
親
和
性
や
協
働
は
見
出
せ
な
い
。
Ｄ
は
平
和
運
動
あ
る
い
は
兵
役
拒
否
者
の
結
社

で
活
動
し
て
い
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
広
義
の
左
派
と
見
な
し
う
る
団

体
で
あ
る
か
不
明
で
あ
る
。
Ｌ
が

―
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
政
権
と
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同

盟
が
進
め
る

―
社
会
的
市
場
経
済
の
正
し
さ
を
認
め
、
Ｄ
が
西
側
諸
国
へ
の
ソ
連

の
軍
事
的
脅
威
を
否
定
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
む
し
ろ
広
義
の
左
派
か
ら
距
離
を
置

く
姿
勢
さ
え
う
か
が
わ
せ
る
。
た
だ
し
Ｋ
の
書
簡
に
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
情
勢

分
析
と
の
親
和
性
を
う
か
が
わ
せ
る
記
述
が
あ
る
。更
に
報
告
書
は
彼
が
エ
ッ
セ
ン
・

グ
ル
ー
プ
に
参
加
し
て
い
た
と
述
べ
て
お
り
、
Ｋ
に
は
広
義
の
左
派
と
関
係
が
あ
っ
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た
可
能
性
が
あ
る
。

次
に
周
囲
の
カ
ト
リ
ッ
ク
多
数
派
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
人
物
像
と
同
様
、

代
表
的
人
物
の
状
況
は
、
Ｋ
に
は
あ
て
は
ま
る
と
言
え
る
が
、
Ｌ
と
Ｄ
の
場
合
と
は

異
な
っ
て
い
る
。
Ｋ
の
場
合
に
は
、
エ
ッ
セ
ン
・
グ
ル
ー
プ
へ
の
参
加
を
理
由
と
し

て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
商
業
従
事
者
連
盟
の
ケ
ル
ン
司
教
区
部
長
の
職
を
辞
し
た
と
報
告

さ
れ
て
お
り
、
代
表
的
人
物
と
同
じ
く
、
再
軍
備
反
対
の
ゆ
え
に
圧
力
を
被
っ
た
と

言
え
る
。
そ
の
よ
う
な
司
教
区
レ
ベ
ル
の
顕
職
へ
の
就
任
と
、
一
五
名
の
青
少
年
グ

ル
ー
プ
の
代
表
と
し
て
の
書
簡
を
踏
ま
え
る
と
、
Ｋ
は
「
著
名
な
」
反
対
派
と
「
無

名
の
」
反
対
派
の
中
間
的
事
例
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｌ
と

Ｄ
は
篤
い
信
仰
に
加
え
、
そ
の
職
業
上
の
成
功
や
能
力
の
ゆ
え
に
、
教
区
と
地
域
社

会
に
お
い
て
、
再
軍
備
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
評
価
と
尊
敬
を
勝
ち
得
て
い
る
。
Ｌ

は
自
説
を
曲
げ
な
い
た
め
に
面
倒
な
人
物
と
し
て
敬
遠
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
と
付
き

合
っ
て
い
く
た
め
に
彼
の
意
見
を
認
め
て
や
る
人
々
が
い
る
と
の
報
告
が
示
す
よ
う

に
、
周
囲
の
全
員
か
ら
敵
視
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
所
属
教
区
の
報
告
者
か

ら
の
知
性
と
能
力
へ
の
評
価
も
高
い
。
Ｄ
は
そ
の
国
防
問
題
に
関
す
る「
狂
信
的
な
」

姿
勢
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
勤
務
先
の
学
校
長
か
ら
も
保
護
者
か
ら
も
信
望
を
得
て
い

る
。
Ｋ
の
場
合
に
も
、
少
な
く
と
も
所
属
教
区
の
報
告
者
は
、
そ
の
信
仰
心
と
性
格

に
肯
定
的
な
評
価
を
下
し
、
彼
の
状
況
に
同
情
的
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
無
名
の
」
カ
ト
リ
ッ
ク
再
軍
備
反
対
派
に
は
、
Ｋ
の
よ
う
に
代

表
的
人
物
の
人
物
像
お
よ
び
立
場
に
近
い
者
も
い
れ
ば
、
Ｌ
や
Ｄ
の
よ
う
に
そ
れ
が

あ
て
は
ま
ら
な
い
人
々
も
い
た
。
こ
の
後
者
二
名
の
人
物
像
と
立
場
は
、
極
め
て
敬

虔
な
信
徒
と
し
て
、
所
属
教
区
か
ら
も
地
域
社
会
か
ら
も
一
定
の
評
価
を
受
け
る
一

方
、
平
和
問
題
に
つ
い
て
は
、
頑
な
な
態
度
の
ゆ
え
に
周
囲
か
ら
距
離
を
置
か
れ
て

い
た
と
要
約
で
き
る
。
つ
ま
り
左
派
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
が
含
意
す
る
、
広
義
の
左
派
と

の
親
和
性
は
、「
無
名
の
」
反
対
派
に
は
必
ず
し
も
見
出
さ
れ
ず
、
そ
う
で
あ
る
と

す
れ
ば
代
表
的
人
物
と
「
無
名
の
」
人
々
を
合
わ
せ
た
、
反
対
派
の
全
体
に
共
通
す

る
特
徴
は
、
信
仰
の
ゆ
え
の
制
度
教
会
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
に
求
め
る
べ
き
と

言
え
る
。
上
述
の
よ
う
に
ケ
ル
ン
司
教
区
に
よ
る
人
物
照
会
の
目
的
の
一
端
は
、
共

産
圏
と
関
り
が
あ
る
可
能
性
の
あ
る
「
危
険
人
物
」
の
動
向
把
握
に
あ
っ
た
と
推
測

さ
れ
る
。
そ
の
目
的
と
、
そ
れ
ゆ
え
の
調
査
対
象
者
へ
の
「
危
険
人
物
」
と
し
て
の

バ
イ
ア
ス
を
所
属
教
区
が
ど
こ
ま
で
共
有
し
て
い
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
バ
イ

ア
ス
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
広
義
の
左
派
と
の
明
確
な
か
か
わ
り

で
は
な
く
、
む
し
ろ
信
望
を
集
め
る
信
仰
の
篤
い
信
徒
と
し
て
の
側
面
が
強
調
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、「
危
険
人
物
」
と
し
て
の
バ

イ
ア
ス
が
な
か
っ
た
場
合
以
上
に
、
そ
の
よ
う
な
バ
イ
ア
ス
が
あ
っ
た
場
合
の
、
報

告
内
容
の
信
憑
性
は
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
本
稿
が
分
析
対
象
と
し
た
の

は
、
あ
く
ま
で
も
ケ
ル
ン
司
教
区
に
送
ら
れ
た
書
簡
と
、
同
司
教
区
に
よ
る
、
わ
ず

か
三
名
に
関
す
る
人
物
照
会
で
あ
る
。
他
の
司
教
区
に
も
再
軍
備
批
判
の
書
簡
は
送

ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
人
物
照
会
の
実
践
が
見
ら
れ
た
可
能
性
も
大
い
に
あ
る
。
本

稿
は
あ
く
ま
で
も
、「
無
名
の
」
カ
ト
リ
ッ
ク
再
軍
備
反
対
派
に
焦
点
を
当
て
た
研

究
の
第
一
歩
で
あ
り
、
他
司
教
区
に
関
す
る
更
な
る
研
究
が
俟
た
れ
る
。

最
後
に
西
ド
イ
ツ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
と
広
義
の
左
派
あ
る
い
は
平
和
運
動
と
の
関

係
と
、
一
九
五
〇
年
代
の
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
反
共
主
義
の
実
態
に
関
し
て
、
本
稿

か
ら
得
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
示
唆
を
指
摘
し
た
い
。
第
一
に
カ
ト
リ
ッ
ク
再
軍
備
反

対
派
の
特
徴
が
、
信
仰
ゆ
え
の
異
議
申
し
立
て
に
求
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
特
に

一
九
六
〇
年
代
以
降
の
、
広
義
の
左
派
か
ら
よ
り
影
響
を
受
け
た
カ
ト
リ
ッ
ク
平
和

運
動
と
、
こ
の
五
〇
年
代
前
半
の
再
軍
備
反
対
運
動
と
の
連
続
性
は
慎
重
に
判
断
す

る
必
要
が
あ
る）
81
（

。

第
二
に
本
稿
が
明
ら
か
に
し
た
、
教
区
や
地
域
に
お
け
る
「
無
名
の
」
カ
ト
リ

ッ
ク
反
対
派
の
立
場
は
、
一
九
五
〇
年
代
の
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
反
共
主
義
の
高
揚
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を
強
調
す
る
歴
史
研
究）
82
（

に
も
、
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
反
共
主
義
の
一
定
の
高
揚
が

見
ら
れ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
を
は
じ
め
そ
の
影
響
が
強
か
っ
た
集
団
に
お
い
て
、
著
名
な

人
物
の
場
合
に
、
再
軍
備
反
対
運
動
へ
の
参
加
が
敵
視
や
圧
力
を
招
い
た
こ
と
は
確

か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
集
団
に
お
い
て
も
、
Ｌ
や
Ｄ
に
対
す
る
周
囲
か
ら

の
評
価
が
示
す
よ
う
に
、
地
域
の
よ
り
ミ
ク
ロ
な
人
間
関
係
に
お
い
て
、
平
和
運
動

の
一
般
成
員
が
ど
れ
ほ
ど
周
囲
か
ら
の
敵
視
と
圧
力
に
さ
ら
さ
れ
た
の
か
は
、
な
お

検
討
を
要
す
る
。
ベ
ル
ン
ト
・
シ
ュ
テ
ー
フ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
近
年
の
冷
戦
史
研
究

は
、
狭
義
の
政
治
史
か
ら
、
政
治
情
勢
と
、
日
常
生
活
に
ま
で
至
る
社
会
経
済
的
領

域
と
の
相
互
作
用
の
研
究
へ
と
軸
足
を
移
し
つ
つ
あ
る）
83
（

。
反
共
主
義
の
実
態
に
つ
い

て
も
、
そ
の
よ
う
な
ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
研
究
の
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）
84
（

。

　
　
　
　

注

（
1
） 

西
ド
イ
ツ
再
軍
備
に
関
す
る
本
章
の
記
述
は
、
特
に
断
り
の
な
い
限
り
、
次
の

文
献
に
拠
る
。D

etlef B
ald, D

ie Bundesw
ehr. Eine kritische G

eschichte 1955-

2005, M
ünchen 2005, S. 18 ff.

（
2
） 

再
軍
備
反
対
運
動
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
を
参
照
。D

ers./W
olfram

 W
ette (H

g.), 

Alternativen zur W
iederbew

affnung. Friedenskonzeptionen in W
estdeutschland 

1945-1955, Essen 2008.

（
3
） 

西
ド
イ
ツ
の
反
共
主
義
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
。Stefan C

reuzberger/

D
ierk H

offm
ann (H

g.), „G
eistige G

efahr“ und „Im
m

unisierung der 

G
esellschaft“. Antikom

m
unism

us und politische K
ultur in der frühen 

Bundesrepublik, M
ünchen 2014.

（
4
） 

本
稿
で
は
、
聖
職
者
中
心
の
狭
義
の
教
会
組
織
を
「
制
度
教
会
」、
宗
派
団
体
や

信
徒
を
も
含
む
宗
派
の
総
体
を
「
カ
ト
リ
ッ
ク
」
と
呼
ぶ
。

（
5
） 

カ
ト
リ
ッ
ク
多
数
派
の
再
軍
備
支
持
に
関
す
る
本
章
の
記
述
は
、
断
り
の
な
い

限
り
次
の
文
献
に
拠
る
。A

nselm
 D

oering-M
anteuffel, K

atholizism
us und 

W
iederbew

affnung. D
ie H

altung der deutschen K
atholiken gegenüber der 

W
ehrfrage 1948-1955, M

ainz 1981.

（
6
） 

西
ド
イ
ツ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
反
共
主
義
に
つ
い
て
は
、
次
の
論
考
を
参
照
。

Thom
as B

rechenm
acher, „K

atholische K
irche und (A

nti-)K
om

m
unism

us in 

der frühen B
undesrepublik“, in: C

reuzberger/H
offm

ann 2014, S. 177-197.

（
7
） 

カ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
る
再
軍
備
支
持
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
次
の
拙
稿
を
参
照
。
小

野
竜
史
、「
な
ぜ
カ
ト
リ
ッ
ク
は
西
ド
イ
ツ
再
軍
備
を
支
持
し
た
の
か
？

―
制

度
教
会
と
青
少
年
団
体
に
み
る
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
論
理

―
」、『
現
代
史
研
究
』

第
六
五
号
、
一
七‒

三
〇
頁
、
二
〇
一
九
年
。

（
8
） 

Ernst N
olte, D

eutschland und der K
alte K

rieg, M
ünchen/Zürich 1974, S. 314.

（
9
） 

M
artin Stankow

ski, Linkskatholizism
us nach 1945. D

ie Presse oppositioneller 

K
atholiken in der A

useinandersetzung für eine dem
okratische und 

sozialistische G
esellschaft, K

öln 1976; D
oering-M

anteuffel 1981, S. 157 

ff.; Eckart D
ietzfelbinger, D

ie w
estdeutsche Friedensbew

egung 1948 bis 

1955. D
ie Protestaktionen gegen die Rem

ilitarisierung der Bundesrepublik 

D
eutschland, K

öln 1984, S. 261 ff.; R
einhold Lütiger-D

avin, „W
ilhelm

 Elfes 

–
 Ein C

D
U

-Politiker gegen die W
iederaufrüstung“, in: B

ald/W
ette 2008, S. 

87-105; G
isela N

otz, „D
as friedenspolitische Engagem

ent von K
lara M

aria 

Faßbinder (1890-1974)“, in: B
ald/W

ette 2008, S. 155-169; Peter B
ürger 

(B
earb.), G

eorg D
. H

eidingsfelder (1899-1967). G
esam

m
elte Schriften. Eine 

Q
uellenedition zum

 linkskatholischen N
onkonform

ism
us der Adenauer-Ära, 

B
d. 1/2, N

orderstedt 2017.

（
10
） 

前
注
の
諸
研
究
を
参
照
。

（
11
） 

D
oering-M

anteuffel 1981, S. 170 ff.
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（
12
） 

A
rt. Integralism

us, in: Lexikon für Theologie und K
irche, 2. völlig neu 

bearbeitete A
uflage, B

d. 5, Freiburg i. B
r. 1960, S. 717.

（
13
） 

Stankow
ski 1976, S. 12 f.

（
14
） 

注
九
の
諸
研
究
に
加
え
、
次
の
論
考
を
参
照
。C

laudia Lepp, „Zw
ischen K

on-

frontation und K
ooperation: K

irchen und soziale B
ew

egungen in der B
undes-

republik (1950-1983)“, in: Zeithistorische Forschungen 7 (2010), S. 364-385, 

hier S. 366 f.

（
15
） 

同
上
。

（
16
） 

D
oering-M

anteuffel 1981, S. 165 f.

（
17
） 

N
otz 2008, S. 165.

（
18
） 

Lütiger-D
avin 2008, S. 95.

（
19
） 

D
oering-M

anteuffel 1981, S. 165 f.

（
20
） 

こ
の
ド
イ
ツ
各
地
の
司
教
が
参
加
す
る
協
議
機
関
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
第
二
バ

チ
カ
ン
公
会
議
ま
で
「
フ
ル
ダ
司
教
協
議
会
（Fuldaer B

ischofskonferenz

）」
と

呼
ば
れ
て
い
た
。
本
稿
で
は
他
機
関
と
の
誤
解
を
避
け
る
た
め
、「
ド
イ
ツ
司
教

協
議
会
」
と
い
う
現
在
の
名
称
で
呼
ぶ
。

（
21
） 

こ
の
よ
う
な
エ
ゴ
・
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
と
も
呼
ば
れ
る
文
書
の
史
料
的
価
値
に
つ
い

て
は
、
次
の
論
考
を
参
照
。W

infried Schulze, „Ego-D
okum

ente. A
nnäherung 

an den M
enschen in der G

eschichte? Vorüberlegungen für die Tagung „Ego-

D
okum

ente““, in: ders. (H
g.), Ego-D

okum
ente. Annäherung an den M

enschen 

in der G
eschichte, B

erlin 1996, S. 11–30.

（
22
） 

H
istorisches A

rchiv des Erzbistum
s K

öln

（
以
下
、A

EK

）, G
en. II 23.59, 

5/210, Schreiben von Pfarram
t W

isskirchen an Erzbischöflichen G
eneralvikar 

am
 14. 1. 1953, S. 1.

（
23
） 

A
EK

, G
en. II 23.59, 5/212, Schreiben von Erzbistum

 K
öln an Lorenz L. am

 

29. 1. 1953.

（
24
） 

A
E

K
, G

en. II 23.59, 5/96, Schreiben (A
bschrift) von C

hristlicher 

D
em

okratischer U
nion des R

heinlandes (Frauenausschuss) an Erzbischöfliches 

G
eneralvikariat am

 9. 9. 1953.

（
25
） 

本
稿
が
扱
う
五
〇
年
代
の
運
動
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
。Jens 

O
both, Pax C

hristi D
eutschland im

 K
alten K

rieg 1945-1957. G
ründung, 

Selbstverständnis und »Vergangenheitsbew
ältigung«, Paderborn 2017.

（
26
） 

A
EK

, G
en. II 23.59, 5/116, Schreiben von B

undesam
t für Verfassungsschutz 

an K
irchlichen N

achrichtendienst D
eutschlands am

 17. 8. 1953.

（
27
） 

A
EK

, G
en. II 23.59, 5/205, Schreiben von Prälat B

öhler an G
eneralvikar 

Teutsch am
 11. 2. 1953.

（
28
） 

注
九
の
諸
研
究
を
参
照
。

（
29
） 

A
E

K
, G

en. II 23.59, 5/210, Schreiben von Pfarram
t W

isskirchen an 

Erzbischöflichen G
eneralvikar am

 14. 1. 1953, S. 1.

（
30
） 

Ebd.

（
31
） 

Ebd.

（
32
） 

Ebd. 

な
お
史
料
で
二
軒
目
の
家
屋
の
付
随
施
設
が „B im

m
steinfabrikation“

と
さ

れ
て
い
る
の
は
、„ B

im
ssteinfabrikation“

の
誤
記
と
思
わ
れ
る
。

（
33
） 

Ebd.

（
34
） 

Ebd.
（
35
） 

Ebd.

（
36
） 

Ebd.

（
37
） 

Ebd.

（
38
） 

Ebd.

（
39
） 

A
rt. D

ie R
heinische Volkspartei/R

heinisch-W
estfälische Volkspartei, in: 



13　西ドイツ・カトリック再軍備反対派の「無名の」人々の人物像

R
ichard Stöss (H

g.), Parteien-H
andbuch. D

ie Parteien der Bundesrepublik 

D
eutschland 1945-1980, B

and II, O
pladen 1984, S. 2011-2024.

（
40
） 

A
E

K
, G

en. II 23.59, 5/210, Schreiben von Pfarram
t W

isskirchen an 

Erzbischöflichen G
eneralvikar am

 14. 1. 1953, S. 1.

（
41
） 

A
EK

, G
en. II 23.59, 5/212, Schreiben von Erzbistum

 K
öln an Lorenz L. am

 

29. 1. 1953.

（
42
） 

A
E

K
, G

en. II 23.59, 5/210, Schreiben von Pfarram
t W

isskirchen an 

Erzbischöflichen G
eneralvikar am

 14. 1. 1953, S.1 f.

（
43
） 

Ebd., S. 2.

（
44
） 

Ebd.

（
45
） 

Ebd.

（
46
） 

Ebd.

（
47
） 

Ebd., S. 1.

（
48
） 

A
EK

, G
en. II 23.59, 5/212, Schreiben von Erzbistum

 K
öln an Lorenz L. am

 

29. 1. 1953, S. 1. f.

（
49
） 

A
EK

, G
en. II 23.59, 7/86, Schreiben von „Situation und Entscheidung. 

A
rbeitskreis junger K

atholiken“ an K
ardinal Josef Frings am

 20. 7. 1954.

（
50
） 

Ebd., S. 1.

（
51
） 

A
E

K
, G

en. II 23.59, Schreiben von kath. Pfarram
t St.L

am
bertus an 

Erzbischöfliches G
eneralvikariat am

 20. 8. 1954.

（
52
） 

Ebd.

（
53
） 

Ebd.

（
54
） 

Ebd.

（
55
） 

Ebd.

（
56
） 

Ebd.

（
57
） 

A
EK

, G
en. II 23.59, 7/86, Schreiben von „Situation und Entscheidung. 

A
rbeitskreis junger K

atholiken“ an K
ardinal Josef Frings am

 20. 7. 1954, S. 1.

（
58
） 

Ebd. 

当
時
の
再
軍
備
反
対
派
内
の
、
広
義
の
左
派
に
よ
る
情
勢
認
識
に
つ
い
て
は
、

注
二
の
論
文
集
に
所
収
の
論
考
を
参
照
。

（
59
） 

A
E

K
, G

en. II 23.59, 8/54, Schreiben von Pfarram
t St.N

ikolaus an 

Erzbischöfliches G
eneralvikariat am

 2. 11. 1956.

（
60
） 

A
EK

, G
en. II 23.59, 8/48, B

rief von Julius D
. an Joseph K

ardinal Frings am
 

30. 12. 1956, S. 1.

（
61
） 

Ebd.

（
62
） 

A
E

K
, G

en. II 23.59, 8/54, Schreiben von Pfarram
t St.N

ikolaus an 

Erzbischöfliches G
eneralvikariat am

 2. 11. 1956.

（
63
） 

国
民
学
校
（Volksschule

）
と
い
う
区
分
は
、
現
在
の
ド
イ
ツ
で
は
制
度
改
革
に

よ
り
小
学
校
（G

rundschule

）
と
基
幹
学
校
（H

auptschule

）
に
改
組
さ
れ
て

お
り
、
日
本
の
小
中
学
校
に
相
当
す
る
。
同
校
は
現
在
も
「
カ
ト
リ
ッ
ク
基
幹
学

校
ザ
ン
ク
ト
・
ヘ
ド
ヴ
ィ
ク
」
と
し
て
存
続
し
て
い
る
。
創
立
と
改
組
の
経
緯

は
、
次
の
同
校
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
（Schulprogram

m

）
を
参
照
。http://w

w
w

.

hedw
igschule-bonn.de/schulprogram

m
.pdf （

二
〇
一
九
年
一
一
月
一
八
日
閲

覧
）

（
64
） 

A
E

K
, G

en. II 23.59, 8/54, Schreiben von Pfarram
t St.N

ikolaus an 

Erzbischöfliches G
eneralvikariat am

 2. 11. 1956.
（
65
） 

Ebd.

（
66
） 

A
EK

, G
en. II 23.59, 8/48, B

rief von Julius D
. an Joseph K

ardinal Frings am
 

30. 12. 1956, S. 4.

（
67
） 

Ebd.

（
68
） 

A
E

K
, G

en. II 23.59, 8/54, Schreiben von Pfarram
t St.N

ikolaus an 



ゲシヒテ第 13号　14

Erzbischöfliches G
eneralvikariat am

 2. 11. 1956.
（
69
） 

Ebd.

（
70
） 

Ebd.

（
71
） 

Ebd.

（
72
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
論
考
を
参
照
。R

ainer H
ering, „D

ie K
irchen 

als Schlüssel zur politischen M
acht? K

atholizism
us, Protestantism

us und 

Sozialdem
okratie in der zw

eiten H
älfte des 20. Jahrhunderts“, in: Archiv für 

Sozialgeschichte 51 (2011), S. 237-266.

（
73
） 

A
E

K
, G

en. II 23.59, 8/54, Schreiben von Pfarram
t St.N

ikolaus an 

Erzbischöfliches G
eneralvikariat am

 2. 11. 1956.

（
74
） 

A
EK

, G
en. II 23.59, 8/48, B

rief von Julius D
. an Joseph K

ardinal Frings am
 

30. 12. 1956, S. 2. 

数
え
方
は
宗
派
に
よ
り
異
な
る
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
不
殺

の
戒
め
は
第
五
戒
と
な
る
。

（
75
） 

Ebd., S.1. 

統
合
主
義
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
の
左
派
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
定
義
を
参

照
。

（
76
） 

Ebd., S. 1 ff.

（
77
） 

Ebd., S. 3.

（
78
） 

A
EK

, G
en. II 23.59, 6, Schreiben von Stadtpfarram

t Steyr an erzbischöflichen 

K
aplan und G

eheim
sekretär am

 21. 3. 1952.

（
79
） 

Ebd.

（
80
） 

Ebd.

（
81
） 

一
九
五
〇
年
代
後
半
、
特
に
六
〇
年
代
以
降
の
カ
ト
リ
ッ
ク
に
お
け
る
平
和
を

め
ぐ
る
議
論
と
、
そ
の
「
左
傾
化
」
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
を
参
照
。D

aniel 

G
erster, Friedensdialoge im

 K
alten K

rieg. Eine G
eschichte der K

atholiken in 

der Bundesrepublik 1957-1983, Frankfurt am
 M

ain 2012.

（
82
） 

例
え
ば
次
の
文
献
。C

reuzberger/H
offm

ann 2014; N
orbert Frei/D

om
inik R

igoll 

(H
g.), D

er Antikom
m

unism
us in seiner Epoche. W

eltanschauung und Politik in 

D
eutschland, Europa und den U

SA, G
öttingen 2017.

（
83
） 

B
ernd Stöver, „Zw

ischen „Totalem
 K

rieg“ und „K
leinen K

riegen“. Studien 

zur G
esellschaftsgeschichte des K

alten K
rieges“, in: N

eue Politische Literatur 

58 (2013), S. 31-38.

（
84
） 

そ
の
よ
う
な
研
究
と
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
青
少
年
団
体
に
お
け
る
反
共
主
義
に
関

す
る
次
の
拙
稿
を
参
照
。
小
野
竜
史
、「
西
ド
イ
ツ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
青
少
年
団
体

に
お
け
る
共
産
主
義
観
と
平
和
観
の
変
容

―
冷
戦
の
社
会
的
次
元
に
関
す
る
一

考
察

―
」、『
社
会
学
研
究
科
紀
要:

人
間
と
社
会
の
探
究
』
第
八
七
号
、
一
九

‒

三
五
頁
、
二
〇
一
九
年
。（

お
の　

た
つ
ひ
と
・
神
奈
川
大
学
非
常
勤
講
師
）
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第
二
の
歴
史
家
論
争

　
　
　
　

―
ホ
ル
ス
ト
・
メ
ラ
ー
の
エ
ル
ン
ス
ト
・
ノ
ル
テ
顕
彰
を
巡
る
論
争
（
二
〇
〇
〇
年
）
の
展
開

―

今
野
　
元
　　

　
　
　
　

１　

二
つ
の
歴
史
家
論
争

一
九
八
六
年
の
「
歴
史
家
論
争
」
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
二
〇
〇
〇
年
の

「
歴
史
家
論
争
の
再
来）

1
（

」
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
エ
ル
ン
ス
ト
・
ノ
ル
テ
が

「
ド
イ
ツ
財
団
」
か
ら
「
コ
ン
ラ
ー
ト
・
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
賞
」
を
授
与
さ
れ
、
そ
の

顕
彰
役
を
「
現
代
史
研
究
所
」
所
長
ホ
ル
ス
ト
・
メ
ラ
ー
が
引
き
受
け
た
こ
と
が
、

大
き
な
論
争
を
呼
び
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
ド
イ

ツ
で
大
い
に
話
題
に
な
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
い
ま
だ
に
研
究
が
存
在
し
な
い
。
こ
れ

は
歴
史
家
論
争
が
多
く
の
分
析
を
生
み
、
し
か
も
そ
れ
が
大
抵
の
場
合
、
ハ
ー
バ
ー

マ
ス
側
へ
の
連
帯
表
明
に
な
っ
て
い
る
の
と
は
異
な
っ
て
い
る）

2
（

。
こ
の
よ
う
に
研
究

動
向
が
違
う
理
由
は
、
こ
の
論
争
の
展
開
過
程
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本

稿
で
は
、
そ
の
事
実
経
過
を
整
理
し
た
い
と
考
え
る
。

　

こ
の
事
件
に
関
し
て
は
、
現
代
史
研
究
所
文
書
館
所
蔵
の
史
料
が
あ
る
（ID

 34-

226, ID
 34-334

）。
こ
れ
は
同
研
究
所
が
メ
ラ
ー
関
係
、
ヴ
ィ
ン
ク
ラ
ー
関
係
の
当

時
の
新
聞
・
雑
誌
の
記
事
を
集
積
し
た
も
の
で
、
バ
イ
エ
ル
ン
地
方
紙
な
ど
の
切
り

抜
き
も
あ
る
。
授
賞
式
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
、
関
係
者
し
か
入
手
で
き
な
い
史
料

も
あ
る
た
め
、
利
用
価
値
は
高
い
。
本
論
の
３
は
主
に
こ
の
史
料
に
依
拠
し
て
記
述

す
る
。
な
お
メ
ラ
ー
の
顕
彰
講
演
、
ノ
ル
テ
の
受
賞
講
演
・
謝
辞
、
ヴ
ィ
ン
ク
ラ
ー

の
辞
任
要
求
な
ど
主
要
文
書
は
、
史
料
紹
介
的
な
意
味
で
、
紙
面
上
可
能
な
範
囲
で

抄
訳
を
載
せ
た
（
／
は
段
落
の
切
れ
目
）。

　
　
　
　

２　

論
争
勃
発
の
歴
史
的
文
脈

　
　
　（
１
）「
一
九
六
八
年
の
理
念
」
の
支
配
：

　
　
　
　
　
　
　
　
　

エ
ル
ン
ス
ト
・
ノ
ル
テ
の
「
発
言
禁
止
」

　

エ
ル
ン
ス
ト
＝
ヘ
ル
マ
ン
・
ノ
ル
テ
は
歴
史
哲
学
者
で
あ
る
。
一
九
二
三
年
一

月
一
一
日
、
ル
ー
ル
地
方
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
郊
外
の
カ
ト
リ
ッ
ク
家
庭
に
生
ま
れ
、
ハ

ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
で
育
っ
た
ノ
ル
テ
は
、
左
手
に
生
来
の
障
害
が
あ
っ
て
兵
役
を
免

れ
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
教
授
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
な
ど
に
学
ん
だ
。

同
教
授
オ
イ
ゲ
ン
・
フ
ィ
ン
ク
の
も
と
で
論
文
「
ド
イ
ツ
観
念
論
及
び
マ
ル
ク
ス
に

お
け
る
自
己
疎
外
と
弁
証
法
」
で
博
士
号
取
得
後
、
一
旦
バ
ー
ト
・
ゴ
ー
デ
ス
ベ
ル

ク
の
ニ
コ
ラ
ウ
ス
＝
ク
ザ
ー
ヌ
ス
・
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
教
師
に
な
っ
た
ノ
ル
テ
だ
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っ
た
が
、
テ
オ
ド
ル
・
シ
ー
ダ
ー
に
見
出
さ
れ
て
、
そ
の
編
集
す
る
『
史
学
雑
誌
』

（H
istorische Zeitschrift

）
に
論
文
を
採
用
さ
れ
、
一
九
六
四
年
に
ケ
ル
ン
大
学
に

教
授
資
格
論
文
と
し
て
認
定
さ
れ
た
最
初
の
著
書
『
そ
の
時
代
に
お
け
る
フ
ァ
シ
ズ

ム
』
で
は
、
世
界
的
名
声
を
得
た
。
一
九
六
五
年
に
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
に
招
聘
さ

れ
、
や
が
て
一
九
七
三
年
に
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
教
授
と
な
っ
た
ノ
ル
テ
は
、
比
較

フ
ァ
シ
ズ
ム
思
想
研
究
で
有
名
に
な
り
、
ハ
ヨ
・
ホ
ル
ボ
ル
ン
教
授
の
招
聘
で
イ

ェ
イ
ル
大
学
客
員
教
授
と
な
り
、
国
内
で
も
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
教
授
ト
ー
マ
ス
・

ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
な
ど
か
ら
高
い
評
価
を
受
け
た）

3
（

。
日
本
で
も
「
ド
イ
ツ
現
代
史
研
究

会
」（
京
都
）
の
翻
訳
に
よ
り
、
ノ
ル
テ
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
論
は
紹
介
さ
れ
、
基
本
的

に
は
高
い
評
価
を
得
て
い
た）

4
（

。

と
こ
ろ
が
一
九
八
六
年
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
教
授
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー

マ
ス
（
一
九
二
九
年‒

）
の
あ
る
批
判
が
、
ノ
ル
テ
の
学
者
的
・
社
会
的
人
生
を
変

え
た
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
ノ
ル
テ
の
レ
ー
マ
ー
ベ
ル
ク
講
演
「
過
ぎ
去
ろ
う
と
し

な
い
過
去
」（
一
九
八
六
年
六
月
六
日
『
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
タ
ー
・
ア
ル
ゲ
マ
イ
ネ
・

ツ
ァ
イ
ト
ゥ
ン
グ
』
掲
載）

5
（

）
を
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
「
ア
ジ
ア
的
」
蛮
行
に
責
任
転
嫁

し
て
ド
イ
ツ
国
民
社
会
主
義
の
「
過
去
」
を
相
対
化
す
る
も
の
だ
と
し
て
批
判
し

た
の
で
あ
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
ノ
ル
テ
と
並
ん
で
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
ヒ
ル
グ

ル
ー
バ
ー
、
ク
ラ
ウ
ス
・
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
、
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
シ
ュ
ト
ゥ
ル
マ
ー
の

こ
と
も
、
歴
史
を
動
員
し
て
ド
イ
ツ
国
民
意
識
を
煽
動
し
て
い
る
と
し
て
批
判
し

た）
6
（

。
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
の
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
批
判
は
、
も
ち
ろ
ん
前
年
の
連
邦
大

統
領
リ
ヒ
ャ
ル
ト
＝
カ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
男
爵
（
一
九
二
〇

年‒

二
〇
一
五
年
）
の
五
月
八
日
連
邦
議
会
演
説
か
ら
も
刺
戟
を
得
て
い
る
だ
ろ
う

が
、
単
な
る
「
過
去
の
克
服
」
の
唱
道
で
は
な
い
。
一
九
八
二
年
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
政

権
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
・
Ｆ
Ｄ
Ｐ
）
が
崩
壊
し
て
コ
ー
ル
政
権
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
・
Ｆ
Ｄ

Ｐ
）
が
誕
生
し
、
十
三
年
ぶ
り
の
保
守
勢
力
に
政
権
が
回
帰
し
た
こ
と
は
、
左
派
知

識
人
に
と
っ
て
は
警
戒
す
べ
き
事
態
だ
っ
た
。
彼
ら
は
、
一
九
七
〇
年
代
の
緊
張
緩

和
、
一
九
八
〇
年
代
の
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
と
、
東
西
融
和
の
機
運
が
高
ま
っ
て
い
る

こ
と
を
歓
迎
し
て
い
た
の
で
、「
共
産
主
義
」
脅
威
論
は
そ
れ
に
水
を
差
す
不
都
合

な
議
論
だ
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
冷
戦
期
に
資
本
主
義
＝
自
由
主
義
圏
の
左
派
知

識
人
（
社
会
主
義
者
・
左
派
自
由
主
義
者
）
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
多
か
れ
少
な
か

れ
好
意
を
寄
せ
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
疑
い
を
隠
さ
な
い
者
を
「
保
守
派
」
と
呼
ん
で

敵
視
し
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
や
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
と
の
交
流
に
も
熱
心
だ
っ
た
こ

と
は
、
一
九
八
〇
・
九
〇
年
代
の
知
的
雰
囲
気
を
体
験
し
た
世
代
な
ら
、
ま
だ
誰
も

が
記
憶
し
て
い
る
「
過
去
」
で
あ
る）

7
（

。

ノ
ル
テ
は
「
歴
史
修
正
主
義
」
と
の
批
判
を
受
け
た
こ
と
で
、
生
涯
に
亙
り
ド

イ
ツ
で
社
会
的
抹
殺
の
扱
い
を
受
け
た
。「
過
去
の
克
服
」
を
徹
底
し
、
ド
イ
ツ
国

民
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
批
判
す
る
と
い
う
の
が
、
学
生
叛
乱
以
降
の
ド
イ
ツ
連
邦

共
和
国
で
支
配
的
と
な
っ
た
「
一
九
六
八
年
の
理
念
」
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
ヒ
ル
グ

ル
ー
バ
ー
、
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
、
シ
ュ
ト
ゥ
ル
マ
ー
へ
の
更
な
る
批
判
は
な
か
っ
た

の
に
対
し
、
ノ
ル
テ
に
だ
け
は
徹
底
し
た
個
人
攻
撃
が
継
続
さ
れ
た
。
ど
う
し
て
ノ

ル
テ
の
み
が
死
去
に
至
る
ま
で
、
し
か
も
「
共
産
主
義
」
批
判
が
ド
イ
ツ
連
邦
共
和

国
で
解
禁
さ
れ
、
流
行
に
す
ら
な
っ
た
一
九
九
〇
年
以
降
も
、
村
八
分
の
ま
ま
だ
っ

た
の
か
、
そ
の
理
由
は
判
然
と
し
な
い
。
恐
ら
く
、（
一
）
哲
学
者
ハ
ー
バ
ー
マ
ス

の
「
過
去
の
克
服
」
論
の
出
発
点
が
哲
学
者
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
批
判
で
あ
り
、
そ
の
直

弟
子
で
あ
る
歴
史
哲
学
者
ノ
ル
テ
が
目
立
つ
存
在
だ
っ
た
こ
と
、（
二
）
現
実
政
治

の
左
派
的
主
導
を
唱
道
す
る
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
「
社
会
哲
学
」
に
対
し
、
ノ
ル
テ

の
歴
史
哲
学
は
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
な
ど
も
含
め
た
戦
後
政
治
秩
序
を
超
越
し
た

内
容
を
展
開
し
、
時
流
を
揶
揄
す
る
こ
と
も
止
め
な
い
の
で
、
政
治
的
に
正
し
く
な

い
、
空
気
を
読
ま
な
い
、
不
遜
だ
と
い
う
印
象
を
与
え
た
こ
と
、（
三
）
ノ
ル
テ
の

生
産
力
、
普
遍
史
的
な
思
想
体
系
が
、
反
対
派
に
と
っ
て
は
戦
後
政
治
秩
序
を
掘
り
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崩
し
か
ね
な
い
知
的
脅
威
に
、
い
わ
ば
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
再
来
に
思
わ
れ
た

こ
と
、
な
ど
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
ノ
ル
テ
は
そ
の
思
想
内
容
を
批
判
さ

れ
た
だ
け
で
な
く
、
ド
イ
ツ
で
の
刊
行
自
体
が
で
き
な
く
な
り
、
ノ
ル
テ
に
対
す
る

暴
力
行
為
も
始
ま
っ
た
。
ノ
ル
テ
に
よ
る
と
、
彼
の
通
勤
用
の
自
家
用
車
が
放
火
さ

れ
、
講
演
に
向
か
う
彼
に
反
対
派
か
ら
未
確
認
の
液
体
が
投
げ
つ
け
ら
れ
、
病
院
に

緊
急
搬
送
さ
れ
た
と
い
う
。
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
を
一
九
九
一
年
に
退
官
し
た
ノ
ル

テ
に
手
を
差
し
伸
べ
た
の
は
イ
タ
リ
ア
や
フ
ラ
ン
ス
の
研
究
者
た
ち
で
、
ノ
ル
テ
の

研
究
が
国
外
で
刊
行
さ
れ
た
時
期
も
あ
っ
た
。
晩
年
の
ノ
ル
テ
は
西
洋
文
明
論
に
傾

斜
し
、「
共
産
主
義
」、「
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
に
続
く
「
第
三
の
急
進
的
抵
抗
運
動
」
と

し
て
の
「
イ
ス
ラ
ム
主
義
」
を
考
察
の
対
象
に
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た）

8
（

。

反
ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
掲
げ
る
「
一
九
六
八
年
の
理
念
」
は
、「
ド
イ

ツ
再
統
一
」
後
も
そ
の
勢
い
を
増
し
て
い
っ
た
。「
ゴ
ー
ル
ド
ハ
ー
ゲ
ン
論
争）

9
（

」、

「
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
警
鐘
碑
建
設
問
題）
10
（

」
な
ど
に
つ
い
て
は
、
従
来
も
論
じ
ら
れ
て
き

た
通
り
で
あ
る
。

　
　
　（
２
）「
一
九
九
〇
年
の
理
念
」
の
反
抗
：

　
　
　
　
　
　
　
　
　

現
代
史
研
究
所
の
「
全
体
主
義
」
論
へ
の
傾
斜

　

と
は
い
え
一
九
九
〇
年
の
「
ド
イ
ツ
再
統
一
」
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
政
治

文
化
に
変
動
を
も
た
ら
さ
ず
に
は
い
な
か
っ
た
。
社
会
主
義
体
制
崩
壊
は
マ
ル
ク
ス

主
義
者
だ
け
で
な
く
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
果
敢
な
「
保
守
派
」
攻
撃
に
共
感
し
、

資
本
主
義
・
社
会
主
義
陣
営
の
共
存
及
び
西
独
内
の
左
派
主
導
を
目
標
と
し
て
き
た

左
派
自
由
主
義
者
た
ち
に
と
っ
て
も
、
一
大
痛
恨
事
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
国
民
国
家

が
復
活
し
た
こ
と
は
、
西
独
の
「
ポ
ス
ト
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
な
秩
序
を
称
揚
し
て
い

た
彼
ら
に
と
っ
て
青
天
の
霹
靂
で
あ
っ
た
。「
ド
イ
ツ
再
統
一
」
に
違
和
感
を
表
明

す
る
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
や
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
の
言
論
活
動
は
、
日
本
で
も
入
念
に

紹
介
さ
れ
た
通
り
で
あ
る）
11
（

。

　
「
ド
イ
ツ
再
統
一
」
の
刺
戟
を
受
け
て
、
ド
イ
ツ
社
会
の
一
部
に
ド
イ
ツ
の
国
家

的
・
国
民
的
主
体
性
を
恢
復
し
よ
う
と
い
う
思
想
的
潮
流
も
勃
興
し
て
い
っ
た
。
こ

れ
を
「
一
九
九
〇
年
の
理
念
」
と
呼
ん
で
お
こ
う）
12
（

。
そ
の
代
表
作
は
、
論
文
集
『
自

意
識
を
持
っ
た
国
民
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
ボ
ー
ト
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
「
高
ま
る
山

羊
の
歌
」
に
呼
応
し
て
編
ま
れ
た
論
文
集
で
、
ラ
イ
ナ
ー
・
ツ
ィ
ー
テ
ル
マ
ン
、
カ

ー
ル
ハ
イ
ン
ツ
・
ヴ
ァ
イ
ス
マ
ン
ら
若
手
文
筆
家
の
み
な
ら
ず
、
ノ
ル
テ
、
Ｃ
Ｓ
Ｕ

政
治
家
ペ
ー
タ
ー
・
ガ
ウ
ヴ
ァ
イ
ラ
ー
も
寄
稿
し
て
い
る）
13
（

。
か
つ
て
ハ
ー
バ
ー
マ
ス

の
親
友
だ
っ
た
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ヴ
ァ
ル
ザ
ー
が
、
一
九
九
八
年
に
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を

「
道
徳
の
棍
棒
」
扱
い
し
て
い
る
と
論
じ
、
ユ
ダ
ヤ
人
中
央
評
議
会
議
長
イ
グ
ナ
ッ

ツ
・
ブ
ー
ビ
ス
と
論
争
に
な
っ
た
こ
と
も
話
題
に
な
っ
た）
14
（

。

こ
う
し
た
な
か
、
一
九
九
二
年
に
ホ
ル
ス
ト
・
メ
ラ
ー
が
「
現
代
史
研
究
所
」

（Institut für Zeitgeschichte

）
所
長
に
就
任
し
た
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
歴
史
学
界
の

転
換
点
と
な
っ
た
。
一
九
四
三
年
ブ
レ
ス
ラ
ウ
出
ま
れ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
メ

ラ
ー
は
、
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
で
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
の
下
で
博
士
号
を
取
得
し
、
そ

の
助
手
を
務
め
て
い
た
人
物
で
、
エ
ル
ラ
ン
ゲ
ン
＝
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
大
学
教

授
（
一
九
八
二
年‒

一
九
八
九
年
）
を
経
て
、
パ
リ
の
ド
イ
ツ
史
研
究
所
所
長

（
一
九
八
九
年‒

一
九
九
二
年
）
を
務
め
て
い
た
。
メ
ラ
ー
は
博
士
論
文
で
は
フ
リ

ー
ド
リ
ヒ
・
ニ
コ
ラ
イ
を
扱
い
、
ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
研
究
者
と
し
て
業
績
を
積
ん
だ

が
、
同
時
に
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
史
に
視
野
を
広
げ
、
現
代
史
研
究
所
の
副
所
長

と
し
て
学
術
機
関
運
営
の
実
務
経
験
を
積
ん
で
い
た
。
こ
の
メ
ラ
ー
が
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ

ン
の
現
代
史
研
究
所
の
所
長
に
就
任
し
た
の
で
あ
る）
15
（

。

現
代
史
研
究
所
は
、
連
邦
及
び
七
州
（
バ
イ
エ
ル
ン
・
バ
ー
デ
ン
＝
ヴ
ュ
ル
テ

ン
ベ
ル
ク
・
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
・
ヘ
ッ
セ
ン
・
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
・
ノ
ル
ト
ラ

イ
ン
＝
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
・
ザ
ク
セ
ン
）
の
出
資
で
運
営
さ
れ
る
、
い
わ
ば
国
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立
歴
史
学
研
究
所
で
あ
る
。
そ
の
出
発
点
は
国
民
社
会
主
義
研
究
だ
が
、
い
ま
で
は

第
一
次
世
界
戦
争
以
降
の
時
代
を
包
括
的
に
扱
う
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
現
代
史
研

究
所
は
、『
現
代
史
四
季
報
』（Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

）
を
刊
行
し
、

学
術
会
議
を
企
画
し
、
史
料
を
保
存
・
整
理
し
、
史
跡
を
管
理
す
る
だ
け
で
な
く
、

政
府
機
関
か
ら
の
歴
史
に
関
す
る
鑑
定
依
頼
に
答
申
す
る
任
務
も
負
っ
て
い
る
た

め
、
憲
法
問
題
に
お
け
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
政
治
に
直
結
す
る

機
関
だ
と
も
言
え
る
。

こ
の
現
代
史
研
究
所
の
所
長
に
メ
ラ
ー
が
就
任
し
た
こ
と
は
大
き
な
政
治
的
意

義
を
有
し
た
。
ブ
ラ
ン
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
政
権
下
の
研
究
所
を
率
い
た
の
は
、
マ

ル
テ
ィ
ン
・
ブ
ロ
シ
ャ
ー
ト
（
一
九
二
六
年‒

一
九
八
九
年
、
在
職
一
九
七
二
年‒

一
九
八
九
年）
16
（

）
で
あ
っ
た
。
ブ
ロ
シ
ャ
ー
ト
は
ド
イ
ツ
「
過
去
の
克
服
」
論
の
先
駆

者
の
一
人
で
、
そ
の
著
書
『
ド
イ
ツ
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
政
策
の
二
百
年
』（
一
九
六
三

年
）
は
西
独
側
か
ら
の
ド
イ
ツ
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
政
策
批
判
の
草
分
け
で
あ
る）
17
（

。
歴
史

家
論
争
で
も
ブ
ロ
シ
ャ
ー
ト
は
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
加
勢
し
、
シ
ュ
ト
ゥ
ル
マ
ー
、
ヒ

ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
ら
「
歴
史
家
ツ
ン
フ
ト
」
を
揶
揄
し
つ
つ
、
ノ
ル
テ
が
歴
史
学
を
侮

辱
し
た
と
非
難
し
て
い
る）
18
（

。
と
は
い
え
死
後
十
四
年
が
経
っ
た
二
〇
〇
三
年
に
な
っ

て
、
歴
史
家
ノ
ル
ベ
ル
ト
・
フ
ラ
イ
の
指
摘
に
よ
り
、
ブ
ロ
シ
ャ
ー
ト
の
Ｎ
Ｓ
Ｄ
Ａ

Ｐ
党
員
歴
が
明
る
み
に
出
る
こ
と
に
な
る）
19
（

。
こ
の
ブ
ロ
シ
ャ
ー
ト
が
一
九
八
九
年
に

在
職
の
ま
ま
死
去
す
る
と
、
所
長
職
が
空
席
の
ま
ま
副
所
長
が
事
務
を
引
き
継
い
で

い
た
が
、
そ
こ
に
ブ
ロ
シ
ャ
ー
ト
所
長
の
下
で
副
所
長
（
一
九
七
九
年‒

一
九
八
二

年）
20
（

）
を
務
め
た
経
験
が
あ
っ
た
メ
ラ
ー
が
パ
リ
か
ら
戻
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
メ

ラ
ー
は
、
そ
れ
以
前
の
所
長
と
は
異
な
り
、
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
大
学
（
一
九
九
二

年‒

一
九
九
六
年
）、
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
大
学
（
一
九
九
六
年‒

二
〇
一
一
年
）
の
正

教
授
職
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
た）
21
（

。
メ
ラ
ー
は
、
後
述
の
よ
う
に
ベ
ル
リ
ン
自
由
大

学
の
助
手
時
代
に
教
授
ノ
ル
テ
と
協
力
し
て
学
生
叛
乱
に
対
処
し
て
い
た
。
歴
史
家

論
争
で
も
メ
ラ
ー
は
恩
師
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
と
歩
調
を
合
わ
せ
、
感
情
的
批
判
を
問
題

視
し
て
議
論
の
「
即
事
化
」（Versachlichung

）
を
要
求
し
て
い
た）
22
（

。
し
か
も
メ
ラ

ー
は
一
九
九
〇
年
代
に
は
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
コ
ー
ル
連
邦
宰
相
の
顧
問
を
務
め
て
お

り
、
一
九
九
八
年
連
邦
議
会
選
挙
で
は
コ
ー
ル
再
選
の
た
め
に
運
動
し
て
い
た
と
い

う
の
で）
23
（

、
メ
ラ
ー
の
所
長
就
任
が
現
代
史
研
究
所
の
方
針
転
換
と
の
印
象
を
与
え
た

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

メ
ラ
ー
就
任
後
の
現
代
史
研
究
所
は
、（
一
）
国
民
社
会
主
義
研
究
の
史
料
的

基
盤
整
備
、（
二
）
国
民
社
会
主
義
研
究
以
外
の
領
域
開
拓
、
を
行
な
っ
て
き
た
。

（
一
）
に
つ
い
て
、
特
に
目
を
惹
く
の
は
『
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
日
記
』
編
纂
で
あ
り）
24
（

、
ま

た
（
メ
ラ
ー
所
長
就
任
前
の
一
九
九
一
年
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
が
）『
ヒ
ト
ラ
ー

―
演
説
・
文
書
・
命
令
』
は
『
我
が
闘
争
』
を
除
く
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
の
文

書
を
網
羅
的
に
収
集
し
た
も
の
で
あ
る）
25
（

。
ち
な
み
に
、
爆
破
さ
れ
た
オ
ー
バ
ー
ザ
ル

ツ
ベ
ル
ク
の
ヒ
ト
ラ
ー
山
荘
を
展
示
施
設
に
し
、
現
代
史
研
究
所
が
管
理
す
る
よ
う

に
な
っ
た
の
も
メ
ラ
ー
就
任
後
で
あ
っ
た）
26
（

。（
二
）
に
つ
い
て
、
注
目
す
べ
き
は
現

代
史
研
究
所
が
支
所
を
ベ
ル
リ
ン
に
二
箇
所
設
け
た
こ
と
で
あ
る
。
一
箇
所
は
ベ
ル

リ
ン
＝
ミ
ッ
テ
の
ド
イ
ツ
外
務
省
内
で
、
こ
れ
は
『
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
外
交
文
書

集
』
の
編
纂
の
た
め
で
あ
る
。
こ
の
支
所
は
、
外
務
省
が
ボ
ン
に
あ
っ
た
一
九
九
〇

年
に
は
す
で
に
同
地
に
設
け
ら
れ
て
い
た
の
が
、
首
都
移
転
に
伴
い
移
転
し
た
も
の

で
あ
る
。
も
う
一
箇
所
は
ベ
ル
リ
ン
＝
リ
ヒ
タ
ー
フ
ェ
ル
デ
の
旧
米
軍
駐
屯
地
内

で
、
こ
れ
は
同
地
に
あ
る
ベ
ル
リ
ン
連
邦
文
書
館
所
蔵
の
旧
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
文

書
を
用
い
た
社
会
主
義
体
制
研
究
の
た
め
で
あ
る）
27
（

。
国
民
社
会
主
義
研
究
及
び
社
会

主
義
研
究
は
、
現
代
史
研
究
所
の
分
類
で
は
「
二
〇
世
紀
の
独
裁
」
と
し
て
一
括
さ

れ
る
に
至
っ
た
。
二
つ
の
独
裁
を
一
括
し
て
批
判
す
る
発
想
は
「
全
体
主
義
」
論
を

想
起
さ
せ
る
。
社
会
主
義
体
制
の
批
判
的
研
究
は
、
メ
ラ
ー
時
代
に
現
代
史
研
究
所

の
新
し
い
目
玉
と
な
っ
て
い
っ
た
。
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一
九
九
九
年
か
ら
の
「
国
防
軍
展
覧
会
」
開
催
と
そ
れ
に
対
す
る
批
判
は
、

「
一
九
六
八
年
の
理
念
」
と
「
一
九
九
〇
年
の
理
念
」
と
の
激
突
の
予
兆
と
な
っ

た
。「
国
防
軍
展
覧
会
」
は
、
大
手
煙
草
製
造
業
者
の
父
か
ら
遺
産
を
相
続
し
た

億
万
長
者
ヤ
ン
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
レ
エ
ム
ツ
マ
（
一
九
五
二
年‒

）
の
率
い
る
「
ハ

ン
ブ
ル
ク
社
会
研
究
所
」
が
企
画
し
た
。
Ｎ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｐ
と
比
較
し
て
好
意
的
に
評
価

さ
れ
て
き
た
ド
イ
ツ
国
防
軍
に
つ
い
て
も
、
そ
の
犯
罪
を
明
る
み
に
す
る
と
い
う
の

は
、「
一
九
六
八
年
の
理
念
」
を
突
き
詰
め
た
企
画
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
各
地
の

展
示
会
場
で
は
、
国
防
軍
擁
護
派
に
よ
る
抗
議
行
動
が
起
こ
り
、
と
き
と
し
て
そ
れ

は
暴
力
化
し
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
歴
史
家
ボ
グ
ダ
ン
・
ム
シ
ア

ウ
（
一
九
六
〇
年‒

）
ら
が
、「
国
防
軍
展
覧
会
」
が
使
用
す
る
写
真
に
ソ
ヴ
ィ
エ

ト
軍
の
も
の
が
混
在
し
て
い
る
と
指
摘
し
、
メ
ラ
ー
が
こ
の
機
会
を
捉
え
て
、『
フ

ラ
ン
ク
フ
ル
タ
ー
・
ア
ル
ゲ
マ
イ
ネ
・
ツ
ァ
イ
ト
ゥ
ン
グ
』
で
こ
の
展
覧
会
を
「
失

態
で
あ
っ
て
、
本
当
に
先
駆
的
功
績
で
も
何
で
も
な
い
」
と
叱
責
し
た
。
ノ
ル
テ
受

賞
は
そ
の
半
年
後
の
出
来
事
で
あ
っ
た）
28
（

。

　
　
　
　

３　

ノ
ル
テ
受
賞
を
巡
る
論
争
の
勃
発

　
　
　
（
１
）
ノ
ル
テ
の
「
コ
ン
ラ
ー
ト
・
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
賞
」
受
賞

論
争
の
発
端
は
Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
に
近
接
し
た
「
ド
イ
ツ
財
団
」（D

eutschland-

Stiftung

）
が
二
〇
〇
〇
年
に
ノ
ル
テ
に
「
コ
ン
ラ
ー
ト
・
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
賞
」（
学

術
部
門
）
を
授
与
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
メ
ラ
ー
が
受
賞
者
の
顕
彰
講
演
を
引
き
受

け
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
前
年
の
同
財
団
式
典
で
は
、
Ｃ
Ｄ
Ｕ
党
首
ア
ン
ゲ
ラ
・
メ

ル
ケ
ル
が
受
賞
者
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
シ
ョ
イ
ブ
レ
へ
の
顕
彰
講
演
を
行
っ
た
が
、

メ
ル
ケ
ル
は
ノ
ル
テ
へ
の
讚
辞
を
求
め
ら
れ
た
際
に
は
、「
受
賞
者
と
の
個
人
的
困

難
」
を
理
由
に
断
り
、
授
賞
式
典
へ
の
出
席
す
ら
見
送
る
方
針
を
打
ち
出
し
た）
29
（

。

ノ
ル
テ
に
よ
る
と
、
メ
ル
ケ
ル
が
断
っ
た
た
め
メ
ラ
ー
に
顕
彰
講
演
が
依
頼
さ
れ

た
の
だ
と
い
う）

30
（

。
こ
の
賞
は
、
学
術
（W

issenschaft

）、
文
芸
（Literatur

）、
言
論

（Publizistik

）
の
三
部
門
に
加
え
、「
自
由
賞
」（Freiheitspreis

）
が
設
け
ら
れ
て

お
り
、
歴
史
家
で
は
学
術
部
門
で
ハ
ン
ス
＝
ヨ
ア
ヒ
ム
・
シ
ェ
プ
ス
、
ア
ン
ド
レ
ア

ス
・
ヒ
ル
グ
ル
ー
バ
ー
、
ハ
ン
ス
＝
ペ
ー
タ
ー
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
な
ど
が
、
言
論
部

門
で
ア
ル
ミ
ン
・
モ
ー
ラ
ー
が
受
賞
し
て
い
た
。
政
治
関
連
で
は
オ
ッ
ト
ー
・
フ
ォ

ン
・
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
＝
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
大
公
（
言
論
部
門
）、
ル
シ
ア
ス
・
ク
レ

イ
米
陸
軍
大
将
（
自
由
賞
）、
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
ド
レ
ッ
ガ
ー
（
自
由
賞
）、
ヘ
ル
ム

ー
ト
・
コ
ー
ル
（
自
由
賞
）、
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
シ
ョ
イ
ブ
レ
（
自
由
賞
）
が
受

賞
し
て
い
た）
31
（

。

ノ
ル
テ
受
賞
が
知
れ
渡
る
と
、
新
聞
雑
誌
に
は
早
速
批
判
が
出
始
め
た
。

二
〇
〇
〇
年
五
月
二
二
日
、『
南
ド
イ
ツ
新
聞
』
文
芸
欄
に
、
ビ
ス
マ
ル
ク
批
判
で

知
ら
れ
る
歴
史
評
論
家
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
ヴ
ィ
ル
ム
ス
（
一
九
四
八
年‒

）
が
、
ノ
ル

テ
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
論
に
改
め
て
疑
問
を
提
起
し
、
同
財
団
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
体

質
を
攻
撃
す
る
と
共
に
、
メ
ラ
ー
の
讚
辞
披
露
を
「
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
中
の
ス
キ
ャ

ン
ダ
ル
」
と
呼
ぶ
記
事
を
発
表
し
た）
32
（

。
同
日
に
は
ま
た
『
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ル

ン
ト
シ
ャ
ウ
』
が
、「
ド
イ
ツ
財
団
」
議
長
ク
ル
ト
・
ツ
ィ
ー
ゼ
ル
（
一
九
一
一
年

‒

二
〇
〇
一
年
）
が
、
当
時
若
い
体
制
派
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
、
一
九
四
四
年

七
月
二
〇
日
の
ヒ
ト
ラ
ー
暗
殺
計
画
者
の
「
抹
殺
」
を
要
求
し
て
い
た
事
実
を
報
道

し
た）
33
（

。
同
年
五
月
二
八
日
に
は
、
ダ
ッ
ハ
ウ
収
容
所
協
会
会
長
の
マ
ッ
ク
ス
・
マ
ン

ハ
イ
マ
ー
（
一
九
二
〇
年‒

二
〇
一
六
年
）
が
、
ノ
ル
テ
の
受
賞
、
メ
ラ
ー
の
讚
辞

披
露
を
非
難
す
る
声
明
を
「
ナ
チ
体
制
被
迫
害
者
連
盟
」
に
送
付
し
た）
34
（

。
五
月
三
一

日
に
は
中
道
左
派
エ
リ
ー
ト
の
週
刊
新
聞
『
デ
ィ
・
ツ
ァ
イ
ト
』
に
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
・
歴
史
家
の
グ
ス
タ
フ
・
ザ
イ
プ
ト
（
一
九
五
九
年‒

）
が
記
事
「
エ
ル
ン
ス

ト
・
ノ
ル
テ
へ
の
顕
彰
講
演
は
ど
う
行
う
の
か
？
」
を
発
表
し
、
メ
ラ
ー
を
「
ツ
ン
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フ
ト
の
代
表
者
」
と
呼
び
、
Ｃ
Ｄ
Ｕ
の
国
民
社
会
主
義
と
の
連
続
性
、
ブ
ラ
ン
ト
東

方
政
策
へ
の
反
対
を
改
め
て
糾
弾
し
た）
35
（

。
同
じ
く
五
月
三
一
日
に
は
『
フ
ラ
ン
ク
フ

ル
タ
ー
・
ア
ル
ゲ
マ
イ
ネ
・
ツ
ァ
イ
ト
ゥ
ン
グ
』
が
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
教
授
ハ
イ
ン

リ
ヒ
・
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ヴ
ィ
ン
ク
ラ
ー
（
一
九
三
八
年‒

）
の
批
判
を
掲
載
し
た
。

ヴ
ィ
ン
ク
ラ
ー
は
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
現
代
史
研
究
所
の
学
術
顧
問
で
も
あ
る
が
、
研
究

所
へ
の
被
害
を
考
え
て
、
メ
ラ
ー
に
顕
彰
講
演
を
断
念
す
る
よ
う
書
簡
で
要
請
し
た

と
い
う
。
ヴ
ィ
ン
ク
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
ノ
ル
テ
の
名
前
は
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
ド

イ
ツ
史
像
の
国
民
弁
護
論
的
修
正
と
結
び
付
い
て
お
り
、
彼
の
多
く
の
テ
ー
ゼ
が
急

進
右
派
の
そ
れ
と
異
な
ら
な
い
の
だ
と
い
う）
36
（

。
ヴ
ィ
ン
ク
ラ
ー
は
す
で
に
一
九
八
六

年
に
も
ノ
ル
テ
を
非
難
す
る
論
説
を
発
表
し
て
お
り
、
歴
史
家
論
争
の
一
当
事
者
で

あ
っ
た）
37
（

。

六
月
二
日
に
は
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
大
学
な
ど
同
市
内
の
左
派
系
諸
団
体
（
緑
の
党

系
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
系
、
Ｐ
Ｄ
Ｓ
系
な
ど
多
数
）
が
連
名
で
現
代
史
研
究
所
に
フ
ァ
ッ
ク
ス

で
「
ホ
ル
ス
ト
・
メ
ラ
ー
教
授
へ
の
公
開
書
簡
」
を
送
り
、
メ
ラ
ー
に
顕
彰
講
演
を

断
念
す
る
よ
う
訴
え
た）
38
（

。
同
日
の
『
デ
ル
・
タ
ー
ゲ
ス
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
』
で
は
シ
ュ

テ
フ
ァ
ン
・
ラ
イ
ネ
ケ
が
、
ヴ
ィ
ン
ク
ラ
ー
書
簡
を
全
文
引
用
し
つ
つ
、
ブ
ロ
シ
ャ

ー
ト
所
長
時
代
の
現
代
史
研
究
所
を
称
讚
し
、
後
継
所
長
の
「
保
守
派
メ
ラ
ー
」
が

「
社
会
・
自
由
系
の
ブ
ロ
シ
ャ
ー
ト
時
代
を
終
わ
ら
せ
た
」
と
い
う
「
元
研
究
所
員
」

の
苦
情
を
（
実
名
を
挙
げ
ず
に
）
引
用
し
た）
39
（

。
六
月
三
・
四
日
版
の
『
南
ド
イ
ツ
新

聞
』
で
は
、
エ
リ
ザ
ベ
ー
ト
・
バ
ウ
シ
ュ
ミ
ー
ト
が
記
事
「
黒
い
穴
の
な
か
で
」

で
、
や
は
り
匿
名
の
「
事
情
通
」「
か
つ
て
の
学
派
の
共
感
者
」
の
意
見
を
交
え
つ

つ
、
連
邦
宰
相
コ
ー
ル
の
意
向
で
メ
ラ
ー
に
所
長
が
就
任
し
て
か
ら
同
研
究
所
は
没

落
し
た
と
し
、
直
前
に
現
代
史
研
究
所
が
「
国
防
軍
展
覧
会
」
の
事
実
誤
認
を
指
摘

し
た
こ
と
を
、
同
研
究
所
の
「
国
民
保
守
主
義
的
」（nationalkonservativ

）
転
換

の
表
れ
と
し
た）
40
（

。

　
　
　
（
２
）「
コ
ン
ラ
ー
ト
・
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
賞
」
授
与
式
典

　
「
コ
ン
ラ
ー
ト
・
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
賞
」
授
与
式
典
は
、
予
定
通
り
二
〇
〇
〇
年
六

月
四
日
に
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
王
宮
ヘ
ラ
ク
レ
ス
・
ザ
ー
ル
で
行
わ
れ
た
。
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
の
冒
頭
に
歓
迎
の
辞
を
載
せ
た
の
は
バ
イ
エ
ル
ン
自
由
国
首
相
エ
ド
ム
ン
ト
・
シ

ュ
ト
イ
バ
ー
（
一
九
四
一
年‒

）
で
、
更
に
Ｃ
Ｓ
Ｕ
政
治
家
な
ど
が
続
い
た
。

　

ホ
ル
ス
ト
・
メ
ラ
ー
の
「
エ
ル
ン
ス
ト
・
ノ
ル
テ
教
授
へ
の
顕
彰
講
演）
41
（

」
は
次
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

―
異
例
な
が
ら
こ
の
顕
彰
講
演
に
は
前
置
き
が
要
る
。
高

い
水
準
や
紛
れ
も
な
い
個
性
を
備
え
た
ノ
ル
テ
の
作
品
は
国
内
で
も
国
際
的
に
も
注

目
を
集
め
、
い
わ
ゆ
る
歴
史
家
論
争
以
来
、
猛
烈
な
批
判
の
対
象
に
な
っ
た
。
彼
は

論
争
を
恐
れ
ず
、
寧
ろ
そ
の
強
い
個
性
及
び
解
釈
で
煽
り
も
し
た
。
授
賞
式
典
は
学

問
的
対
決
の
場
で
は
な
い
が
、
一
言
付
け
加
え
た
い
。
私
は
ノ
ル
テ
の
幾
つ
か
の
物

言
い
に
同
意
し
な
い
。
特
に
ヒ
ト
ラ
ー
の
大
量
虐
殺
を
伴
う
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
意
図

を
「
歴
史
的
に
理
解
す
る
」
と
い
う
意
味
で
追
体
験
し
よ
う
と
し
た
試
み
で
、
そ
れ

で
ノ
ル
テ
は
（
Ｎ
Ｓ
の
ユ
ダ
ヤ
人
殺
戮
の
罪
を
）
相
対
化
し
た
と
の
非
難
を
受
け
た

の
だ
っ
た
。
／
ノ
ル
テ
は
国
民
社
会
主
義
を
ま
す
ま
す
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
へ
の

反
動
及
び
そ
の
暴
力
体
制
の
模
倣
と
し
て
説
明
し
よ
う
と
し
、
私
は
こ
れ
に
同
意
し

な
い
も
の
の
、
ノ
ル
テ
が
六
百
万
以
上
の
欧
州
ユ
ダ
ヤ
人
の
殺
害
な
ど
国
民
社
会
主

義
の
犯
罪
の
い
か
な
る
無
害
化
、
相
対
化
と
も
無
関
係
だ
と
い
う
こ
と
は
確
信
し
て

い
る
。
そ
う
思
え
な
か
っ
た
ら
こ
こ
に
立
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
私
は

こ
の
犯
罪
は
許
せ
な
い
と
確
信
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。
Ｊ
・
フ
ェ
ス
ト
は
一
九
九
三

年
に
、
ノ
ル
テ
が
弁
護
論
を
展
開
し
た
と
い
う
批
判
は
的
外
れ
だ
と
述
べ
て
い
る
。

実
際
ノ
ル
テ
は
厳
格
な
道
徳
主
義
者
で
、
困
難
を
厭
わ
ず
、
寧
ろ
自
分
で
困
難
を
探

し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
っ
た
。
彼
は
、
あ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
唯
一
の
正
当
性
を
主

張
す
る
こ
と
で
起
き
た
大
量
虐
殺
を
非
難
す
る
必
要
を
感
じ
た
の
で
あ
り
、
彼
は
ド

イ
ツ
国
民
社
会
主
義
が
最
悪
だ
が
、
そ
れ
が
決
し
て
唯
一
の
も
の
で
も
、
最
初
の
も
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現
在
で
も
あ
る
。
ノ
ル
テ
講
演
「
過
ぎ
去
ろ
う
と
し
な
い
過
去
」
を
想
起
し
て
欲
し

い
。
歴
史
家
で
あ
れ
非
歴
史
家
で
あ
れ
、
こ
の
時
代
を
他
の
時
代
と
同
じ
く
怒
り
も

情
熱
も
な
く
扱
う
こ
と
は
難
し
い
。
価
値
中
立
的
な
客
観
性
は
、
か
く
も
軽
蔑
に
値

す
る
こ
の
残
虐
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
独
裁
を
扱
う
に
は
方
法
的
に
不
十
分
な
の
で
あ

る
。
／
同
時
に
学
問
の
原
則
は
断
念
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
好
き
勝
手
に
歴
史
を

描
い
て
よ
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
歴
史
家
が
大
虐
殺
を
前
に
し
て
ど
れ
ほ

ど
「
茫
然
自
失
」
し
「
悲
嘆
」
に
く
れ
た
と
し
て
も
、
学
問
の
原
則
は
残
る
、
い
や

却
っ
て
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。
ブ
ロ
シ
ャ
ー
ト
の
言
葉
「
国
民
社
会
主
義
も
ま

た
『
歴
史
化
』」
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
は
こ
う
し
た
意
味
を
帯
び
て
い
る
。

／
門
外
漢
に
は
常
に
共
感
可
能
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
極
端
に
非
合
理
的
な

も
の
も
合
理
的
に
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
合
理
性
は
学
問
に
は
不
可

欠
で
、
同
情
す
る
気
持
ち
が
な
い
の
だ
と
思
う
の
は
誤
解
で
あ
る
。
解
釈
の
次
元
と

経
験
的
再
構
築
の
次
元
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
／
多
く
の
事
実
が
経

験
的
観
点
で
確
定
し
て
い
て
も
、
解
釈
は
大
抵
の
場
合
確
定
し
て
い
な
い
。
ノ
ル
テ

作
品
の
場
合
も
、
経
験
的
に
再
構
築
さ
れ
た
事
実
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
メ
タ
次
元

で
「
普
通
の
」
歴
史
学
に
大
き
な
挑
戦
を
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
Ｈ
・
ル
ド
ル
フ
は

ノ
ル
テ
を
、
歴
史
家
の
間
で
は
「
一
匹
狼
」
だ
と
呼
ん
で
い
る
。
私
は
ノ
ル
テ
を
、

歴
史
家
（H

istoriker

）
と
い
う
よ
り
歴
史
思
想
家
（G

eschichtsdenker

）
だ
と
思

っ
て
い
る
。
／
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
も
異
な
る
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
ノ
ル
テ

が
依
拠
し
た
全
体
主
義
モ
デ
ル
は
、
ブ
ジ
ェ
ジ
ン
ス
キ
、
Ｃ
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
、

Ｈ
・
ア
ー
レ
ン
ト
、
Ｋ
・
Ｄ
・
ブ
ラ
ッ
ハ
ー
が
共
有
し
、
ま
た
ヒ
ト
ラ
ー
・
ス
タ
ー

リ
ン
の
二
重
の
伝
記
を
書
い
た
Ａ
・
ブ
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
も
、
全
体
主
義
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
の
双
子
の
性
格
と
い
う
の
は
指
導
的
観
念
だ
っ
た
。
ア
ー
レ
ン
ト
が
両
者
の
共

通
性
を
探
究
し
た
の
で
国
民
社
会
主
義
を
相
対
化
し
た
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
は
、

馬
鹿
げ
た
仮
定
だ
ろ
う
。
／
全
く
逆
に
、
大
量
虐
殺
及
び
第
二
次
世
界
戦
争
が
生
ま

の
で
も
な
か
っ
た
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
／
だ
が
不
当
に
も
す
で
に
ノ
ル
テ
の
こ
の

種
の
表
現
が
誤
解
さ
れ
た
。
二
〇
世
紀
に
起
源
を
有
す
る
他
の
全
体
主
義
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
が
あ
る
こ
と
は
、
国
民
社
会
主
義
を
許
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
し
、
逆
も
ま
た

真
で
あ
る
。
ノ
ル
テ
は
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
は
お
ら
ず
、
比
較
や
時
系
列
的
整
理

を
し
た
だ
け
で
あ
る
。
／
ノ
ル
テ
の
作
品
と
対
決
す
る
こ
と
は
正
当
で
あ
り
必
要
だ

が
、
そ
の
議
論
が
排
除
、
中
傷
、
憎
悪
を
伴
い
が
ち
な
の
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
言

論
の
自
由
に
と
っ
て
悪
し
き
現
象
で
あ
る
。「
自
由
と
は
い
つ
も
、
別
な
考
え
を
す

る
と
い
う
自
由
で
あ
る
。」
こ
の
Ｒ
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の
金
言
は
、
残
念
な
が
ら

ド
イ
ツ
で
は
定
着
し
て
い
な
い
。
私
は
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
で
の
、
学
問
の
自
由
を

巡
る
ノ
ル
テ
と
の
共
闘
の
日
々
を
思
い
出
す
。
当
時
私
は
Ｔ
・
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
の
も

と
で
博
士
号
を
取
り
、
助
手
を
し
て
い
た
。
左
派
過
激
主
義
の
脅
迫
か
ら
身
を
守
ろ

う
と
し
て
い
た
の
は
、
国
民
社
会
主
義
か
ら
の
亡
命
を
経
験
し
た
Ｒ
・
レ
ー
ヴ
ェ

ン
タ
ー
ル
、
Ｅ
・
フ
レ
ン
ケ
ル
、
Ｏ
・
ｖ
・
ジ
ム
ゾ
ン
で
、
若
い
世
代
で
は
Ｒ
・
シ

ョ
ル
ツ
や
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
だ
っ
た
。
ノ
ル
テ
の
政
治
的
位
置
づ
け
は
簡
単
で
は
な
い

が
、
過
激
主
義
に
反
対
し
思
想
の
自
由
を
守
る
姿
勢
は
明
瞭
だ
っ
た
。
／
ア
ウ
シ
ュ

ヴ
ィ
ッ
ツ
の
あ
と
で
は
詩
は
書
け
な
い
と
Ｔ
・
ア
ド
ル
ノ
は
言
っ
た
が
、
ド
イ
ツ
で

歴
史
を
書
い
た
り
政
治
を
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
で
き
る
と
、
ア

デ
ナ
ウ
ア
ー
は
一
方
に
つ
い
て
、
ノ
ル
テ
は
他
方
に
つ
い
て
証
明
し
た
。
／
ア
デ
ナ

ウ
ア
ー
は
ド
イ
ツ
「
特
有
の
道
」
を
終
わ
ら
せ
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
上
に
法
治
国

家
・
民
主
制
を
築
い
た
。
対
抗
馬
の
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
ー
も
、
反
全
体
主
義
と
い
う
基

本
合
意
を
共
有
し
て
い
た
。
／
西
ド
イ
ツ
で
は
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
後
の
政
治
と
は

あ
ら
ゆ
る
狂
信
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
排
除
だ
っ
た
。
／
二
〇
世
紀
を
扱
う
歴
史
家
の

課
題
と
は
何
か
。
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
を
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
、
同
意
す
る

こ
と
が
不
可
能
な
だ
け
で
な
く
、
我
々
と
は
縁
遠
い
当
時
の
原
則
で
解
釈
す
る
こ
と

も
不
可
能
で
あ
る
。
／
国
民
社
会
主
義
は
歴
史
研
究
の
対
象
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
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れ
た
起
源
と
し
て
の
今
世
紀
の
全
体
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
分
析
す
る
研
究
文
献
こ

そ
、
政
治
に
お
け
る
反
全
体
主
義
的
基
本
合
意
と
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
歴
史
認
識
か
ら
政
治
的
教
訓
を
得
る
の
で
あ
る
。
／
今
世
紀
の
世
界
戦
争
や
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
史
に
関
す
る
重
要
著
作
で
有
名
に
な
っ
た
ほ
と
ん
ど
全
て
の
著
者
が
茫
然

自
失
し
て
い
る
。
Ａ
・
ミ
ッ
チ
ャ
ー
リ
ヒ
が
嘆
い
た
よ
う
な
「
悲
し
む
こ
と
の
で
き

な
い
性
格
」
な
の
で
は
な
く
、
繰
り
返
さ
な
い
た
め
に
解
明
す
る
の
で
あ
る
。
／
数

十
年
に
わ
た
る
ノ
ル
テ
の
功
績
は
こ
の
点
に
こ
そ
あ
る
。
彼
の
作
品
は
独
特
な
の

で
、
多
く
の
批
判
や
無
理
解
に
遭
遇
し
た
が
、
彼
の
現
象
学
的
で
弁
証
法
的
な
思
考

様
式
も
そ
の
原
因
だ
っ
た
。
全
体
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
自
由
民
主
主
義
法
治
国
家

原
理
の
衝
突
、
独
ソ
の
両
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
戦
争
は
歴
史
的
文
脈
及
び
両
者
の
連
関

性
に
お
い
て
の
み
理
解
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
／
ノ
ル
テ
は
Ｍ
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の

学
生
で
、
Ｅ
・
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
に
も
通
じ
た
。
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
教
師
と
な
っ

た
ノ
ル
テ
は
「
若
き
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
と
ニ
ー
チ
ェ
」
で
Ｔ
・
シ

ー
ダ
ー
に
見
出
さ
れ
、『
そ
の
時
代
に
お
け
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
』
で
高
い
評
価
を
得
た
。

／
こ
の
著
作
で
教
授
資
格
を
取
っ
た
ノ
ル
テ
は
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
を
経
て
ベ
ル

リ
ン
自
由
大
学
に
移
り
、
引
退
ま
で
教
え
た
。
／
ノ
ル
テ
は
イ
ェ
イ
ル
大
学
、
マ
サ

チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
工
科
大
学
、
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
・
ヘ
ブ
ラ
イ
大
学
な
ど
で
客
員
教
授
を

務
め
た
。
／
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
反
マ
ル
ク
ス
主
義
で
あ
る
」
と
い
う
ノ
ル
テ
の
テ
ー

ゼ
は
一
九
六
三
年
以
来
の
も
の
で
、
当
時
は
最
大
限
の
同
意
を
得
た
も
の
が
、
の
ち

に
は
反
撥
を
買
う
よ
う
に
な
っ
た
。
／
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
煽
動
さ
れ
た
大
量
殺
戮
の

比
較
研
究
も
正
当
で
必
要
な
手
法
だ
っ
た
。
比
較
は
歴
史
家
の
道
具
で
あ
り
、
決
し

て
犯
罪
の
赦
免
で
は
な
い
。
厳
密
に
い
え
ば
ど
ん
な
大
量
殺
戮
も
比
類
な
き
も
の
で

あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
共
同
の
記
憶
に
と
っ
て
は
シ
ョ
ア
は
比
類
な
き
意
義
を
有
し
て
い

る
。
／
だ
が
残
念
な
こ
と
に
、
欧
州
内
外
で
は
複
数
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
狂
信
化

し
た
独
裁
が
数
百
万
単
位
の
殺
戮
を
起
こ
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
説
明
が
必
要
で
あ

る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
／
ノ
ル
テ
の
最
初
の
著
作
の
功
績
の
一
つ
に
、
政
治

的
に
イ
ン
フ
レ
に
な
っ
て
い
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
概
念
を
学
問
的
に
使
用
可
能
に
し
た
こ

と
が
あ
る
。
更
に
時
系
列
的
整
理
に
よ
り
、
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
、

国
民
社
会
主
義
と
の
近
接
性
・
弁
証
法
的
関
係
を
論
じ
た
の
も
功
績
で
あ
る
。
そ
の

問
い
の
正
当
性
は
、
共
産
主
義
独
裁
の
崩
壊
後
、『
共
産
主
義
黒
書
』
が
証
明
し
た
。

／
だ
が
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
収
容
所
が
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
と
比
較
し
て
「
よ
り
本
源
的
」

だ
、
国
民
社
会
主
義
者
が
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ス
ト
の
階
級
憎
悪
を
人
種
憎
悪
に
置
き
換

え
た
と
い
う
よ
う
な
表
現
は
、
有
益
と
は
言
え
な
い
。
時
系
列
や
構
造
だ
け
で
な
く

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
内
容
が
問
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
／
「
自
由
主
義
体
制
」
や
市
民

的
・
キ
リ
ス
ト
教
的
価
値
観
な
ど
を
共
通
の
敵
と
し
、
支
配
手
法
の
一
部
が
ボ
ル
シ

ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
起
源
だ
っ
た
と
し
て
も
、
国
民
社
会
主
義
独
裁
は
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム

独
裁
の
コ
ピ
ー
で
は
な
く
、
因
果
関
係
に
は
限
界
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
大
ド
イ
ツ

的
生
存
圏
」
や
「
反
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
・
コ
ン
プ
レ
ク
ス
」
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
。
／

た
だ
ノ
ル
テ
と
の
間
で
必
要
な
の
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
よ
う
な
誹
謗
で
は
な
く
、

即
事
的
対
決
で
あ
る
。
仏
伊
で
は
Ｆ
・
フ
ュ
レ
な
ど
の
歴
史
家
も
ノ
ル
テ
と
議
論
し

て
き
た
。
ノ
ル
テ
を
読
ん
だ
上
で
反
論
す
る
べ
き
だ
と
、
哲
学
者
・
作
家
Ｂ
＝
Ｈ
・

レ
ヴ
ィ
は
述
べ
て
い
る
。
／
ノ
ル
テ
は
国
民
保
守
主
義
史
学
の
論
者
だ
と
い
う
の
も

誤
り
で
、
彼
の
歴
史
学
は
国
民
国
家
的
枠
組
を
越
え
て
い
る
。
／
ノ
ル
テ
は
歴
史
哲

学
的
に
「
現
代
の
位
置
づ
け
」
を
行
っ
た
の
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
カ
ン
ト
、
デ

ィ
ル
タ
イ
、
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
に
連
な
る
者
で
あ
る
。
／
ノ
ル
テ
の
作
品
は
テ
ー

マ
的
に
広
範
で
、
手
法
的
に
革
新
的
な
も
の
も
あ
る
。
一
九
七
四
年
の
『
ド
イ
ツ
と

冷
戦
』
は
、
ド
イ
ツ
分
断
を
第
二
次
世
界
大
戦
だ
け
で
は
な
く
、「
進
歩
的
」
大
国

た
る
米
ソ
の
世
界
史
的
対
決
に
よ
っ
て
説
明
す
る
試
み
だ
っ
た
。
／
一
九
八
三
年
の

『
マ
ル
ク
ス
主
義
と
産
業
革
命
』
は
、
産
業
革
命
と
国
民
経
済
学
及
び
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
史
の
発
展
と
の
弁
証
法
を
論
じ
た
も
の
で
、
工
業
化
初
期
の
イ
ギ
リ
ス
か
ら
レ
ー



23　第二の歴史家論争

ニ
ン
主
義
の
発
展
ま
で
を
見
据
え
た
も
の
で
あ
る
。
／
こ
の
よ
う
に
ノ
ル
テ
は
、
内

な
る
連
関
性
を
有
し
な
が
ら
国
民
社
会
主
義
と
は
全
く
異
な
る
現
象
を
も
扱
っ
て
い

る
。
／
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
は
ノ
ル
テ
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
比
較
を
高
く
評
価
し
つ
つ
、
ノ
ル

テ
退
官
記
念
論
文
集
に
彼
へ
の
応
答
を
掲
載
し
た
が
、
こ
う
し
た
対
応
を
す
る
者
が

少
な
か
っ
た
の
は
残
念
で
あ
る
。

　

ノ
ル
テ
の
受
賞
講
演
「「
歴
史
修
正
主
義
」
と
は
何
か
？）
42
（

」
は
次
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た

―
一
九
九
九
年
の
ド
イ
ツ
出
版
界
平
和
賞
受
賞
の
際
、
独
系
ユ
ダ
ヤ
人

だ
っ
た
米
歴
史
家
Ｆ
・
ス
タ
ー
ン
は
謝
辞
で
、
西
欧
諸
国
の
多
く
が
「
歴
史
修
正
主

義
の
潮
流
の
な
か
に
あ
る
」
と
述
べ
た
。「
最
大
の
重
荷
を
負
う
」
ド
イ
ツ
は
一
番

早
く
、
四
十
年
以
上
も
前
に
こ
の
修
正
主
義
を
始
め
た
、
だ
が
開
か
れ
た
議
論
は
よ

う
や
く
獲
得
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
、
こ
れ
か
ら
も
続
い
て
欲
し
い
と
い
う
。
実
際
ド

イ
ツ
は
一
九
四
五
年
の
直
後
に
、
小
ド
イ
ツ
主
義
的
＝
プ
ロ
イ
セ
ン
的
歴
史
観
の
自

己
礼
讚
か
ら
訣
別
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
歴
史
修
正
主
義
の
代
表
格
が
Ｆ
・
マ
イ
ネ

ッ
ケ
の
小
品
『
ド
イ
ツ
の
破
局
』
な
の
だ
。
／
だ
が
六
〇
年
代
初
め
に
な
る
と
、

Ａ
・
Ｊ
・
Ｐ
・
テ
イ
ラ
ー
『
第
二
次
世
界
戦
争
の
起
源
』
及
び
Ｄ
・
ホ
ッ
ガ
ン
『
強

要
さ
れ
た
戦
争
』
が
、
正
反
対
の
意
味
で
の
歴
史
修
正
主
義
を
展
開
し
た
。
型
破
り

と
は
い
え
英
歴
史
家
ツ
ン
フ
ト
で
認
め
ら
れ
た
一
員
だ
っ
た
テ
イ
ラ
ー
は
、
当
時
の

オ
ー
デ
ル
・
ナ
イ
セ
国
境
否
認
に
見
ら
れ
る
ド
イ
ツ
の
一
貫
し
た
修
正
主
義
的
傾
向

を
指
摘
し
、
ヒ
ト
ラ
ー
を
特
別
視
す
る
べ
き
で
な
い
と
し
た
。
教
職
の
な
い
ア
メ
リ

カ
の
若
者
だ
っ
た
ホ
ッ
ガ
ン
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
を
擁
護
し
、
寧
ろ
英
ハ
リ
フ
ァ
ク
ス
外

交
が
戦
争
の
原
因
だ
っ
た
と
し
た
。
／
だ
が
す
ぐ
に
新
た
な
修
正
主
義
が
ド
イ
ツ
及

び
国
外
に
登
場
し
た
。
Ｍ
・
ブ
ロ
シ
ャ
ー
ト
や
Ｈ
・
モ
ム
ゼ
ン
は
、
欧
州
ユ
ダ
ヤ
人

の
絶
滅
政
策
を
、
ヒ
ト
ラ
ー
個
人
の
意
図
で
は
な
く
、
戦
時
ド
イ
ツ
社
会
で
徐
々
に

発
達
し
た
機
能
で
あ
り
、
主
要
責
任
を
追
う
の
は
ビ
ス
マ
ル
ク
創
建
の
帝
国
の
「
指

導
層
」
だ
と
の
機
能
論
を
展
開
し
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
責
任
を
強
調
す
る
の
は
進
歩
派

の
、
あ
る
い
は
社
会
民
主
党
の
意
味
で
の
ド
イ
ツ
の
根
本
的
再
編
成
を
妨
げ
る
「
弁

護
的
」
議
論
だ
と
非
難
し
た
の
で
あ
る
。
／
逆
説
的
な
こ
と
に
、
ヒ
ト
ラ
ー
に
も
ド

イ
ツ
指
導
層
に
も
ド
イ
ツ
民
衆
に
も
責
任
を
課
さ
な
い
否
定
論
者
に
は
、
目
立
っ
た

政
治
的
意
図
が
見
ら
れ
な
い
。
彼
ら
は
仏
人
Ｐ
・
ラ
シ
ニ
エ
、
Ｒ
・
フ
ォ
リ
ソ
ン
、

米
人
Ａ
・
バ
ッ
ツ
と
い
っ
た
外
国
人
で
あ
る
。
元
収
容
所
囚
人
で
の
ち
社
会
党
国
民

議
会
議
員
と
な
っ
た
ラ
シ
ニ
エ
は
、
解
放
さ
れ
た
元
囚
人
幹
部
が
あ
ま
り
に
Ｓ
Ｓ
に

責
任
を
負
わ
せ
、「
囚
人
頭
」
や
「
抵
抗
」
の
側
に
そ
れ
に
劣
ら
ず
問
題
が
あ
っ
た

こ
と
に
は
触
れ
な
い
の
を
問
題
視
し
た
。
／
こ
こ
十
年
の
ド
イ
ツ
及
び
外
国
の
文
献

で
は
、
歴
史
家
論
争
か
ら
Ｓ
・
ク
ル
ト
ワ
の
『
共
産
主
義
黒
書
』
に
か
け
て
の
現
象

に
「
歴
史
修
正
主
義
」
が
結
び
付
い
て
い
る
。
つ
ま
り
「
共
産
主
義
の
犯
罪
」
の
強

調
に
よ
り
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
が
「
相
対
化
さ
れ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
／
「
修
正

主
義
」
を
辞
典
で
引
く
と
、
Ｅ
・
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
窮
乏
化
テ
ー
ゼ
」
批
判

を
否
定
的
に
見
る
呼
び
方
だ
と
の
説
明
が
あ
る
。
ま
た
毛
沢
東
の
紅
衛
兵
が
「
文
化

大
革
命
」
で
「
修
正
主
義
へ
の
闘
い
」
を
呼
号
し
て
儒
教
的
伝
統
を
破
壊
し
た
の
も

記
憶
に
新
し
い
。
／
戦
間
期
ド
イ
ツ
で
は
「
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
の
命
令
」
を
批
判
す
る

歴
史
家
も
「
修
正
主
義
」
の
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
た
。
／
ア
メ
リ
カ
で
は
、
南
北
戦

争
に
勝
っ
た
北
部
が
南
部
の
奴
隷
州
に
勝
っ
た
進
歩
と
自
由
の
力
を
称
揚
す
る
歴
史

観
を
広
め
、
こ
れ
に
批
判
が
提
起
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
／
古
典
古
代
に
は
ヘ
ロ

ド
ト
ス
が
ペ
ル
シ
ャ
を
描
写
す
る
際
、
ペ
ル
シ
ャ
由
来
の
誇
張
さ
れ
た
表
現
を
除
外

し
た
が
、
こ
れ
も
「
修
正
主
義
」
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
に
も

言
え
る
。
／
「
何
が
「
歴
史
修
正
主
義
」
な
の
か
？
」
と
い
う
問
い
は
正
当
で
必
要

で
あ
る
。
／
過
去
十
五
年
で
い
う
と
、
皆
さ
ん
の
前
に
立
っ
て
い
る
男
が
「
歴
史
家

論
争
」
の
元
兇
だ
と
し
て
、「
修
正
主
義
」
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
Ｒ
・
ツ
ィ
ー

テ
ル
マ
ン
ら
が
「
ノ
ル
テ
の
Ｓ
Ａ
」
だ
と
呼
ば
れ
た
り
、『
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
タ
ー
・

ア
ル
ゲ
マ
イ
ネ
・
ツ
ァ
イ
ト
ゥ
ン
グ
』
が
「
オ
ー
ル
ド
・
フ
ァ
シ
ス
ト
」
ノ
ル
テ
を
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再
び
迎
え
入
れ
た
な
ど
と
表
現
さ
れ
た
り
も
し
た
。
／
ハ
ン
ブ
ル
ク
二
〇
世
紀
社
会

史
財
団
の
Ｋ
・
Ｈ
・
ロ
ー
ト
は
、『
歴
史
修
正
主
義

―
全
体
主
義
理
論
の
再
生
』

を
刊
行
し
、
全
体
主
義
理
論
は
大
量
の
人
権
侵
害
を
正
当
化
す
る
理
論
だ
と
説
い
て

い
る
。
／
Ｊ
・
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
と
Ｗ
・
ヴ
ィ
ッ
パ
ー
マ
ン
は
『
共
産
主
義
黒
書
批

判
』
を
刊
行
し
、
階
級
殺
害
を
人
種
殺
害
と
区
別
し
、
懸
命
に
擁
護
し
て
い
る
。
／

フ
ァ
シ
ズ
ム
は
も
う
五
十
年
も
存
在
し
て
い
な
い
の
に
、
い
ま
だ
に
彼
ら
と
対
決
す

る
と
い
う
反
フ
ァ
シ
ス
ト
が
い
て
、（
体
制
と
し
て
崩
壊
し
た
共
産
主
義
の
）「
死
体

に
鞭
を
打
っ
て
い
る
」
と
し
て
反
共
産
主
義
者
に
憤
慨
し
た
り
と
か
、
マ
ル
ク
ス

主
義
・
半
マ
ル
ク
ス
主
義
（halbm

arxistisch

）
の
論
者
が
、（
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
と
い

う
）
近
代
の
最
古
・
最
強
の
敵
イ
メ
ー
ジ
を
掲
げ
つ
つ
、
同
時
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
友

敵
論
を
批
判
す
る
だ
と
か
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
判
決
か
ら
の
如
何
な
る
逸
脱
も
民
衆

煽
動
罪
に
問
う
だ
と
か
い
う
光
景
は
、
ま
さ
に
諷
刺
に
し
か
な
ら
な
い
。
／
イ
タ
リ

ア
で
は
デ
・
フ
ェ
リ
ー
チ
ェ
の
よ
う
な
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
神
話
の
批
判
者
で
も
、
批
判

さ
れ
こ
そ
す
れ
排
除
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
以
下
で
マ
ル
ク
ス
主
義
的
起
源
を
隠
さ

な
い
Ｄ
・
ロ
ス
ル
ド
の
一
九
九
六
年
の
著
書
『
歴
史
修
正
主
義
』
を
見
て
い
く
。
／

ロ
ス
ル
ド
は
Ｅ
・
バ
ー
ク
、
Ｃ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
か
ら
Ｈ
・
ア
ー
レ
ン
ト
、
Ａ
・
ｖ
・

ハ
イ
エ
ク
、
Ｆ
・
フ
ュ
レ
、
Ｅ
・
ノ
ル
テ
に
至
る
反
革
命
の
系
譜
を
広
く
「
歴
史
修

正
主
義
」
に
勘
定
し
、
彼
ら
「
修
正
主
義
者
」
が
「
白
黒
図
式
」
を
描
き
、
英
米
の

先
例
を
度
外
視
し
て
仏
露
革
命
の
な
か
に
の
み
「
ホ
モ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ク
ス
」
を
見

て
い
る
と
批
判
し
た
。
／
ロ
ス
ル
ド
は
、
米
大
統
領
Ｔ
・
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
に
も
ヒ
ト

ラ
ー
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
先
取
り
す
る
も
の
が
あ
っ
た
と
し
、
第
一
次
世
界
大
戦
で

の
イ
ギ
リ
ス
の
反
独
扇
動
に
も
厚
顔
無
恥
な
も
の
が
あ
っ
た
と
し
た
。
／
こ
う
し
て

修
正
主
義
批
判
者
ロ
ス
ル
ド
は
自
ら
修
正
主
義
者
に
な
っ
て
い
っ
た
。
ロ
ス
ル
ド
の

指
摘
に
よ
れ
ば
、
西
欧
列
強
と
違
い
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
は
初
め
か
ら
植
民
地
解
放
の
側
に

い
た
の
で
あ
り
、
カ
テ
ィ
ン
な
ど
で
ソ
連
に
殺
さ
れ
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
軍
将
校
に
は
、

反
ユ
ダ
ヤ
主
義
ゆ
え
に
処
刑
さ
れ
た
者
も
い
る
と
い
う
。
／
ロ
ス
ル
ド
を
単
な
る
共

産
主
義
や
ソ
連
の
弁
護
者
と
見
る
な
ら
不
当
で
、
彼
は
カ
テ
ィ
ン
の
虐
殺
を
正
当
化

し
た
の
で
は
な
く
、
理
解
可
能
に
す
る
試
み
に
批
判
的
に
取
り
組
ん
だ
の
で
あ
る
。

／
ロ
ス
ル
ド
は
ま
た
「
第
二
の
三
十
年
戦
争
」
論
を
提
起
し
、
国
民
社
会
主
義
が
ア

ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
式
帝
国
主
義
の
極
端
な
形
態
だ
っ
た
と
の
考
え
な
ど
を
示
し
て

い
る
。
／
自
分
は
こ
の
講
演
を
批
判
者
よ
り
ま
し
な
「
修
正
主
義
」
の
定
義
を
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
ど
こ
に
歴
史
修
正
主
義
の
困
難
及
び
必
要
性
が
あ
る
か

を
示
す
こ
と
で
終
え
た
い
。
／
修
正
は
学
問
の
最
も
日
常
的
な
課
題
で
、
盛
ん
に
宣

伝
さ
れ
た
展
覧
会
で
も
不
適
切
な
展
示
が
あ
れ
ば
修
正
が
必
要
だ
が
、
そ
れ
は
修
正

主
義
で
は
な
い
。
／
ユ
ダ
ヤ
人
中
心
主
義
に
よ
る
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
「
唯
一
性
」
主

張
は
、
シ
ン
テ
ィ
・
ロ
マ
や
ア
メ
リ
カ
人
の
被
害
者
を
貶
め
る
こ
と
に
な
る
。
／

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
と
国
民
社
会
主
義
と
を
同
列
に
置
く
構
造
的
「
全
体
主
義
」
に
対
し
て

は
「
左
派
的
」「
進
歩
的
」
修
正
主
義
が
戦
っ
て
い
る
。
構
造
で
は
な
く
過
程
に
注

目
す
る
「
全
体
主
義
」
論
は
、「
赤
」
が
「
茶
」
に
先
行
す
る
こ
と
に
注
目
す
る
。

／
こ
の
歴
史
修
正
主
義
が
い
か
に
大
き
な
困
難
に
直
面
し
て
い
る
か
は
（
Ｎ
Ｓ
の
評

価
が
二
転
三
転
し
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
）
す
ぐ
分
か
る
。
ヒ
ト
ラ
ー
や
Ｎ
Ｓ
は
欧

州
の
ほ
と
ん
ど
全
て
の
政
党
か
ら
罵
倒
さ
れ
つ
つ
政
権
に
つ
き
、
内
戦
の
よ
う
な
野

蛮
さ
で
そ
の
権
力
を
固
め
、
近
代
欧
州
に
比
類
が
な
い
ほ
ど
苛
酷
に
少
数
派
を
弾
圧

し
た
。
ヒ
ト
ラ
ー
や
Ｎ
Ｓ
は
数
年
間
、
ド
イ
ツ
や
他
の
欧
州
諸
国
で
多
大
な
共
感
を

浴
び
た
が
、
そ
こ
で
表
明
さ
れ
た
共
感
は
、
彼
ら
の
敗
戦
後
は
隠
蔽
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
戦
後
は
Ｎ
Ｓ
の
犯
罪
が
大
々
的
に
暴
露
さ
れ
、
ヒ
ト
ラ
ー
個
人
の

み
な
ら
ず
、
Ｎ
Ｓ
体
制
全
体
も
、
遂
に
は
一
つ
の
大
き
な
国
民
全
体
が
糾
弾
さ
れ
る

と
い
う
前
例
な
き
事
態
が
生
じ
た
。
理
解
可
能
に
し
た
い
と
い
う
歴
史
学
の
原
則
の

対
象
か
ら
、
こ
の
体
制
や
こ
の
男
を
除
外
し
な
け
れ
ば
、
非
難
を
想
定
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
／
当
時
の
記
憶
が
薄
れ
る
に
つ
れ
、
全
体
主
義
論
が
後
退
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し
、
Ｎ
Ｓ
を
「
絶
対
悪
」
と
み
な
し
て
、
そ
の
再
来
を
防
ぐ
と
い
う
考
え
方
が
擡
頭

し
た
が
、
そ
の
な
か
で
反
フ
ァ
シ
ス
ト
が
自
由
主
義
・
民
主
主
義
批
判
を
Ｎ
Ｓ
と
共

有
し
て
い
た
こ
と
が
忘
却
さ
れ
て
い
っ
た
。
／『
そ
の
時
代
に
お
け
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
』

は
刊
行
当
時
「
全
体
主
義
」
論
を
克
服
し
た
と
称
讚
さ
れ
た
が
、
実
際
は
そ
れ
を
洗

練
し
歴
史
化
し
た
の
で
あ
る
。「
歴
史
修
正
主
義
」
は
国
を
越
え
た
現
象
で
、
特
定

の
学
派
で
は
な
く
、
各
地
で
並
行
し
た
思
考
で
あ
る
。

　

ノ
ル
テ
は
更
に
受
賞
謝
辞）
43
（

を
披
露
し
た

―
「
ド
イ
ツ
賞
」
受
賞
に
際
し
ド
イ
ツ

に
つ
い
て
も
語
る
必
要
が
あ
る
が
、
私
は
自
分
に
つ
い
て
も
語
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。

／
Ｍ
・
ラ
イ
ヒ
＝
ラ
ニ
ツ
キ
は
、
私
が
「
歴
史
家
論
争
」
で
ユ
ダ
ヤ
人
を
害
虫
に
準
な
ず
ら

え
た
と
い
う
。
／
ま
た
彼
は
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
ノ
ル
テ
や
ヒ
ル
グ
ル
ー
バ
ー
ら
「
修

正
主
義
的
」
歴
史
家
と
の
対
決
を
も
称
え
て
い
る
。
／
「
ド
イ
ツ
財
団
」
が
ラ
イ
ヒ

＝
ラ
ニ
ツ
キ
や
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
批
判
を
間
違
い
、
少
な
く
と
も
一
面
的
だ
と
勇

気
を
も
っ
て
認
め
て
く
れ
た
こ
と
に
私
は
感
謝
す
る
。
／
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
や
ラ
イ

ヒ
＝
ラ
ニ
ツ
キ
と
の
対
立
は
初
め
か
ら
の
も
の
で
は
な
い
。
我
々
の
世
代
は
ド
イ
ツ

を
単
純
に
愛
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
Ｃ
・
フ
ラ
ン
ツ
、
Ｆ
・
Ｗ
・
フ
ェ
ル

ス
タ
ー
の
よ
う
に
カ
ト
リ
ッ
ク
的
＝
大
ド
イ
ツ
主
義
的
な
家
庭
に
育
っ
た
自
分
は
特

に
そ
う
だ
っ
た
。
／
『
そ
の
時
代
に
お
け
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
』
は
、
一
方
で
「
東
部
戦

線
」
を
「
怖
る
べ
き
侵
略
・
奴
隷
化
・
絶
滅
戦
争
」
と
性
格
規
定
し
て
イ
ス
ラ
エ
ル

の
歴
史
家
に
も
褒
め
ら
れ
た
が
、
他
方
で
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
特
殊
な
反
マ
ル
ク
ス
主
義

と
位
置
付
け
た
。
／
『
欧
州
内
戦
』（
一
九
八
七
年
）
は
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
共
産
党
が

最
初
で
最
強
の
絶
滅
組
織
で
あ
り
、
の
ち
に
そ
れ
に
呼
応
し
て
で
き
た
Ｎ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｐ

は
そ
れ
ほ
ど
包
括
的
で
は
な
い
、「
歪
ん
だ
コ
ピ
ー
」
以
上
の
も
の
で
は
な
い
と
説

い
た
。「
十
月
革
命
」
へ
の
共
感
拡
大
に
ヒ
ト
ラ
ー
ら
が
反
応
し
た
の
は
明
ら
か
で

あ
る
。
／
ヒ
ト
ラ
ー
の
「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
」
に
も
、
そ
こ
に
虚
構
や
誤
解
が
含
ま

れ
て
い
た
と
し
て
も
、
我
々
が
理
解
可
能
な
「
合
理
的
中
核
」、
つ
ま
り
あ
と
か
ら

理
解
し
共
感
が
で
き
る
そ
れ
な
り
の
き
っ
か
け
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、「
全
く
の
妄

想
」
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
／
知
識
人
は
そ
の
実
存
的
敵
対
者
に
対
し
て

も
、
そ
れ
が
没
落
し
た
あ
と
で
あ
っ
て
も
、
客
観
性
へ
の
意
志
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な

い
。「
欧
州
内
戦
」
か
ら
「
世
界
内
戦
」
へ
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、
肯
定
的
「
ド

イ
ツ
中
心
主
義
」、
否
定
的
「
ド
イ
ツ
中
心
主
義
」、
マ
ル
ク
ス
主
義
、
進
歩
主
義
、

ユ
ダ
ヤ
主
義
、
構
造
的
全
体
主
義
論
に
続
く
第
七
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
、
つ
ま
り
歴
史

的
・
生
成
論
的
全
体
主
義
論
で
あ
る
。
／
否
定
的
ド
イ
ツ
主
義
は
一
九
六
八
年
以
来

発
達
し
、「
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
」
を
重
視
す
る
ユ
ダ
ヤ
主
義
と
融
合
し
た
。
ポ
ジ
テ
ィ

ヴ
な
「
ド
イ
ツ
」
概
念
が
再
び
獲
得
さ
れ
う
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
国
防
軍
展
覧
会

や
ゴ
ー
ル
ド
ハ
ー
ゲ
ン
の
巡
回
の
よ
う
な
運
動
に
抗
し
た
の
ち
に
、
よ
う
や
く
の
こ

と
な
の
で
あ
る
。
／
こ
う
し
た
（
六
八
年
以
来
の
）
攻
勢
の
な
か
に
も
「
合
理
的
中

核
」
は
あ
る
わ
け
で
、
そ
れ
は
つ
ま
り
「
世
界
文
明
」
へ
の
止
ま
ら
な
い
移
行
過
程

で
の
経
験
な
わ
け
だ
が
、
こ
の
過
程
は
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
た
ち
が
思
っ
て
い
る
ほ

ど
単
純
で
は
な
い
。
人
間
は
境
界
を
抜
け
出
そ
う
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
境
界
を
設

定
し
よ
う
と
す
る
生
き
物
で
あ
る
。
歴
史
学
は
「
デ
リ
ケ
ー
ト
な
」
領
域
で
も
「
理

解
可
能
に
す
る
」
営
み
を
断
念
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
被
害
者
や
道
徳
主
義
者
が

そ
れ
を
道
義
的
正
当
化
だ
と
批
判
す
る
と
し
て
も
で
あ
る
。
私
は
人
間
の
理
性
を
信

頼
し
て
い
る
。
／
挨
拶
は
こ
こ
で
終
え
、
実
践
的
原
則
を
三
つ
述
べ
る
。
①
「
集
団

帰
責
」
は
国
民
社
会
主
義
の
主
要
な
特
徴
で
あ
っ
て
、「
ド
イ
ツ
」
に
向
け
ら
れ
た

そ
れ
は
克
服
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
②
国
民
社
会
主
義
の
目
指
し
た
こ
と
の
反

対
物
が
何
で
も
良
い
、
正
し
い
と
い
う
発
想
は
卒
業
す
る
べ
き
で
あ
る
。
出
発
点
で

は
正
当
な
敵
意
が
結
果
的
に
内
な
る
依
存
性
を
生
み
、
自
分
の
道
を
見
失
う
こ
と
が

あ
る
か
ら
。
③
計
画
中
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
警
鐘
碑
は
、
否
定
的
ド
イ
ツ
中
心
主
義
の

一
面
性
を
記
念
碑
化
す
る
も
の
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
傾
向
と
し
て
は
永
遠
化
に
も

な
る
。
そ
れ
は
ド
イ
ツ
国
民
の
多
数
派
の
で
は
な
く
、「
物
知
り
の
少
数
派
」
の
作
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品
で
あ
る
。
た
だ
事
実
と
し
て
存
在
す
る
に
至
っ
た
警
鐘
碑
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
限
ら

ず
「
二
〇
世
紀
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
諸
国
の
全
て
の
犠
牲
者
に
」
捧
げ
ら
れ
た
も
の
と

見
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

　
　
　
（
３
）
授
賞
式
後
の
論
争

　

式
典
直
後
か
ら
受
賞
へ
の
反
応
が
新
聞
雑
誌
に
続
々
と
現
れ
た
。
二
〇
〇
〇
年
六

月
五
日
の
『
デ
ィ
・
タ
ー
ゲ
ス
ツ
ァ
イ
ト
ゥ
ン
グ
』
で
は
、
ダ
ニ
エ
ル
・
ハ
ウ
フ
ラ

ー
が
メ
ラ
ー
は
現
代
史
研
究
所
所
長
を
辞
任
す
る
し
か
な
い
と
主
張
し
た）
44
（

。
六
月
五

日
の
『
デ
ィ
・
ヴ
ェ
ル
ト
』
で
は
、
ペ
ー
タ
ー
・
シ
ュ
マ
ル
ツ
が
メ
ラ
ー
の
ノ
ル
テ

顕
彰
が
条
件
付
き
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
た）
45
（

。
六
月
六
日
の
『
フ
ラ
ン
ク

フ
ル
タ
ー
・
ア
ル
ゲ
マ
イ
ネ
・
ツ
ァ
イ
ト
ゥ
ン
グ
』
で
も
、
ラ
イ
ナ
ー
・
ブ
ラ
ジ
ウ

ス
が
メ
ラ
ー
の
ノ
ル
テ
評
価
の
文
面
を
引
用
し
つ
つ
、
そ
の
内
容
が
顕
彰
と
批
判
と

を
含
ん
で
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た）
46
（

。

　

六
月
一
四
日
、
現
代
史
研
究
所
の
研
究
員
二
十
九
名
が
、
連
名
で
『
南
ド
イ
ツ
新

聞
』
に
読
者
投
稿
を
行
い
、
六
月
三
・
四
日
の
バ
ウ
シ
ュ
ミ
ー
ト
の
記
事
を
批
判
し

て
以
下
の
三
点
を
述
べ
た
。（
一
）
メ
ラ
ー
の
ノ
ル
テ
顕
彰
及
び
そ
の
報
道
に
つ
い

て
は
研
究
所
内
で
「
激
論
が
あ
っ
た
」（kontrovers diskutiert

）。
ノ
ル
テ
の
命
題

に
は
研
究
所
の
多
く
の
研
究
員
が
す
で
に
以
前
か
ら
批
判
的
に
取
り
組
ん
で
お
り
、

い
ま
も
そ
う
で
あ
る
。（
二
）
現
代
史
研
究
所
で
は
メ
ラ
ー
所
長
就
任
後
も
批
判
的

研
究
を
行
い
、
学
問
の
自
由
が
保
持
さ
れ
た
。
そ
の
点
で
バ
ウ
シ
ュ
ミ
ー
ト
氏
を
説

得
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
が
、
彼
女
も
『
南
ド
イ
ツ
新
聞
』
を
注
意
深
く
読
む
な
ら

ば
、
同
紙
が
い
か
に
頻
繁
に
現
代
史
研
究
所
に
つ
い
て
肯
定
的
に
報
道
し
て
き
た
か

が
分
か
る
だ
ろ
う
。（
三
）
バ
ウ
シ
ュ
ミ
ー
ト
氏
が
匿
名
の
非
公
式
研
究
員
の
み
に

依
存
す
る
の
は
問
題
だ
ろ
う
。
本
当
に
言
う
こ
と
が
あ
る
者
は
、
公
の
場
で
意
見
を

言
う
勇
気
を
持
つ
べ
き
だ
ろ
う

―
以
上
の
よ
う
な
内
容
の
投
書
は
、
現
代
史
研
究

所
の
公
式
サ
イ
ト
に
も
掲
載
さ
れ
た）

47
（

。
と
は
い
え
新
聞
は
、
メ
ラ
ー
の
一
件
が
現
代

史
研
究
所
に
い
ま
身
を
置
い
て
い
る
若
手
研
究
者
の
経
歴
を
傷
つ
け
る
の
で
は
な
い

か
と
報
じ
始
め
る
。
彼
ら
は
こ
れ
か
ら
博
士
論
文
、
教
授
資
格
論
文
を
書
き
、
定
職

を
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
メ
ラ
ー
は
こ
れ
ま
で
競
争
的
資
金
の
獲
得
が
抜
群
に

得
意
だ
っ
た
が
、
今
後
状
況
が
変
わ
っ
て
く
る
と
の
予
想
も
出
さ
れ
た）
48
（

。

ヴ
ィ
ン
ク
ラ
ー
は
二
〇
〇
〇
年
六
月
一
五
日
の
『
デ
ィ
・
ツ
ァ
イ
ト
』
に
以
下

の
よ
う
な
メ
ラ
ー
宛
書
簡
を
全
文
掲
載
し
た

―
メ
ラ
ー
は
私
が
五
月
二
六
日
書
簡

で
止
め
る
よ
う
願
っ
た
こ
と
を
敢
え
て
し
た
。
／
ノ
ル
テ
の
幾
つ
か
の
中
心
的
命
題

に
距
離
を
置
い
て
も
、
称
讚
が
留
保
を
上
回
っ
て
い
る
。
／
メ
ラ
ー
は
個
人
の
立
場

だ
と
言
う
が
、
彼
は
現
代
史
研
究
所
所
長
及
び
独
露
現
代
史
研
究
共
同
委
員
会
議
長

に
他
な
ら
な
い
。
／
メ
ラ
ー
は
両
官
職
に
被
害
を
齎も
た
らし

た
。
こ
の
授
賞
式
は
政
治
的

な
も
の
で
あ
る
。
／
ノ
ル
テ
は
国
際
主
義
的
左
派
を
攻
撃
す
る
右
派
過
激
主
義
の
論

客
で
あ
る
。
／
彼
は
第
二
次
大
戦
を
欧
州
統
合
戦
争
だ
っ
た
と
ま
で
言
っ
た
。
／
こ

う
い
う
人
物
だ
か
ら
メ
ル
ケ
ル
Ｃ
Ｄ
Ｕ
党
首
は
顕
彰
す
る
の
を
避
け
た
の
で
あ
る
。

／
メ
ラ
ー
が
ノ
ル
テ
を
顕
彰
し
た
の
は
、
七
〇
年
代
の
連
帯
意
識
か
ら
で
あ
る
。
／

前
回
の
同
研
究
所
学
術
顧
問
会
議
で
私
は
、
国
防
軍
展
覧
会
批
判
は
概
ね
正
し
い

が
、
研
究
所
が
「
反
レ
エ
ム
ツ
マ
研
究
所
」、「
右
派
の
闘
争
研
究
所
」
に
見
ら
れ
ぬ

よ
う
に
と
警
告
し
た
。
／
メ
ラ
ー
は
自
分
の
功
績
を
自
分
で
汚
し
て
し
ま
っ
た
。
／

メ
ラ
ー
が
六
月
四
日
以
降
も
所
長
で
居
ら
れ
る
と
は
思
わ
な
い

―
以
上
の
よ
う
な

ヴ
ィ
ン
ク
ラ
ー
の
辞
任
要
求
に
は
、
ビ
ー
レ
フ
ェ
ル
ト
大
学
教
授
ハ
ン
ス
＝
ウ
ル
リ

ヒ
・
ヴ
ェ
ー
ラ
ー
（
一
九
三
一
年‒

二
〇
一
四
年
）、
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
教
授
ユ

ル
ゲ
ン
・
コ
ッ
カ
（
一
九
四
一
年‒

）
ら
歴
史
学
界
の
名
立
た
る
左
派
言
論
人
た
ち

も
歩
調
を
合
わ
せ
た）
49
（

。

六
月
一
五
日
の
う
ち
に
、
メ
ラ
ー
は
現
代
史
研
究
所
所
長
と
し
て
ヴ
ィ
ン
ク
ラ

ー
の
辞
任
要
求
へ
の
応
答
を
執
筆
し
、
翌
日
発
表
し
た
。
メ
ラ
ー
は
、
ヴ
ィ
ン
ク
ラ
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デ
ン
工
科
大
学
教
授
ク
ラ
ウ
ス
＝
デ
ィ
ー
ト
マ
ー
ル
・
ヘ
ン
ケ
（
一
九
四
七
年‒

）

な
ど
）。
メ
ラ
ー
こ
そ
研
究
所
の
体
面
を
損
な
っ
た
と
す
る
彼
ら
の
宣
言
は
、
メ
ラ

ー
が
ド
イ
ツ
代
表
団
議
長
を
務
め
る
独
露
現
代
史
研
究
共
同
委
員
会
の
準
備
会
議

（
六
月
二
二
日
ベ
ル
リ
ン
）
で
行
わ
れ
た
。
そ
の
会
員
で
も
あ
っ
た
ヴ
ィ
ン
ク
ラ
ー

は
、
そ
の
場
で
メ
ラ
ー
議
長
の
退
任
を
要
求
し
た
が
、
こ
れ
に
賛
同
す
る
声
は
上
が

ら
ず
、
メ
ラ
ー
は
翌
日
の
独
露
現
代
史
研
究
共
同
委
員
会
の
本
番
で
も
ド
イ
ツ
代
表

団
議
長
を
務
め
た）
51
（

。

メ
ラ
ー
批
判
者
は
、
現
代
史
研
究
所
の
基
金
評
議
会
が
メ
ラ
ー
排
除
に
動
く
可

能
性
に
期
待
し
始
め
た
。
こ
の
機
関
は
、
研
究
所
に
出
資
す
る
連
邦
及
び
七
州
の
代

表
者
か
ら
な
る
が
、
当
時
は
連
邦
及
び
三
州
が
Ｓ
Ｐ
Ｄ
主
導
、
四
州
が
Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ

Ｓ
Ｕ
主
導
で
あ
り
、
議
長
は
バ
イ
エ
ル
ン
（
Ｃ
Ｓ
Ｕ
政
権
）
で
あ
っ
た
。
バ
イ
エ
ル

ン
代
表
は
、
メ
ラ
ー
の
件
を
話
し
合
う
こ
と
は
可
能
だ
が
、
メ
ラ
ー
は
個
人
の
決
断

の
自
由
の
枠
内
で
行
動
し
た
の
み
で
、
そ
れ
を
尊
重
す
る
の
が
バ
イ
エ
ル
ン
の
研
究

政
策
の
原
則
だ
と
述
べ
た）
52
（

。

新
聞
雑
誌
は
「
歴
史
家
論
争
」
の
再
来
を
語
り
始
め
、
メ
ラ
ー
の
授
業
に
も
影

響
が
及
ん
だ
。『
南
ド
イ
ツ
新
聞
』
は
「
歴
史
家
論
争
」
と
題
し
、
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン

大
学
で
教
授
と
し
て
講
義
中
の
メ
ラ
ー
に
カ
メ
ラ
を
向
け
、
歴
史
学
科
の
多
く
の

同
僚
が
沈
黙
し
て
い
る
と
報
道
し
た）
53
（

。『
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
大
学
歴
史
学
者
・
政
治
学

者
・
考
古
学
者
雑
誌
』
は
、「
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
の
歴
史
家
論
争
？
」
と
題
し
、
メ
ラ

ー
を
批
判
は
す
る
が
辞
任
要
求
は
し
な
い
と
い
う
、
ボ
ー
フ
ム
大
学
名
誉
教
授
ハ
ン

ス
・
モ
ム
ゼ
ン
（
一
九
三
〇
年‒

二
〇
一
五
年
）
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
を
掲
載
し
た）
54
（

。

メ
ラ
ー
排
斥
運
動
を
見
て
仲
裁
に
動
い
た
の
が
、
元
バ
イ
エ
ル
ン
文
部
大
臣
・

ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
大
学
政
治
学
名
誉
教
授
ハ
ン
ス
・
マ
イ
ヤ
ー
（
一
九
三
一
年‒

）
で

あ
る
。
マ
イ
ヤ
ー
は
『
デ
ィ
・
ヴ
ェ
ル
ト
・
オ
ン
ラ
イ
ン
』
に
公
表
さ
れ
た
ヴ
ィ
ン

ク
ラ
ー
へ
の
書
簡
（
六
月
二
八
日
）
で
、
ノ
ル
テ
へ
の
懸
念
を
共
有
し
つ
つ
も
、
ヴ

ー
が
一
九
九
七
年
に
、
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
及
び
ヒ
ト
ラ
ー
の
擡
頭
に
は
共
産
党
に
共
同

責
任
が
あ
る
こ
と
を
左
派
が
理
解
し
よ
う
と
し
な
い
、
ノ
ル
テ
の
命
題
は
馬
鹿
げ
て

い
る
が
、
彼
の
出
発
点
の
問
い
は
間
違
っ
て
い
な
い
と
述
べ
て
い
た
と
し
、
ヴ
ィ
ン

ク
ラ
ー
に
と
っ
て
肝
心
な
の
は
ノ
ル
テ
で
は
な
く
、
自
分
や
現
代
史
研
究
所
を
誹
謗

す
る
見
え
透
い
た
運
動
な
の
だ
と
し
た
。
メ
ラ
ー
は
、
所
長
や
現
代
史
研
究
所
を
攻

撃
し
た
い
の
な
ら
、
文
脈
か
ら
切
り
離
し
た
ノ
ル
テ
の
一
節
で
は
な
く
、
現
代
史
研

究
所
や
そ
の
所
長
の
作
品
を
批
判
す
る
べ
き
だ
と
し
、
ヴ
ィ
ン
ク
ラ
ー
も
他
の
批
判

者
も
そ
れ
を
し
て
い
な
い
と
し
た
。
メ
ラ
ー
は
、
ヴ
ィ
ン
ク
ラ
ー
や
他
の
批
判
者
が

「
五
十
年
の
歴
史
の
な
か
で
国
民
社
会
主
義
の
独
裁
及
び
そ
の
犯
罪
の
解
明
に
最
大

の
功
績
を
果
た
し
た
研
究
所
」
の
体
面
を
意
図
的
に
傷
つ
け
て
い
る
と
し
、
自
分
の

就
任
後
も
研
究
所
の
役
割
は
変
わ
っ
て
い
な
い
と
主
張
し
た
。
メ
ラ
ー
は
こ
の
運
動

の
理
由
と
し
て
、
自
分
の
国
防
軍
展
覧
会
へ
の
批
判
を
封
じ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ

と
し
、
し
か
も
メ
ラ
ー
の
批
判
を
「
か
な
り
の
部
分
正
し
い
」
と
し
て
い
た
ヴ
ィ
ン

ク
ラ
ー
の
行
為
を
「
裏
切
り
」
と
呼
ん
だ
。
メ
ラ
ー
は
、
現
代
史
研
究
所
所
長
に
も

論
争
で
自
分
の
立
場
表
明
を
す
る
権
利
が
あ
る
と
し
、
自
分
が
講
演
を
す
る
許
可
を

ヴ
ィ
ン
ク
ラ
ー
か
ら
得
る
必
要
が
あ
る
の
か
と
問
う
た
。
メ
ラ
ー
は
ヴ
ィ
ン
ク
ラ
ー

が
、
自
分
が
学
術
顧
問
で
も
あ
る
現
代
史
研
究
所
の
体
面
を
傷
つ
け
た
が
、
そ
れ
以

上
に
自
分
の
体
面
を
傷
つ
け
た
の
だ
と
し
た
。
最
後
に
メ
ラ
ー
は
、「
言
論
の
自
由

は
、
我
が
国
で
は
法
的
・
政
治
的
に
で
は
な
く
、
公
共
で
の
威
嚇
の
雰
囲
気
に
よ
っ

て
脅
か
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
た
。
こ
こ
で
メ
ラ
ー
は
辞
任
要
求
に
つ
い
て
は
触
れ

ず
、
黙
殺
し
た
形
と
な
っ
た
。
こ
の
態
度
表
明
も
、
現
代
史
研
究
所
の
公
式
サ
イ
ト

に
掲
載
さ
れ
た）

50
（

。

こ
の
メ
ラ
ー
の
反
撃
に
は
、
か
つ
て
現
代
史
研
究
所
で
研
究
員
を
務
め
た
八
名

が
抗
議
を
行
っ
た
（
ベ
ル
リ
ン
工
科
大
学
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ベ
ン
ツ
（
一
九
四
一

年‒

）、
ボ
ー
フ
ム
大
学
教
授
ノ
ル
ベ
ル
ト
・
フ
ラ
イ
（
一
九
五
五
年‒

）、
ド
レ
ス
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ノ
ル
テ
を
問
題
視
す
る
も
の
が
多
く
、
ノ
ル
テ
が
村
八
分
の
扱
い
を
受
け
る
こ
と

に
な
る
。
第
二
の
歴
史
家
論
争
で
も
、「
一
九
六
八
年
の
理
念
」
は
攻
勢
に
出
て
、

限
定
的
な
ノ
ル
テ
支
持
を
も
排
除
す
る
勢
い
を
示
し
た
が
、
最
終
的
に
は
擡
頭
し
た

「
一
九
九
〇
年
の
理
念
」
を
駆
逐
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
か
、
こ
の
事

件
を
扱
う
研
究
も
出
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
違
い
は
、
ド
イ
ツ
再
統
一
に
よ
る
状

況
変
化
の
帰
結
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
両
派
は
共
存
す
る
よ
う
に
な
り
、
主
導
権
争

い
が
続
く
こ
と
に
な
る）
57
（

。
一
方
で
ヴ
ィ
ン
ク
ラ
ー
は
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
政
権
の
軍
師
、

政
界
一
般
の
相
談
役
と
し
て
ベ
ル
リ
ン
で
重
き
を
な
し
、
そ
の
著
書
『
長
か
っ
た
西

欧
へ
の
道
』、『
西
欧
の
歴
史
』
は
、
彼
の
西
欧
主
義
的
歴
史
観
を
遺
憾
な
く
表
現
し

た
。
な
お
メ
ラ
ー
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ヴ
ィ
ン
ク
ラ
ー
の
統
一
後
の
議
論
は
「
共

産
主
義
」
へ
の
嫌
悪
感
、
イ
ス
ラ
ム
圏
へ
の
警
戒
、
ド
イ
ツ
国
民
国
家
の
称
揚
と
言

う
点
で
は
ノ
ル
テ
に
近
い
。
他
方
で
メ
ラ
ー
も
最
後
ま
で
辞
任
し
な
か
っ
た
。
シ
ュ

レ
ー
ダ
ー
政
権
の
連
邦
教
育
研
究
大
臣
エ
ー
デ
ル
ガ
ル
ト
・
ブ
ー
ル
マ
ン
も
メ
ラ
ー

罷
免
に
向
け
て
動
い
た
（
基
金
理
事
会
を
動
か
そ
う
と
し
た
か
）
と
い
う
が）
58
（

、
実
現

は
し
な
か
っ
た
。
唯
一
の
正
当
性
を
主
張
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
メ
ラ
ー
の
表

現
は
、
学
生
運
動
家
や
、
メ
ラ
ー
排
除
を
狙
っ
た
ヴ
ィ
ン
ク
ラ
ー
ら
へ
の
揶
揄
で
も

あ
る
。
二
〇
〇
五
年
に
は
メ
ル
ケ
ル
政
権
が
誕
生
し
、「
一
九
六
八
年
の
理
念
」
を

体
現
し
た
赤
緑
政
権
の
時
代
は
終
わ
っ
た
。
二
〇
一
一
年
に
六
十
八
歳
に
な
っ
た
メ

ラ
ー
は
、
現
代
史
研
究
所
所
長
、
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
大
学
教
授
を
退
任
し
た
。
後
任
の

所
長
に
は
、
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
大
学
正
教
授
と
な
っ
て
い
た
メ
ラ
ー
門
下
生
ア
ン
ド

レ
ア
ス
・
ヴ
ィ
ル
シ
ン
グ
が
就
任
し
、
彼
は
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
大
学
正
教
授
も
兼
ね

た
。
二
〇
一
二
年
夏
に
は
、
メ
ラ
ー
を
長
年
支
え
た
副
所
長
ウ
ド
・
ヴ
ェ
ン
グ
ス
ト

の
後
任
と
し
て
、
メ
ラ
ー
門
下
生
の
マ
グ
ヌ
ス
・
ブ
レ
ヒ
ト
ケ
ン
が
就
任
し
た
。
メ

ラ
ー
が
残
し
た
最
後
の
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
だ
っ
た
注
釈
付
き
『
我
が
闘
争
』
の
編
纂

は
、
ま
さ
に
国
民
社
会
主
義
を
「
理
解
可
能
に
す
る
」
試
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
メ
ラ

ィ
ン
ク
ラ
ー
の
「
脅
迫
」
を
無
作
法
だ
と
し
、
ヴ
ィ
ン
ク
ラ
ー
は
「
検
閲
官
」
で
は

な
い
だ
ろ
う
、
ヴ
ェ
ー
ラ
ー
や
コ
ッ
カ
が
メ
ラ
ー
辞
任
を
要
求
し
て
い
る
の
は
ヴ
ィ

ン
ク
ラ
ー
と
の
共
同
作
戦
だ
ろ
う
と
指
摘
し
た
。
マ
イ
ヤ
ー
は
、
自
分
が
ゲ
ル
ハ
ル

ト
・
リ
ッ
タ
ー
及
び
フ
ラ
ン
ツ
・
シ
ュ
ナ
ー
ベ
ル
と
い
う
異
な
る
方
向
性
の
恩
師
を

持
っ
た
「
幸
運
」
を
語
り
、
こ
の
二
人
の
一
方
が
他
方
を
メ
デ
ィ
ア
で
攻
撃
す
る
こ

と
な
ど
な
か
っ
た
と
し
、
異
な
る
立
場
の
共
存
を
許
さ
な
い
現
代
ド
イ
ツ
社
会
の
風

潮
を
嘆
い
た
。
ま
た
マ
イ
ヤ
ー
は
、
時
事
問
題
に
関
す
る
ノ
ル
テ
の
片
言
隻
語
を
文

脈
か
ら
切
り
取
り
、
ま
た
即
興
の
言
葉
を
論
あ
げ
つ
ら

っ
て
非
難
す
る
風
潮
を
問
題
視
し
、

ノ
ル
テ
の
学
問
業
績
に
つ
い
て
も
真
剣
に
検
討
す
る
べ
き
だ
と
し
た）
55
（

。

な
お
『
国
民
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』、『
ユ
ン
ゲ
・
フ
ラ
イ
ハ
イ
ト
』
と
い
っ
た
右
派

急
進
主
義
の
雑
誌
は
、
こ
れ
を
契
機
に
ノ
ル
テ
を
評
価
す
る
記
事
を
載
せ
て
い
る
。

前
者
は
、
ノ
ル
テ
が
学
界
に
新
風
を
呼
び
起
こ
し
、
国
民
社
会
主
義
犯
罪
の
「
唯
一

性
」
を
疑
い
、
冷
戦
終
焉
後
の
『
共
産
主
義
黒
書
』
の
先
駆
と
な
っ
た
と
称
讚
し

た
。
後
者
は
、
ノ
ル
テ
の
受
賞
演
説
の
全
文
を
掲
載
し
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
政
権
の
文

化
・
メ
デ
ィ
ア
大
臣
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
ナ
ウ
マ
ン
が
現
代
史
研
究
所
所
長
メ
ラ
ー
を
批

判
す
る
声
明
を
出
し
た
と
報
じ
、
ま
た
「
実
存
的
敵
対
者
に
対
し
て
も
客
観
性
へ
の

意
志
を
示
す
」
の
が
ノ
ル
テ
の
学
風
だ
と
、
そ
の
挨
拶
を
肯
定
的
に
引
用
し
た）
56
（

。

　
　
　
　

４　

論
争
後
の
展
開

　

第
二
の
歴
史
家
論
争
は
三
十
年
戦
争
に
似
て
い
る
。
二
つ
の
信
仰
を
掲
げ
る
勢
力

が
激
し
く
ぶ
つ
か
っ
た
が
、
ど
ち
ら
も
相
手
を
倒
せ
な
か
っ
た
。
第
一
の
歴
史
家
論

争
で
は
、「
ポ
ス
ト
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
が
呼
号
さ
れ
ド
イ
ツ
統
一
も
見
通
せ
な
い
状

況
下
で
、「
一
九
六
八
年
の
理
念
」
が
圧
倒
的
優
位
を
占
め
、
反
対
派
は
影
を
潜
め

た
印
象
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
研
究
も
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
主
張
に
沿
い



29　第二の歴史家論争

―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
運
動　

１
９
１
９‒

１
９
４
５
』
上
下
巻

（
福
村
出
版
、
一
九
七
三
年
）。

（
5
） 

Ernst N
olte, „Vergangenheit, die nicht vergehen w

ill“, in: „H
istorikerstreit“. 

D
ie D

okum
entation der K

ontroverse um
 die E

inzigartigkeit der 

nationalsozialistischen Judenvernichtung, 9. A
ufl., M

ünchen: Piper, 1995, S. 

39-47

（
エ
ル
ン
ス
ト
・
ノ
ル
テ
（
清
水
多
吉
／
小
野
島
康
雄
訳
）「
過
ぎ
去
ろ
う

と
し
な
い
過
去
」、
三
島
憲
一
ほ
か
編
訳
『
過
ぎ
去
ろ
う
と
し
な
い
過
去
』（
人
文

書
院
、
一
九
九
五
年
）、
三
九‒

四
九
頁
。）.

（
6
） 

Jürgen H
aberm

as, „Eine A
rt Schadenabw

icklung“, in: „H
istorikerstreit“, S. 

62-76

（
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
（
辰
巳
伸
知
訳
）「
一
種
の
損
害
補
償
」、『
過

ぎ
去
ろ
う
と
し
な
い
過
去
』、
五
〇‒

六
八
頁
。）.

（
7
） 

例
え
ば
姫
岡
と
し
子
（
一
九
五
〇
年‒

）
の
最
終
講
義
「
私
と
女
性
史
・
ジ
ェ
ン

ダ
ー
史
」（
二
〇
一
六
年
三
月
一
九
日
東
京
大
学
文
学
部
二
番
大
教
室
）
に
も
、

当
時
の
勤
務
先
で
あ
る
立
命
館
大
学
と
提
携
し
て
い
た
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
で
日
本

語
教
師
に
就
任
す
る
こ
と
を
夢
見
て
い
た
の
に
、
東
独
政
変
で
そ
れ
が
実
現
し
な

か
っ
た
と
慨
嘆
す
る
一
節
が
あ
る
（https://w

w
w

.youtube.com
/w

atch?v=K
o_

c2K
E3I0A

：
二
〇
一
九
年
一
一
月
一
三
日
視
聴
）。
木
村
靖
二
（
一
九
四
三
年‒

）

の
『
兵
士
の
革
命

―
１
９
１
８
年
ド
イ
ツ
』（
東
京
大
学
出
版
会
、一
九
八
八
年
）

に
も
、
は
し
が
き
に
留
学
し
た
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
の
関
係
者
へ
の
謝
辞
が
あ
る
。

（
8
） 

N
olte, Rückblick auf m

ein Leben und D
enken, S. 72-92; Siegfried G

erlich im
 

G
espräch m

it Ernst N
olte, Einblick in ein G

esam
tw

erk, Schnellroda: Edition 

A
ntaios, 2005, S. 27-43.

（
9
） 

大
石
紀
一
郎「
ゴ
ー
ル
ド
ハ
ー
ゲ
ン
論
争
と
現
代
ド
イ
ツ
の
政
治
文
化

―
挑
発
、

演
出
、
そ
し
て
〈
歴
史
〉
と
〈
記
憶
〉
の
闘
い
に
つ
い
て
」、『
ド
イ
ツ
研
究
』
第

二
四
号
（
一
九
九
七
年
）、
七
七‒

一
〇
八
頁
。

ー
の
門
下
生
た
ち
の
下
で
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ハ
ル
ト
マ
ン
を
責
任
者
と
し
て
進

め
ら
れ
、
二
〇
一
三
年
に
ユ
ダ
ヤ
人
団
体
か
ら
の
抗
議
で
バ
イ
エ
ル
ン
州
政
府
か
ら

援
助
を
打
ち
切
ら
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、
二
〇
一
六
年
一
月
に
刊
行
さ
れ
た
。
な
お
こ

の
年
の
八
月
一
八
日
、
ノ
ル
テ
は
ベ
ル
リ
ン
で
死
去
し
た
。

　

二
〇
二
〇
年
現
在
の
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
は
両
極
化
し
て
い
る
。
一
方
で
「
ド
イ

ツ
の
た
め
の
選
択
肢
」
が
擡
頭
し
て
Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
が
後
退
し
、
他
方
で
緑
の

党
が
擡
頭
し
て
Ｓ
Ｐ
Ｄ
が
激
減
す
る
と
い
う
よ
う
に
、「
一
九
六
八
年
の
理
念
」
と

「
一
九
九
〇
年
の
理
念
」
と
の
間
の
溝
は
深
い
。
思
え
ば
二
〇
〇
〇
年
の
ノ
ル
テ
受

賞
を
巡
る
論
争
は
、
再
統
一
後
の
ド
イ
ツ
社
会
が
こ
の
よ
う
に
両
極
化
し
て
い
く
過

程
に
存
在
し
た
、
一
つ
の
一
里
塚
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　

注

（
1
） 

『
デ
ル
・
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
』
は
「
歴
史
家
論
争
は
再
来
す
る
虞お
そ
れ

が
あ
る
の
か
」
と

い
う
記
事
の
題
目
を
掲
げ
て
い
る
（R

einhard M
ohr, „Verw

ilderung der Sitten“, 

in: D
er Spiegel, N

r. 25, 19. Juni 2000, S. 264.

）。

（
2
） 

H
ans-U

lrich W
ehler, E

ntsorgung der deutschen Vergangenheit? E
in 

polem
ischer Essay zum

 „H
istorikerstreit“, M

ünchen: B
eck, 1988; W

olfgang 

W
ipperm

ann, U
m

strittene Vergangenheit. F
akten und K

ontroversen 

zum
 N

ationalsozialism
us, B

erlin: Espresso 1998; R
ichard J. Evans, Im

 

Schatten H
itlers? H

istorikerstreit und Vergangenheitsbew
ältigung in der 

Bundesrepublik, Frankfurt(M
ain): Suhrkam

p 1991, usw
.　

（
3
） 

Ernst N
olte, Rückblick auf m

ein Leben und D
enken, R

einbek/M
ünchen: Lau-

Verl., 2014, S. 11-49; D
ers., D

ie dritte radikale W
iderstandsbew

egung: D
er 

Islam
ism

us, B
erlin: Landt, 2009, S. 413.

（
4
） 

エ
ル
ン
ス
ト
・
ノ
ル
テ
（
ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
会
訳
）『
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
時
代
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（
15
） 

H
orst M

öller, Aufklärung und D
em

okratie. H
istorische Studien zur politischen 

Vernunft, M
ünchen: O

ldenbourg, 2003, U
m

schlag.  

（
16
） 

„Personalverzeichnisse“, in: H
orst M

öller/U
do W

engst (H
rsg.), 50 Jahre 

Institut für Zeitgeschichte. Eine Bilanz, M
ünchen: O

ldenbourg, 1999, S. 549.

（
17
） 

M
artin B

roszat, Zw
eihundert Jahre deutsche P

olenpolitik, M
ünchen: 

Ehrenw
irth, 1963.

（
18
） 

M
artin B

roszat, „W
o sich die G

eister scheiden“, in: „H
istorikerstreit“, S. 

189-195

（
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ブ
ロ
シ
ャ
ー
ト
（
細
見
和
之
訳
）「
各
人
の
立
場
は
ど

こ
で
分
か
れ
る
の
か
」、『
過
ぎ
去
ろ
う
と
し
な
い
過
去
』、
一
五
一‒

一
五
九
頁
。）.

（
19
） 

N
orbert Frei, „H

itler-Junge, Jahrgang 1926“, in: D
ie Zeit, 38/2003, 11. 

Septem
ber 2003.

（
20
） 

„Personalverzeichnisse“, in: M
öller/W

engst (H
rsg.), 50 Jahre Institut für 

Zeitgeschichte, S. 549.

（
21
） 

„C
hronik des Instituts“, in: M

öller/W
engst (H

rsg.), 50 Jahre Institut für 

Zeitgeschichte, S. 529, 534.

（
22
） 

H
orst M

öller, „Es kann nicht sein, w
as nicht sein darf“, in: „H

istorikerstreit“, 

S. 322-330; Thom
as N

ipperdey, „U
nter der H

errschaft der Verdacht“, in: 

Ebenda, S. 215-19.

（
23
） 

R
ainer B

lasius, „Zw
ischen Laudatio und K

ritik“, in: Frankfurter Allgem
eine 

Zeitung, 6. Juni 2000, S. 3.
（
24
） 

H
ans G

ünter H
ockerts, „D

ie Edition der G
oebbels-Tagebücher“, in: M

öller/

W
engst (H

rsg.), 50 Jahre Institut für Zeitgeschichte, S. 249-264.

（
25
） 

Frank-L
othar K

roll, „D
ie E

dition von H
itlers R

eden, Schriften und 

A
nordnungen“, in: M

öller/W
engst (H

rsg.), 50 Jahre Institut für Zeitgeschichte, 

S. 237-247. 

（
10
） 

石
田
勇
治『
過
去
の
克
服

―
ヒ
ト
ラ
ー
後
の
ド
イ
ツ
』（
白
水
社
、二
〇
〇
二
年
）、

二
九
六‒

三
〇
〇
頁
。

（
11
） 
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
（
三
島
憲
一
訳
）「
ド
イ
ツ
は
ノ
ー
マ
ル
な
国
民
国

家
に
な
っ
た
の
か
」、『
思
想
』
第
八
三
二
号
（
一
九
九
三
年
）、
二
〇‒

三
一
頁;

ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
（
高
本
研
一
訳
）『
ド
イ
ツ
統
一
問
題
に
つ
い
て
』（
中
央

公
論
社
、
一
九
九
〇
年
）。

（
12
） 

本
論
は
、
一
九
九
〇
年
に
生
ま
れ
た
思
想
が
ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
だ
け
だ

と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
二
〇
世
期
末
の
ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
復

活
の
契
機
と
な
っ
た
の
が
同
年
の
ド
イ
ツ
再
統
一
な
の
で
、
こ
の
概
念
を
提
案

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
来
か
ら
知
ら
れ
る
「
一
九
六
八
年
の
理
念
」
に
し
て

も
、
こ
の
年
に
生
ま
れ
た
思
想
が
一
つ
だ
け
だ
と
い
う
意
味
で
は
、
よ
も
や
あ
る

ま
い
。
な
お
先
行
研
究
で
は
、「
八
九
年
世
代
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
こ

と
が
あ
っ
た
（
川
合
全
弘
『
再
統
一
ド
イ
ツ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

―
西
側
結
合

と
過
去
の
克
服
を
め
ぐ
っ
て
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）、
三
〇
頁
）。

筆
者
が
こ
れ
を
踏
襲
し
な
い
の
は
、
ド
イ
ツ
国
民
国
家
理
念
の
急
速
な
復
活
が

一
九
九
〇
年
前
半
の
現
象
で
あ
り
、
印
象
的
な
統
一
式
典
が
行
わ
れ
た
の
も
同
年

一
〇
月
三
日
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
な
お
再
統
一
後
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い

て
は
、
三
島
憲
一
『
文
化
と
レ
イ
シ
ズ
ム

―
統
一
ド
イ
ツ
の
知
的
風
土
』（
岩

波
書
店
、
一
九
九
六
年
）
な
ど
も
扱
い
、
か
ね
て
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
が
、
メ

ラ
ー
と
い
う
人
物
は
無
名
な
ま
ま
で
あ
っ
た
。

（
13
） 

H
eim

o Schw
ilk/U
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itarbeitern an die Süddeutsche Zeitung“, gezeichnet 

von Patrick B
ernhard M

.A
., A

ndrea C
ors M

.A
., D

r. Volker D
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D
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., D
r. C

hristian H
artm

ann, D
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artm
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eisz, D
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einhard M

ohr, „Verw
ilderung der Sitten“, in: D
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は
じ
め
に
、
私
が
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
の
歴
史
の
研
究
に
取
り

組
む
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

私
は
医
学
史
が
専
門
な
の
で
、
本
研
究
テ
ー
マ
は
私
の
専
門
か
ら
そ
れ
ほ
ど
離

れ
て
い
な
い
。
以
前
の
研
究
テ
ー
マ
は
、
ド
イ
ツ
帝
政
期
と
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
の
健

康
改
善
に
関
す
る
も
の
だ
っ
た
が
、
そ
こ
で
も
や
は
り
、
学
校
医
学
と
、
い
わ
ゆ
る

生
改
革
運
動
の
一
環
と
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
医
療
運
動

と
の
対
立
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
っ
た）

2
（

。

生
改
革
運
動
の
信
奉
者
の
多
く
は
、
近
代
の
文
明
化
さ
れ
た
人
間
が
、
工
業
化

以
来
、「
自
然
な
」
生
活
環
境
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
っ
た
が
ゆ
え
に
文
明
の
進
歩

に
よ
る
退
化
に
直
面
し
て
い
る
、
と
考
え
て
い
た
。
自
然
療
法
運
動
や
、
菜
食
主
義

や
裸
体
主
義
の
よ
う
な
健
康
に
関
す
る
取
り
組
み
は
、
こ
う
し
た
退
化
の
動
き
に
歯

止
め
を
か
け
よ
う
と
、
自
然
に
即
し
た
生
活
様
式
を
提
唱
し
た
。
つ
ま
り
、
文
明
人

の
進
歩
的
退
化
を
食
い
止
め
る
に
は
、
健
康
に
悪
い
も
の
を
す
べ
て
排
除
し
て
生
活

す
る
し
か
な
い
と
主
張
し
た
の
だ
っ
た
。
菜
食
主
義
者
の
比
較
的
小
さ
な
グ
ル
ー
プ

な
ど
は
、
そ
の
一
環
と
し
て
肉
の
摂
取
を
拒
否
し
た
が
、
こ
う
し
た
行
為
は
す
べ
て

の
生
改
革
運
動
家
に
当
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
一
方
で
生
改
革
運
動
家
た
ち
の

多
く
は
、
タ
バ
コ
や
酒
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
有
害
な
嗜
好
品
を
断
つ
こ
と
を
推
奨

し
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
当
然
な
が
ら
、
学
校
医
学
と
他
の
改
革
運
動
の
間
に
、

節
制
し
た
飲
酒
﹇
以
下
で
は
「
節
酒
」
と
訳
出
す
る
、
訳
者
補
足
﹈
か
、
あ
る
い
は

完
全
な
禁
酒
か
の
い
ず
れ
か
を
支
持
す
る
と
い
う
共
通
点
が
存
在
し
た）

3
（

。
こ
の
よ
う

に
、
ド
イ
ツ
の
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
に
関
す
る
私
の
研
究
は
、
こ
こ
数
年
少
し
遠
ざ
か

っ
て
い
た
テ
ー
マ
で
あ
る
一
八
九
〇
年
か
ら
一
九
三
〇
年
に
普
及
し
た
健
康
文
化
に

関
す
る
研
究
と
あ
る
意
味
で
は
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ア
ル
コ
ー
ル
に
関
す
る
研
究
は
、
私
の
最
新
の
研
究
、
つ
ま
り
一
九
〇
〇
年
か

ら
一
九
四
五
年
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
生
政
治
と
能
率
向
上
に
つ
い
て
の
論
争
に
関
す

る
研
究
と
も
い
く
つ
か
接
点
が
見
ら
れ
る）

4
（

。
こ
の
研
究
で
は
、
ド
イ
ツ
国
民
の
勤
労

意
欲
と
作
業
能
率
を
身
体
と
精
神
の
両
面
に
お
い
て
向
上
さ
せ
る
と
い
っ
た
、
ド
イ

ツ
の
エ
リ
ー
ト
層
と
政
府
に
よ
る
生
政
治
的
な
試
み
を
取
り
上
げ
た
。
そ
れ
は
主
に

ス
ポ
ー
ツ
や
体
育
（Leibesübungen

）
の
普
及
を
通
し
て
行
わ
れ
、
第
一
次
世
界

大
戦
敗
戦
後
の
国
民
の
健
康
、
身
体
能
力
、
労
働
意
欲
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
。現
状
以
上
の
さ
ら
な
る
障
害
は
何
と
し
て
で
も
予
防
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、

そ
の
た
め
に
社
会
衛
生
家
の
多
く
が
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
の
引
き
起
こ
す
弊
害
に
つ
い

   
▼
講
演
原
稿
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て
も
警
告
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
（
一
九
二
六
）
と
ド
レ
ス
デ
ン
（
一
九
三
〇

〜
一
九
三
一
）
で
開
催
さ
れ
た
ド
イ
ツ
の
衛
生
博
覧
会
で
は
、
飲
酒
が
人
間
の
作
業

能
率
を
低
下
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
へ
の
警
告
が
重
大
な
関
心
事
で
あ
っ
た
。
す
で
に

第
一
次
世
界
大
戦
前
の
一
九
一
一
年
に
ド
レ
ス
デ
ン
で
開
催
さ
れ
、
五
〇
〇
万
人
が

来
場
し
た
初
の
大
き
な
衛
生
博
覧
会
﹇
ド
レ
ス
デ
ン
国
際
衛
生
博
覧
会
、訳
者
補
足
﹈

で
は
、「
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
と
国
民
の
健
康
」と
題
し
た
学
術
的
な
特
別
展
が
開
か
れ
、

飲
酒
が
と
り
わ
け
「
労
働
の
質
の
低
下
」
を
招
く
と
説
い
た）

5
（

。
こ
の
よ
う
に
ア
ル
コ

ー
ル
依
存
の
歴
史
に
関
す
る
本
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
の
関
連
す
る
私
の
諸
研
究
の
多

様
な
観
点
を
総
合
し
た
も
の
と
な
る
。

こ
の
研
究
枠
組
の
中
で
は
、
飲
酒
に
批
判
的
な
医
師
た
ち
と
、
ド
イ
ツ
の
酒
造

業
界
の
利
益
を
守
ろ
う
と
し
た
ロ
ビ
ー
団
体
と
の
間
の
摩
擦
に
つ
い
て
考
察
も
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
。
酒
造
業
界
の
各
団
体
は
、
飲
酒
に
よ
る
健
康
被
害
を
公
に

弾
劾
し
た
反
飲
酒
派
の
運
動
に
対
し
て
、
そ
の
評
判
を
落
と
そ
う
と
、
一
九
〇
〇

年
以
降
に
広
報
活
動
を
行
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
酒
造
業
界
の
利
益
団
体
に
は
、
反
飲

酒
派
に
対
し
て
ビ
ー
ル
醸
造
所
や
ビ
ー
ル
を
擁
護
し
た
ド
イ
ツ
ビ
ー
ル
醸
造
業
連
盟

（D
eutche B

rauer-U
nion

）
も
含
ま
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
第
一
次
世
界
大
戦
の

頃
の
酒
造
業
界
で
最
も
活
発
に
活
動
を
行
っ
て
い
た
の
は
、「
過
剰
な
禁
酒
運
動
に

対
す
る
ド
イ
ツ
抵
抗
連
盟
（D

eutscher A
bw

ehrbund gegen die A
usschreitungen 

der A
bstinenzbew

egung

）」
と
い
う
大
層
な
名
前
が
つ
い
た
連
盟
で
あ
っ
た
。
こ

の
団
体
は
、
反
飲
酒
派
へ
の
論
駁
を
、
効
果
的
に
世
間
に
訴
え
か
け
、
反
飲
酒
派
の

医
師
た
ち
の
活
動
を
弱
体
化
さ
せ
よ
う
と
、
陰
で
ロ
ビ
ー
活
動
を
行
っ
た
。

そ
の
ロ
ビ
ー
活
動
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
を
、
ビ
ー
ル

醸
造
業
会
誌
の
引
用
か
ら
見
て
み
よ
う
。

﹇
禁
酒
運
動
は
、﹈
自
発
的
な
禁
酒
の
原
則
に
代
わ
っ
て
、
強
制
の
原
則
、
暴

力
的
な
禁
酒
の
原
則
を
求
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
ア
ル
コ

ー
ル
飲
料
の
製
造
、
販
売
、
消
費
が
全
国
的
に
禁
止
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
ま
さ
に
酒
造
業
者
あ
る
い
は
消
費
者
全
体
に
対
す
る
、
政
治
的
な
圧
力

に
よ
る
強
制
に
他
な
ら
な
い）

6
（

。

こ
う
し
て
酒
造
業
界
は
、
禁
酒
と
い
う
妖
怪
に
脅
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
ま
で
ド
イ
ツ
で
は
決
し
て
本
気
で
は
検
討
さ
れ
な
か
っ
た
禁
酒
と
い
う
措
置

が
、
こ
う
し
た
状
況
下
、
酒
を
楽
し
く
酌
み
交
わ
す
と
い
う
素
晴
ら
し
い
ド
イ
ツ
の

伝
統
を
脅
か
す
強
制
と
し
て
姿
を
現
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る）

7
（

。
同
時
に
、
禁
酒

運
動
は
警
察
国
家
に
よ
る
抑
圧
に
接
近
し
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
酒
造
業
界

は
官
治
国
に
お
い
て
国
民
の
自
由
を
擁
護
す
る
立
場
と
な
っ
た
。
伝
統
を
守
ろ
う
と

い
う
訴
え
と
独
裁
的
な
警
察
国
家
に
対
す
る
リ
ベ
ラ
ル
な
人
権
擁
護
は
、
そ
れ
が
自

ら
の
利
益
に
か
な
う
限
り
、
互
い
に
協
力
し
合
っ
た
の
で
あ
る
。

﹇
禁
止
は
﹈
政
治
的
な
圧
力
に
よ
っ
て
強
制
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
警
察

国
家
で
は
、
偽
装
や
密
告
や
不
自
然
な
圧
力
に
満
ち
た
生
活
が
鼓
吹
さ
れ
る）

8
（

。

も
っ
と
も
、
こ
こ
で
次
の
よ
う
な
疑
問
が
起
こ
る
。
ド
イ
ツ
の
酒
造
業
界
は
、

飲
酒
の
制
限
や
規
制
と
い
っ
た
政
治
的
な
要
求
に
対
し
て
な
ぜ
こ
こ
ま
で
ヒ
ス
テ
リ

ッ
ク
に
反
応
し
た
の
だ
ろ
う
か
。（
酒
造
業
界
が
た
び
た
び
示
唆
し
て
き
た
よ
う
に
、

当
時
の
議
論
は
大
抵
の
場
合
、
禁
止
で
は
な
く
規
制
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
た
。）

確
か
に
当
時
、禁
酒
運
動
は
拡
大
し
つ
つ
あ
り
、そ
れ
に
は
グ
ッ
ド
テ
ン
プ
ラ
ー
（
第

一
次
世
界
大
戦
前
に
会
員
数
六
万
人
）が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
の
青
十
字
会 

（B
laue K

reuz

）、
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
十
字
同
盟
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（K
reuzbündnis

）
と
い
っ
た
強
力
な
教
会
関
連
組
織
も
存
在
し
、ま
た
鉄
道
、郵
便
、

電
信
局
員
な
ど
の
職
業
団
体
ご
と
に
組
織
さ
れ
た
多
数
の
小
規
模
な
集
団
も
ア
ル
コ

ー
ル
抜
き
の
社
交
を
推
奨
し
た
。
こ
う
し
た
団
体
は
第
一
次
世
界
大
戦
前
に
は
七
〇

を
数
え
、
会
員
数
は
四
〇
万
人
に
も
及
ん
だ）

9
（

。
そ
こ
に
さ
ら
に
大
き
な
影
響
力
を
示

し
た
の
が
、
前
述
の
生
改
革
運
動
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
さ
ま
ざ

ま
な
運
動
は
実
際
、
酒
造
業
界
が
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
敏
感
に
反
応
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
ほ
ど
大
き
な
脅
威
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

た
し
か
に
、
禁
酒
運
動
自
体
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
酒
造

業
界
が
第
一
次
世
界
大
戦
前
に
脅
威
を
感
じ
た
の
に
は
政
治
的
理
由
が
あ
っ
た
。
そ

れ
は
様
々
な
政
治
的
立
場
か
ら
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

一
九
〇
九
年
に
社
会
民
主
党
の
呼
び
か
け
か
ら
起
き
た
シ
ュ
ナ
プ
ス
ボ
イ
コ
ッ

ト
運
動
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
こ
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
運
動
は
も
と
も
と
反
飲
酒
を
目

的
と
し
た
わ
け
で
な
く
、
新
た
に
導
入
さ
れ
た
消
費
税
へ
の
反
対
に
端
を
発
し
た
。

新
税
の
導
入
に
よ
り
低
所
得
者
層
の
負
担
は
増
え
た
が
、
そ
の
一
方
で
シ
ュ
ナ
プ
ス

製
造
者
で
あ
る
プ
ロ
イ
セ
ン
の
大
地
主
た
ち
は
相
変
わ
ら
ず
税
が
優
遇
さ
れ
て
い

た
。
こ
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
追
い
風
に
な
り
、
反
飲
酒
派
た
ち
は
労
働
者
の
飲
酒
へ

の
反
対
運
動
を
い
っ
そ
う
激
化
さ
せ
た）
10
（

。

さ
ら
に
、
政
治
的
お
よ
び
社
会
的
に
正
反
対
の
立
場
か
ら
も
一
層
激
し
い
批

判
が
あ
っ
た
。
一
九
一
〇
年
に
、
皇
帝
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
二
世
が
ミ
ュ
ル
ヴ
ィ
ク

（M
ürw

ik

）
に
あ
る
海
軍
幼
年
学
校
（M

arinekadettenanstalt

）
の
生
徒
た
ち
を
前

に
行
っ
た
演
説
は
大
き
な
反
響
を
呼
び
、
反
飲
酒
派
は
再
三
に
わ
た
っ
て
こ
れ
を
引

用
し
た）
11
（

。
演
説
の
中
で
皇
帝
は
、
海
軍
将
校
た
ち
が
飲
酒
に
よ
り
健
康
、
作
業
能
率
、

神
経
に
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
、
勤
務
の
負
担
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
へ
の
憂
慮

を
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。

い
ざ
と
い
う
時
に
機
敏
に
動
け
る
よ
う
に
、
平
時
に
あ
っ
て
も
張
り
詰
め
た

緊
張
を
持
続
す
る
、
こ
れ
が
諸
君
た
ち
に
と
っ
て
は
重
要
で
あ
る
。
次
な
る

戦
争
、
次
な
る
海
戦
で
は
、
諸
君
の
健
康
な
神
経
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
勝

敗
は
神
経
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
だ
。
神
経
は
酒
に
よ
っ
て
む
し
ば
ま
れ
、
若

い
こ
ろ
か
ら
の
飲
酒
に
よ
っ
て
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。﹇
…
﹈
ア
ル
コ
ー

ル
消
費
量
が
最
も
少
な
い
国
が
勝
利
す
る
の
だ）

12
（

。

　

皇
帝
に
と
っ
て
禁
酒
は
、
ま
る
で
ド
イ
ツ
が
世
界
の
覇
権
を
握
る
た
め
の
条
件

で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
国
民
の
消
費
行
動
全
体
に
変
化
が
見
ら
れ
、

一
九
〇
〇
年
か
ら
は
実
際
に
ア
ル
コ
ー
ル
消
費
量
が
減
少
し
た
と
い
う
事
実
は
、
酒

造
業
界
に
と
っ
て
、
も
は
や
看
過
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で

数
字
を
並
べ
立
て
て
皆
さ
ん
を
退
屈
さ
せ
た
く
は
な
い
の
だ
が
、
ざ
っ
く
り
述
べ
る

と
ア
ル
コ
ー
ル
度
数
の
高
い
シ
ュ
ナ
プ
ス
の
消
費
量
は
一
九
〇
〇
年
ま
で
に
激
減
し

た
が
、
ア
ル
コ
ー
ル
度
数
が
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
ワ
イ
ン
や
ビ
ー
ル
の
消
費
量
は
同

時
期
に
か
な
り
増
え
た
。
当
時
は
、
ベ
ル
リ
ン
の
シ
ュ
ル
ト
ハ
イ
ス
醸
造
所
の
よ

う
な
ド
イ
ツ
の
大
規
模
な
ビ
ー
ル
醸
造
所
の
数
が
増
え
、
小
規
模
な
ビ
ー
ル
製
造
会

社
や
小
売
店
を
駆
逐
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
は
グ
ス
タ
フ
・
シ
ュ
ト
レ
ー

ゼ
マ
ン
の
ベ
ル
リ
ン
の
瓶
ビ
ー
ル
商
に
関
す
る
博
士
論
文
に
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い

る）
13
（

。（
シ
ュ
ト
レ
ー
ゼ
マ
ン
は
国
民
自
由
党
の
指
導
的
政
治
家
で
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共

和
国
で
外
務
大
臣
と
帝
国
宰
相
を
務
め
た
。）

　

し
か
し
な
が
ら
ビ
ー
ル
業
界
の
好
景
気
は
、
シ
ュ
ナ
プ
ス
製
造
業
者
ほ
ど
ひ
ど
い

状
況
で
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
そ
う
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。
一
八
九
六
年
か
ら

一
九
一
〇
年
に
か
け
て
、
シ
ュ
ナ
プ
ス
の
一
人
あ
た
り
の
消
費
量
は
二
四
％
、
ビ
ー

ル
は
七
・
六
％
落
ち
込
ん
だ
。
こ
う
し
た
消
費
量
の
落
ち
込
み
は
、
酒
造
業
界
に
と

っ
て
、
も
ち
ろ
ん
憂
慮
す
べ
き
問
題
で
あ
っ
た
。
業
界
は
、
中
間
層
と
労
働
者
の
生
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活
レ
ベ
ル
が
向
上
す
る
に
従
っ
て
ア
ル
コ
ー
ル
以
外
の
消
費
の
支
出
が
増
加
し
た
と

い
う
消
費
行
動
の
変
化
に
は
注
目
し
て
い
た
が
、
禁
酒
お
よ
び
節
酒
の
動
き
に
は
そ

こ
ま
で
関
心
を
向
け
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る）
14
（

。

　

酒
造
業
界
の
代
表
者
た
ち
は
、
こ
う
し
た
困
難
な
状
況
の
原
因
が
禁
酒
お
よ
び
節

酒
運
動
の
煽
動
に
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
適
度
な
飲
酒
は
無
害

で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
、
医
学
上
あ
る
い
は
健
康
上
の
論
拠
を
挙
げ
て
、

反
飲
酒
運
動
で
著
名
な
医
学
的
代
弁
者
の
信
用
を
傷
つ
け
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に

は
、
反
飲
酒
運
動
に
お
い
て
最
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
点
が
、
全
面
的
な
禁
酒
の

推
奨
で
は
な
く
、適
度
な
飲
酒
を
推
奨
し
た
点
で
あ
っ
た
こ
と
も
好
都
合
に
働
い
た
。

ド
イ
ツ
酒
類
乱
用
防
止
協
会
（D

eutsche Verein gegen den M
ißbrauch geistiger 

G
etränke

）
が
そ
の
最
も
よ
い
例
で
あ
ろ
う
。
こ
の
協
会
は
、
も
と
も
と
安
価
な
火

酒
の
摂
取
反
対
を
訴
え
て
い
た
が
、
そ
れ
と
は
別
に
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
の
適
度
な
摂

取
も
唱
導
し
て
い
た
。
エ
リ
ー
ト
の
名
士
た
ち
か
ら
な
る
団
体
で
、
官
庁
や
地
方
の

エ
リ
ー
ト
た
ち
と
の
人
脈
も
豊
富
だ
っ
た
。
禁
酒
で
は
な
く
適
量
の
飲
酒
を
理
想
と

す
る
こ
と
に
固
執
し
た
の
で
、
禁
酒
を
提
唱
す
る
人
々
と
の
間
で
摩
擦
が
生
じ
た
。

そ
の
摩
擦
を
酒
造
業
界
は
利
用
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る）
15
（

。

　

禁
酒
は
も
ち
ろ
ん
明
確
で
あ
っ
た
。
だ
が
「
適
量
の
飲
酒
」
と
は
い
っ
た
い
何
を

指
す
の
だ
ろ
う
か
。
見
解
の
相
違
は
広
範
囲
に
及
ん
だ
。
歴
史
家
の
ハ
ッ
ソ
・
ス
ポ

ー
デ
に
よ
る
と
、
飲
酒
の
上
限
を
、
ビ
ー
ル
一
日
当
た
り
三
分
の
一
リ
ッ
ト
ル
ま
で

と
し
て
い
た
人
々
も
い
れ
ば
、
軽
い
ワ
イ
ン
か
ビ
ー
ル
を
二
リ
ッ
ト
ル
ま
で
と
し
て

い
た
人
々
も
い
た）
16
（

。
後
者
は
ビ
ー
ル
醸
造
業
に
と
っ
て
好
ま
し
か
っ
た
。
ビ
ー
ル
醸

造
業
の
連
盟
の
見
解
は
、
醸
造
所
の
労
働
者
は
三
〜
五
リ
ッ
ト
ル
程
度
の
ビ
ー
ル
を

毎
日
飲
ん
で
も
健
康
を
害
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た）
17
（

。
過
剰
な
飲
酒

に
対
す
る
懸
念
は
、
醸
造
業
者
か
ら
見
れ
ば
、
禁
酒
運
動
に
よ
っ
て
あ
お
ら
れ
た
ヒ

ス
テ
リ
ー
が
原
因
で
あ
っ
た
。

ラ
イ
バ
ル
で
あ
る
反
飲
酒
派
と
同
様
に
、
酒
造
業
の
圧
力
団
体
も
医
学
的
論
拠

を
持
ち
出
し
、
飲
酒
は
無
害
で
あ
る
だ
け
で
な
く
健
康
へ
の
プ
ラ
ス
効
果
も
あ
り
得

る
と
ラ
イ
バ
ル
と
は
逆
の
主
張
を
し
た
。
こ
の
議
論
の
パ
タ
ー
ン
を
以
下
の
二
つ
の

例
で
見
て
み
よ
う
。

① 

感
染
症
と
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
の
関
係
を
め
ぐ
る
医
学
的
論
争

② 

ア
ル
コ
ー
ル
は
労
働
者
の
食
事
に
と
っ
て
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
か
と
い
う
論
争

帝
政
ド
イ
ツ
の
大
学
に
お
け
る
飲
酒
の
習
慣
に
通
じ
て
い
れ
ば
驚
く
必
要
も
な

い
だ
ろ
う
が
、
医
師
や
医
学
生
の
多
く
は
、
反
飲
酒
派
に
対
し
て
飲
酒
を
擁
護
す
る

か
、
少
な
く
と
も
飲
酒
は
有
害
だ
と
す
る
反
飲
酒
派
の
主
張
は
大
げ
さ
だ
と
考
え
て

い
た
。
ド
イ
ツ
の
学
生
の
付
き
合
い
の
中
で
は
、
過
度
な
飲
酒
が
重
要
だ
っ
た
。
そ

れ
ゆ
え
酒
造
業
界
の
擁
護
者
が
、
医
師
や
医
学
生
に
よ
る
飲
酒
支
持
に
関
す
る
見
解

を
大
量
に
引
用
す
る
こ
と
も
た
や
す
か
っ
た）
18
（

。
例
え
ば
「
過
剰
な
禁
酒
運
動
に
対
す

る
抵
抗
連
盟
」
が
配
布
し
た
チ
ラ
シ
に
は
、
行
き
過
ぎ
た
禁
酒
運
動
へ
の
非
難
や
、

適
度
な
飲
酒
の
安
全
性
に
関
す
る
解
説
な
ど
、
多
く
の
大
学
教
授
ら
の
見
解
が
引
用

さ
れ
て
い
た）
19
（

。
抵
抗
連
盟
は
、そ
う
し
た
観
点
か
ら
、禁
酒
派
の「
あ
り
得
な
い
誇
張
」

を
弾
劾
し
、
飲
酒
の
痛
風
、
肥
満
、
糖
尿
病
へ
の
関
与
は
立
証
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む

し
ろ
糖
尿
病
に
は
飲
酒
に
よ
る
プ
ラ
ス
の
効
果
も
証
明
さ
れ
て
い
る
と
主
張
し
た）
20
（

。

　

と
り
わ
け
感
染
症
の
感
染
と
経
過
へ
の
飲
酒
の
影
響
に
つ
い
て
は
実
証
さ
れ
て

い
な
い
と
し
、
飲
酒
に
よ
っ
て
結
核
症
を
予
防
で
き
る
と
の
指
摘
す
ら
あ
っ
た
。

『
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
は
結
核
の
予
防
薬
に
な
り
得
な
い
か
（Sollte nicht doch der 

Alkoholism
us ein Schutzm

ittel gegen Tuberkulose sein?

）』。
抵
抗
連
盟
は
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
の
表
紙
に
こ
の
よ
う
な
問
い
を
掲
げ
、そ
れ
に
力
強
く
「
な
り
得
る
（Ja

）」
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と
答
え
て
い
る）
21
（

。（
こ
こ
で
い
う
「
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
」
は
、
も
ち
ろ
ん
抵
抗
連
盟

も
良
く
な
い
と
考
え
て
い
る
、
過
剰
な
飲
酒
に
よ
る
病
的
な
結
果
の
複
合
体
全
体
を

さ
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
単
に
相
当
量
の
ア
ル
コ
ー
ル
を
定
期
的
に
摂
取
す
る
と

い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。）
抵
抗
連
盟
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
オ

ル
ト
の
論
文
に
依
拠
し
て
い
た
。
オ
ル
ト
は
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
病
理
学
を
教
え
て
い

て
、
ル
ド
ル
フ
・
フ
ィ
ル
ヒ
ョ
ウ
の
後
任
だ
っ
た）
22
（

。（
フ
ィ
ル
ヒ
ョ
ウ
は
、
一
九
世

紀
の
最
も
著
名
な
ド
イ
ツ
の
医
学
者
の
一
人
で
あ
る
。）
抵
抗
同
盟
に
と
っ
て
は
こ

れ
以
上
望
め
な
い
ほ
ど
著
名
な
支
持
者
だ
っ
た
。

　

オ
ル
ト
は
、
過
剰
な
飲
酒
と
結
核
症
の
罹
患
率
お
よ
び
死
亡
率
と
の
関
連
性
に
異

論
を
唱
え
た
。
そ
の
論
拠
と
な
っ
た
の
は
、
一
つ
に
は
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
地
域
疾
病
金

庫
が
行
っ
た
統
計
調
査
で
、帝
国
保
険
局
が
一
九
一
〇
年
に
公
表
し
た
も
の
で
あ
り
、

も
う
一
つ
は
オ
ル
ト
自
身
が
自
分
の
研
究
所
で
行
っ
た
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
者
二
一
八

例
の
死
体
解
剖
で
あ
っ
た
。
ど
ち
ら
の
調
査
も
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
者
は
非
ア
ル
コ

ー
ル
依
存
者
よ
り
結
核
症
に
か
か
る
率
が
低
い
と
い
う
結
果
を
示
し
た
。
オ
ル
ト
に

よ
れ
ば
、
こ
の
結
果
は
も
ち
ろ
ん
「
結
核
症
を
予
防
す
る
に
は
大
い
に
酒
を
飲
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
過
剰
な
飲
酒
は
他
の

危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
る
可
能
性
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

オ
ル
ト
の
研
究
成
果
は
「
抗
結
核
薬
と
し
て
大
い
に
酒
を
飲
ん
で
よ
い
」
と
い
う
こ

と
を
示
す
こ
と
と
な
っ
た）
23
（

。

　

抵
抗
連
盟
の
酒
造
ロ
ビ
イ
ス
ト
た
ち
に
と
っ
て
、
オ
ル
ト
の
研
究
成
果
は
、
む
ろ

ん
待
ち
に
待
っ
た
美
味
し
い
話
で
あ
っ
た
。
抵
抗
連
盟
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
大
量
投

与
と
い
う
古
式
ゆ
か
し
い
医
療
行
為
が
結
核
症
に
有
効
な
治
療
法
で
あ
る
と
の
裏
付

け
を
得
て
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
は
確
か
に
結
核
症
の
予
防
薬
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た

の
で
あ
る）
24
（

。

　

酒
造
ロ
ビ
イ
ス
ト
は
、
自
分
た
ち
の
見
解
と
ぴ
っ
た
り
一
致
す
る
よ
う
な
研
究
成

果
を
見
い
だ
し
た
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、
反
飲
酒
派
の
著
名
な
医
学
者
た
ち
が
あ
た

か
も
飲
酒
は
大
し
て
有
害
で
は
な
い
と
認
め
た
か
の
よ
う
に
、
彼
ら
の
発
言
を
曲
解

し
た
。
マ
ッ
ク
ス
・
フ
ォ
ン
・
グ
ル
ー
バ
ー
（
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
の
衛
生
学
の
教
授
）

と
そ
の
同
僚
で
著
名
な
精
神
科
医
で
あ
る
エ
ミ
ー
ル
・
ク
レ
ペ
リ
ン
の
場
合
も
同
様

で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
ア
ル
コ
ー
ル
に
よ
る
健
康
被
害
を
理
由
に
禁
酒
を
促
し
た
。　

フ
ォ
ン
・
グ
ル
ー
バ
ー
は
、
酒
が
労
働
者
階
級
の
重
要
な
栄
養
源
で
あ
る
と
い

う
当
時
流
布
し
て
い
た
議
論
を
論
破
し
よ
う
と
試
み
た
。
一
九
一
一
年
、
彼
は
グ
ッ

ド
テ
ン
プ
ラ
ー
の
会
議
で
講
演
し
、講
演
の
内
容
は
主
催
者
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
、

九
五
〇
以
上
の
新
聞
社
に
送
ら
れ
た
。
講
演
は
酒
の
栄
養
価
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ

た
が
、
こ
れ
は
酒
が
労
働
者
の
栄
養
状
態
と
健
康
状
態
に
悪
化
さ
せ
て
い
る
こ
と
を

危
惧
し
て
い
た
社
会
改
革
主
義
者
た
ち
に
と
っ
て
も
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た）
25
（

。　

　

フ
ォ
ン
・
グ
ル
ー
バ
ー
は
講
演
の
中
で
、
酒
は
食
品
で
は
な
く
て
、
感
覚
を
麻
痺

さ
せ
る
作
用
を
脳
に
及
ぼ
す
麻
酔
剤
で
あ
る
と
論
証
し
た
。
つ
ま
り
身
体
は
飲
酒
に

よ
っ
て
労
働
に
必
要
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
得
る
が
、
酒
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
収
支
は
他
の
食

品
と
比
較
す
る
と
極
め
て
数
値
が
低
い
。
な
ぜ
な
ら
、
酒
気
を
お
び
た
身
体
は
調
整

が
き
か
ず
、
効
率
の
悪
い
動
き
に
よ
っ
て
多
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
浪
費
す
る
か
ら
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
酒
か
ら
得
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
う
ち
肉
体
労
働
の
た
め
に
使
え
る

の
は
そ
の
四
分
の
一
に
留
ま
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
他
の
食
品
か
ら
カ
ロ
リ
ー
を
摂

取
し
た
方
が
は
る
か
に
安
価
で
あ
る
と
も
指
摘
し
た
。
同
じ
値
段
で
比
較
す
る
と
、

ジ
ャ
ガ
イ
モ
は
ア
ル
コ
ー
ル
の
七
・
五
倍
、
小
麦
な
ら
五
倍
の
カ
ロ
リ
ー
が
摂
取
で

き
た
。
つ
ま
り
、
労
働
者
は
ア
ル
コ
ー
ル
を
消
費
す
る
こ
と
に
よ
り
差
し
迫
っ
て
必

要
な
カ
ロ
リ
ー
を
得
ら
れ
な
く
な
る
た
め
、
ア
ル
コ
ー
ル
が
労
働
者
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

源
に
な
る
と
い
う
主
張
は
、
経
済
的
な
見
地
か
ら
見
て
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
と
い
う

の
で
あ
る）
26
（

。

　

酒
造
業
界
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
破
壊
的
な
意
見
で
は
あ
っ
た
が
、
だ
か
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ら
と
い
っ
て
自
分
た
ち
に
都
合
の
い
い
よ
う
に
フ
ォ
ン
・
グ
ル
ー
バ
ー
の
講
演
を
利

用
す
る
こ
と
を
や
め
は
し
な
か
っ
た
。
ビ
ー
ル
醸
造
業
界
は
、
フ
ォ
ン
・
グ
ル
ー
バ

ー
が
酒
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
た
め
に
、
反
飲
酒
派
の
急
先
鋒
が

つ
い
に
酒
の
栄
養
価
を
認
め
た
、
と
わ
か
り
や
す
い
主
張
を
し
た
。
そ
し
て
さ
ら
に

「
ア
ル
コ
ー
ル
の
栄
養
価
」「
ア
ル
コ
ー
ル
の
名
誉
回
復
」「
液
体
パ
ン
」
な
ど
と
い

っ
た
タ
イ
ト
ル
の
記
事
を
新
聞
に
載
せ
た
。

　

こ
れ
ま
で
ビ
ー
ル
の
適
量
摂
取
に
、
そ
の
健
康
上
異
議
が
唱
え
ら
れ
て
い
た

が
、
き
わ
め
て
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
禁
酒
運
動
の
主
導
者
や
大
学
教
授

た
ち
も
、
そ
の
論
拠
が
な
い
こ
と
を
認
め
た
。「
ビ
ー
ル
は
液
体
パ
ン
で
あ
る
」

と
い
う
主
張
は
、
完
全
に
正
当
な
も
の
と
な
っ
た）
27
（

。

　　

ビ
ー
ル
業
界
は
、
こ
の
よ
う
に
フ
ォ
ン
・
グ
ル
ー
バ
ー
教
授
の
啓
蒙
努
力
を
曲
解

し
、
そ
こ
か
ら
教
授
の
意
図
し
た
主
張
と
は
正
反
対
の
も
の
を
生
み
出
す
こ
と
に
成

功
し
た
。
フ
ォ
ン
・
グ
ル
ー
バ
ー
は
ひ
ど
く
怒
っ
て
「
私
の
講
演
を
、
ま
る
で
ビ
ー

ル
の
『
適
量
』
摂
取
を
正
当
化
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
曲
解
し
、
さ
ら
に
は
、
私
を

ま
る
で
改
宗
者
サ
ウ
ロ
﹇
キ
リ
ス
ト
教
抑
圧
者
か
ら
改
宗
し
て
、
熱
心
な
キ
リ
ス
ト

教
徒
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
パ
ウ
ロ
、
訳
者
補
足
﹈
に
仕
立
て
上
げ
、『
ビ
ー
ル
は
液

体
パ
ン
で
あ
る
』
と
認
め
た
か
の
よ
う
に
見
せ
か
け
て
い
る
と
し
た
ら
、
す
べ
て
が

い
か
が
わ
し
い
記
事
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い）
28
（

」
と
、
述
べ
て
い
る
。

フ
ォ
ン
・
グ
ル
ー
バ
ー
と
ビ
ー
ル
醸
造
組
合
と
の
摩
擦
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ホ
ル
ク

ハ
イ
マ
ー
と
テ
オ
ド
ア
・
ア
ド
ル
ノ
が
「
啓
蒙
の
弁
証
法
」
と
名
付
け
た
も
の
の
陳

腐
な
例
で
あ
ろ
う
。
二
人
は
こ
の
用
語
で
近
代
の
啓
蒙
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
内
的
矛
盾

を
表
し
た
。
つ
ま
り
理
性
や
啓
蒙
が
人
間
の
解
放
へ
と
発
展
し
て
い
く
こ
と
へ
の
期

待
を
否
定
し
、
新
た
な
非
理
性
的
な
神
話
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る）
29
（

。

　

酒
造
業
界
が
、
医
学
的
啓
蒙
を
ど
の
よ
う
に
そ
の
対
極
を
な
す
も
の
に
す
り
替
え

た
か
を
示
す
例
は
、
フ
ォ
ン
・
グ
ル
ー
バ
ー
が
巻
き
込
ま
れ
た
論
争
だ
け
に
と
ど
ま

ら
な
い
。
フ
ォ
ン
・
グ
ル
ー
バ
ー
の
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
の
同
僚
で
あ
っ
た
精
神
科
医

エ
ミ
ー
ル
・
ク
レ
ペ
リ
ン
も
似
た
よ
う
な
経
験
を
し
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
中
、
食

料
不
足
問
題
を
打
開
す
る
た
め
に
、
ド
イ
ツ
政
府
は
酒
の
生
産
と
販
売
を
厳
し
く
規

制
し
た
。
ア
ル
コ
ー
ル
消
費
量
に
つ
い
て
述
べ
る
な
ら
、
一
九
一
八
年
に
バ
イ
エ
ル

ン
で
消
費
さ
れ
た
ビ
ー
ル
の
量
は
、
一
九
〇
六
年
の
消
費
量
の
わ
ず
か
一
五
・
一
％

に
留
ま
っ
た）
30
（

。

酒
造
業
界
に
と
っ
て
、
こ
の
傾
向
は
脅
威
だ
っ
た
。
そ
こ
で
酒
造
ロ
ビ
イ
ス
ト

た
ち
は
、
ク
レ
ペ
リ
ン
の
よ
う
な
反
飲
酒
派
の
医
師
た
ち
へ
の
攻
撃
を
強
め
た
。
そ

し
て
、
酒
は
た
と
え
最
小
サ
イ
ズ
の
瓶
で
あ
っ
て
も
摂
取
し
た
人
や
そ
の
子
や
孫
に

は
有
害
で
あ
る
、
と
い
う
ク
レ
ペ
リ
ン
の
「
誤
っ
た
教
義
」
は
、
全
く
も
っ
て
間
違

い
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
例
え
ば
「
過
剰
な
禁
酒
運
動
に
対
す
る
ド
イ
ツ
抵
抗
連

盟
」
の
広
報
責
任
者
で
あ
っ
た
ペ
ー
タ
ー
・
シ
ュ
ヴ
コ
フ
（Peter Schw

uchow

）
は
、

第
一
次
世
界
大
戦
中
に
帝
国
宰
相
ベ
ー
ト
マ
ン=

ホ
ル
ヴ
ェ
ー
ク
に
宛
て
た
手
紙

に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
実
際
に
健
康
被
害
が
見
ら
れ
る
の
は
、
発
酵
業
者

が
製
造
し
た
有
益
で
健
康
に
良
い
製
品
﹇
酒
類
﹈
が
乱
用
�

�

さ
れ
た
場
合
の
み
で
す）
31
（

」。

も
し
も
ク
レ
ペ
リ
ン
の
批
判
が
当
た
っ
て
い
た
と
し
た
ら
「
最
後
の
ド
イ
ツ
人
は
百

年
前
に
す
で
に
身
も
心
も
砕
け
て
墓
に
沈
ん
で
い
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
が
ド

イ
ツ
民
族
の
本
質
は
、
敵
地
に
い
る
精
神
的
に
も
身
体
的
に
も
未
だ
か
つ
て
な
か
っ

た
ほ
ど
強
力
な
百
万
の
軍
勢
に
あ
る
の
で
す）
32
（

」。　

抵
抗
連
盟
は
ま
た
、
ク
レ
ペ
リ
ン
を
公
然
と
攻
撃
し
た
。
バ
イ
エ
ル
ン
王
ル
ー

ド
ヴ
ィ
ヒ
に
宛
て
た
手
紙
で
は
、
一
九
二
〇
年
代
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
精
神
医
学

の
拠
点
と
な
る
べ
き
ド
イ
ツ
精
神
医
学
研
究
所
（D

eutsche Forschungsanstalt für 

Psychiatrie

）
の
所
長
に
ク
レ
ペ
リ
ン
が
指
名
さ
れ
る
こ
と
を
阻
止
し
よ
う
と
し
た
。
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す
な
わ
ち
、
ク
レ
ペ
リ
ン
の
ア
ル
コ
ー
ル
研
究
は
偏
見
に
満
ち
て
い
る
た
め
、「
優

秀
な
医
者
た
ち
か
ら
も
、
人
を
惑
わ
す
も
の
で
あ
り
、
不
十
分
で
あ
る
と
評
価
さ
れ

て
い
る）
33
（

」
な
ど
と
い
っ
た
事
実
無
根
な
内
容
で
ク
レ
ペ
リ
ン
を
弾
劾
し
た
。「
彼
の

論
文
は
許
し
が
た
い
方
法
で
酒
と
精
神
病
を
関
連
付
け
た
が
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
抵

抗
連
盟
は
別
の
『
ア
ル
コ
ー
ル
研
究
部
門
』
の
設
立
に
関
心
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
こ
に
は
ク
レ
ペ
リ
ン
と
は
反
対
に
『
学
問
的
な
派
閥
に
影
響
さ
れ
な
い
』
研
究
員

だ
け
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た）
34
（

」。

ク
レ
ペ
リ
ン
は
こ
う
し
た
動
き
を
、
自
分
の
学
問
的
な
評
判
を
落
と
し
、
清
廉

潔
白
で
あ
る
自
分
へ
の
信
用
を
失
墜
さ
せ
よ
う
と
す
る
企
て
と
見
た
。
さ
ら
に
、
抵

抗
連
盟
の
活
動
を
、「
自
分
に
都
合
の
い
い
よ
う
に
研
究
に
対
し
て
影
響
を
及
ぼ
し
、

気
に
く
わ
な
い
結
果
に
圧
力
を
加
え
、
学
問
を
望
む
方
向
に
駆
り
立
て
よ
う
と
す
る

利
益
を
追
う
グ
ル
ー
プ
の
不
当
な
企
て）
35
（

」
の
例
で
あ
る
と
し
た
。
抵
抗
連
盟
は
そ
れ

に
動
じ
る
こ
と
な
く
、（
ビ
ー
ル
醸
造
業
連
盟
が
マ
ッ
ク
ス
・
フ
ォ
ン
・
グ
ル
ー
バ

ー
に
対
し
て
行
っ
た
の
と
同
様
に
）
ク
レ
ペ
リ
ン
や
他
の
研
究
者
た
ち
の
主
張
を
正

反
対
に
ね
じ
曲
げ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
ク
レ
ペ
リ
ン
は
そ
れ
で
も
な
お
事
態
を
楽
観
し
、
酒
造
業
界

が
い
く
ら
工
作
を
企
て
た
と
こ
ろ
で
、
所
詮
、
医
学
的
な
啓
蒙
と
学
術
的
な
知
性
に

は
か
な
わ
な
い
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
。「
酒
造
業
界
は
し
ぶ
と
く
暴
威
を
ふ
る

い
私
を
責
め
立
て
る
が
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
学
術
研
究
に
責
任
を
負
わ
せ
る
巨
大
な

権
力
だ
」。
ク
レ
ペ
リ
ン
の
予
想
で
は
、
学
術
研
究
を
自
ら
の
道
具
と
し
て
利
用
し

よ
う
と
す
る
酒
造
業
界
の
試
み
は
、非
難
さ
れ
失
敗
に
終
わ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。「
全

て
の
利
己
主
義
的
な
隠
蔽
工
作
に
対
し
て
必
ず
勝
利
を
収
め
る
は
ず
だ
と
い
う
一

つ
の
真
実
の
み
が
存
在
す
る）
36
（

」
と
固
く
信
じ
込
ん
で
い
た
。

だ
が
、
互
い
に
相
容
れ
な
い
学
術
的
な
真
実
が
い
く
つ
も
存
在
す
る
と
し
た
ら

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
は
、
学
術
的
な
啓
蒙
に
も
様
々
な
形
態
が
あ
っ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
が
異
な
る
真
実
を
公
表
す
る
と
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。
酒
造
業
界
は
非
常
に

巧
み
に
、
医
学
的
啓
蒙
者
の
啓
蒙
戦
略
を
手
本
に
し
て
、
飲
酒
に
よ
る
危
険
性
の
な

さ
を
証
明
す
る
か
の
よ
う
に
思
え
る
疫
学
上
の
デ
ー
タ
を
公
表
し
た
。

エ
ミ
ー
ル
・
ク
レ
ペ
リ
ン
は
、
晩
年
に
な
っ
て
健
康
に
関
す
る
啓
蒙
運
動
の
効

果
に
つ
い
て
不
信
の
念
を
表
し
た
。
彼
は
二
〇
年
以
上
に
渡
り
、
た
だ
の
一
度
も
ア

ル
コ
ー
ル
に
関
す
る
批
判
的
な
論
文
を
、
著
名
な
新
聞
雑
誌
に
掲
載
で
き
な
か
っ
た

こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
逆
に
酒
造
ロ
ビ
イ
ス
ト
た
ち
は
何
の
問
題
も
な

く
、
ア
ル
コ
ー
ル
に
関
し
て
肯
定
的
な
記
事
を
、
高
級
紙
の
様
々
な
欄
に
載
せ
る
こ

と
が
で
き
た
。
一
例
を
あ
げ
る
な
ら
、『
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
・
ノ
イ
エ
ス
テ
・
ナ
ッ
ハ
リ

ヒ
テ
ン
（M

ünchener N
eueste N

achrichten

）』
の
チ
ェ
ス
の
コ
ー
ナ
ー
は
、
八
〇

歳
の
チ
ェ
ス
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
素
晴
ら
し
い
成
績
を
「
酒
の
力
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る

と
推
測
し
た
。
こ
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
は
「
生
涯
に
わ
た
っ
て
お
び
た
だ
し
い
量
の
酒
を

飲
ん
で
お
り
、
酒
が
優
れ
た
健
康
維
持
の
薬
で
あ
る
こ
と
を
実
証
し
た
」
が
、
そ
の

一
方
で
、
彼
よ
り
若
い
が
下
位
の
対
戦
相
手
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
「
徹
底
し
た

禁
酒
家
」
で
あ
っ
た）
37
（

。

　
【
付
記
】

　
　

本
稿
は
、
二
〇
一
八
年
一
一
月
一
一
日
に
同
志
社
大
学
今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス
至

　
　

誠
館
三
階
会
議
室
で
開
催
さ
れ
た
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
ハ
ウ
氏
（
モ
ナ
シ
ュ
大
学
教

　
　

授
）
の
ド
イ
ツ
語
に
よ
る
講
演
会
の
原
稿
を
、
本
誌
掲
載
用
に
加
筆
修
正
し
、

　
　

日
本
語
に
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
翻
訳
に
当
た
っ
て
は
、
服
部
い
つ
み
が
テ

　
　

キ
ス
ト
を
全
訳
し
、
服
部
伸
が
専
門
用
語
等
を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
。

　
　
　
　

注

（
1
） 

本
稿
は
、
以
下
の
既
発
表
論
文
を
日
本
で
の
講
演
用
に
加
筆
、
短
縮
し
た
も
の
で
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の
ロ
ッ
ク
解
除
な
ど
、
生
体
認
証
を
行
う
場
面
は
市
民
生
活
全
般
で
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
、
今
や
こ
の
技
術
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
比
肩
す
る
ご
く
身
近
な
情
報
処
理

技
術
と
し
て
定
着
し
た
観
が
あ
る
。
本
特
集
は
こ
う
し
た
生
体
認
証
技
術
の
中
核
に

あ
る
特
有
の
身
体
に
着
目
し
、
そ
の
諸
相
を
歴
史
学
的
か
つ
社
会
学
的
に
検
証
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
組
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
出
入
国
審
査
を
考
え
て
み
た
い
。
審
査
の
際
は
カ
メ
ラ
を
内
蔵
し
た
端

末
で
自
分
の
顔
を
ス
キ
ャ
ン
さ
れ
、
旅
券
に
登
録
さ
れ
た
人
物
と
同
一
だ
と
認
証
さ

れ
れ
ば
ゲ
ー
ト
の
扉
が
開
い
て
通
行
可
能
と
な
る
。
こ
う
し
た
光
景
は
今
で
は
珍

し
い
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
歴
史
は
い
ま
だ
浅
い
。
世
界
各
国
の

空
港
で
こ
の
顔
認
証
シ
ス
テ
ム
が
導
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
お
お
よ
そ

二
〇
〇
〇
年
代
後
半
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
日
本
の
法
務
省
も
二
〇
一
七
年
に
審
査

の
円
滑
化
と
い
う
名
目
の
も
と
、
国
内
五
空
港
（
成
田
・
羽
田
・
関
西
・
中
部
・
福

岡
）
で
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
て
い
る
。

　

た
だ
歴
史
が
浅
い
と
は
い
え
、
そ
の
認
証
手
続
き
の
効
率
性
と
簡
便
性
か
ら
こ
の

技
術
は
今
で
は
出
入
国
審
査
の
不
可
欠
な
ツ
ー
ル
と
な
り
つ
つ
あ
り
、
こ
う
し
た
状

況
が
近
い
将
来
大
き
く
変
わ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
た
び
か
さ
な
る
技
術
改
良
の
賜

物
で
も
あ
ろ
う
が
、
初
期
の
顔
認
証
技
術
に
対
す
る
社
会
の
無
理
解
を
鑑
み
れ
ば
、

そ
の
普
及
の
迅
速
さ
に
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。
カ
ナ
ダ
の
社
会
学
者
デ
イ
ヴ

ィ
ッ
ド
・
ラ
イ
ア
ン
が
す
で
に
二
〇
〇
九
年
に
書
い
て
い
た
よ
う
に
、「
バ
イ
オ
メ

ト
リ
ク
ス
は
ご
く
短
時
間
の
う
ち
に
、
海
の
も
の
と
も
山
の
も
の
と
も
分
か
ら
な
い

も
の
か
ら
、高
ま
る
身
元
特
定
ニ
ー
ズ
の
解
決
策
へ
と
変
身
を
遂
げ
た）

1
（

」
と
い
え
る
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
技
術
の
普
及
が
、
一
面
で
は
統
治
権
力
に
お
け
る
効
率
的
監

視
の
欲
望
に
促
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
近
代
国
家
の
官
僚

制
が
技
術
的
手
段
に
よ
っ
て
伝
統
的
な
秩
序
を
変
革
し
て
い
く
と
い
う
志
向
性
を
内

包
し
て
い
る
以
上）

2
（

、
技
術
革
新
と
手
を
携
え
て
統
治
機
構
の
合
理
化
が
恒
常
的
に
図

　
▼
特
集

　
生
体
管
理
の
現
代
史
：

　
　
　
　
　
　
市
民
・
移
民
・
植
民
地
の
統
治
技
術

―
ド
イ
ツ
現
代
史
学
会
第
四
二
回
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

―

　

二
〇
一
九
年
九
月
二
二
日
に
早
稲
田
大
学
戸
山
キ
ャ
ン
パ
ス
に
お
い
て
ド
イ
ツ
現

代
史
学
会
第
四
二
回
大
会
が
開
催
さ
れ
た
。
当
日
は
村
上
宏
昭
が
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー

と
な
り
、「
生
体
管
理
の
現
代
史

―
市
民
・
移
民
・
植
民
地
の
統
治
技
術
」
と
題

す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
実
施
し
た
。本
特
集
は
そ
の
内
容
を
報
告
す
る
も
の
で
あ
り
、

本
稿
は
こ
の
特
集
全
体
の
問
題
提
起
に
相
当
す
る
。

　
　
　
　

１　

生
体
認
証
の
時
代

　

二
一
世
紀
に
入
っ
て
以
降
、
指
紋
・
Ｄ
Ｎ
Ａ
・
虹
彩
・
静
脈
等
々
、
身
体
情
報
に

も
と
づ
く
生
体
認
証
技
術
（
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ク
ス
）
が
私
た
ち
の
日
常
の
な
か
で
急

速
に
浸
透
し
つ
つ
あ
る
。
今
日
で
は
犯
罪
捜
査
に
限
ら
ず
、
空
港
に
お
け
る
出
入
国

審
査
、
銀
行
で
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
操
作
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

バ
イ
オ
メ
ト
リ
ク
ス
の
身
体

　
　
　

―
個
人
識
別
技
術
と
可
読
的
身
体
の
諸
相

―

村
上
宏
昭
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同一人の顔

他人受入

近い遠い

他人の顔

本人拒否

度

距離（類似度） （類似度 大）（類似度 小）

　

閾
値
を
Ｔ
と
し
て
こ
の

類
似
度
の
分
布
を
グ
ラ
フ

に
す
る
と
図
１
の
よ
う
に

な
る
。
サ
ン
プ
ル
と
な
る

人
物
が
異
な
れ
ば
類
似
度

の
小
さ
い
方
に
、
同
一
で

あ
れ
ば
類
似
度
の
大
き
い

方
に
曲
線
の
山
が
現
れ

る
。
と
は
い
え
そ
れ
が
あ

く
ま
で
統
計
的
な
処
理
に

よ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、

シ
ス
テ
ム
が
ど
れ
ほ
ど
高

精
度
で
あ
ろ
う
と
、
そ
こ

に
は
必
ず
本
人
拒
否
率
や

他
人
受
入
率
と
い
っ
た
形

の
認
証
エ
ラ
ー
が
生
じ
る

可
能
性
が
、
わ
ず
か
で
あ

れ
残
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。

法
、
い
わ
ば
部
分
か
ら
全
体
へ
遡
及
し
て
い
く
と
い
う
フ
ロ
ー
で
あ
る
。

　

ま
た
こ
の
認
証
技
術
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
そ
れ
が
統
計
的
思
考
に
全
面
的
に

依
拠
す
る
技
術
で
あ
る
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
統
計
的
な
尤
度
に
も
と
づ
く
マ
ッ
チ

ン
グ
判
定
を
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
各
サ
ン
プ
ル
の
諸
特
徴
の
比
較
か

ら
類
似
度
ス
コ
ア
を
算
出
し
、
そ
の
数
値
が
あ
ら
か
じ
め
設
定
し
た
閾
値
よ
り
大
き

け
れ
ば
一
致
、
逆
に
小
さ
け
れ
ば
不
一
致
と
判
定
さ
れ
る）

4
（

。

ら
れ
る
の
は
理
の
当
然
で
あ
る
。
と
り
わ
け
空
港
の
出
入
国
ゲ
ー
ト
と
い
う
国
家
の

境
界
線
に
最
も
近
接
す
る
空
間
は
、
無
数
の
異
邦
人
が
と
め
ど
な
く
国
内
に
流
入
し

て
く
る
場
で
あ
る
だ
け
に
、
最
先
端
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
駆
使
し
て
こ
れ
ら
越
境
者

に
対
す
る
監
視
の
効
率
化
が
進
め
ら
れ
る
の
は
何
も
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。

　

だ
が
そ
も
そ
も
私
た
ち
が
空
港
の
ゲ
ー
ト
で
カ
メ
ラ
の
前
に
立
ち
、
旅
券
の
Ｉ
Ｃ

チ
ッ
プ
に
記
録
さ
れ
た
顔
画
像
と
照
合
さ
れ
る
と
き
、
こ
の
端
末
は
い
か
に
し
て
カ

メ
ラ
の
前
の
人
物
と
旅
券
の
画
像
の
人
物
と
の
一
致
／
不
一
致
を
判
断
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
生
体
認
証
技
術
の
普
及
を
推
進
す
る
日
本
自
動
認
識
シ
ス
テ
ム
協
会
の

説
明
に
よ
れ
ば
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
は
大
別
し
て
①
顔
検
出
、
②
顔
特
徴
点
検
出
、
③

前
処
理
、
④
特
徴
量
抽
出
、
⑤
マ
ッ
チ
ン
グ
の
五
段
階
に
分
け
ら
れ
る）

3
（

。

　

ま
ず
①
に
お
い
て
画
像
の
な
か
か
ら
顔
領
域
を
高
速
度
で
探
索
し
、
そ
の
領
域
の

位
置
を
検
出
す
る
。
次
い
で
②
で
は
顔
領
域
内
の
目
や
口
の
端
点
な
ど
、
基
準
と
な

る
特
徴
点
を
検
出
す
る
。
③
で
は
顔
の
回
転
や
向
き
、
照
明
の
変
化
、
眼
鏡
の
有
無

な
ど
諸
々
の
変
動
要
因
を
可
能
な
限
り
除
外
す
る
。
④
で
は
顔
を
識
別
す
る
た
め
の

諸
特
徴
を
顔
領
域
か
ら
抽
出
す
る
。
そ
の
際
、
画
像
内
の
狭
い
範
囲
の
単
純
な
特
徴

か
ら
徐
々
に
広
い
範
囲
の
複
雑
な
特
徴
が
構
成
さ
れ
て
い
く
。
最
後
に
⑤
で
は
、
抽

出
さ
れ
た
特
徴
群
に
も
と
づ
き
カ
メ
ラ
で
入
力
さ
れ
た
顔
が
旅
券
の
記
録
画
像
と
一

致
す
る
か
否
か
を
判
定
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
顔
認
証
シ
ス
テ
ム
で
は
、
入
力
さ
れ
た
画
像
サ
ン
プ
ル
（
ゲ
ー
ト
で

ス
キ
ャ
ン
さ
れ
た
顔
）
か
ら
、
登
録
済
み
の
画
像
（
旅
券
の
顔
写
真
）
と
比
較
す
る

た
め
の
諸
特
徴
点
を
抽
出
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
顔
に
限

ら
ず
指
紋
や
虹
彩
も
含
め
た
生
体
認
証
技
術
一
般
に
共
通
す
る
画
像
処
理
の
手
続
き

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
顔
領
域
を
ま
ず
大
き
な
パ
ー
ツ
（
目
や
口
の
端
点
）
か
ら

細
か
な
部
分
（
狭
い
範
囲
の
単
純
な
諸
特
徴
）
に
細
分
化
し
て
い
き
、
し
か
る
の
ち

に
そ
れ
ら
の
諸
部
分
を
再
度
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
顔
の
全
体
像
を
再
構
成
す
る
方

図１　顔認証における類似度の分布

T
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２　
「
類
似
」
概
念
の
齟
齬

　

こ
う
し
た
生
体
認
証
の
手
続
き
に
は
、
生
身
の
人
間
が
自
分
の
目
で
旅
券
の
写
真

と
照
合
し
な
が
ら
本
人
確
認
を
行
う
こ
と
、
つ
ま
り
視
覚
と
い
う
知
覚
器
官
を
用
い

て
二
つ
の
サ
ン
プ
ル
の
一
致
／
不
一
致
を
判
定
す
る
こ
と
と
は
本
質
的
に
異
な
る
何

か
が
あ
る
。
だ
が
こ
の
「
何
か
」
に
関
す
る
直
観
は
ど
こ
に
由
来
す
る
の
か
。
生
身

の
人
間
の
視
覚
的
認
識
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
認
証
判
定
と
の
間
に
は
具
体
的
に
い
か

な
る
違
い
が
あ
る
の
か
。
ま
ず
は
こ
の
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　図２　パリの死
モ ル グ
体公示所

　

こ
こ
で
は
そ
う
し
た
視

覚
に
よ
る
個
人
識
別
の
一

例
と
し
て
、
一
九
世
紀
の

パ
リ
に
設
置
さ
れ
た
死
体

公
示
所
（
モ
ル
グ
）
を
挙

げ
て
お
こ
う）

5
（

。
こ
れ
は

一
八
六
四
年
、
ノ
ー
ト
ル

ダ
ム
聖
堂
の
裏
手
に
あ
っ

た
旧
い
地
下
牢
を
改
築
し

て
作
ら
れ
た
市
営
施
設

で
、
パ
リ
警
察
の
管
轄
下

に
置
か
れ
て
い
た
も
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
は
市
内
で

発
見
さ
れ
た
死
体
が
一
般

市
民
に
も
見
え
る
よ
う
に

ガ
ラ
ス
越
し
に
展
示
さ
れ

て
い
た
こ
と
か
ら
、
い
つ

し
か
パ
リ
の
観
光
名
所
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
で
話
題
と
な
り
、
多
い
と
き
は
一
日

に
四
万
人
に
も
上
る
群
衆
が
殺
到
し
た
と
い
う
（
図
２
）。
し
か
し
こ
の
施
設
の
目

的
は
元
来
、
身
元
不
明
の
死
体
を
一
般
公
開
す
る
こ
と
で
、
死
者
の
知
人
に
そ
の
身

元
を
確
認
し
て
も
ら
う
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

パ
リ
警
察
が
こ
う
し
た
施
設
で
死
者
の
知
人
を
募
っ
た
と
き
、
そ
こ
で
前
提
と
さ

れ
た
身
元
確
認
法
は
い
う
ま
で
も
な
く
、身
体
上
の
い
く
つ
か
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル（
傷

痕
・
痣あ
ざ

な
ど
）
や
遺
留
品
の
確
認
に
加
え
て
、
死
者
の
顔
貌
を
じ
か
に
目
視
す
る
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
限
り
で
は
当
然
、
こ
の
モ
ル
グ
に
お
い
て
実
践
さ
れ
て

い
た
視
覚
に
よ
る
死
者
の
識
別
法
は
、
基
本
的
に
は
旅
券
の
写
真
を
見
て
眼
前
の
生

者
の
本
人
確
認
を
行
う
こ
と
と
大
き
な
違
い
は
な
い
。

　

だ
が
こ
の
よ
う
な
死
体
や
旅
券
写
真
の
視
覚
的
識
別
に
お
い
て
、
一
致
／
不
一
致

あ
る
い
は
類
似
／
非
類
似
の
判
断
が
下
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
背
後
で
い
か
な
る
認
識

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
働
い
て
い
る
の
か
。
そ
れ
を
窺
い
知
る
に
は
何
よ
り
も
現
象
学
の

知
見
に
依
拠
す
る
の
が
有
益
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
の
知
覚
論

を
手
が
か
り
に
視
覚
に
よ
る
認
識
の
特
徴
を
洗
い
出
し
て
お
こ
う
。

　

そ
れ
に
よ
れ
ば
私
た
ち
が
複
数
の
対
象
の
間
に
類
似
性
を
認
め
る
と
き
、
対
象
を

構
成
す
る
個
々
の
部
分
的
要
素
を
相
互
に
比
較
し
た
う
え
で
そ
の
類
似
を
認
識
し
て

い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
ま
ず
対
象
の
全
体
的
印
象
に
お
い
て
類
似
や

差
異
の
関
係
を
察
知
し
、
そ
の
あ
と
事
後
的
に
こ
の
対
象
の
構
成
要
素
を
比
較
し
照

合
す
る
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
部
分
に
先
立
っ
て
全
体
が
あ
ら
か
じ
め
与
え

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
各
対
象
の
諸
部
分
同
士
の
比
較
も
ま
た
可
能

に
な
る）

6
（

。

　

こ
う
し
た
知
覚
の
特
性
は
障
害
者
の
事
例
に
照
ら
せ
ば
い
っ
そ
う
鮮
明
に
な
る
。

生
ま
れ
な
が
ら
の
視
覚
障
害
者
が
白
内
障
手
術
を
経
て
初
め
て
視
覚
的
世
界
を
手
に

し
た
と
し
て
も
、
そ
の
空
間
認
識
は
あ
く
ま
で
「
触
覚
的
」
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
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３　

指
紋
法

　

今
日
で
は
身
体
の
さ
ま
ざ
ま
な
部
位
が
生
体
認
証
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
は
い

え
、
そ
の
う
ち
歴
史
が
最
も
古
く
、
社
会
的
に
も
広
く
認
知
さ
れ
て
い
る
部
位
と
い

え
ば
、
や
は
り
指
紋
を
措
い
て
ほ
か
に
な
い
。
指
先
の
隆
線
の
形
状
か
ら
個
人
を
特

定
す
る
、
い
わ
ゆ
る
指
紋
法
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
で
正
式
に
導
入
さ
れ
た
の
は
、
イ

ギ
リ
ス
本
土
の
警
察
当
局
が
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
た
一
九
〇
一
年
の
こ
と
で
あ

る）
8
（

。
し
か
し
こ
の
新
た
な
個
人
識
別
法
は
、
二
〇
世
紀
前
半
の
う
ち
に
ま
た
た
く
間

に
世
界
中
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
九
二
〇
年
代
に
は
ア
メ
リ
カ
の
霊
媒
師
が

幽
霊
の
指
紋
を
採
取
し
て
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
巻
き
起
こ
し
た
り
、
コ
ナ
ン
・
ド
イ

ル
（
一
九
〇
三
年
）
や
江
戸
川
乱
歩
（
一
九
三
七
／
三
八
年
）
な
ど
の
推
理
小
説
で

は
指
紋
が
ト
リ
ッ
ク
の
ツ
ー
ル
と
し
て
使
わ
れ
た
り
も
し
た）

9
（

。

　

た
だ
こ
の
指
紋
法
は
実
の
と
こ
ろ
、
最
初
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
民
社
会
の
周
縁
部
、

す
な
わ
ち
植
民
地
世
界
で
生
み
出
さ
れ
た
技
術
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
一
九
世
紀

半
ば
の
英
領
イ
ン
ド
に
お
い
て
、
ベ
ン
ガ
ル
の
イ
ギ
リ
ス
人
行
政
官
だ
っ
た
ウ
ィ

リ
ア
ム
・
ハ
ー
シ
ェ
ル
（
同
名
の
天
文
学
者
の
孫
）
が
行
っ
た
試
み
、
す
な
わ
ち
地

元
商
人
に
署
名
の
代
わ
り
に
手
形
を
契
約
書
に
押
さ
せ
る
と
い
う
試
み
に
端
を
発
す

る
。
そ
の
後
は
紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら
も
、
優
生
学
の
創
始
者
と
し
て
名
高
い
フ
ラ

ン
シ
ス
・
ゴ
ル
ト
ン
の
精
力
的
な
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
も
あ
っ
て
、
右
で
触
れ
た
よ
う
に

指
紋
法
は
二
〇
世
紀
初
頭
に
は
植
民
地
か
ら
宗
主
国
イ
ギ
リ
ス
に
流
れ
込
み
、
や
が

て
世
界
各
国
の
犯
罪
捜
査
や
刑
事
裁
判
で
採
用
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る）
10
（

。

　

な
お
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
指
紋
法
の
導
入
を
推
進
し
た
こ
の
ゴ
ル
ト
ン
と
い
う
人
物

が
、
統
計
学
の
専
門
家
で
あ
っ
た
こ
と
は
こ
こ
で
改
め
て
強
調
し
て
お
き
た
い
。
彼

が
指
紋
に
熱
中
し
た
の
は
、
そ
れ
が
統
計
学
的
に
個
人
や
民
族
を
弁
別
す
る
有
力
な

ツ
ー
ル
に
な
り
う
る
と
見
な
し
た
か
ら
で
あ
り
、
個
人
識
別
法
の
一
つ
と
し
て
指
紋

元
視
覚
障
害
者
は
円
を
長
方
形
と
区
別
す
る
の
に
、
あ
た
か
も
手
で
触
れ
る
よ
う
に

目
で
図
形
の
へ
り
を
追
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
健
常
者
の
認
識

と
は
違
い
、
こ
こ
で
は
対
象
の
各
部
分
に
全
体
が
現
前
し
て
い
な
い
、
つ
ま
り
部
分

に
先
立
つ
全
体
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い）

7
（

。

　

こ
の
部
分
と
全
体
の
問
題
に
限
れ
ば
、
元
視
覚
障
害
者
の
空
間
認
識
と
生
体
認
証

技
術
の
画
像
処
理
と
は
奇
妙
な
重
複
を
見
せ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
一
九
世
紀

の
モ
ル
グ
が
死
体
の
身
元
確
認
の
た
め
に
頼
り
に
し
て
い
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
う
し

た
視
覚
に
よ
っ
て
全
体
的
に

�

�

�

�

把
握
さ
れ
る
印
象
論
的
類
似
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
科
学

以
前
の
生
活
世
界
で
捉
え
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
類
似
の
あ
り
方
と
、
生
体
認
証
技
術

が
前
提
と
す
る
統
計
学
的
な
類
似
度

―
顔
を
い
っ
た
ん
部
分
的
諸
要
素
に
分
解

し
、各
要
素
の
一
致
と
不
一
致
を
測
定
す
る
こ
と
で
算
出
さ
れ
る
類
似
度

―
と
は
、

ど
こ
ま
で
も
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
部
分
と
全
体
の
関
係
に
関

し
て
は
相
互
に
正
反
対
の
認
識
形
態
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

し
た
が
っ
て
モ
ル
グ
の
死
体
識
別
法
と
生
体
認
証
技
術
の
間
に
は
、「
類
似
」
概

念
に
関
し
て
大
き
な
齟
齬
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
全
体
的
印
象
の
類
同
性
と
し
て

の
視
覚
的
類
似
（resem

blance

）
と
、
個
別
的
要
素
の
近
似
性
と
し
て
の
統
計
学
的

類
似
度
（sim

ilarity

）
と
い
う
齟
齬
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
齟
齬
の
基
底
に

は
各
々
が
前
提
と
す
る
身
体
の
相
違
が
あ
る
、
と
い
う
の
が
本
稿
の
主
張
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
以
下
で
は
生
体
認
証
技
術
を
可
能
に
し
て
い
る
身
体
の
特
異
な
様
態
を
理

念
型
的
に
素
描
す
る
こ
と
で
、
視
覚
が
志
向
す
る
身
体
と
の
断
絶
性
を
浮
き
彫
り
に

す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
る
。

　

な
お
結
論
を
先
取
り
し
て
い
え
ば
、そ
う
し
た
身
体
の
相
違
は「
可
視
的（visible

）

身
体
」（
モ
ル
グ
）
と
「
可
読
的
（readable

）
身
体
」（
生
体
認
証
）、
あ
る
い
は
同

じ
こ
と
だ
が
「
見
ら
れ
る
身
体
」
と
「
読
ま
れ
る
身
体
」
と
い
う
形
で
要
約
す
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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法
を
体
系
化
す
る
試
み
に
お
い
て
も
、
統
計
的
な
蓋
然
性
が
最
も
高
い
マ
ッ
チ
ン
グ

の
方
式
を
模
索
し
て
い
た
の
で
あ
る）
11
（

。
し
た
が
っ
て
指
紋
法
と
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
統

計
的
思
考
を
経
由
す
る
こ
と
で
初
め
て
そ
の
意
義
を
十
全
に
認
め
ら
れ
た
も
の
だ
っ

た
と
い
っ
て
よ
い）
12
（

。

　

と
も
あ
れ
ま
ず
指
紋
法
の
概
略
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
こ
の
個
人
識
別
法
で
は
歴

史
を
通
じ
て
複
数
の
方
式
が
開
発
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
多
く
は
ゴ
ル
ト
ン
が
提

案
し
た
分
類
法
、
す
な
わ
ち
指
紋
の
形
状
を
弓
状
紋
（A

rch

）・
蹄
状
紋
（Loop

）・

渦
状
紋
（W

horl

）
の
三
つ
の
基
本
類
型
に
分
け
、
さ
ら
に
各
類
型
の
混
合
型
も
配

図３　指紋の三類型（左から弓状紋・蹄状紋・渦状紋）

置
す
る
と
い
う
仕
方
を
踏
襲
し
て
い
る
（
図

３）
13
（

）。
ま
た
そ
れ
に
加
え
て
マ
イ
ニ
ュ
ー
シ

ャ
と
呼
ば
れ
る
、
指
紋
に
見
ら
れ
る
さ
ま
ざ

ま
な
特
徴
点
（
端
点
や
分
岐
点
）
を
同
定
し

な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
一
致
／
不
一
致
を
確

認
す
る
と
い
う
手
続
き
も
あ
る）
14
（

。
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
指
紋
の
形
状

や
マ
イ
ニ
ュ
ー
シ
ャ
は
個
々
人
で
異
な
る
う

え
に
生
涯
変
わ
る
こ
と
も
な
い
と
い
う
、「
万

人
不
同
」
と
「
終
生
不
変
」
の
原
則
に
従
う

も
の
と
さ
れ
る）
15
（

。

　

こ
の
紋
様
の
類
型
化
と
特
徴
点
の
マ
ッ
ピ

ン
グ
が
と
も
に
意
味
し
て
い
る
の
は
、
本
来

無
限
に
多
様
で
あ
る
は
ず
の
指
紋
の
形
状
が

一
定
の
パ
タ
ー
ン
に
従
っ
て
規
格
化
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
人
為

的
に
構
築
さ
れ
た
分
類
の
格
子
を
指
紋
に
当

て
は
め
、
そ
れ
を
い
ず
れ
か
の
桝
目
に
配
置
す
る
こ
と
で
、
種
々
雑
多
な
紋
様
が
秩

序
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
図
４
は
指
紋
法
の
一
つ「
ヘ
ン
リ
ー
方
式
」

に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
分
類
格
子
で
、
こ
こ
で
は
ま
ず
統
計
上
の
頻
度
に
応
じ
て
二

つ
の
基
本
型
（
蹄
状
紋
と
渦
状
紋
。
た
だ
し
前
者
は
弓
状
紋
も
含
む
）
の
可
能
な
組

み
合
わ
せ
を
四
つ
の
象
限
に
配
置
す
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
下
位
の
格
子
へ
と
順
次

絞
り
込
ん
で
い
き
、
最
終
的
に
は
一
〇
二
四
個
あ
る
最
小
単
位
の
枡
目
の
一
つ
に
採

取
し
た
指
紋
を
収
め
る
の
で
あ
る）
16
（

。

　

こ
の
よ
う
な
分
類
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
、
指
紋
の
形
状
は
い
く
つ
か
特
徴
的
な
性

質
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
第
一
に
、
一
つ
の
指
紋
の
「
個
性
」
は
人
為
的
に
規
格

化
さ
れ
た
分
類
格
子
（
タ
ブ
ロ
ー
）
の
な
か
で
し
か
識
別
で
き
な
い
、
つ
ま
り
別
の

枡
目
に
収
め
ら
れ
た
ほ
か
の
あ
ら
ゆ
る
指
紋
と
の
違
い
で
し
か
認
識
で
き
な
い
も
の

と
な
る
。
い
い
か
え
れ
ば
こ
の
シ
ス
テ
ム
で
は
、
指
紋
の
個
性
は
差
異
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
の
な
か
で
し
か
存
在
し
て
い
な
い）
17
（

。

図４　ヘンリー方式の指紋分類システム
　

第
二
に
、
指
紋
が
一
定

の
分
類
シ
ス
テ
ム
に
沿
っ

て
整
理
さ
れ
る
こ
と
で
、

そ
の
形
状
は
一
種
の
情
報

な
い
し
デ
ー
タ
と
し
て
効

率
的
に
処
理
さ
れ
る
こ
と

が
可
能
と
な
る
。
た
と
え

ば
図
４
の
分
類
格
子
が
そ

の
ま
ま
物
理
的
な
整
理
棚

に
化
体
す
れ
ば
、
大
量

の
指
紋
が
そ
こ
に
秩
序
立

て
て
並
べ
ら
れ
る
だ
け
で
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整
理
棚
を
前
に
女
性
職
員
が
検
索
・
照
合
作
業
に
従
事
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
当
然

な
が
ら
一
定
の
分
類
シ
ス
テ
ム
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
光
景
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
膨
大
な
量
の
記
録
の
な
か
か
ら
即
座
に
身
元
を
割
り
出
せ
る
指
紋

法
は
、先
述
の
よ
う
に
特
に
犯
罪
捜
査
の
領
域
で
大
き
な
力
を
発
揮
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

４　

可
読
的
身
体

　

た
だ
し
こ
う
し
た
身
体
情
報
の
処
理
の
仕
方
は
指
紋
法
が
最
初
に
発
見
し
た
も
の

で
は
な
い
。
犯
罪
捜
査
で
指
紋
法
以
前
に
使
わ
れ
て
い
た
、
い
わ
ゆ
る
「
ベ
ル
テ
ィ

ヨ
ン
方
式
」（B

ertillonage

）と
呼
ば
れ
る
人
体
測
定
法
も
、指
紋
法
と
同
じ
目
的（
個

人
識
別
）
と
特
徴
（
身
体
情
報
の
採
取
）
を
共
有
し
て
い
た
。
こ
れ
は
パ
リ
警
視
庁

の
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
ベ
ル
テ
ィ
ヨ
ン
と
い
う
人
物
が
、
身
分
を
偽
っ
て
軽
犯
罪
を
繰

り
返
す
累
犯
者
を
特
定
す
る
た
め
に
一
八
八
三
年
に
開
発
し
た
も
の
（
フ
ラ
ン
ス
国

家
警
察
の
正
式
採
用
は
一
八
八
五
年
）
で
、
一
一
種
類
の
身
体
情
報
（
①
身
長
、
②

両
手
を
横
に
伸
ば
し
た
と
き
の
最
大
値
、
③
座
高
、
④
頭
長
、
⑤
頭
部
の
幅
、
⑥
右

耳
の
長
さ
、
⑦
右
耳
の
幅
、
⑧
左
足
の
長
さ
の
最
大
値
、
⑨
左
手
中
指
の
長
さ
、
⑩

左
手
小
指
の
長
さ
、
⑪
左
手
前
腕
の
長
さ
）
を
計
測
し
、
個
々
人
で
異
な
る
一
定
不

変
の
身
体
的
特
徴
を
記
録
す
る
と
い
う
方
式
で
あ
る）
18
（

。

　

つ
ま
り
こ
の
方
式
で
は
、
社
会
制
度
に
関
わ
る
犯
罪
者
の
情
報
（
出
生
地
・
居
住

地
・
年
齢
・
職
業
・
家
族
構
成
等
々
）
は
視
野
の
外
に
置
か
れ
、
も
っ
ぱ
ら
解
剖
学

的
身
体
の
弁
別
的
指
標
に
の
み
注
意
が
向
け
ら
れ
て
い
る）
19
（

。
さ
ら
に
は
図
６
の
よ
う

に
、
そ
う
し
て
採
取
さ
れ
た
各
種
の
身
体
記
録
が

―
指
紋
法
と
同
じ
く

―
整
理

棚
に
保
管
さ
れ
る
こ
と
で
、
逮
捕
し
た
人
物
の
前
科
の
有
無
を
確
認
す
る
際
に
、
当

該
人
物
の
身
体
情
報
を
大
量
の
記
録
の
な
か
か
ら
即
座
に
検
出
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
た）
20
（

。

は
な
い
。
そ
の
棚
か
ら
き
わ

め
て
短
時
間
の
う
ち
に
必
要

な
指
紋
記
録
を
検
索
し
て
取

り
出
す
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ

う
。

　

図
５
の
写
真
は
ま
さ

に
そ
の
一
つ
の
実
例
で
、

一
九
四
〇
年
代
の
米
連
邦
捜

査
局
（
Ｆ
Ｂ
Ｉ
）
の
指
紋
保

管
庫
を
撮
影
し
た
も
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
指
紋
記
録
の

　

と
は
い
え
怪
盗
紳
士
ア
ル
セ

ー
ヌ
・
ル
パ
ン
は
警
察
に
逮
捕

さ
れ
た
あ
と
、
職
員
の
一
人
を

買
収
し
て
虚
偽
の
測
定
数
値
を

記
録
さ
せ
る
こ
と
で
、
こ
の
ベ

ル
テ
ィ
ヨ
ン
方
式
の
網
の
目
を

潜
り
抜
け
て
脱
獄
す
る
こ
と
が

で
き
た）
21
（

。
当
時
の
推
理
小
説
も

そ
う
し
た
筋
書
き
を
語
っ
て
い

た
よ
う
に
、
同
方
式
は
測
定
官

の
技
量
に
よ
っ
て
同
じ
犯
罪
者

の
身
体
で
も
数
値
の
変
動
が
生

じ
や
す
く
、
そ
う
し
た
不
確
定

要
素
が
大
き
な
弱
点
と
な
っ

図５　指紋記録の整理棚

図６　ベルティヨン方式の整理棚
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て
、
や
が
て
指
紋
法
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る）
22
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
方
の
登
場
と
と
も
に
他
方
が
退
場
す
る
と
い
う
歴
史
的
経
緯
も

あ
っ
て
か
、
こ
の
二
つ
の
個
人
識
別
法
は
今
日
で
も
し
ば
し
ば
対
照
的
に
論
じ
ら
れ

る
傾
向
が
強
い
。
カ
ル
ロ
・
ギ
ン
ズ
ブ
ル
グ
な
ど
は
そ
の
顕
著
な
例
で
、
指
紋
法
を

古
典
古
代
以
来
の
「
推
論
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
に
属
す
る
と
見
な
す
の
に
対
し
、
ベ
ル

テ
ィ
ヨ
ン
方
式
を
近
世
以
降
の
「
ガ
リ
レ
オ
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
」（
数
量
化
志
向
）
の

系
譜
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
両
者
の
思
想
史
上
の
根
本
的
差
異
を
強
調
し
て
い

る）
23
（

。

　

し
か
し
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
違
い
よ
り
も
両
者
に
共
通
す
る
側
面
を
強
調
し
て
お

き
た
い
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
二
つ
の
個
人
識
別
法
は
と
も
に
、
一
定
の
分
類
シ
ス
テ

ム
に
即
し
て
身
体
上
の
諸
特
徴
を
記
録
し
、そ
の
情
報
を
整
理
棚
（
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）

に
集
積
す
る
と
い
う
側
面
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
両
者
は
い
ず
れ
も
「
情
報
と

し
て
の
身
体
」
と
い
う
特
有
の
身
体
を
前
提
に
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　

そ
れ
ゆ
え
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
犯
罪
捜
査
で
志
向
さ
れ
始

め
た
身
体
、
警
察
権
力
が
管
理
下
に
置
こ
う
と
し
つ
つ
あ
っ
た
身
体
は
、
モ
ル
グ
の

死
体
の
よ
う
に
、あ
る
い
は
性
愛
の
身
体
（
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ）
24
（

）
や
奇
形
の
身
体
（
フ

リ
ー
ク
シ
ョ
ー）
25
（

）
の
よ
う
に
、
視
覚
的
欲
望
に
駆
ら
れ
て
眺
め
ら
れ
た
身
体
か
ら
は

大
き
く
乖
離
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
い
っ
た
ん
数
字
や
記
号
に
変
換
さ
れ
て
情
報
と

し
て
読
み
解
か
れ
る
身
体
、
そ
れ
ゆ
え
デ
ー
タ
と
し
て
紙
媒
体
で
記
録
さ
れ
、
フ
ァ

イ
ル
に
綴
じ
ら
れ
た
う
え
で
整
理
棚
に
収
納
さ
れ
る
、
そ
の
よ
う
な
身
体
な
の
で
あ

る
。

　

と
こ
ろ
で
人
体
測
定
法
で
あ
れ
指
紋
法
で
あ
れ
、
生
体
に
も
と
づ
く
個
人
識
別
技

術
は
犯
罪
と
い
う
市
民
社
会
の
周
縁
領
域
で
発
達
し
た
だ
け
に
、
こ
れ
ま
で
そ
の
歴

史
を
記
述
す
る
際
は
、
も
っ
ぱ
ら
当
時
の
犯
罪
者
、
特
に
累
犯
者
問
題
の
文
脈
に
置

く
こ
と
が
主
流
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
だ
が
そ
の
技
術
を
根
底
で
支
え
て
い
た
情
報

と
し
て
の
身
体
そ
れ
自
体
は
、何
も
犯
罪
問
題
の
領
域
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
の
一
例
と
し
て
こ
こ
で
は
二
〇
世
紀
半
ば
の
生
物
学
に
お
け
る
認
識
論
的
転
換
を

挙
げ
て
お
き
た
い
。

　

周
知
の
よ
う
に
一
九
五
四
年
に
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
二
重
ら
せ
ん
構
造
の
発
見
が
報
告
さ

れ
、
遺
伝
子
の
本
体
が
染
色
体
内
の
タ
ン
パ
ク
質
で
は
な
く
、
デ
オ
キ
シ
リ
ボ
核
酸

と
い
う
化
学
物
質
で
あ
る
こ
と
が
解
明
さ
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
科
学
哲
学
者
ジ
ョ
ル

ジ
ュ
・
カ
ン
ギ
レ
ム
に
よ
れ
ば
、
こ
の
発
見
を
境
に
生
物
学
は
生
命
の
認
識
の
あ
り

方
を
大
き
く
刷
新
す
る
こ
と
に
な
る
。図７　初めて紙に印字されたヒトのゲノム情報

　

す
な
わ
ち
生
命
な
る
も
の
を
語
る
と

き
、
も
は
や
以
前
の
よ
う
に
力
学
、
物
理

学
、
古
典
的
化
学
の
用
語
や
概
念
で
は
な

く
、
言
語
理
論
な
い
し
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
理
論
の
用
語
（
メ
ッ
セ
ー
ジ
・
情
報
・

プ
ロ
グ
ラ
ム
・
コ
ー
ド
・
命
令
・
解
読
な
ど
）

が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り

遺
伝
現
象
は
情
報
伝
達
と
同
義
の
も
の
と

な
り
、
生
命
は
い
わ
ば
Ｄ
Ｎ
Ａ
と
い
う
物

質
に
書
き
込
ま
れ
た
ロ
ゴ
ス
、
な
い
し
は

暗
号
化
さ
れ
た
意
味
へ
と
変
貌
し
た
の
で

あ
る）
26
（

。
そ
の
結
果
、
生
命
と
い
う
存
在
は

電
子
化
さ
れ
て
記
憶
媒
体
に
保
存
さ
れ
る

か
、
場
合
に
よ
っ
て
は
印
刷
・
製
本
さ
れ

て
棚
に
収
納
さ
れ
、「
読
ま
れ
る
」
こ
と

が
で
き
る
何
か
に
な
っ
た
と
い
え
る
（
図

７
）。
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た
し
か
に
現
代
の
ゲ
ノ
ム
研
究
で
は
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
塩
基
配
列
だ
け
が
有
機
体
の
マ

ス
タ
ー
プ
ラ
ン
を
構
成
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
認
識
が
広
が
っ
て
お
り
、
生
命

を
情
報
と
し
て
捉
え
る
認
識
論
は
限
界
に
達
し
つ
つ
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
学
者

ニ
コ
ラ
ス
・
ロ
ー
ズ
は
こ
う
し
た
「
ポ
ス
ト
ゲ
ノ
ム
学
」
の
台
頭
を
踏
ま
え
、「
二
〇

世
紀
が
終
わ
る
と
同
時
に
『
遺
伝
子
の
世
紀
』
も
終
わ
っ
た
」
と
い
う
主
張
に
賛
同

し
て
い
る）
27
（

。だ
が
い
ず
れ
に
せ
よ
右
の
よ
う
な
情
報
と
し
て
の
生
命
と
い
う
観
念
が
、

二
〇
世
紀
半
ば
の
生
物
学
で
唐
突
に
形
づ
く
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と

に
変
わ
り
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
記
述
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
身
体
の
一
部
を
有
機

体
の
個
性
が
宿
る
情
報
と
見
な
す
発
想
は
、
す
で
に
一
九
世
紀
末
の
人
体
測
定
法
や

指
紋
法
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
こ
の
観
念
は
そ
れ

な
り
の
歴
史
的
蓄
積
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
も
あ
れ
こ
れ
ら
三
つ
の
事
例
（
指
紋
法
・
人
体
測
定
法
・
Ｄ
Ｎ
Ａ
）
に
通
底
す

る
身
体
は
、「
可
視
的
身
体
」
と
い
う
、
も
う
一
つ
の
近
代
的
身
体
と
は
異
な
る
系

譜
に
属
す
る
も
の
と
見
な
す
べ
き
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
個
人
識
別
（
生
体
認
証
）
技

術
で
は
、
一パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン

望
監
視
施
設
が
志
向
し
た
身
体
、
独
房
の
な
か
で
視
線
に
さ
ら
さ
れ
な

が
ら
規
律
化
さ
れ
る
身
体
は
消
え
去
っ
て
お
り
、
代
わ
っ
て
「
可
読
的
身
体
」、
つ

ま
り
視
覚
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
情
報
と
し
て
読
ま
れ
る
身
体
が
現
出

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
５　

植
民
地
統
治
と
犯
罪
者
管
理

　

先
ほ
ど
触
れ
た
よ
う
に
、こ
う
し
た
身
体
を
前
提
と
す
る
指
紋
法
は
ま
ず
植
民
地
、

特
に
英
領
イ
ン
ド
で
開
発
さ
れ
た
技
術
で
あ
っ
た
。
だ
が
こ
の
技
術
は
な
ぜ
最
初
に

植
民
地
世
界
で
芽
生
え
た
の
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
通
常
挙
げ
ら
れ
る
の
は
お
も
に

二
つ
、契
約
や
裁
判
な
ど
の
法
的
手
続
き
を
め
ぐ
る
現
地
文
化
と
西
洋
文
化
の
齟
齬
、

な
ら
び
に
い
わ
ゆ
る
「
犯
罪
部
族
」
の
問
題
で
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
前
者
に
つ
い
て
は
、
現
地
人
と
の
商
談
・
契
約
に
お
け
る
文
書
偽
造
や

法
廷
で
の
偽
証
が
日
常
的
に
横
行
し
て
い
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
。
先
述
の
ハ
ー
シ

ェ
ル
が
慨
嘆
し
て
い
た
よ
う
に
、
こ
の
種
の
「
妨
害
が
か
な
り
蔓
延
し
て
い
た
」
た

め
、「
民
事
裁
判
の
運
営
で
そ
の
威
厳
を
維
持
す
る
の
は
途
方
も
な
く
難
し
い
も
の

で
あ
っ
た
」。
と
り
わ
け
年
金
支
給
の
場
合
、
現
地
住
民
の
風
貌
が
イ
ギ
リ
ス
人
に

は
識
別
困
難
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
受
給
者
に
成
り
す
ま
し
て
年
金
を
詐
取
す
る
ケ
ー

ス
も
広
範
に
見
ら
れ
た
と
い
う
。そ
う
し
た
不
正
の
横
行
に
対
処
す
る
手
段
と
し
て
、

文
字
や
証
言
、
外
見
に
頼
ら
な
い
個
人
識
別
法
が
要
請
さ
れ
た
の
で
あ
る）
28
（

。

　

次
に
後
者
に
つ
い
て
は
、
植
民
地
統
治
に
あ
た
り
各
地
を
放
浪
し
て
暮
ら
す
現
地

の
ノ
マ
ド
、
い
わ
ゆ
る
「
犯
罪
部
族）
29
（

」
の
管
理
と
追
跡
が
必
要
だ
っ
た
こ
と
が
あ

る
。
こ
れ
は
む
ろ
ん
現
代
的
な
移
民
管
理
の
先
駆
け
、
つ
ま
り
移
動
す
る
身
体
の
管

理
ツ
ー
ル
と
し
て
指
紋
法
が
用
い
ら
れ
た
最
初
期
の
事
例
で
あ
る
。
元
来
犯
罪
部
族

を
含
め
た
イ
ン
ド
の
放
浪
部
族
の
管
理
は
、
農
耕
を
通
じ
て
定
住
化
を
図
る
と
い
う

思
惑
か
ら
、「
更
生
居
留
地
」（reform

atory settlem
ent

）
に
囲
い
込
む
と
い
う
形

で
行
わ
れ
て
い
た
。
だ
が
こ
う
し
た
政
策
が
挫
折
し
た
こ
と
で
、
一
八
九
七
年
以
降

す
べ
て
の
法
律
違
反
者
に
対
す
る
指
紋
押
捺
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て

一
九
一
一
年
の
犯
罪
部
族
法
の
改
正
に
よ
っ
て
、
一
二
歳
以
上
の
犯
罪
部
族
の
全
男

性
に
対
し
て
指
紋
押
捺
が
義
務
化
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
い
当
局
は
居
留
地
の
運
営
コ
ス

ト
か
ら
解
放
さ
れ
た
の
で
あ
る）
30
（

。

　

し
た
が
っ
て
指
紋
法
は
そ
の
発
端
か
ら
、
植
民
地
統
治
と
犯
罪
者
管
理
と
い
う
市

民
社
会
の
二
大
周
縁
領
域
の
問
題
と
密
接
に
絡
み
合
っ
た
技
術
で
あ
っ
た
。
そ
う
し

た
起
源
の
名
残
は
今
日
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
バ
イ
オ
メ
ト

リ
ク
ス
が
こ
れ
ほ
ど
浸
透
し
た
現
在
で
も
、
市
民
の
間
で
は
指
紋
の
登
録
に
対
す
る

抵
抗
感
が
根
強
く
残
存
し
て
い
る
の
に
対
し）
31
（

、
犯
罪
者
予
備
軍
と
見
な
さ
れ
や
す
い
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外
国
人
移
民
や
難
民
に
は
、
ま
ず
も
っ
て
指
紋
押
捺
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
事
実
が

あ
る）
32
（

。

　

ま
た
旧
植
民
地
諸
国
に
お
け
る
生
体
認
証
シ
ス
テ
ム
が
、
先
進
諸
国
に
比
べ
て
は

る
か
に
深
く
社
会
に
浸
透
し
て
い
る
こ
と
も
、
あ
る
意
味
そ
の
起
源
の
名
残
の
一
つ

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
図
８
は
生
体
認
証
を
利
用
し
た
市
民
登
録
シ
ス
テ
ム
を
持
つ
国

を
網
掛
け
し
た
も
の
だ
が
、
一
見

し
て
南
の
貧
困
地
域
で
バ
イ
オ
メ

ト
リ
ク
ス
に
も
と
づ
く
統
治
機
構

が
高
度
に
発
達
し
て
い
る
の
が
分

か
る
。
こ
れ
は
何
も
住
民
の
抑
圧

的
監
視
の
た
め
だ
け
で
は
な
い
。

低
識
字
率
社
会
で
児
童
支
援
給
付

な
ど
の
福
祉
行
政
を
円
滑
に
行
う

に
は
、
文
字
に
よ
ら
な
い
生
体
情

報
が
き
わ
め
て
有
用
だ
か
ら
で
あ

る）
33
（

。
こ
の
よ
う
に
文
書
行
政
の
み

で
は
限
界
が
あ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・

サ
ウ
ス
の
諸
国
は
、
教
育
コ
ス
ト

を
回
避
し
つ
つ
全
住
民
を
効
率
的

に
捕
捉
す
る
必
要
か
ら
、
い
わ
ば

「
生
体
認
証
統
治
」
の
先
進
地
域

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

す
で
に
一
九
世
紀
の
英
領
イ
ン

ド
で
も
、
ハ
ー
シ
ェ
ル
が
年
金
受

給
者
の
受
領
印
と
し
て
指
紋
を
使

図８　生体認証にもとづく市民登録システムを持つ諸国

う
試
み
を
実
践
し
て
い
た
し
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
南
ア
フ
リ
カ
で
も
大
量
の
移
民
労

働
者
の
管
理
の
た
め
に
指
紋
法
が
導
入
さ
れ
て
い
た）
34
（

。
そ
う
し
た
歴
史
的
背
景
を
鑑

み
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
グ
ロ
ー
バ
ル
・
サ
ウ
ス
の
現
状
も
ま
た
、
植
民
地
時
代
に
開

発
さ
れ
た
管
理
の
ノ
ウ
ハ
ウ
の
遺
産
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
た
が
っ
て
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ク
ス
、
ま
た
そ
れ
が
依
拠
す
る
情
報
と
し
て
の
身
体

と
い
う
観
念
は
、
近
現
代
史
の
な
か
で
社
会
の
治
安
や
市
民
の
健
康
の
管
理
だ
け
で

な
く
、
移
民
と
い
う
他
者
の
監
視
に
も
、
植
民
地
支
配
の
円
滑
化
に
も
大
い
に
寄
与

し
て
き
た
。
本
特
集
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は
そ
う
し
た
歴
史
的
事
情
を
顧
み
て
付
さ
れ

た
も
の
で
、
以
下
の
諸
論
稿
で
も
こ
れ
ら
市
民
・
移
民
・
植
民
地
と
い
う
三
つ
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
に
見
ら
れ
る
生
体
管
理
の
諸
様
態
を
そ
れ
ぞ
れ
の
観
点
か
ら
論
じ
る
こ
と

に
な
る
。

　

た
だ
し
本
特
集
で
は
、
議
論
の
範
囲
を
狭
く
生
体
認
証
の
技
術
の
歴
史
に
限
定
し

な
い
よ
う
配
慮
し
て
い
る
。
本
稿
で
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ク
ス
そ
の
も
の
よ
り
、
そ
の
基

底
に
あ
る
身
体
に
考
察
の
焦
点
を
当
て
た
の
も
、
単
な
る
技
術
の
歴
史
を
越
え
た
射

程
の
広
が
り
を
示
そ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て

―
生
体
認
証
�

�

で
は
な
く

―
生
体
管
理
�

�

の
多
様
な
あ
り
方
へ
と
議
論
が
開
か
れ
る
よ
う
意
図
し
た

か
ら
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
向
へ
視
野
を
拡
張
し
て
い
け
ば
、そ
の
先
に
は「
可

読
的
身
体
の
歴
史
」
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
未
踏
の
、
だ
が
お
そ
ら
く
実
り
豊
か
で
あ

ろ
う
歴
史
研
究
の
領
野
が
開
け
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
　

図
像
出
典
一
覧

図
1 
小
松
尚
久
・
内
田
薫
・
池
野
修
一
・
坂
野
鋭
共
著
『
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ク
ス
の
お
は

な
し

―
あ
な
た
の
身
体
情
報
が
鍵
に
な
る
』
日
本
規
格
協
会
、
二
〇
〇
八
年
、

五
六
頁
。

図
2 

“The M
orgue at Paris. The Last Scene of a Tragedy.” H

arper’s W
eekly: A 
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Journal of C
ivilization, vol. 36, July 18, 1874, p. 600.

図 

3 
Francis G

alton, Fingerprints, London, 1892, Plate 9. Fig. 15; Plate 10. Fig. 

16.

図 

4 
E. R

. H
enry, C

lassification and U
ses of Finger Prints, London, 1900, Plate 3.

図 

5 
http://internationalphotom

ag.com
/the-fbis-fingerprint-files-called-notorious-

dead-crim
inals/

（
二
〇
二
〇
年
一
月
三
〇
日
閲
覧
）

図 

6 
A

lex C
siszar, “B

ibliography as A
nthropom

etry: D
ream

ing Scientific O
rder at 

the fin de siècle.” Library Trends, vol. 62 no. 2, 2013, p. 447. [Fig. 1]

図 

7 
https://com

m
ons.w

ikim
edia.org/w

iki/File:W
ellcom

e_genom
e_bookcase.png

（
左
）

 
https://w

w
w

.flickr.com
/photos/johnjobby/2253777148

（
右
）（
二
〇
二
〇
年
一

月
三
〇
日
閲
覧
）

図 

8 

キ
ー
ス
・
ブ
レ
ッ
ケ
ン
リ
ッ
ジ
（
堀
内
隆
行
訳
）『
生
体
認
証
国
家

―
グ
ロ
ー

バ
ル
な
監
視
政
治
と
南
ア
フ
リ
カ
の
近
現
代
』
岩
波
書
店
、二
〇
一
七
年
、一
五
頁
。

　
　
　
　

注

（
1
） 

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ラ
イ
ア
ン
（
田
畑
暁
生
訳
）『
膨
張
す
る
監
視
社
会

―
個
人

識
別
シ
ス
テ
ム
の
進
化
と
リ
ス
ク
』
青
土
社
、二
〇
一
〇
年
（
原
著
二
〇
〇
九
年
）、

一
四
九
頁
。

（
2
） 

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
官
僚
制
的
支
配
は
カ
リ
ス
マ
的
支
配
と
同

じ
く
「
伝
統
に
対
す
る
第
一
級
の
革
命
的
力
た
り
う
る
」
が
、
後
者
は
信
仰
を
通

じ
て
人
間
を
内
面
か
ら
変
革
す
る
の
に
対
し
、
前
者
は
技
術
を
通
じ
て
外
部
か
ら

変
革
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
技
術
的

�

�

�

手
段
に
よ
っ
て
ま
ず
事
物
や
秩
序
を
革
命
し
、

次
い
で
人
間
を
革
命
す
る
」（
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
（
世
良
晃
志
郎
訳
）『
支

配
の
社
会
学　

Ⅱ
』
創
文
社
、
一
九
六
二
年
、
四
一
一
頁
、
強
調
原
文
）。

（
3
） 

以
下
の
顔
認
証
プ
ロ
セ
ス
の
説
明
は
、
一
般
社
団
法
人
日
本
自
動
認
識
シ
ス
テ
ム

協
会
編
『
よ
く
わ
か
る
生
体
認
証
』
オ
ー
ム
社
、
二
〇
一
九
年
、
三
三
〜
三
四
頁

に
依
拠
し
て
い
る
。

（
4
） 

小
松
尚
久
・
内
田
薫
・
池
野
修
一
・
坂
野
鋭
共
著
『
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ク
ス
の
お
は

な
し

―
あ
な
た
の
身
体
情
報
が
鍵
に
な
る
』
日
本
規
格
協
会
、
二
〇
〇
八
年
、

五
五
頁
。

（
5
） 

モ
ル
グ
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
ヴ
ァ
ネ
ッ
サ
・
シ
ュ
ワ
ル
ツ
（
菊
池
哲
彦

訳
）「
世
紀
末
パ
リ
に
お
け
る
大
衆
の
リ
ア
リ
テ
ィ
嗜
好

―
モ
ル
グ
、
蝋
人

形
館
、
パ
ノ
ラ
マ
」
長
谷
正
人
・
中
村
秀
之
編
訳
『
ア
ン
チ
・
ス
ペ
ク
タ
ク

ル

―
沸
騰
す
る
映
像
文
化
の
考
古
学
（
ア
ル
ケ
オ
ロ
ジ
ー
）』
東
京
大
学
出

版
会
、
二
〇
〇
三
年
、
二
二
三
〜
二
六
〇
頁; M

ireia Ferrer Á
lvarez, “The 

D
ram

atisation of D
eath in the Second H

alf of the 19th C
entury. The Paris 

M
orgue and A

natom
y Painting.” A

ndrea Petö and K
laartje Schrijvers (eds.), 

Faces of D
eath: Visualising H

istory, Pisa U
niversity Press 2009, pp. 163-187.

（
6
） 

メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
生
活
世
界
に
お
け
る
類
似
／
非
類
似
の
関
係
は

対
象
の
全
体
的
知
覚
が
な
け
れ
ば
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
。「
わ
れ
わ
れ
が
一
つ

の
集
ま
り
を
物
と
し
て
知
覚
す
る
か
ら
こ
そ
、
分
析
的
な
態
度
が
後
か
ら
そ
こ
に
、

類
似
や
近
接
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
に
、
全
体
の
知
覚

が
な
け
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
要
素
の
類
似
や
近
接
に
注
意
す
る

�

�

�

�

こ
と
な
ど
夢
に

も
思
わ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
意
味
ば
か
り
で
は
な
く
て
、
文
字
通
り
こ
れ
ら
の
要

素
は
〔
知
覚
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
全
体
が
与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
〕
同
じ
世

界
に
属
さ
な
い
だ
ろ
う
し
、
し
た
が
っ
て
お
よ
そ
類
似
や
近
接
な
ど
存
在
す
る
は

ず
が
な
い
、
と
い
う
意
味
な
の
で
あ
る
」（
モ
ー
リ
ス
・
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
（
中

島
盛
夫
訳
）『
知
覚
の
現
象
学
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
二
年
、
四
八
頁
、

強
調
原
文
）。

（
7
） 

メ
ル
ロ=
ポ
ン
テ
ィ
﹇
一
九
八
二
﹈
三
六
五
〜
三
七
〇
頁
。
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（
8
） 

A
nne M

. Joseph, “A
nthropom

etry, the Police Expert, and the D
eptford 

M
urders: The C

ontested Introduction of Fingerprinting for the Identification 

of C
rim

inals in Late V
ictorian and Edw

ardian B
ritain.” Jane C

aplan and John 

Torpey (eds.), D
ocum

enting Individual Identity. The D
evelopm

ent of State 

Practices in the M
odern W

orld, Princeton U
niversity Press 2001, pp. 164-183, 

here p. 173f.

（
9
） 

橋
本
一
径
『
指
紋
論

―
心
霊
主
義
か
ら
生
体
認
証
ま
で
』
青
土
社
、
二
〇
一
〇

年
、
一
二
〜
三
七
頁; 

ア
ー
サ
ー
・
コ
ナ
ン
・
ド
イ
ル
「
ノ
ー
ウ
ッ
ド
の
建
築

士
」（
一
九
〇
三
年
初
出
）
小
林
司
・
東
山
あ
か
ね
訳
『
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー

ム
ズ
全
集
⑥　

シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
の
帰
還
』
河
出
文
庫
、
二
〇
一
四
年
、

五
七
〜
一
〇
五
頁; 

江
戸
川
乱
歩「
悪
魔
の
紋
章
」（
一
九
三
七
／
三
八
年
初
出
）『
江

戸
川
乱
歩
全
集（
第
一
二
巻
）』光
文
社
文
庫
、二
〇
〇
三
年
、四
二
三
〜
七
〇
六
頁
。

（
10
） 

英
領
イ
ン
ド
に
お
け
る
指
紋
法
の
起
点
か
ら
そ
れ
が
イ
ギ
リ
ス
本
土
で
導
入
さ
れ

る
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、Sim

on A
. C

ole, Suspect Identities. A H
istory of 

Fingerprinting and C
rim

inal Identification, H
arvard U

niversity Press, 2002, 

pp. 60-96.

（
11
） 

C
ole 2002, p. 79f.

（
12
） 

Joseph 2001, p. 172f.; 

キ
ー
ス
・
ブ
レ
ッ
ケ
ン
リ
ッ
ジ
（
堀
内
隆
行
訳
）『
生
体

認
証
国
家

―
グ
ロ
ー
バ
ル
な
監
視
政
治
と
南
ア
フ
リ
カ
の
近
現
代
』
岩
波
書
店
、

二
〇
一
七
年
、
一
〇
、二
七
頁
。

（
13
） 

Francis G
alton, Fingerprints, London, 1892, pp. 75-84.

（
14
） 

小
松
・
内
田
・
池
野
・
坂
野
﹇
二
〇
〇
八
﹈
三
六
〜
三
七
頁
。

（
15
） 

G
alton 1892, p. 97.

（
16
） 

E. R
. H

enry, C
lassification and U

ses of Finger Prints, London, 1900, Plate 3.

（
17
） 

フ
ー
コ
ー
は
、
表
（
タ
ブ
ロ
ー
）
空
間
で
動
植
物
を
分
類
す
る
古
典
主
義
時
代
の

博
物
学
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
指
紋
法
の

分
類
シ
ス
テ
ム
に
も
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。「
あ
る
個
体
に
固
有
な
も
の
を
認
識

す
る
と
は
、
そ
れ
以
外
の
す
べ
て
の
個
体
の
類
別
、
も
し
く
は
そ
れ
ら
を
分
類
す

る
可
能
性
を
、
自
己
の
も
の
と
し
て
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
同
一
性
と
そ
の
標
識
は
、

相
違
性
を
引
き
去
っ
た
残
余
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
動
物
、
あ

る
植
物
は
、
そ
の
上
に
捺
さ
れ
た
烙
印
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る

―
も
し
く
は
暴
か

れ
る

―
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
ほ
か
の
も
の
が
そ
う
で
な
い
と
こ

ろ
の
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
そ
れ
と
区
別
さ
れ
る
も
の
の

終
わ
る
と
こ
ろ
に
し
か
実
在
し
な
い
の
だ
」（
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
（
渡
辺
一
民
・

佐
々
木
明
訳
）『
言
葉
と
物

―
人
文
科
学
の
考
古
学
』
新
潮
社
、
一
九
七
四
年
、

一
六
八
頁
）。

（
18
） 

ベ
ル
テ
ィ
ヨ
ン
方
式
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
公
三
『
司
法
的
同
一
性
の
誕
生

―
市

民
社
会
に
お
け
る
個
体
識
別
と
登
録
』
言
叢
社
、
二
〇
〇
三
年
、
二
七
〜
九
五
頁
。

（
19
） 

Peter B
ecker, “The Standardized G

aze: The Standardization of the Search 

W
arrant in N

ineteenth-C
entury G

erm
any.” C

aplan and Torpey (eds.) 2001, pp. 

139-163, here p. 148.

（
20
） 

A
lex C

siszar, “B
ibliography as A

nthropom
etry: D

ream
ing Scientific O

rder 

at the fin de siècle.” Library Trends, vol. 62 no. 2, 2013, pp. 442-455, here p. 

447.
（
21
） 

モ
ー
リ
ス
・
ル
ブ
ラ
ン
（
平
岡
敦
訳
）『
怪
盗
紳
士
ル
パ
ン
』
ハ
ヤ
カ
ワ
・
ミ
ス

テ
リ
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
（
原
著
一
九
〇
七
年
）、
一
〇
五
頁
。

（
22
） 

Joseph 2001, p. 169f.

（
23
） 

カ
ル
ロ
・
ギ
ン
ズ
ブ
ル
グ
（
竹
山
博
英
訳
）『
神
話
・
寓
意
・
徴
候
』
せ
り
か
書
房
、

一
九
八
八
年
、
一
七
七
〜
二
二
六
頁
。

（
24
） 

ア
ン
ヌ=

マ
リ
ー
・
ソ
ン
（
市
川
崇
訳
）「
性
愛
の
身
体
」
ジ
ャ
ン=

ジ
ャ
ッ
ク
・
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ク
ル
テ
ィ
ー
ヌ
編
（
岑
村
傑
監
訳
）『
身
体
の
歴
史　

Ⅲ

―
二
〇
世
紀　

ま
な

ざ
し
の
変
容
』
藤
原
書
店
、
二
〇
一
〇
年
、
一
一
三
〜
一
五
六
頁
。

（
25
） 
ジ
ャ
ン=

ジ
ャ
ッ
ク
・
ク
ル
テ
ィ
ー
ヌ
（
三
浦
直
希
訳
）「
異
常
な
身
体

―

奇
形
の
文
化
史
と
文
化
人
類
学
」
ク
ル
テ
ィ
ー
ヌ
編
﹇
二
〇
一
〇
﹈
二
四
三
〜

三
〇
八
頁
。

（
26
） 

ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
カ
ン
ギ
レ
ム
（
金
森
修
監
訳
）『
科
学
史
・
科
学
哲
学
研
究
』
法

政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
一
年
、
四
二
二
頁
。

（
27
） 

ニ
コ
ラ
ス
・
ロ
ー
ズ
（
檜
垣
立
哉
監
訳
）『
生
そ
の
も
の
の
政
治
学

―
二
一
世

紀
の
生
物
医
学
、
権
力
、
主
体
性
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
四
年
、
九
六
頁
。

（
28
） 

C
ole 2002, p. 64.

（
29
） 

A
nand A

. Yang, “D
angerous C

astes and Tribes. The C
rim

inal Tribes A
ct and 

the M
agahiya D

om
s of N

ortheast India.” A
nand A

. Yang (ed.), C
rim

e and 

C
rim

inality in British India, The U
niversity of A

rizona Press, 1985, pp. 108-

127; 

こ
こ
で
言
わ
れ
る
犯
罪
部
族
と
は
、
一
八
七
一
年
の
犯
罪
部
族
法
（C

rim
inal 

Tribes’ A
ct

）
で
指
定
さ
れ
た
部
族
の
こ
と
で
、
マ
ガ
ヒ
ヤ
・
ド
ム
族
を
は
じ
め
、

ブ
ド
ゥ
ッ
ク
族
、
ク
ン
ジ
ュ
ル
族
、
ス
ノ
リ
ア
族
等
々
が
あ
る
（p. 113f.

）。

（
30
） 

以
上
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、Yang 1985. 

な
お
ア
ナ
ン
ド
・
ヤ
ン
グ
は
こ
の
犯
罪

部
族
法
が
依
拠
し
た
犯
罪
観
に
は
、
植
民
地
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
加
え
て
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
本
土
に
お
け
る
犯
罪
学
（
特
に
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
の
生
来
性
犯
罪
者
説
）

の
発
展
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
見
て
い
る
（p. 111, 126f.

）。

（
31
） 

指
紋
押
捺
に
対
す
る
市
民
の
抵
抗
に
は
権
力
の
監
視
に
さ
ら
さ
れ
る
不
安
と
い
う

面
も
あ
る
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
押
捺
の
際
の
屈

辱
感
も
大
き
な
要
因
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
航
空
会

社
の
乗
務
員
も
、
会
社
に
よ
る
過
剰
な
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
チ
ェ
ッ
ク
に
対
し
て
自

分
を
「
犯
罪
者
の
よ
う
だ
と
感
じ
る
」
と
し
て
、
緩
和
措
置
を
訴
え
た
こ
と
が
あ

っ
た
（
ジ
グ
ム
ン
ト
・
バ
ウ
マ
ン
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ラ
イ
ア
ン
（
伊
藤
茂
訳
）『
私

た
ち
が
、す
す
ん
で
監
視
し
、監
視
さ
れ
る
、こ
の
世
界
に
つ
い
て

―
リ
キ
ッ
ド
・

サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
を
め
ぐ
る
七
章
』
青
土
社
、
二
〇
一
三
年
、
一
三
四
頁
）。

（
32
） 

指
紋
の
採
取
と
保
管
に
よ
る
移
民
・
難
民
管
理
に
つ
い
て
は
、
昔
農
英
明
『「
移

民
国
家
ド
イ
ツ
」
の
難
民
保
護
政
策
』
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
、

一
五
九
〜
一
六
〇
頁
。

（
33
） 

ブ
レ
ッ
ケ
ン
リ
ッ
ジ
﹇
二
〇
一
七
﹈
一
七
七
〜
一
九
四
頁
。

（
34
） 

高
野
麻
子
『
指
紋
と
近
代

―
移
動
す
る
身
体
の
管
理
と
統
治
の
技
法
』
み
す
ず

書
房
、二
〇
一
六
年
、二
五
頁; 

ブ
レ
ッ
ケ
ン
リ
ッ
ジ﹇
二
〇
一
七
﹈七
三
〜
九
一
頁
。

（
む
ら
か
み　

ひ
ろ
あ
き
・
筑
波
大
学
助
教
）

◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
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い
現
代
の
状
況
と
、
ど
の
よ
う
な
つ
な
が
り
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
大
き
な
問

い
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
本
稿
で
は
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
お

い
て
、
身
体
管
理
の
多
様
な
関
心
の
交
差
点
に
あ
っ
た
生
体
認
証
技
術
、
と
り
わ
け

「
指
紋
」を
め
ぐ
る
日
本
帝
国
で
の
研
究
と
実
践
を
取
り
上
げ
た
い
。指
紋
と
い
え
ば
、

個
人
の
「
万
人
不
同
」
と
「
終
生
不
変
」
の
特
徴
を
利
用
し
た
個
人
識
別
が
イ
メ
ー

ジ
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
現
在
で
も
、
指
紋
は
入
国
審
査
、
パ
ソ
コ
ン
へ
の
ロ
グ

イ
ン
、
犯
罪
捜
査
な
ど
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
、
二
〇
世
紀
前
半
に
指

紋
に
向
け
ら
れ
て
い
た
関
心
は
、
個
人
識
別
、
人
類
学
、
法
医
学
、
遺
伝
学
、
犯
罪

学
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
る
。
そ
こ
で
、
指
紋
に
か
ん
す
る
同
時
代
の
研
究
か
ら
、
身

体
管
理
と
そ
れ
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
学
問
的
知
が
何
を
目
指
し
て
き
た
の
か
を
見

て
い
き
た
い
。

日
本
帝
国
に
お
け
る
指
紋
の
利
用
や
研
究
は
大
き
く
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
一

つ
目
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
個
人
識
別
へ
の
利
用
で
あ
る
。
こ
れ
は
個
人
を
唯
一
無

二
の
存
在
と
し
て
捉
え
る
視
点
、
つ
ま
り
同
じ
指
紋
を
持
つ
人
が
い
な
い
よ
う
に
、

同
じ
人
間
は
こ
の
世
に
い
な
い
と
い
う
前
提
に
立
っ
た
身
体
管
理
で
あ
る
。
二
つ
目

は
、
指
紋
を
対
象
に
し
た
人
類
学
や
遺
伝
学
的
研
究
を
通
じ
て
人
種
を
分
類
し
、
集

団
的
な
同
一
性
の
根
拠
を
見
つ
け
出
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
「
日

本
人
」
の
集
団
的
特
徴
が
検
証
さ
れ
て
い
っ
た
。
三
つ
目
は
、
占
い
、
犯
罪
学
、
医

学
的
側
面
か
ら
、
個
人
の
性
格
や
気
質
、
犯
罪
傾
向
の
分
析
を
行
う
も
の
だ
。

　

こ
れ
ら
を
見
て
い
く
と
、
指
紋
は
人
間
を
人
種
と
い
う
指
標
の
も
と
で
集
団
と
し

て
大
分
類
し
、
そ
の
内
部
を
目
的
に
応
じ
て
中
分
類
し
、
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
分
類

か
ら
創
出
さ
れ
る
集
団
的
特
徴
を
個
の
特
徴
と
し
て
分
配
し
、固
定
化
し
た
う
え
で
、

個
人
を
唯
一
無
二
の
存
在
と
し
て
認
証
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
て
い
た
。
ま
さ
に
、

集
団
の
管
理
か
ら
個
の
管
理
に
至
る
ま
で
、
広
く
指
紋
へ
の
関
心
が
立
ち
現
れ
て
い

た
の
で
あ
り
、
人
間
を
あ
ら
ゆ
る
位
相
か
ら
判
読
す
る
た
め
の
一
つ
の
鍵
だ
っ
た
と

　
　
　
　

１　

は
じ
め
に

　

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
テ
ー
マ
と
し
た
「
身
体
管
理
」
は
、
と
て
も
多
様
な
実
践
と

論
点
を
含
ん
で
い
る
。
ひ
と
言
で
身
体
管
理
と
い
っ
て
も
、
個
人
の
氏
名
、
生
年
月

日
、
住
所
、
家
族
関
係
の
登
録
に
は
じ
ま
り
、
あ
る
地
域
や
領
土
内
の
人
数
の
把
握
、

人
種
、
性
別
、
犯
罪
、
病
気
と
い
っ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
創
出
と
こ
れ
ら
に
も
と
づ
く

集
団
の
分
類
や
比
率
の
算
出
、
さ
ら
に
は
各
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
さ
れ
た
個
々
人
の

具
体
的
な
処
遇
（
行
動
の
制
限
や
隔
離
な
ど
）
に
至
る
ま
で
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
そ

し
て
、
人
種
を
は
じ
め
と
し
た
各
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
創
出
に
は
、
人
類
学
、
医
学
、
統

計
学
と
い
っ
た
広
く
「
科
学
的
な
知
」
が
関
与
し
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
諸
実
践
を
通
じ
て
、
個
人
の
身
体
は
意
味
づ
け
ら
れ
、
統
治
者
に
と

っ
て
判
読
可
能
で
把
握
可
能
な
存
在
へ
と
変
換
さ
れ
て
き
た
。
身
体
管
理
は
統
治
の

手
段
で
あ
り
、社
会
に
お
け
る
秩
序
形
成
と
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

国
民
国
家
形
成
や
植
民
地
統
治
の
時
代
に
身
体
管
理
の
技
法
が
多
数
生
み
出
さ
れ
、

多
様
な
学
問
分
野
に
お
い
て
も
注
目
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
個
人
の
身
体
を
「
客

観
的
」
な
指
標
に
置
き
換
え
て
、
他
者
に
よ
っ
て
数
値
化
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
、
選
別

さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
に
は
、
つ
ね
に
暴
力
や
差
別
が
内
在
し
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
し
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
や
反
対
運
動
の
歴
史
は
ま
さ
に
そ
の

事
実
を
物
語
っ
て
い
る
。

こ
の
集
団
か
ら
個
人
を
貫
く
身
体
管
理
の
技
術
と
実
践
は
何
を
目
指
し
、
ど
こ

に
向
か
お
う
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
監
視
社
会
と
呼
ば
れ
て
ひ
さ
し

生
体
認
証
技
術
と
身
体
管
理

　
　
　

―
識
別
・
分
類
・
意
味
づ
け
の
暴
力
を
め
ぐ
っ
て

―
高
野
麻
子 
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え
ば
、
右
手
の
親
指
は
渦
状
紋
、
左
手
の
人
差
し
指
は
蹄
状
紋
と
い
っ
た
よ
う
に
、

一
〇
本
の
指
に
混
在
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。

で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
指
紋
で
個
人
を
識
別
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
、

各
指
を
三
種
類
の
紋
様
の
い
ず
れ
か
に
大
分
類
し
た
あ
と
、
下
位
分
類
を
繰
り
返
し

て
い
く
の
だ
が
、
指
紋
の
分
類
方
式
は
多
数
存
在
し
て
い
た
。
日
本
が
一
九
〇
八
年

に
導
入
し
た
の
は
、
ド
イ
ツ
で
生
み
出
さ
れ
た
「
ハ
ン
ブ
ル
ク
方
式
」
だ
っ
た
。
こ

れ
は
当
時
の
最
新
式
で
、
指
紋
を
三
種
類
に
大
別
し
た
後
、
隆
線
の
数
な
ど
か
ら
下

位
分
類
し
、
指
紋
の
パ
タ
ー
ン
を
一
か
ら
九
番
ま
で
の
九
種
類
に
分
け
、
指
の
欠
損

を
〇
番
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
指
は
〇
か
ら
九
の
い
ず
れ
か
の
番
号

が
割
り
振
ら
れ
、
一
〇
本
の
指
は
一
〇
桁
の
数
字
へ
と
変
換
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
番
号
は
、
図
２
の
指
紋
原
紙
（
指
紋
の
登
録
用
紙
）
の
右
上
に
記
録
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
り
、
上
段
が
左
手
の
五
指
、
下
段
が
右
手
の
五
指
の
分
類
番
号
で
あ
る
。

イ
ン
ド
で
指
紋
法
が
誕
生
す
る
と
、「
完

全
に
」
個
人
を
識
別
・
分
類
・
検
索
す

る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。

　

指
紋
に
は
万
人
不
同
の
特
徴
が
あ
る

た
め
、
た
く
さ
ん
の
種
類
の
紋
様
が
あ

り
そ
う
だ
が
、
実
際
に
は
大
別
す
る
と

た
っ
た
三
種
類
し
か
な
い
。
図
１
で
示

し
た
よ
う
に
、（
一
）
渦
巻
状
に
な
っ

て
い
る
「
渦
状
紋
」、（
二
）
馬
の
ひ
づ

め
の
形
を
し
て
い
る
「
蹄
状
紋
」、（
三
）

弓
の
形
を
し
て
い
る
「
弓
状
紋
」
で
あ

る
。
こ
れ
ら
三
種
類
の
紋
様
は
、
例

い
え
る
だ
ろ
う
。
指
紋
は
現
在
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
、
国
民
国

家
に
お
け
る
国
民
の
範
囲
や
植
民
地
統
治
の
正
当
性
を
理
論
づ
け
る
根
拠
と
し
て
、

さ
ら
に
社
会
的
秩
序
の
形
成
に
広
く
応
用
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
三
つ
の
指

紋
研
究
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
日
本
帝
国
を
事
例
に
見
て
い
く
。
そ
し
て
、
本
稿

の
最
後
で
は
、
生
体
認
証
技
術
の
需
要
が
世
界
的
に
拡
大
し
て
い
る
現
代
の
身
体
管

理
に
つ
い
て
も
考
察
を
広
げ
て
み
た
い
。

　
　
　
　

２　

個
人
を
識
別
す
る
こ
と

　

指
紋
に
か
ん
す
る
研
究
の
一
つ
目
は
、
個
人
識
別
で
あ
る）

1
（

。
周
知
の
通
り
、
生
体

認
証
技
術
と
は
個
人
の
身
体
的
・
行
動
的
特
徴
を
利
用
し
て
個
人
を
識
別
す
る
技
術

の
こ
と
で
あ
り
、「
指
紋
法
」
と
は
指
紋
の
終
生
不
変
と
万
人
不
同
の
特
性
を
利
用

し
て
個
人
を
識
別
す
る
技
法
で
あ
る
。
一
九
世
紀
末
に
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
で
あ
る

図１　指紋の 3つの種類

　図２　指紋原紙
（出典）下中彌三郎編『大百科事典 12 巻』
　　　　　　　　　　　　平凡社、1932年。
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そ
し
て
、
一
〇
桁
の
数
字
が
記
入
さ
れ
た
指
紋
原
紙
は
、
番
号
に
従
っ
て
保
管
棚
に

収
納
さ
れ
、
必
要
が
あ
れ
ば
い
つ
で
も
検
索
が
可
能
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
ま
で
人
間
の
記
憶
や
勘
を
頼
り
に
識
別
し
て
い
た
身
体
を
、
数
字
と
い
う
客

観
的
指
標
の
も
と
で
、
検
索
可
能
な
状
態
に
置
く
こ
と
は
、
身
体
管
理
に
お
い
て
非

常
に
画
期
的
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
識
別
す
る
側
と
識
別
さ
れ
る
側
の
面
識
が
な

か
っ
た
り
、
互
い
の
言
語
が
異
な
り
意
思
疎
通
が
で
き
な
い
場
合
や
、
識
別
さ
れ
る

側
が
偽
名
を
使
用
し
た
場
合
で
も
、
そ
の
人
物
の
指
先
を
写
し
取
り
、
数
字
へ
と
変

換
し
て
検
索
を
か
け
れ
ば
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
そ
の
人
物
が
何
者
で
あ
る
か
を
判
別
で

き
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
指
紋
法
の
誕
生
に
よ
っ
て
、
人
間
の
身
体
は
言
葉
を

語
る
こ
と
の
な
い
個
体
（
も
の
）
と
し
て
識
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

た
び
た
び
遺
体
の
身
元
特
定
に
指
紋
や
歯
型
が
使
用
さ
れ
る
が
、
ま
さ
に
言
葉

を
発
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
遺
体
が
「
何
者
で
あ
る
の
か
」
に
つ
い
て
、
本
人
の
代

わ
り
に
他
者
（
医
師
や
警
察
官
）
が
判
断
を
与
え
、
意
味
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
生
き
て
い
る
人
間
に
同
じ
技
術
が
使
用
さ
れ
る
と
き
、
本
人
の
言
葉
は

奪
わ
れ
、
他
者
に
よ
っ
て
そ
の
人
物
の
身
元
が
決
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
誰
が
何
の
目
的
で
誰
を
識
別
す
る
の
か
と
い
う
一
連
の
実
践
に
は
、
暴
力
や
差

別
が
表
出
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
個
人
識
別
の
実
践
は
暴
力
や
抑
圧
と
イ
コ
ー
ル
で

は
な
い
が
、
つ
ね
に
そ
の
契
機
を
内
包
し
て
い
る
の
だ
。

　

で
は
、
な
ぜ
個
人
を
識
別
す
る
必
要
性
が
歴
史
的
に
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の

背
景
に
は
、一
定
の
領
土
と
そ
こ
に
帰
属
す
る
国
民
を
確
定
し
、労
役
、徴
兵
、租
税
、

教
育
、
衛
生
と
い
っ
た
行
政
事
務
の
た
め
に
、
国
民
の
詳
細
な
情
報
と
そ
の
所
在
を

把
握
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
技
法
（
国
勢
調
査
、
統
計
調
査
、
戸
籍
、
住
民
登
録
、
兵
員

名
簿
、
身
分
証
明
書
等
の
書
類
）
が
生
み
出
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
国
民
国
家
は
こ

れ
ら
の
技
法
・
書
類
を
連
動
さ
せ
て
、
渡
辺
公
三
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
一
連
の
文
書

に
基
礎
を
置
い
た
同
一
化
空
間）

2
（

」
の
形
成
を
目
指
し
て
き
た
。

　

た
だ
し
、
一
連
の
文
書
に
よ
る
同
一
化
空
間
は
、
基
本
的
に
定
住
に
基
づ
い
た
統

治
の
形
態
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
一
定
の
居
住
地
で
家
族
と
と
も
に
生
活
し
、
一
時
的

な
逸
脱
と
し
て
移
動
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
実
際
に
統
治
者
た
ち
が
直
面
し

て
い
た
の
は
、
定
住
と
い
う
生
活
形
態
に
な
い
人
び
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
定

住
と
い
う
生
活
形
態
に
な
い
ノ
マ
ド
、
産
業
化
に
と
も
な
い
増
大
し
た
都
市
の
非
定

住
者
、
偽
名
を
使
う
犯
罪
者
、
都
市
と
農
村
を
往
来
す
る
季
節
労
働
者
、
国
境
を
越

え
て
や
っ
て
く
る
移
民
、
言
葉
の
通
じ
な
い
、
読
み
書
き
の
で
き
な
い
植
民
地
の
原

住
民
な
ど
で
あ
る
。
か
れ
ら
を
把
握
・
管
理
す
る
に
は
、
既
存
の
定
住
に
基
づ
い
た

管
理
方
法
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
移
動
を
繰
り
返
し
て
も
な
お
、
つ
ね
に
把
握
可
能

な
技
法
が
必
要
と
さ
れ
た
。
こ
こ
に
こ
そ
、
住
所
や
共
同
体
を
媒
介
と
せ
ず
、
直
接

身
体
を
管
理
の
対
象
と
す
る
生
体
認
証
技
術
の
需
要
が
高
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

実
際
に
、
一
九
世
紀
末
に
イ
ン
ド
で
指
紋
法
が
誕
生
し
た
き
っ
か
け
は
、
移
動

を
繰
り
返
す
「
犯
罪
部
族
」
の
管
理
で
あ
っ
た
。
犯
罪
部
族
と
は
、
移
動
を
繰
り
返

す
が
ゆ
え
に
管
理
が
難
し
い
人
び
と
を
意
味
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
犯
罪
行
為
に

手
を
染
め
る
人
び
と
で
は
な
か
っ
た
。
日
本
に
お
い
て
も
、
一
九
〇
八
年
に
ド
イ

ツ
か
ら
指
紋
法
を
導
入
す
る
と
、
監
獄
や
警
察
で
犯
罪
者
管
理
に
使
用
さ
れ
た
後
、

一
九
二
四
年
に
は
、
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
が
撫
順
炭
鉱
で
、
移
動
を
繰
り
返
す
炭

鉱
労
働
者
の
管
理
に
指
紋
法
を
用
い
た
。
さ
ら
に
「
満
洲
国
」
建
国
後
に
お
い
て
も

移
動
が
常
態
化
し
た
都
市
部
の
労
働
者
管
理
に
導
入
さ
れ
、
一
九
三
九
年
に
は
、
指

紋
原
紙
を
管
理
す
る
た
め
に
「
指
紋
管
理
局
」
が
設
置
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
毎
月

一
〇
万
枚
の
指
紋
原
紙
が
収
集
・
分
類
さ
れ
、
検
索
可
能
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
た

と
い
う
。

　

指
紋
が
移
動
を
繰
り
返
す
人
び
と
や
植
民
地
の
言
葉
が
通
じ
な
い
住
民
を
管
理
す

る
手
法
と
し
て
利
用
さ
れ
る
一
方
で
、
同
時
に
存
在
し
て
い
た
の
は
、
で
き
れ
ば
全

国
民
（
も
し
く
は
領
土
内
の
全
住
民
）
の
指
紋
登
録
を
実
現
さ
せ
た
い
と
い
う
統
治
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会
で
議
論
さ
れ
た
こ
と
に
は
じ
ま
り
、
住
民
登
録
に
指
紋
押
捺
を
導
入
す
る
案
、
さ

ら
に
警
察
主
導
の
県
民
指
紋
登
録
も
登
場
し
た
。

　

そ
し
て
現
在
に
お
い
て
も
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
貼
付
さ
れ
た
顔
写
真
の
利

用
が
開
始
さ
れ
た
よ
う
に
、
全
国
民
（
住
民
）
を
生
体
認
証
技
術
に
よ
っ
て
管
理
す

る
取
り
組
み
は
続
い
て
い
る
。
唯
一
無
二
の
個
人
を
い
つ
で
も
把
握
で
き
る
シ
ス
テ

ム
は
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
や
利
便
性
の
言
説
の
も
と
で
、
支
持
を
集
め
て
い
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
最
後
で
扱
う
。

　
　
　
　

３　

人
種
の
境
界
線
を
引
く
こ
と

　

個
人
認
証
だ
け
で
な
く
、
人
類
学
的
な
関
心
に
も
と
づ
く
指
紋
研
究
も
存
在
し
て

い
た
。
竹
沢
泰
子
は
、「
目
に
見
え
よ
う
が
見
え
ま
い
が
、
差
異
を
創
り
出
し
、
境

界
線
を
引
き
、
徴し
る
しづ

け
て
は
可
視
化
さ
せ
る
、
そ
し
て
『
遺
伝
す
る
』
と
い
う
語
り

に
よ
っ
て
そ
の
差
異
を
自
然
化
さ
せ
、
本
質
化
さ
せ
、
固
定
化
さ
せ
て
い
く
。
そ
れ

こ
そ
が
人
種
化
の
行
為
な
の
で
あ
る）

4
（

」
と
述
べ
て
い
る
が
、
指
紋
も
ま
た
、
人
種
を

可
視
化
す
る
手
段
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
た
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
、
一
九
世
紀
半
ば
に
フ
ラ
ン
ス
の
ポ
ー
ル
・
ブ
ロ
カ

が
制
度
化
し
た
人
類
学
の
も
と
で
、
頭
骨
計
測
や
人
体
計
測
か
ら
人
種
を
分
類
す
る

研
究
が
行
わ
れ
て
い
た
。
ブ
ロ
カ
は
頭
蓋
骨
の
角
度
や
長
さ
、
容
量
を
測
定
し
、
人

種
の
差
異
と
人
種
ご
と
の
知
的
水
準
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
個
人
の
身
体
的

特
徴
が
集
団
的
同
一
性
を
示
す
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
と
き
、
先
の
個
人
識
別
の

よ
う
に
、
個
人
を
唯
一
無
二
の
存
在
と
し
て
捉
え
る
身
体
観
と
は
異
な
る
位
相
が
出

現
す
る
。

渡
辺
公
三
は
、
ブ
ロ
カ
が
頭
蓋
骨
の
標
本
を
計
測
す
る
手
法
を
分
析
す
る
な
か

で
、「
個
体
の
死
そ
の
も
の
も
、『
平
均
値
』
の
中
に
溶
解
し
消
え
て
ゆ
く
」
と
指
摘

者
側
の
欲
望
で
あ
っ
た
。
い
つ
ど
こ
に
い
よ
う
と
、
言
葉
が
通
じ
な
く
て
も
、
そ
の

人
物
を
識
別
し
、
意
味
づ
け
ら
れ
る
こ
の
技
術
は
、
統
治
者
に
と
っ
て
「
理
想
」
の

道
具
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
国
民
全
体
を
対
象
と
し
た
指
紋
登
録
の
構
想
も
繰
り

返
し
議
論
さ
れ
て
き
た
。
実
際
に
指
紋
法
を
ド
イ
ツ
か
ら
日
本
に
持
ち
帰
っ
た
弁
護

士
の
大
場
茂
馬
自
身
も
、
戸
籍
簿
に
指
紋
を
押
捺
す
る
案
を
、
著
書
『
個
人
識
別
法
』

（
忠
文
社
、
一
九
〇
八
年
）
の
な
か
で
提
起
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
こ
れ
が
具
体
的
な
構
想
と
な
る
の
は
、「
満
洲
国
」
の
建
国
の
際
で
あ

っ
た
。
建
国
の
年
で
あ
る
一
九
三
二
年
に
日
本
で
出
版
さ
れ
た
平
凡
社
の
百
科
事
典

に
は
、「
指
紋
」
の
項
目
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　

実
体
的
戸
籍
法
の
実
施
は
目
下
の
急
務
で
、
そ
れ
が
一
日
も
早
か
ら
ん
こ

と
を
要
望
す
る
の
で
あ
る
。
全
世
界
に
於
て
戸
籍
法
に
指
紋
法
を
実
施
す
る

の
は
、
満
洲
国
を
以
て
嚆
矢
と
す
。
右
は
眞
に
新
国
家
に
ふ
さ
は
し
い
こ
と

で
あ
る
。
形
式
的
戸
籍
法
を
実
体
的
戸
籍
法
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
実
に
正

確
な
る
点
に
於
て
は
世
界
一
と
な
る
こ
と
で
あ
ら
う）

3
（

。

こ
こ
か
ら
、
世
界
一
正
確
な
国
民
登
録
を
「
満
洲
国
」
で
実
現
す
る
と
い
う
意
気
込

み
が
感
じ
ら
れ
る
。
実
際
に
建
国
直
後
よ
り
、
全
国
民
を
対
象
と
し
た
指
紋
登
録
の

実
施
に
向
け
て
準
備
が
進
め
ら
れ
た
。
こ
の
計
画
は
す
ぐ
さ
ま
実
現
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
が
、
先
の
労
働
者
へ
の
指
紋
登
録
制
度
が
軌
道
に
乗
る
と
、
こ
れ
を
国
民
指

紋
法
へ
と
拡
大
す
る
動
き
が
再
燃
し
、
一
九
四
四
年
に
こ
れ
を
定
め
る
法
律
が
施
行

さ
れ
た
。
た
だ
し
、
よ
う
や
く
法
整
備
が
進
み
、
国
民
の
指
紋
登
録
が
動
き
出
し
た

矢
先
に
、
日
本
は
敗
戦
を
迎
え
る
の
だ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
「
満
洲
国
」
で
実
現
し
な
か
っ
た
国
民
指
紋
法
は
、
戦
後
の
日
本
に
引

き
継
が
れ
て
い
っ
た
。
一
九
四
九
年
に
「
国
民
指
紋
法
構
想
」
が
衆
議
院
法
務
委
員
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す
る
。
つ
ま
り
、「
頭
蓋
骨
は
、
こ
こ
で
は
個
体
の
死
を
表
す
も
の
で
は
な
く
、
人

種
と
い
う
ほ
と
ん
ど
架
空
の
集
合
的
な
存
在
者
の
指
標
に
す
ぎ
ず
、
脳
容
積
に
比
例

す
る
と
想
定
さ
れ
た
知
性
と
い
う
質
的
特
性
を
表
示
す
る
物
に
す
ぎ
な
い）

5
（

」
と
い
う

の
だ
。
頭
蓋
骨
は
特
定
の
個
人
の
一
部
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
唯
一
性
は

奪
わ
れ
、
こ
の
頭
蓋
骨
が
何
者
で
あ
る
の
か
は
問
わ
れ
ず
、
集
団
的
特
徴
の
な
か
に

抽
象
化
さ
れ
て
い
く
。

そ
し
て
指
紋
も
、
頭
蓋
骨
と
同
様
に
集
団
を
特
徴
づ
け
る
手
段
と
し
て
関
心
を

集
め
て
い
た
。
そ
も
そ
も
一
九
世
紀
末
に
指
紋
の
終
生
不
変
と
万
人
不
同
の
特
徴
を

明
ら
か
に
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ゴ
ル
ト
ン
の
関
心
は
、
個
人
識
別
で
は

な
く
才
能
の
遺
伝
に
あ
っ
た
。「
優
生
学
」
と
い
う
言
葉
の
生
み
の
親
で
も
あ
る
ゴ

ル
ト
ン
は
、
指
紋
の
種
類
や
紋
様
か
ら
そ
の
人
の
才
能
を
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る）

6
（

。

　

一
方
日
本
で
は
、
犯
罪
者
の
識
別
を
目
的
に
指
紋
法
が
導
入
さ
れ
た
た
め
、
当
初

の
関
心
は
個
人
識
別
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
一
九
〇
八
年
に
ド
イ
ツ
か
ら
ハ
ン
ブ
ル

ク
方
式
を
導
入
し
た
際
に
、
司
法
省
で
開
催
さ
れ
た
「
犯
罪
人
異
同
識
別
法
取
調

会
」
の
報
告
書
に
は
、
市
ヶ
谷
監
獄
の
囚
人
一
、〇
五
七
名
の
指
紋
を
採
取
し
、
指

紋
の
出
現
頻
度
を
調
査
し
た
と
の
記
載
が
あ
る
。
た
だ
し
、「
結
果
頗
ル
良
好
ニ
シ

テ
僅
少
ノ
変
更
ヲ
加
ヘ
之
ヲ
採
用
ス
ル
ヲ
相
当
ト
認
メ
タ
リ）

7
（

」
と
書
か
れ
て
い
る
よ

う
に
、
こ
の
調
査
は
同
方
式
が
日
本
で
適
用
可
能
か
否
か
を
判
断
す
る
た
め
の
も
の

で
あ
り
、
人
類
学
的
な
関
心
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
他
に
も
同
時
期
に
日
本

人
を
対
象
と
し
た
指
紋
研
究
は
登
場
す
る
が
、
あ
く
ま
で
も
ド
イ
ツ
か
ら
移
入
し
た

分
類
方
式
の
妥
当
性
を
証
明
す
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
な
か
、
日
本
で
本
格
的
な
指
紋
の
医
学
的
、
人
類
学
的
な
研
究
を
進
め

た
人
物
が
い
た
。
法
医
学
者
の
古
畑
種
基
（
一
八
九
一
〜
一
九
七
五
）
で
あ
る
。
か

れ
は
、
金
沢
医
科
大
学
、
東
大
医
学
部
な
ど
で
教
授
を
務
め
た
人
物
で
、
現
在
で
も

使
用
し
て
い
る
Ａ
Ｂ
Ｏ
式
血
液
型
の
研
究
や
、
鉄
道
三
大
ミ
ス
テ
リ
ー
の
一
つ
と
い

わ
れ
る
下
山
事
件
（
一
九
四
九
年
）
で
、
下
山
定
則
総
裁
の
遺
体
の
司
法
解
剖
を
指

揮
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。
古
畑
は
ド
イ
ツ
の
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
二
年
間
の

留
学
を
経
た
あ
と
、
一
九
二
四
年
に
金
沢
医
科
大
学
に
赴
任
し
た
頃
か
ら
指
紋
と
血

液
型
の
研
究
を
本
格
的
に
進
め
て
い
る
。
か
れ
は
法
医
学
者
の
立
場
か
ら
、
遺
体
の

身
元
や
遺
体
の
血
縁
関
係
（
親
子
関
係
）
を
鑑
定
す
る
た
め
に
、
血
液
型
、
さ
ら
に

は
指
紋
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
。

　

古
畑
の
血
液
型
や
遺
伝
へ
の
関
心
の
背
景
に
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
で
の
血
清
学
と
遺
伝
学
の
流
行
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
ブ

ロ
カ
に
よ
っ
て
人
種
の
分
類
に
使
用
さ
れ
て
き
た
頭
骨
計
測
と
人
体
計
測
法
が
成
果

を
上
げ
ら
れ
ず
に
い
る
な
か
で
、二
〇
世
紀
の
は
じ
め
に
ウ
ィ
ー
ン
大
学
の
カ
ー
ル
・

ラ
ン
ト
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
が
血
液
型
を
特
定
す
る
方
法
を
生
み
出
し
、
そ
れ
を
人
類
学

的
に
応
用
す
る
研
究
が
登
場
し
た
こ
と
で
、
注
目
を
集
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
キ

ャ
ロ
ル
・
レ
ノ
ー‒

パ
リ
ゴ
に
よ
れ
ば
、「
血
液
型
を
決
定
す
る
手
法
は
、
そ
れ
ま

で
の
頭
骨
計
測
な
ど
よ
り
は
は
る
か
に
簡
便
な
た
め
、
あ
る
時
期
、
血
液
型
に
よ
る

区
分
は
大
変
な
人
気
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た）

8
（

」
と
い
う
。

　

血
液
型
の
研
究
の
な
か
で
も
、
と
り
わ
け
ル
ド
ウ
ィ
ッ
ク
・
ヒ
ル
シ
ュ
フ
ェ
ル
ト

と
ハ
ン
ナ
・
ヒ
ル
シ
ュ
フ
ェ
ル
ト
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
研
究
、
す
な
わ
ち
第
一
次
世

界
大
戦
中
、
一
六
カ
国
の
兵
士
を
対
象
に
八
、五
〇
〇
人
の
血
液
型
を
調
べ
、
人
種

の
相
違
と
血
液
型
の
分
布
に
着
目
し
た
研
究
は
、
古
畑
の
血
液
型
研
究
さ
ら
に
は
指

紋
研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ヒ
ル
シ
ュ
フ
ェ
ル
ト
は
こ
の
研

究
の
な
か
で
Ａ
型
と
Ｂ
型
の
出
現
頻
度
か
ら
「
生
化
学
的
民
族
示
数
」
を
算
出
す
る

数
式
を
提
唱
し
、
示
数
二
以
上
を
「
欧
州
型
」、
示
数
一
〜
二
の
間
を
「
中
間
型
（
ト

ル
コ
人
、
ユ
ダ
ヤ
人
、
ア
ラ
ビ
ア
人
、
ロ
シ
ア
人
）」、
示
数
一
以
下
を
「
ア
ジ
ア
・

ア
フ
リ
カ
型
」）
に
分
類
し
た
。
そ
れ
は
、
次
に
示
す
古
畑
が
考
案
し
た
「
指
紋
示



ゲシヒテ第 13号　60

数
（
係
数
）」
を
算
出
す
る
数
式
と
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
人
種
の
分
類
方
法
に
類
似

し
て
い
る）

9
（

。

　

実
際
、
古
畑
は
一
九
二
六
年
一
〇
月
の
北
陸
医
学
会
に
て
、「
指
紋
人
種
特
異
性

並
に
『
指
紋
係
数
』
に
就
い
て
」
と
題
し
た
発
表
の
冒
頭
で
、
ヒ
ル
シ
ュ
フ
ェ
ル
ト

の
研
究
を
参
照
し
な
が
ら
、「
指
紋
も
亦
血
液
型
の
如
く
人
種
に
よ
っ
て
其
出
現
率

が
一
定
し
て
居
る
事
を
注
目
す
る
に
至
っ
た
の
で
『
指
紋
の
人
種
特
異
性
』
と
云
ふ

事
に
関
し
卑
見
を
述
べ
て
皆
様
の
御
批
判
を
仰
ぐ
次
第
で
あ
る）
10
（

」
と
述
べ
て
い
る
。

そ
の
う
え
で
、
指
紋
の
出
現
率
が
人
種
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
を
提
唱
し
、
次
の
式

を
発
表
し
た
。

古
畑
は
各
国
の
指
紋
示
数
に
よ
っ
て
、「
九
〇
以
上
を
満
洲
人
型
」、「
九
〇
〜

七
〇
を
日
本
人
型
」、「
七
〇
〜
六
〇
を
伊
太
利
人
型
」、「
六
〇
〜
五
〇
を
印
度
人
型
」、

「
五
〇
以
下
を
西
欧
人
型
」
と
し
た）
11
（

。
そ
し
て
、
同
時
期
よ
り
、
古
畑
が
教
授
を
務

め
て
い
た
金
沢
医
科
大
学
の
同
僚
や
教
え
子
た
ち
を
中
心
に
、『
金
澤
醫
科
大
學
十

全
會
雜
誌
』
に
て
「
日
本
人
指
紋
ノ
研
究
」
と
題
し
た
人
類
学
的
関
心
に
も
と
づ
く

多
数
の
指
紋
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い
く
。

　

全
国
各
地
の
指
紋
分
布
を
調
べ
る
な
か
で
、
古
畑
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

血
液
型
の
研
究
に
於
て
余
は
日
本
民
族
は
日
本
島
に
於
て
創
生
せ
ら
れ
た

新
民
族
な
り
と
云
ふ
見
解
を
と
っ
て
居
る
が
、
指
紋
の
分
布
の
調
査
を
見
る

に
つ
け
て
も
我
が
国
に
於
け
る
指
紋
の
分
布
に
は
僅
か
の
地
方
的
差
違
を
見

る
が
大
体
に
於
て
南
は
沖
縄
よ
り
北
は
北
海
道
に
至
る
迄
三
府
四
十
三
県
の

指
紋
の
分
布
は
殆
ど
一
様
と
申
し
て
も
よ
い
事
を
見
る
の
で
あ
る
。
即
ち
指

紋
の
研
究
よ
り
見
る
も
血
液
型
の
研
究
よ
り
見
る
も
我
が
日
本
人
は
大
家
族

の
一
団
で
あ
る
事
を
強
く
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い）
12
（

。

「
我
が
国
の
指
紋
分
布
は
ほ
と
ん
ど
一
様
」、「
日
本
人
は
大
家
族
の
一
団
」
と
い
っ

た
発
言
か
ら
も
、日
本
人
の
集
団
的
同
一
性
を
確
信
し
て
い
る
様
子
が
読
み
取
れ
る
。

古
畑
が
考
案
し
た
「
指
紋
示
数
」
を
用
い
た
指
紋
の
研
究
は
、
日
本
国
内
に
と
ど
ま

ら
ず
、
一
九
三
〇
年
代
に
朝
鮮
、
台
湾
、
満
洲
と
い
っ
た
植
民
地
に
も
広
が
っ
て
い

く
。
現
地
で
研
究
を
主
導
し
て
い
た
の
は
、
お
も
に
現
地
の
大
学
の
医
学
部
教
授
や

軍
医
た
ち
だ
っ
た
。
彼
ら
は
植
民
地
の
原
住
民
た
ち
の
指
紋
を
採
取
し
て
は
、
こ
の

数
式
に
当
て
は
め
て
い
っ
た
。

例
え
ば
、
京
城
帝
国
大
学
医
学
部
法
医
学
教
室
の
國
房
二
三
は
、
自
身
が
調
査

し
た
デ
ー
タ
と
先
行
研
究
の
デ
ー
タ
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
日
本
人
、
朝
鮮
人
、

満
蒙
人
の
指
紋
示
数
を
算
出
し
て
い
る
。
こ
こ
で
導
き
出
さ
れ
た
指
紋
示
数
を
大
き

い
順
に
並
べ
る
と
、
満
蒙
人
、
朝
鮮
人
、
日
本
人
と
な
り
、
朝
鮮
人
の
な
か
で
も
北

部
に
土
着
す
る
人
は
満
蒙
人
に
近
似
し
、
南
部
の
人
は
日
本
人
に
近
接
し
て
い
る
と

分
析
し
た
。
国
房
は
自
身
の
論
文
の
な
か
で
、「
指
紋
各
型
の
出
現
頻
度
を
基
準
と

し
て
考
察
す
れ
ば
、
蒙
古
、
満
洲
、
朝
鮮
、
日
本
と
、
是
等
民
族
は
互
に
漸
変
的
に

移
行
混
成
せ
る
こ
と
を
憶
測
せ
し
め
る
」、「
余
の
指
紋
調
査
成
績
は
、
如
上
諸
民
族

が
人
類
学
上
緊
密
不
可
離
の
関
係
に
あ
る
と
い
ふ
想
察
を
、
更
に
一
層
増
強
せ
し
む

る
も
の
で
あ
る）
13
（

」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

ま
た
、
大
規
模
な
指
紋
登
録
を
実
施
し
て
い
た
「
満
洲
国
」
に
お
い
て
も
、

一
九
三
九
年
五
月
か
ら
一
九
四
〇
年
三
月
の
間
に
、陸
軍
軍
医
の
山
本
昇
に
よ
る「
満

洲
国
及
ビ
近
隣
諸
人
種
ノ
指
紋
ニ
関
ス
ル
研
究
」
が
『
軍
医
団
雑
誌
』
に
一
〇
編
も

掲
載
さ
れ
て
い
る
。
山
本
は
こ
れ
ら
の
論
文
の
な
か
で
、
先
述
し
た
指
紋
管
理
局
に

保
管
さ
れ
て
い
る
指
紋
を
人
類
学
的
調
査
に
用
い
て
い
た
事
実
を
明
か
し
て
い
る
。



61　特集　生体管理の現代史

こ
の
よ
う
に
、
日
本
帝
国
に
お
い
て
指
紋
は
、
個
人
識
別
と
人
類
学
的
調
査
の
双
方

で
関
心
を
集
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る）
14
（

。

　
　
　
　

４　

個
人
を
特
徴
づ
け
る
こ
と

　

集
団
の
分
類
は
、
人
種
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
ゴ
ル
ト
ン
が
指
紋
と
才
能
の
関

係
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
よ
う
に
、
指
紋
か
ら
性
格
、
才
能
、
犯
罪
性
な
ど
を
読
み

取
ろ
う
と
す
る
研
究
も
存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
人
種
と
い
う
集
団
の
内
部
を
さ

ら
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
し
、
個
人
の
属
性
を
決
定
づ
け
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
例

え
ば
、
日
本
で
も
司
法
省
指
紋
部
の
主
任
で
あ
っ
た
兒
島
三
郎
は
、
一
九
二
一
年
に

『
品
性
研
究 

指
紋
上
の
個
人
』（
竹
生
英
堂
）、
一
九
二
六
年
に
は
『
指
紋
に
現
は
れ

た
個
性
』（
兒
島
三
郎
）
を
出
版
し
、
指
紋
か
ら
「
天て
ん
ぴ
ん稟

（
生
ま
れ
つ
き
の
才
能
）」

が
読
み
取
れ
る
と
主
張
し
た
。

　

人
の
天
稟
は
指
紋
で
分
る
。
な
ぜ
分
る
か
と
い
ふ
と
、
そ
れ
は
医
学
を
超

越
し
た
問
題
で
あ
る
が
、
私
は
指
紋
ば
か
り
で
分
る
と
は
言
は
な
い
、
身
体

の
ど
こ
か
に
天
稟
は
表
は
れ
て
居
る
と
い
ふ
の
は
私
の
信
念
で
あ
る
。
私
は

古
い
人
相
、
骨
相
、
性
相
を
す
て
て
、
新
し
い
指
紋
に
つ
い
て
研
究
の
結
果

を
発
表
す
る
の
で
あ
る）
15
（

。

兒
島
は
司
法
省
で
指
紋
業
務
に
従
事
し
、
数
十
万
人
の
指
紋
を
比
較
研
究
す
る
な
か

で
、
人
の
天
稟
と
指
紋
の
関
係
に
着
目
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の

時
期
に
、
指
紋
か
ら
個
人
の
気
質
や
性
格
、
運
命
を
読
み
取
ろ
う
と
し
た
の
は
兒
島

だ
け
で
な
か
っ
た
。例
え
ば
、長
谷
川
滔
浦『
指
紋
と
性
格
』（
春
秋
社
、一
九
三
二
年
）、

『
指
紋
と
運
命
』（
ア
ル
ス
、
一
九
三
三
年
）、『
個
性
と
指
紋
』（
社
会
教
育
協
会
、

一
九
三
五
年
）、小
西
久
遠『（
立
身
出
世
の
極
意
）観
相
秘
録　

附 

指
紋
と
運
命
』（
浩

文
社
、
一
九
三
五
年
）
な
ど
、
多
数
出
版
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
占
い
に
限
ら
ず
、
指
紋
の
種
類
と
犯
罪
率
と
の
関
係
を
テ
ー
マ
と
し

た
研
究
も
進
め
ら
れ
て
い
た
。
兒
島
と
同
じ
く
、
司
法
省
指
紋
部
主
任
の
仁
科
正
次

は
、
一
九
三
一
年
に
司
法
省
が
保
管
す
る
犯
罪
者
指
紋
の
な
か
か
ら
、
強
盗
致
死
傷

と
偽
造
犯
罪
者
の
指
紋
を
分
析
し
た
論
文
を
書
い
て
お
り）
16
（

、
ま
た
同
年
に
南
條
博
和

は
台
湾
の
犯
罪
者
指
紋
か
ら
犯
罪
の
種
類
と
指
紋
の
関
係
に
つ
い
て
分
析
を
し
て
い

る
。
南
條
は
窃
盗
、
強
盗
、
傷
害
、
殺
人
、
詐
欺
な
ど
、
罪
名
ご
と
に
指
紋
の
現
れ

方
を
示
し
た
う
え
で
、
一
般
人
（
犯
罪
者
と
し
て
捕
ま
っ
て
い
な
い
人
）
の
指
紋
の

出
現
傾
向
と
比
較
し
て
い
る）
17
（

。
指
紋
の
終
生
不
変
の
性
質
を
考
え
る
と
、
指
紋
と
犯

罪
性
を
関
連
づ
け
る
こ
と
は
、
犯
罪
傾
向
は
先
天
的
な
も
の
、
つ
ま
り
生
ま
れ
な
が

ら
に
し
て
決
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、「
遺
伝
」
と
い
う
言
葉
を
用
い

る
こ
と
で
、
子
孫
に
そ
の
性
質
が
受
け
継
が
れ
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
た）
18
（

。

　

そ
し
て
指
紋
に
よ
る
集
団
と
個
人
を
貫
く
身
体
管
理
の
実
践
は
、
し
だ
い
に
優
生

思
想
へ
と
引
き
つ
け
ら
れ
て
い
く
。
一
九
三
〇
年
に
日
本
民
族
衛
生
学
会
が
設
立
さ

れ
た
際
、古
畑
は
理
事
を
務
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、日
本
民
族
衛
生
協
会
（
一
九
三
五

年
に
日
本
民
族
衛
生
学
会
か
ら
改
称
）
に
よ
る
民
族
衛
生
叢
書
の
第
三
巻
と
し
て
、

一
九
四
八
年
に
古
畑
は
『
民
族
と
血
液
型
』
を
出
版
し
て
い
る
。
本
書
の
冒
頭
「
民

族
衛
生
叢
書
刊
行
の
辞
」
で
、
理
事
長
の
永
井
潜
は
「
一
層
大
切
な
の
は
、
国
民
の

中
に
於
て
素
質
の
劣
悪
な
る
者
の
数
を
制
限
す
る
と
と
も
に
、
優
秀
な
る
者
の
数
を

増
加
さ
せ
、
か
く
し
て
数
と
質
と
の
調
和
を
計
り
、
依
っ
て
以
っ
て
国
民
素
質
の
水

準
を
高
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
民
族
衛
生
学
（
優
生
学
）
の
使
命
な

の
で
あ
る）
19
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
永
井
自
身
も
仁
科
正
次
と
東
京
医
専
学
術
研
究

会
附
属
研
究
所
所
長
の
池
見
猛
と
と
も
に
、「
出
生
地
と
指
紋
の
関
係
」
と
題
し
た

論
文
を
『
醫
事
公
論
』
で
発
表
し
て
お
り
、
指
紋
研
究
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
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状
紋
を
「
甲
蹄
状
紋
」
と
「
乙
蹄
状
紋
」
に
分
け
る
な
ど
、
紋
様
の
種
類
を
細
か
く

設
定
す
る
場
合
も
あ
る
）
の
出
現
率
や
出
現
指
（
ど
の
指
に
ど
の
紋
様
が
現
わ
れ
て

い
る
か
）
に
着
目
す
る
。
そ
し
て
、
個
人
を
識
別
す
る
際
に
は
下
位
分
類
を
用
い
る

こ
と
で
、
一
〇
本
の
指
を
一
〇
桁
の
数
字
へ
と
変
換
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
大
分
類

か
ら
小
分
類
に
向
か
う
プ
ロ
セ
ス
を
、
集
団
か
ら
個
人
に
至
る
直
線
的
な
結
び
つ
き

と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
集
団
に
帰
属
す
る
唯
一
無
二
の
個
人
と
い
う
構
図
が
作

り
上
げ
ら
れ
る
わ
け
だ
。

こ
こ
で
改
め
て
確
認
し
た
い
の
は
、
指
紋
に
よ
る
身
体
管
理
が
行
き
着
く
先
に

優
生
思
想
が
あ
り
、
予
測
と
予
防
の
理
念
の
も
と
で
、
最
終
的
に
個
の
選
別
を
通
じ

て
社
会
的
秩
序
を
作
り
出
そ
う
と
し
た
点
で
あ
る
。
個
人
は
情
報
と
し
て
客
観
化
さ

れ
る
こ
と
で
、
他
者
に
よ
っ
て
身
体
を
解
釈
さ
れ
、
意
味
づ
け
ら
れ
、
判
断
さ
れ
る

存
在
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
二
〇
世
紀
の
経
験
は
、
現
代
の
身
体
管
理
と
ど
の
よ
う

な
つ
な
が
り
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
最
後
に
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　
　
　
　
５　

お
わ
り
に

現
在
、
指
紋
で
人
種
を
分
類
し
た
り
、
性
格
や
犯
罪
性
を
推
測
す
る
試
み
は
衰

退
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
稿
で
指
紋
へ
の
関
心
を
通
じ
て
見
て
き
た

身
体
管
理
の
理
念
や
方
向
性
は
、
脈
々
と
現
代
に
も
引
き
継
が
れ
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

技
術
の
発
展
が
、
こ
れ
ま
で
実
現
不
可
能
だ
っ
た
高
度
な
身
体
管
理
を
実
現
し
て
い

る
。
指
紋
を
含
む
生
体
認
証
技
術
に
よ
る
個
人
識
別
の
需
要
が
高
ま
る
背
後
に
は
、

膨
大
な
デ
ー
タ
と
詳
細
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
が
存
在
し
て
い
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
介

し
て
自
動
で
収
集
さ
れ
る
膨
大
な
デ
ー
タ
は
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
と
呼
ば
れ
、
私
た
ち
の

日
常
の
あ
ら
ゆ
る
情
報
が
そ
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
購
買
履
歴
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
閲
覧
履
歴
、
位
置
情
報
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
や
り
取
り
と
い
っ
た
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
デ

か
る）
20
（

。
当
初
よ
り
、
優
生
学
の
生
み
の
親
で
あ
る
ゴ
ル
ト
ン
の
関
心
が
、
指
紋
か
ら
才

能
の
遺
伝
を
読
み
取
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
る
と
、
日
本
で
の
指
紋
研
究
と
優
生

思
想
と
の
つ
な
が
り
は
当
然
の
帰
結
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
改
め
て
二
〇
世

紀
前
半
の
日
本
帝
国
に
お
け
る
指
紋
研
究
を
、
身
体
管
理
と
い
う
大
き
な
文
脈
の
も

と
に
位
置
づ
け
て
み
る
と
ど
う
だ
ろ
う
か
。
指
紋
の
紋
様
の
出
現
率
か
ら
人
種
に
も

と
づ
く
集
団
を
創
出
し
、
そ
の
内
部
を
詳
細
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
し
て
生
み
出
さ
れ
る

抽
象
的
な
特
徴
を
、
個
人
の
識
別
を
通
じ
て
「
個
」
に
具
体
化
し
、
固
定
化
し
、
本

質
化
し
、
差
異
化
し
て
き
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
特
徴
を

具
体
化
さ
れ
た
個
人
は
、
最
終
的
に
優
生
思
想
の
も
と
で
、
優
秀
な
集
団
（
人
種
）

を
構
築
す
る
た
め
に
選
別
の
対
象
と
さ
れ
て
い
く
。
ま
さ
に
集
団
か
ら
個
を
経
て
、

再
び
集
団
へ
と
回
収
さ
れ
る
サ
イ
ク
ル
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

こ
の
時
期
に
集
団
（
抽
象
）
か
ら
個
人
（
具
体
）
を
直
線
的
に
つ
な
ぐ
物
語
の

創
出
に
、
指
紋
が
着
目
さ
れ
た
理
由
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
二
つ
の

理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
簡
便
さ
で
あ
る
。
個
人
識
別
と
人
類
学
的
研
究
の
双

方
に
お
い
て
、
指
紋
よ
り
以
前
に
用
い
ら
れ
た
人
体
測
定
法
は
、
非
常
に
手
間
と
時

間
、
さ
ら
に
測
定
に
か
ん
す
る
技
術
（
コ
ツ
）
を
必
要
と
し
た
し
、
人
類
学
で
関
心

を
集
め
た
血
液
型
の
場
合
も
、
血
液
の
採
取
に
は
痛
み
を
伴
う
。
一
方
で
指
紋
は
指

先
に
イ
ン
ク
を
つ
け
て
、
紙
に
写
し
取
る
だ
け
で
あ
り
、
痛
み
も
な
く
、
ま
た
計
測

器
具
も
不
要
だ
っ
た
。

二
つ
目
は
、
指
紋
の
紋
様
の
特
徴
と
分
類
方
式
で
あ
る
。
本
稿
の
第
二
節
で
示

し
た
よ
う
に
、
指
紋
は
大
別
す
る
と
「
渦
状
紋
」、「
蹄
状
紋
」、「
弓
状
紋
」
の
三
種

類
し
か
な
い
。
古
畑
の
指
紋
示
数
が
渦
状
紋
と
蹄
状
紋
の
出
現
率
か
ら
算
出
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
集
団
（
人
種
）
を
分
け
る
際
に
は
指
紋
の
大
分
類
を
用
い
、
次
に
集

団
内
を
性
格
や
犯
罪
性
の
判
断
の
た
め
に
中
分
類
す
る
際
に
は
、三
種
類
の
紋
様（
蹄
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ー
タ
だ
け
で
な
く
、
人
種
、
宗
教
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
さ
ら
に
は
Ｄ
Ｎ
Ａ
な
ど
の
身
体

情
報
も
含
み
込
ん
で
い
る
。

　

ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
か
ら
算
出
さ
れ
た
結
果
を
生
体
認
証
技
術
と
結
び
つ
け
る
こ
と

で
、
個
人
を
個
体
（
も
の
）
と
し
て
識
別
す
る
だ
け
で
な
く
、
本
人
が
自
覚
し
て
い

る
か
否
か
に
関
係
な
く
、
そ
の
人
物
の
過
去
・
現
在
・
未
来
を
意
味
づ
け
、
分
類
、

選
別
、
価
値
づ
け
る
作
用
を
と
も
な
う
。
テ
ロ
を
起
こ
す
可
能
性
、
病
気
に
な
る
可

能
性
、
あ
る
商
品
を
買
う
可
能
性
と
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
「
可
能
性
の
あ
る
個
人
」
と

し
て
識
別
さ
れ
る
な
か
で
、「
私
」
と
い
う
存
在
は
ま
す
ま
す
自
分
で
語
る
も
の
で

は
な
く
、
語
ら
れ
る
／
意
味
づ
け
ら
れ
る
存
在
に
な
っ
て
い
る
。

デ
ー
タ
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
「
私
」
を
、
肉
体
を
と
も
な
っ
た
「
私
」
は

引
き
受
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
い
の
だ
ろ
う
か
。
引
き
受
け
続
け
る
こ
と
で
、
い

つ
し
か
他
者
が
導
き
出
し
た
デ
ー
タ
上
の
私
が
本
当
の
私
に
な
る
日
が
来
る
の
だ
ろ

う
か
。
答
え
は
否
で
あ
る
。
あ
る
日
、
空
港
で
入
国
を
拒
否
さ
れ
た
場
面
を
想
像
し

て
み
て
ほ
し
い
。
デ
ー
タ
上
の
あ
な
た
は
テ
ロ
を
起
こ
す
可
能
性
が
高
い
と
の
理
由

で
拘
束
さ
れ
た
際
、
そ
れ
は
私
で
は
な
い
と
主
張
で
き
る
術
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

さ
ら
に
、
膨
大
な
デ
ー
タ
に
も
と
づ
く
人
の
管
理
と
生
体
認
証
技
術
の
普
及
の
先

に
は
、「
価
値
の
あ
る
人
間
」
／
「
価
値
の
な
い
人
間
」
の
選
別
が
存
在
す
る
こ
と

も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
未
来
を
予
測
し
、
あ
ら
か
じ

め
危
険
を
取
り
除
こ
う
と
す
る
こ
の
諸
実
践
は
、
そ
も
そ
も
暴
力
性
の
あ
る
子
ど
も

や
病
気
の
子
ど
も
が
生
ま
れ
な
い
よ
う
に
と
い
っ
た
優
生
思
想
と
親
和
性
を
持
つ
か

ら
だ
。
現
代
の
身
体
管
理
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
未
来
の
予
測
に
向
か
っ
て
い
る
。

　

利
便
性
と
効
率
性
、
安
心
と
安
全
を
掲
げ
る
今
日
の
身
体
管
理
の
実
践
は
、
今
ま

で
に
見
た
こ
と
の
な
い
新
し
い
景
色
と
し
て
目
に
映
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

新
た
な
技
術
が
誕
生
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
従
来
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
理
念
の
も

と
で
、
新
し
い
世
界
を
作
り
出
せ
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
技
術
は
、
そ
れ
を

生
み
出
し
た
人
び
と
と
使
用
す
る
人
び
と
の
意
識
や
感
覚
が
大
き
く
影
響
す
る
か
ら

で
あ
る
。
過
去
か
ら
連
綿
と
続
く
分
類
・
選
別
の
歴
史
を
今
、
分
析
す
る
意
義
は
こ

こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
　
　
　

注

（
1
） 

本
稿
の
第
二
節
は
、
拙
著
『
指
紋
と
近
代

―
移
動
す
る
身
体
の
管
理
と
統
治
の

技
法
』（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
六
年
）
の
内
容
を
も
と
に
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の

テ
ー
マ
に
合
わ
せ
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
著
を
参
照

の
こ
と
。

（
2
） 

渡
辺
公
三『
司
法
的
同
一
性
の
誕
生

―
市
民
社
会
に
お
け
る
個
体
識
別
と
登
録
』

言
叢
社
、
二
〇
〇
三
年
、
二
七
九
頁
。

（
3
） 

下
中
彌
三
郎
編
『
大
百
科
事
典 

十
二
巻
』
平
凡
社
、
一
九
三
二
年
、
一
二
一
頁
。

（
4
） 

竹
沢
泰
子
「
刊
行
の
こ
と
ば
」
斉
藤
綾
子
・
竹
沢
泰
子
編
『
人
種
神
話
を
解
体
す

る
１

―
可
視
性
と
不
可
視
性
の
は
ざ
ま
で
』
東
京
大
学
出
版
会
、二
〇
一
六
年
、

ⅰ
頁
。

（
5
） 

渡
辺
前
掲
書
、
二
〇
七‒

二
〇
八
頁
。

（
6
） 

ゴ
ル
ト
ン
が
優
生
学
的
な
関
心
か
ら
指
紋
を
研
究
し
て
い
た
の
と
同
じ
時
期
に
、

植
民
地
イ
ン
ド
で
犯
罪
部
族
の
管
理
を
担
当
し
て
い
た
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ヘ
ン
リ
ー

は
、
個
人
識
別
を
可
能
に
す
る
方
法
を
模
索
し
て
い
た
。
集
団
の
分
類
へ
の
関
心

と
個
人
識
別
へ
の
関
心
の
双
方
が
こ
の
時
期
に
イ
ギ
リ
ス
帝
国
内
に
混
在
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
実
際
に
、
ヘ
ン
リ
ー
は
ゴ
ル
ト
ン
の
研
究
を
も
と
に
、
イ
ン

ド
で
指
紋
の
分
類
方
式
を
生
み
出
し
、「
ヘ
ン
リ
ー
方
式
」
と
名
づ
け
た
の
だ
っ
た
。

ヘ
ン
リ
ー
方
式
は
そ
の
後
イ
ギ
リ
ス
帝
国
で
広
く
利
用
さ
れ
て
い
く
。

（
7
） 

大
場
茂
馬
『
個
人
識
別
法
』
忠
文
社
、
一
九
〇
八
年
、
巻
末
付
録
よ
り
。
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（
8
） 

キ
ャ
ロ
ル
・
レ
ノ
ー‒

パ
リ
ゴ
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
形
質
人
類
学
の
変
遷
史

―
一
九
世
紀
末
か
ら
の
人
種
科
学
を
め
ぐ
っ
て
」
坂
野
徹
・
竹
沢
泰
子
編
『
人

種
神
話
を
解
体
す
る
２

―
科
学
と
社
会
の
知
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
六

年
、
六
七
頁
。

（
9
） 

血
液
型
に
よ
る
人
類
学
的
研
究
は
一
時
期
人
気
を
集
め
た
が
、
実
際
は
、
人
体
計

測
法
と
同
様
に
、
血
液
型
に
よ
っ
て
人
種
を
分
け
る
こ
と
が
難
し
く
、
研
究
の
成

果
は
わ
ず
か
な
も
の
だ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
レ
ノ
ー‒

パ
リ
ゴ

前
掲
書
、
六
七‒

六
八
頁
を
参
照
。

（
10
） 

古
畑
種
基
「
指
紋
人
種
特
異
性
並
に
『
指
紋
係
数
』
に
就
い
て
」『
日
本
之
醫
界
』

十
六
巻
九
三
号
、
一
九
二
六
年
、
五‒
七
頁
。

（
11
） 

同
前
。

（
12
） 

古
畑
種
基
「
指
紋
の
遺
伝
と
そ
の
人
類
学
的
応
用
」
古
畑
種
基
編
『
指
紋
の
論
文

集　

第
一
輯
』
金
澤
醫
科
大
學
法
醫
學
教
室
、
一
九
三
〇
年
、
八
頁
。

（
13
） 

國
房
二
三
「
朝
鮮
人
の
指
紋
」『
犯
罪
学
雑
誌
』
一
一
巻
三
号
、
一
九
三
七
年
、

四
四
頁
。

（
14
） 

山
本
昇
「
満
洲
国
及
ビ
近
隣
諸
人
種
ノ
指
紋
ニ
関
ス
ル
研
究

―
第
一
編 

河
南
・

湖
北
・
安
徽
・
江
蘇
・
浙
江
省
人
ノ
指
紋
ニ
就
テ
」『
軍
医
団
雑
誌
』
第
二
七
号
、

一
九
三
九
年
、
三
五
頁
。

（
15
） 

兒
島
三
郎
『
品
性
研
究 

指
紋
上
の
個
人
』
竹
生
英
堂
、
一
九
二
一
年
、
二
四
頁
。

（
16
） 

仁
科
正
次
「
指
紋
上
よ
り
観
た
る
強
盗
致
死
傷
竝
に
偽
造
犯
人
に
対
す
る
調
査
に

就
て
」『
犯
罪
学
雑
誌
』
四
巻
三
号
、
一
九
三
一
年
、
四
五‒

四
八
頁
。

（
17
） 

南
條
博
和
「
指
紋
学
上
よ
り
見
た
る
犯
罪
指
紋
」『
犯
罪
学
雑
誌
』
四
巻
四
号
、

一
九
三
一
年
、
二
七‒

四
三
頁
。

（
18
） 

指
紋
と
性
格
、
気
質
、
犯
罪
性
が
「
遺
伝
」
と
い
う
概
念
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い

た
点
に
つ
い
て
は
、
井
上
貴
翔
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
。
井
上
は
探
偵
小
説
の

な
か
で
登
場
す
る
指
紋
の
言
説
の
変
化
に
着
目
し
な
が
ら
、
指
紋
が
個
人
識
別
だ

け
で
な
く
遺
伝
学
的
な
知
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
〝
遺
伝
〞

と
い
う
前
提
が
共
有
さ
れ
、
指
紋
は
ほ
と
ん
ど
〝
血
〞
と
等
価
な
も
の
と
し
て

扱
わ
れ
て
い
く
」
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
井
上
貴
翔
「
〝
指
紋
〞
と
〝

血
〞

―
甲
賀
三
郎
『
亡
霊
の
指
紋
』
を
端
緒
に
」『
層 

映
像
と
表
現
』
二
巻
、

二
〇
〇
八
年
、
二
〇
一‒

二
二
一
頁
。

（
19
） 

永
井
潜
「
民
族
衛
生
叢
書
刊
行
の
辞
」
古
畑
種
基
著
（
日
本
民
族
衛
生
協
会
編
）『
民

族
と
血
液
型
』（
民
族
衛
生
叢
書
三
）
村
松
書
店
、
一
九
四
八
年
、
二‒

三
頁
。

（
20
） 

永
井
潜
・
仁
科
正
次
・
池
見
猛
「
出
生
地
と
指
紋
の
関
係
」『
醫
事
公
論
』

一
一
〇
六‒

一
一
〇
七
号
、
一
九
三
三
年
。

（
た
か
の　

あ
さ
こ
・
明
治
薬
科
大
学
専
任
講
師
）

◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇



65　特集　生体管理の現代史

の
権
利
を
抑
制
す
る
こ
と
に
よ
り
、
他
の
集
団
の
利
益
を
増
大
化
す
る
と
い
う
社
会

の
秩
序
編
成
の
問
題
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る）

3
（

。

「
監
視
社
会
」
の
側
面
を
有
す
る
現
代
に
お
い
て
、
重
点
的
な
監
視
の
タ
ー
ゲ
ッ

ト
と
な
り
や
す
い
集
団
と
し
て
は
、
外
国
人
や
移
民
・
難
民
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
同
時
多
発
テ
ロ
と
そ
の
後
の
ア
メ
リ
カ
政
府
に
よ
る
外

国
人
の
出
入
国
管
理
政
策
を
参
考
に
、
日
本
で
も
出
入
国
管
理
の
分
野
に
お
い
て
、

二
〇
〇
七
年
一
一
月
以
降
、
外
国
人
の
個
人
デ
ー
タ
が
収
集
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た）
4
（

。
新
た
な
入
国
審
査
手
続
き
に
お
い
て
は
、
外
国
人
の
指
紋
と
顔
写
真
の
提
供
が

義
務
付
け
ら
れ
、
こ
れ
を
拒
む
場
合
に
は
入
国
が
許
可
さ
れ
ず
、
国
外
退
去
を
命
ぜ

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）

5
（

。

　

さ
ら
に
欧
州
連
合
（
以
下
、
Ｅ
Ｕ
）
で
も
、
二
〇
一
三
年
に
Ｅ
Ｕ
域
外
か
ら
の
外

国
人
の
流
入
数
の
増
加
へ
の
対
応
に
直
面
す
る
加
盟
国
を
支
援
す
る
べ
く
、
欧
州
委

員
会
が
「
ス
マ
ー
ト
な
国
境
（sm

art borders

）」
と
い
う
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
関
す

る
提
案
を
行
っ
た）

6
（

。
そ
れ
に
よ
る
と
Ｅ
Ｕ
域
外
か
ら
の
非
Ｅ
Ｕ
市
民（
第
三
国
国
民
）

の
移
動
の
デ
ー
タ
を
収
集
し
、
Ｅ
Ｕ
各
国
に
お
け
る
国
境
管
理
の
コ
ス
ト
を
増
大
さ

せ
な
い
よ
う
な
、人
の
移
動
の
管
理
を
行
う
シ
ス
テ
ム
構
築
の
た
め
に
導
入
さ
れ
る
。

Ｅ
Ｕ
は
、
監
視
技
術
の
導
入
に
よ
っ
て
、「
問
題
の
な
い
」
非
Ｅ
Ｕ
市
民
（
ビ
ジ

ネ
ス
マ
ン
、
旅
行
者
な
ど
）
の
移
動
が
促
進
さ
れ
、
そ
う
で
は
な
い
人
々
（
テ
ロ
リ

ス
ト
、
組
織
犯
罪
、
非
正
規
移
民
・
難
民
な
ど
）
の
円
滑
な
出
入
国
管
理
が
達
成
さ

れ
る
と
主
張
す
る）

7
（

。
脅
威
の
度
合
い
に
応
じ
て
人
口
集
団
を
分
類
す
る
た
め
に
情
報

通
信
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
積
極
的
に
活
用
さ
れ
、「
問
題
の
な
い
」
旅
行
者
の
ス
ム
ー

ズ
な
移
動
を
図
る
べ
く
、
別
の
リ
ス
ク
の
あ
る
人
々
に
対
す
る
集
中
的
な
管
理
が
行

わ
れ
、
権
利
の
抑
制
が
な
さ
れ
る
。
多
く
の
市
民
の
安
全
を
守
る
と
い
う
利
益
が
あ

る
こ
と
で
、
特
定
の
集
団
の
権
利
を
抑
制
す
る
情
報
通
信
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
用
い
た

監
視
は
市
民
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
。

　
　
　
　

１　

は
じ
め
に

現
代
社
会
の
有
す
る
特
徴
の
ひ
と
つ
と
し
て
あ
る
の
は
、
カ
ナ
ダ
の
社
会
学
者
、

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ラ
イ
ア
ン
（D

avid Lyon

）
が
論
じ
た
よ
う
に
、
近
代
社
会
が
生

み
出
し
た
情
報
通
信
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
駆
使
さ
れ
る
こ
と
で
、
大
規
模
に
個
人
の
情

報
が
収
集
・
処
理
さ
れ
、
人
々
が
常
時
監
視
・
管
理
さ
れ
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る

と
い
う
点
に
あ
る）

1
（

。

日
本
で
も
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
な
ど
の
国
民
の
個
人
情
報
の
収
集
、
金
融
機
関

の
生
体
認
証
を
用
い
た
個
人
識
別
な
ど
、
個
人
に
関
す
る
電
子
デ
ー
タ
は
行
政
管
理

や
企
業
の
経
済
活
動
に
積
極
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
最
新
の
技
術
を
用
い
た
監
視

は
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
な
ど
の
権
利
侵
害
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
り
も
、
監

視
カ
メ
ラ
の
積
極
活
用
に
よ
る
防
犯
意
識
の
高
ま
り
な
ど
個
人
の
安
全
や
、
高
度
化

す
る
消
費
社
会
に
お
け
る
利
便
性
を
高
め
る
た
め
に
積
極
的
に
導
入
さ
れ
る
傾
向
に

あ
る）

2
（

。
こ
の
よ
う
な
監
視
活
動
が
常
態
化
す
る
現
代
社
会
で
は
、
も
っ
と
も
、
す
べ
て

の
人
々
が
等
し
く
監
視
下
に
お
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
誰
し
も
が
監
視
か
ら

逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
社
会
に
お
け
る
不
確
実
性
を
削
減
し
、
結

果
を
制
御
す
る
リ
ス
ク
管
理
と
い
う
目
的
は
、
あ
る
特
定
の
人
間
集
団
に
対
す
る

監
視
を
強
め
て
い
る
。
監
視
は
人
間
集
団
を
単
に
分
類
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
分
類

さ
れ
た
集
団
に
意
味
付
与
が
な
さ
れ
る
と
い
う
点
で
、「
社
会
的
振
り
分
け
（social 

sorting

）」
の
機
能
を
有
し
て
い
る
。「
社
会
的
振
り
分
け
」
は
、
あ
る
特
定
の
人
々

Ｅ
Ｕ
・
ド
イ
ツ
に
お
け
る
難
民
・
非
正
規
移
民
の
管
理
と

　
　
　
　
　
　
　
　

市
民
・
難
民
の
抗
議
運
動

昔
農
英
明 
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移
動
の
管
理
を
実
施
し
よ
う
と
す
る）
10
（

。
こ
う
し
た
現
状
を
も
と
に
、先
述
の
よ
う
に
、

Ｅ
Ｕ
は
、
二
〇
一
三
年
に
す
べ
て
の
非
Ｅ
Ｕ
市
民
の
出
入
国
を
管
理
す
る
、「
入
国
・

出
国
シ
ス
テ
ム
（Entry Exit System

）」
と
呼
ば
れ
る
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
中
心
と

す
る
「
ス
マ
ー
ト
な
国
境
」
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
政
策
提
起
を
行
っ
た）
11
（

。
同
シ
ス
テ
ム
に

お
い
て
は
、
パ
ス
ポ
ー
ト
に
出
入
国
の
押
印
を
手
動
で
実
施
す
る
、
こ
れ
ま
で
の
方

式
が
廃
止
さ
れ
、
非
Ｅ
Ｕ
市
民
の
指
紋
と
顔
画
像
の
生
体
デ
ー
タ
が
電
子
デ
ー
タ
ベ

ー
ス
上
に
登
録
さ
れ
て）
12
（

、
非
Ｅ
Ｕ
市
民
の
Ｅ
Ｕ
域
内
へ
の
入
国
時
に
、
そ
れ
ま
で
の

出
入
国
の
日
時
と
場
所
の
履
歴
が
照
合
さ
れ
る
、
電
子
化
・
自
動
化
さ
れ
た
シ
ス
テ

ム
が
導
入
さ
れ
る）
13
（

。

こ
う
し
た
電
子
化
・
自
動
化
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
構
築
の
目
的
と
し
て
、
Ｅ
Ｕ
は
、

旅
行
者
が
ス
ム
ー
ズ
に
移
動
で
き
る
利
便
性
が
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
旅
行
者
の
旅

行
履
歴
の
把
握
や
移
動
傾
向
の
分
析
が
可
能
と
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
超
過
滞
在
な

ど
の
非
正
規
滞
在
の
抑
止
、
申
請
書
類
の
偽
造
や
破
棄
の
防
止
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
や
重

大
犯
罪
の
抑
止
が
達
成
さ
れ
る
と
説
明
し
て
い
る）
14
（

。
Ｅ
Ｕ
の
外
囲
国
境
か
ら
流
入
す

る
人
々
の
生
体
認
証
の
た
め
の
膨
大
な
デ
ー
タ
が
収
集
さ
れ
る
な
か
で
「
望
ま
し
い

人
々
」
と
「
望
ま
し
く
な
い
人
々
」
を
選
別
し
、
前
者
の
移
動
を
促
進
し
つ
つ
も
、

後
者
の
移
動
を
厳
し
く
制
限
し
、
監
視
す
る
方
策
が
重
視
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
Ｅ
Ｕ
の
出
入
国
管
理
政
策
に
お
い
て
は
、
重
大
な
犯
罪
を
防
止
す

る
と
い
う
目
的
が
常
に
付
随
し
て
き
た
。
周
知
の
よ
う
に
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
Ｅ

Ｕ
は
域
内
の
ヒ
ト
、
モ
ノ
、
サ
ー
ビ
ス
、
資
本
の
自
由
移
動
を
可
能
に
し
て
、
Ｅ
Ｕ 

内
の
市
場
統
合
を
進
め
る
た
め
に
、
Ｅ
Ｕ
域
内
に
お
け
る
国
境
管
理
を
な
く
し
た
。

そ
う
し
た
一
方
で
、
西
欧
諸
国
の
政
府
や
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
は
、
Ｅ
Ｕ
域
内
で
の
国

境
管
理
の
撤
廃
に
よ
っ
て
域
外
か
ら
多
く
の
移
民
・
難
民
が
流
入
し
、
域
内
で
の
管

理
が
機
能
不
全
と
な
る
可
能
性
を
論
じ
た
。
Ｅ
Ｕ
各
国
政
府
や
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
は
、

移
民
・
難
民
問
題
を
域
外
か
ら
の
組
織
犯
罪
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
問
題
と
意
図
的
に
結

本
論
で
み
る
よ
う
に
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
情
報
通
信
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
用
い
た
監

視
活
動
は
、
Ｅ
Ｕ
の
対
外
国
境
だ
け
で
は
な
く
、
域
内
で
も
強
化
さ
れ
て
い
る
。
Ｅ

Ｕ
域
内
で
個
人
情
報
が
電
子
デ
ー
タ
と
し
て
蓄
積
さ
れ
る
こ
と
で
、
加
盟
各
国
の
治

安
当
局
な
ど
が
特
定
個
人
の
情
報
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
常
時
可
能
に
な
っ
た
。

本
論
文
で
は
、
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
安
全
・
安
心
を
も
た
ら
す
と
一
般
的
に

理
解
さ
れ
る
情
報
通
信
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
も
と
づ
く
監
視
が
、
特
定
の
他
者
の
管
理

と
排
除
に
つ
な
が
る
点
を
難
民
・
非
正
規
移
民
を
例
に
論
じ
る
と
と
も
に
、
難
民
・

非
正
規
移
民
が
権
利
の
獲
得
を
め
ぐ
っ
て
展
開
す
る
運
動
の
動
態
に
触
れ
る
。

Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
移
民
政
策
の
厳
格
化
は
、
先
行
研
究
で
も
、
し
ば
し
ば
「
要
塞

化
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と
形
容
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る）

8
（

。
こ
う
し
た
形
容
は
、
Ｅ
Ｕ
域

外
か
ら
の
移
民
・
難
民
の
入
国
を
Ｅ
Ｕ
の
外
囲
国
境
と
い
う
水
際
で
阻
止
し
、
難
民

を
排
除
す
る
と
い
う
「
堅
固
な
要
塞
」
を
想
起
さ
せ
る
。
し
か
し
な
が
ら
Ｅ
Ｕ
に
お

け
る
移
民
管
理
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
境
界
は
、
現
実
に
は
頑
強
で
堅
固
な
「
要

塞
」
と
は
言
い
が
た
く
、
そ
の
境
界
を
め
ぐ
っ
て
は
常
に
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
が
噴

出
し
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
移
民
管
理
の
境
界
は
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ク
タ
ー
の
せ
め

ぎ
あ
い
が
あ
っ
て
構
築
さ
れ
る）

9
（

。
本
論
で
は
Ｅ
Ｕ
の
境
界
管
理
の
厳
格
化
と
難
民
た

ち
の
越
境
と
の
間
の
緊
張
関
係
と
い
っ
た
矛
盾
し
た
問
題
が
噴
出
す
る
過
程
も
含
め

て
論
じ
る
こ
と
で
、「
要
塞
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
の
視
点
を
修
正
す
る
議
論
を
行
う
。

　
　
　
　

２　

Ｅ
Ｕ
な
ら
び
に
ド
イ
ツ
の
非
Ｅ
Ｕ
市
民
の
管
理

モ
ノ
・
カ
ネ
・
ヒ
ト
の
国
境
を
越
え
た
移
動
が
増
大
す
る
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、

国
境
を
越
え
た
ヒ
ト
の
移
動
を
完
全
に
阻
止
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
う
し

た
現
実
を
考
慮
し
て
、
現
代
国
家
の
政
府
は
、
多
く
の
人
々
の
個
人
情
報
を
収
集
し
、

全
体
的
な
監
視
網
の
下
に
お
い
た
う
え
で
、人
々
の
移
動
を
適
切
に
ふ
る
い
分
け
て
、
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難
民
保
護
の
円
滑
化
に
つ
な
が
る
と
主
張
す
る）
17
（

。
共
通
難
民
庇
護
制
度
の
構
築
の
背

景
に
は
、
難
民
が
「
庇
護
あ
さ
り
」
な
ど
の
庇
護
制
度
を
「
濫
用
」
す
る
可
能
性
が

高
い
と
い
う
前
提
理
解
が
あ
っ
た
。

政
治
的
な
迫
害
を
受
け
た
難
民
の
保
護
の
推
進
が
掲
げ
ら
れ
た
一
方
で
、
共
通

難
民
庇
護
制
度
は
、
難
民
の
管
理
に
傾
斜
し
て
い
っ
た
。
ユ
ー
ロ
ダ
ッ
ク
は
、
難
民

に
加
え
て
、
非
正
規
移
民
の
指
紋
も
採
取
さ
れ
、
電
子
デ
ー
タ
と
し
て
共
有
さ
れ
る

シ
ス
テ
ム
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
二
〇
〇
五
年
に
は
ユ
ー
ロ
ダ
ッ
ク
を
テ
ロ
対
策
の
た

め
に
利
用
す
べ
き
だ
と
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
難
民
・
非
正
規
移
民
と
テ
ロ
犯
罪
が
関

連
付
け
ら
れ
て
議
論
さ
れ
、
同
一
の
制
度
の
な
か
で
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）
18
（

。

以
上
の
議
論
か
ら
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
国
境
を
越
え
た
人
の
移
動
の
電
子
的

な
管
理
は
、
単
な
る
人
々
の
出
入
国
の
記
録
や
旅
行
・
ビ
ザ
の
記
録
の
分
類
・
蓄
積

と
い
う
目
的
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、「
は
じ
め
に
」
で
も
論
じ
た
よ
う
に
、集
積
・

分
類
さ
れ
た
デ
ー
タ
に
特
定
の
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
る
「
社
会
的
振
り
分
け
」
機
能

を
付
随
さ
せ
る
。共
通
難
民
政
策
導
入
の
背
景
に
あ
る
の
は
、難
民
が「
庇
護
あ
さ
り
」

な
ど
、
庇
護
制
度
を
「
濫
用
」
す
る
、
あ
る
い
は
テ
ロ
集
団
と
の
関
連
が
あ
る
可
能

性
を
有
す
る
と
い
う
点
が
論
じ
ら
れ
た
こ
と
に
明
瞭
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
Ｅ
Ｕ
域

外
出
身
の
難
民
や
非
正
規
移
民
は
「
犯
罪
を
起
こ
し
や
す
い
」
リ
ス
ク
の
あ
る
集
団

と
し
て
同
定
・
強
化
さ
れ
、
リ
ス
ク
管
理
の
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
う
し
た
意
味
付
け
は
別
の
側
面
で
も
顕
在
化
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
難

民
の
社
会
給
付
の
不
正
受
給
が
多
発
し
て
い
る
と
し
て
、
不
正
防
止
の
た
め
に
、
難

民
の
生
体
デ
ー
タ
を
採
取
し
、
電
子
的
に
管
理
す
る
こ
と
で
、
不
正
受
給
を
防
止
す

る
こ
と
が
し
ば
し
ば
議
論
さ
れ
て
い
る）
19
（

。
電
子
デ
ー
タ
に
よ
る
管
理
の
検
討
に
関
す

る
議
論
に
お
い
て
も
、
難
民
が
「
犯
罪
を
起
こ
し
や
す
い
」、「
リ
ス
ク
の
あ
る
」
集

団
と
し
て
見
ら
れ
、
難
民
の
デ
ー
タ
管
理
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
意
味
付
与
が
さ
れ

や
す
く
な
る
。

び
つ
け
て
論
じ
、
治
安
対
策
の
観
点
か
ら
移
民
・
難
民
を
管
理
す
る
政
策
を
導
入
し

た）
15
（

。
移
民
・
難
民
を
管
理
す
る
ツ
ー
ル
の
導
入
に
お
い
て
は
、
最
新
の
情
報
通
信
テ

ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
積
極
的
に
活
用
さ
れ
た
。

最
新
の
情
報
通
信
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
デ
ー
タ
管
理
は
、
シ
ェ
ン
ゲ
ン
情
報

シ
ス
テ
ム
（Schengen Inform

ation System

：
以
下
、
Ｓ
Ｉ
Ｓ
）、
ビ
ザ
情
報
シ
ス

テ
ム
（V

isa Inform
ation System

：
以
下
、Ｖ
Ｉ
Ｓ
）、
ユ
ー
ロ
ダ
ッ
ク
（Eurodac

）

で
あ
っ
た
。
Ｓ
Ｉ
Ｓ
は
指
名
手
配
犯
、
引
き
渡
し
請
求
の
出
て
い
る
人
物
の
情
報
、

シ
ェ
ン
ゲ
ン
領
域
で
入
国
を
拒
否
さ
れ
た
非
Ｅ
Ｕ
市
民
な
ど
に
関
す
る
電
子
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
で
あ
る）
16
（

。
Ｖ
Ｉ
Ｓ
は
非
Ｅ
Ｕ
市
民
の
ビ
ザ
の
審
査
・
発
行
、
無
効
、
取
り
消

し
に
関
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
あ
り
、
非
Ｅ
Ｕ
市
民
の
ビ
ザ
申
請
の
際
に
、
申
請
者

の
生
体
デ
ー
タ
を
取
得
し
、
電
子
的
に
管
理
し
て
い
る
。
Ｖ
Ｉ
Ｓ
に
よ
っ
て
、
非
Ｅ

Ｕ
市
民
の
偽
造
パ
ス
ポ
ー
ト
の
所
持
や
ビ
ザ
の
不
正
取
得
の
防
止
が
目
指
さ
れ
た
。

さ
ら
に
難
民
・
非
正
規
移
民
の
管
理
・
取
り
締
ま
り
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を

担
っ
て
い
る
の
が
、
庇
護
申
請
者
な
ど
の
指
紋
を
採
取
し
、
そ
の
電
子
デ
ー
タ
を
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
ユ
ー
ロ
ダ
ッ
ク
だ
っ
た
。

ユ
ー
ロ
ダ
ッ
ク
は
、
一
九
九
〇
年
の
ダ
ブ
リ
ン
条
約
に
も
と
づ
い
て
、
二
〇
〇
三

年
一
月
か
ら
運
用
さ
れ
て
お
り
、
ダ
ブ
リ
ン
条
約
は
二
〇
〇
三
年
二
月
の
Ｅ
Ｕ
の
委

員
会
規
則
三
四
三
／
二
〇
〇
三
（
ダ
ブ
リ
ン
Ⅱ
規
則
）
に
よ
り
置
き
換
え
ら
れ
た
。

ダ
ブ
リ
ン
規
則
で
は
、
庇
護
申
請
者
が
最
初
に
到
達
し
た
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
に
お
い
て
難

民
申
請
を
行
う
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
難
民
申
請
を
し
た
当
該
国
以

外
で
申
請
を
行
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
Ｅ
Ｕ
側
は
ダ
ブ
リ
ン
規
則

な
ど
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
共
通
難
民
庇
護
制
度
（C

om
m

on European A
sylum

 System

）

が
構
築
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
庇
護
申
請
者
が
Ｅ
Ｕ
域
内
の
ど
の
国
に
最
初
に

到
達
し
た
の
か
の
電
子
デ
ー
タ
が
登
録
・
管
理
さ
れ
、
難
民
が
複
数
の
Ｅ
Ｕ
諸
国
で

難
民
申
請
を
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
庇
護
あ
さ
り
（asylum

 shopping

）」
を
防
止
し
、
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実
際
に
移
送
が
行
わ
れ
た
の
は
七
一
〇
二
件
（
全
体
の
お
よ
そ
一
一
％
）
に
と
ど
ま

っ
た
。
さ
ら
に
次
頁
図
表
２
に
あ
る
よ
う
に
、
イ
タ
リ
ア
へ
は
お
よ
そ
一
〇
％
、
ブ

ル
ガ
リ
ア
は
三
％
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
は
一
％
、
ギ
リ
シ
ア
に
至
っ
て
は
、
移
送
実
施

は
〇
件
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
実
際
に
移
送
さ
れ
る
ケ
ー
ス
は
非
常
に
少
な
い
こ

と
が
わ
か
る
。

ギ
リ
シ
ア
に
向
け
て
ド
イ
ツ
か
ら
の
移
送
が
実
施
さ
れ
な
い
背
景
に
は
、
Ｅ
Ｕ

の
人
権
裁
判
所
に
よ
る
判
断
が
あ
っ
た
。
二
〇
一
一
年
に
Ｅ
Ｕ
の
人
権
裁
判
所
は
、

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
出
身
の
難
民
を
ベ
ル
ギ
ー
か
ら
ギ
リ
シ
ア
に
向
け
て
、
ダ
ブ
リ
ン

規
則
に
も
と
づ
い
て
送
還
す
る
こ
と
は
、
拷
問
、
非
人
道
的
、
品
位
を
落
と
す
よ
う

な
扱
い
や
刑
罰
を
禁
止
し
た
欧
州
人
権
規
約
三
条
、
あ
る
い
は
効
果
的
な
救
済
を
規

定
し
た
一
三
条
に
違
反
す
る
と
い
う
法
的
判
断
を
示
し
た
。
こ
の
判
決
に
よ
り
、
Ｅ

Ｕ
加
盟
国
の
多
く
が
ダ
ブ
リ
ン
規
則
に
も
と
づ
く
ギ
リ
シ
ア
へ
の
送
還
を
停
止
し

た
。

最
新
の
情
報
通
信
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
活
用
し
た
難
民
・
非
正
規
移
民
な
ど
の
外

国
人
の
管
理
は
、
も
っ
と
も
そ
の
実
際
の
運
用
に
際
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
や

対
立
、
あ
る
い
は
管
理
さ
れ
る
側
の
抗
議
運
動
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。
以
下
に
お
い

て
は
、
ダ
ブ
リ
ン
・
シ
ス
テ
ム
が
は
ら
む
矛
盾
や
諸
問
題
を
論
じ
て
い
く
。

　
　
　
　

３　

共
通
難
民
庇
護
制
度
の
限
界
？

　
　
　
　
（
１
）
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
間
で
の
相
互
協
力
に
お
け
る
諸
問
題

Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
構
築
さ
れ
た
ダ
ブ
リ
ン
規
則
は
、
そ
の
実
施
当
初
か
ら
、
ど
れ

だ
け
の
実
効
性
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
疑
問
視
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
Ｅ
Ｕ
の

外
囲
国
境
に
位
置
す
る
南
欧
諸
国
は
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約
の
発
効
に
難
色
を
示

す
な
ど
、
ダ
ブ
リ
ン
規
則
の
実
施
は
容
易
で
は
な
か
っ
た）
20
（

。

ダ
ブ
リ
ン
規
則
は
、
Ｅ
Ｕ
構
成
国
間
に
お
け
る
難
民
受
け
入
れ
の
分
担
・
割
り

当
て
の
取
り
決
め
で
は
な
く
、
Ｅ
Ｕ
域
外
か
ら
流
入
し
た
難
民
が
、
最
初
に
到
達
し

た
Ｅ
Ｕ
構
成
国
に
お
い
て
難
民
申
請
を
行
う
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
公

正
な
負
担
配
分
と
い
う
観
点
が
重
視
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
難
民
が

最
初
に
到
達
す
る
Ｅ
Ｕ
諸
国
で
あ
る
、
ギ
リ
シ
ア
や
イ
タ
リ
ア
な
ど
の
南
欧
諸
国
が

必
然
的
に
多
く
の
難
民
を
受
け
入
れ
、
庇
護
審
査
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
現
状
と

な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
現
状
に
対
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
、
イ
タ
リ
ア
、
マ
ル
タ
、
キ

プ
ロ
ス
政
府
は
過
重
な
負
担
に
対
し
て
不
満
を
漏
ら
し
、
Ｅ
Ｕ
に
対
し
て
難
民
受
け

入
れ
に
関
す
る
割
り
当
て
制
度
を
導
入
し
て
、
当
該
諸
国
の
負
担
を
軽
減
す
る
よ
う

に
主
張
し
て
い
る
も
の
の
、
実
現
に
は
至
っ
て
い
な
い）
21
（

。

ま
た
別
の
点
で
も
、
ダ
ブ
リ
ン
規
則
は
、
多
く
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
図
表

１
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ダ
ブ
リ
ン
規
則
に
も
と
づ
い
た
ド
イ
ツ
か
ら
他
国
へ
の
移

送
の
決
定
は
、
た
と
え
ば
二
〇
一
七
年
に
六
万
四
二
六
七
件
あ
っ
た
が
、
こ
の
う
ち

図表１　ダブリン規則による移送要請と実施数

出典：Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 
Das Bundesamt in Zahlen 2017, Nürnberg, 
2018, 44-45.
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（
２
）
市
民
に
よ
る
ダ
ブ
リ
ン
規
則
へ
の
抗
議
運
動

　

さ
ら
に
ダ
ブ
リ
ン
規
則
に
対
し
て
は
、
多
く
の
市
民
が
ダ
ブ
リ
ン
規
則
に
反
対
す

る
運
動
を
実
施
し
た
点
も
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

ダ
ブ
リ
ン
規
則
で
は
、
移
民
・
難
民
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
Ｅ
Ｕ
の
外
囲
国
境
だ

け
で
は
な
く
内
部
境
界
に
お
い
て
も
管
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
移
民
・
難
民

は
、
治
安
当
局
に
よ
り
収
集
さ
れ
た
デ
ー
タ
に
も
と
づ
い
て
追
跡
さ
れ
る
こ
と
に
よ

り
、
そ
れ
ま
で
以
上
に
Ｅ
Ｕ
各
国
に
お
い
て
国
外
退
去
の
リ
ス
ク
に
さ
ら
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
点
で
難
民
の
Ｅ
Ｕ
域
内
に
お
け
る
自
由
移
動
は
著
し
く
制

限
さ
れ
、
難
民
た
ち
は
「
い
つ
で
も
送
還
可
能
な
状
態
（deportability

）」
へ
と
追

い
や
ら
れ
る
な
ど
、
そ
の
権
利
を
大
き
く
制
約
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
も
い
え
る

だ
ろ
う）
22
（

。

難
民
の
お
か
れ
た
こ
う
し
た
事
態
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
会

の
教
区
市
民
に
よ
る
難
民
保
護
運
動
で
あ
る
、「
教
会
ア
ジ
ー
ル
（K

irchenasyl

）」

が
近
年
に
お
い
て
、
再
活
性
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
教
会
ア
ジ
ー
ル
は
、
ド
イ
ツ

な
ど
の
欧
米
各
国
に
お
い
て
、
人
道
的
な
観
点
か
ら
受
け
入
れ
国
で
の
保
護
が
必
要

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
外
退
去
強
制
の
危
機
に
あ
る
難
民
を
教
区
市
民
が
教
会
で
保

護
す
る
運
動
の
こ
と

で
あ
り
、
教
会
ア

ジ
ー
ル
に
よ
り
、
多

く
の
難
民
が
退
去
強

制
の
危
機
か
ら
逃
れ

て
、
受
け
入
れ
国
に

保
護
さ
れ
た）
23
（

。
ド
イ

ツ
の
教
会
ア
ジ
ー
ル

は
、
一
九
八
〇
年
代

以
降
、
盛
ん
に
実
施

さ
れ
、
一
九
九
〇
年

代
初
め
を
ピ
ー
ク
に

し
て
、
そ
の
後
、
実

施
数
は
大
き
く
後
退

し
た
が
、
図
表
三
に

示
さ
れ
る
よ
う
に
、

二
〇
一
三
年
以
降
急

増
し
た
。
最
近
に

な
っ
て
、
再
び
教
会

ア
ジ
ー
ル
が
活
性
化

出典：Aktuelle Zahlen: Kirchenasyle bundesweit. (https://www.kirchenasyl.de/aktuelles/)
　　　（2019年 9月 18日取得）。

図表２　ダブリン規則による移送要請と実施数

出典：Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Das 
Bundesamt in Zahlen 2017, Nürnberg, 2018, 42-43.

図表３　教会アジール件数
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し
て
い
る
背
景
に
あ
る
の
は
、
ダ
ブ
リ
ン
規
則
に
も
と
づ
く
難
民
の
移
送
の
阻
止
が

重
要
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

前
頁
図
表
三
に
あ
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
全
土
で
は
、
二
〇
一
八
年
に
一
三
二
五

件
も
の
教
会
ア
ジ
ー
ル
が
実
施
さ
れ
た
が
、
こ
の
う
ち
ダ
ブ
リ
ン
規
則
に
よ
る
移
送

を
回
避
す
る
目
的
で
行
わ
れ
た
、
教
会
ア
ジ
ー
ル
の
件
数
は
一
二
四
六
件
（
保
護
人

数
一
九
九
一
人
）
だ
っ
た
。
二
〇
一
八
年
中
に
九
〇
九
件
が
終
了
し
、
八
六
七
件
に

関
し
て
は
、
国
外
退
去
の
危
機
に
あ
っ
た
難
民
が
ド
イ
ツ
で
の
滞
在
が
認
め
ら
れ
る

な
ど
、
ド
イ
ツ
の
教
会
ア
ジ
ー
ル
は
大
き
な
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。
ダ
ブ
リ
ン
規
則

で
は
、
他
国
へ
の
移
送
決
定
か
ら
、
移
送
実
施
ま
で
の
有
効
期
間
が
六
ヶ
月
と
設
定

さ
れ
、
そ
れ
を
超
え
た
場
合
に
は
、
移
送
要
請
し
た
国
が
当
該
難
民
の
審
査
を
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
教
会
ア
ジ
ー
ル
を
実
施
す
る
教

会
関
係
者
は
、
教
会
ア
ジ
ー
ル
を
い
つ
ま
で
続
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
、
そ
の

見
通
し
が
つ
か
な
い
ケ
ー
ス
も
み
ら
れ
た
が
、
ダ
ブ
リ
ン
規
則
に
よ
っ
て
、
移
送
実

施
期
間
が
六
ヶ
月
と
な
っ
た
た
め
に
、
教
会
関
係
者
は
、
教
会
ア
ジ
ー
ル
実
施
の
見

通
し
が
立
て
や
す
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
に
多
く
の
教
会
ア
ジ
ー
ル
が
実
施
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
連
邦
内
務
省
は
、
連
邦
・
州
の
内
務
大
臣
会
議

で
の
決
定
を
受
け
て
、
教
会
ア
ジ
ー
ル
で
保
護
さ
れ
る
難
民
は
非
合
法
的
に
ド
イ
ツ

に
滞
在
し
て
い
る
と
解
釈
し
、
二
〇
一
八
年
八
月
以
降
は
、
移
送
期
間
を
六
ヶ
月
か

ら
一
八
ヶ
月
に
延
長
す
る
と
し
た）
24
（

。

　
　
　
　

４　

共
通
難
民
庇
護
制
度
に
対
す
る
難
民
の
抗
議
運
動

Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
難
民
問
題
で
は
、
共
通
難
民
庇
護
制
度
を
批
判
す
る
各
国
の
Ｎ

Ｇ
Ｏ
や
教
会
関
係
者
が
、
難
民
の
保
護
運
動
を
実
施
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
難

民
た
ち
が
現
行
の
共
通
制
度
に
大
規
模
に
抗
議
活
動
を
展
開
し
て
い
る）
25
（

。
以
下
に
お

い
て
は
、
難
民
自
身
が
ど
の
よ
う
な
対
抗
戦
略
を
と
っ
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
。

第
一
に
、
難
民
が
当
局
か
ら
の
指
紋
押
捺
を
集
団
で
拒
絶
す
る
事
例
が
み
ら
れ

た
。
た
と
え
ば
、
イ
タ
リ
ア
の
ラ
ン
ペ
ド
ゥ
ー
ザ
島
で
は
大
規
模
な
難
民
の
指
紋
押

捺
拒
否
運
動
が
発
生
し
、
指
紋
押
捺
に
よ
り
管
理
さ
れ
る
こ
と
に
抗
議
し
た）
26
（

。
あ
る

い
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ウ
ィ
ー
ン
に
お
い
て
も
、
難
民
た
ち
が
指
紋
を
押
捺
さ
れ

る
こ
と
に
よ
り
、
自
由
移
動
の
権
利
を
は
く
奪
さ
れ
る
と
抗
議
運
動
を
行
っ
た）
27
（

。
彼

ら
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
の
保
護
の
権
利
、
自
由
に
居
住
場
所
を
選
択
・
移
動
で
き

る
権
利
、
ま
た
ダ
ブ
リ
ン
規
則
に
も
と
づ
く
ハ
ン
ガ
リ
ー
へ
の
強
制
的
な
国
外
退
去

の
停
止
な
ど
を
要
求
し
、
そ
れ
が
望
め
な
い
場
合
に
は
、
自
分
た
ち
の
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
上
に
あ
る
指
紋
の
デ
ー
タ
を
消
去
し
て
ほ
し
い
と
訴
え
た）
28
（

。

第
二
に
、
こ
の
よ
う
な
指
紋
押
捺
拒
否
運
動
の
発
生
と
と
も
に
、
別
の
形
で

も
、
難
民
自
身
に
よ
る
共
通
難
民
庇
護
制
度
に
抗
議
す
る
運
動
が
展
開
さ
れ
た
。
イ

タ
リ
ア
で
の
難
民
審
査
を
経
て
そ
こ
で
の
滞
在
を
許
可
さ
れ
た
難
民
が
、
Ｅ
Ｕ
の
現

行
制
度
を
利
用
し
て
合
法
的
に
他
の
Ｅ
Ｕ
諸
国
へ
と
移
動
し
、
そ
こ
で
の
居
住
・
就

労
を
訴
え
る
抗
議
運
動
が
活
発
化
し
た
。
以
下
で
は
、
そ
の
越
境
移
動
と
抗
議
活
動

の
経
緯
を
簡
単
に
み
て
お
き
た
い
。

北
ア
フ
リ
カ
の
リ
ビ
ア
に
滞
在
し
て
い
た
サ
ブ
・
サ
ハ
ラ
出
身
の
難
民
、
お
よ

そ
三
万
人
が
、
二
〇
一
一
年
四
月
以
降
、
リ
ビ
ア
で
の
紛
争
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
イ

タ
リ
ア
へ
と
避
難
し
た
。
難
民
は
イ
タ
リ
ア
で
指
紋
押
捺
さ
れ
、
難
民
審
査
の
手
続

き
の
の
ち
に
、
イ
タ
リ
ア
で
合
法
的
に
滞
在
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
も
っ
と
も

イ
タ
リ
ア
で
は
難
民
が
就
労
し
自
活
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
。
ま
た
イ
タ
リ
ア

の
難
民
保
護
制
度
も
保
護
が
充
実
し
て
い
る
北
欧
や
西
欧
諸
国
の
保
護
制
度
に
比
較

し
て
脆
弱
で
あ
り
、
難
民
支
援
が
不
十
分
だ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
難
民
の
一

部
は
生
存
維
持
の
た
め
に
、
他
の
Ｅ
Ｕ
諸
国
へ
の
移
動
を
試
み
た）
29
（

。
難
民
は
イ
タ
リ

ア
以
外
の
他
の
Ｅ
Ｕ
諸
国
に
お
い
て
就
労
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
イ
タ
リ
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ア
の
法
的
な
滞
在
資
格
を
有
す
る
た
め
に
、
Ｅ
Ｕ
の
制
度
に
し
た
が
っ
て
、
三
ヶ
月

間
、
旅
行
者
と
し
て
域
内
を
移
動
で
き
た
。
難
民
は
そ
の
権
利
を
行
使
し
て
他
の
Ｅ

Ｕ
諸
国
へ
移
動
し
た）
30
（

。
そ
の
う
ち
、
イ
タ
リ
ア
か
ら
ド
イ
ツ
へ
移
動
し
た
難
民
た
ち

も
多
く
い
た
。

他
方
で
、
す
で
に
ド
イ
ツ
で
庇
護
申
請
を
し
て
い
た
難
民
た
ち
は
、
二
〇
一
二

年
一
月
に
バ
イ
エ
ル
ン
州
の
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
に
あ
る
難
民
収
容
施
設
で
起
こ
っ

た
、
イ
ラ
ン
人
難
民
の
自
殺
に
対
し
て
抗
議
運
動
を
行
っ
た）
31
（

。
難
民
た
ち
は
ド
イ
ツ

各
地
の
収
容
施
設
に
立
ち
寄
り
、
抗
議
運
動
の
賛
同
者
を
集
め
て
、
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル

ク
か
ら
ベ
ル
リ
ン
へ
移
動
し
た
。
ベ
ル
リ
ン
に
到
着
し
た
難
民
た
ち
は
、
ベ
ル
リ
ン

市
の
ク
ロ
イ
ツ
ベ
ル
ク
に
あ
る
オ
ラ
ニ
エ
ン
広
場
を
占
拠
し
た
。

　

イ
タ
リ
ア
か
ら
ベ
ル
リ
ン
に
移
動
し
た
難
民
た
ち
も
、「
ベ
ル
リ
ン
の
ラ
ン
ペ

ド
ゥ
ー
ザ
（Lam

pedusa in B
erlin

）」
と
い
う
抗
議
運
動
の
た
め
の
グ
ル
ー
プ
を
結

成
し
、
オ
ラ
ニ
エ
ン
広
場
で
の
抗
議
運
動
に
加
わ
っ
た
。
も
っ
と
も
抗
議
運
動
で

は
、
難
民
グ
ル
ー
プ
の
な
か
で
も
、
協
力
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
対
立
も
生
じ
て
い

た
。
二
〇
一
四
年
四
月
に
「
ベ
ル
リ
ン
の
ラ
ン
ペ
ド
ゥ
ー
ザ
」
の
難
民
は
、
行
政

当
局
と
ド
イ
ツ
で
の
滞
在
の
た
め
の
交
渉
を
行
う
と
い
う
合
意
に
達
し
た
こ
と
に
よ

り
、
オ
ラ
ニ
エ
ン
広
場
か
ら
立
ち
退
き
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
各
収
容
施
設
に
移
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
ほ
か
の
難
民
グ
ル
ー
プ
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、

行
政
当
局
と
権
利
獲
得
の
交
渉
と
立
ち
退
き
に
同
意
し
て
い
な
い
と
反
発
し
た）
32
（

。

　

他
方
で
北
ド
イ
ツ
の
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
は
、
二
〇
一
三
年
に
推
計
三
〇
〇
人
か
ら

三
五
〇
人
の
イ
タ
リ
ア
か
ら
流
入
し
た
難
民
が
抗
議
運
動
を
展
開
し
た
。
ハ
ン
ブ
ル

ク
で
も
難
民
グ
ル
ー
プ
は
組
織
化
し
た
。
難
民
た
ち
は
「
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
ラ
ン
ペ

ド
ゥ
ー
ザ
（Lam

pedusa in H
am

burg

）」
を
結
成
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
難
民
支
援

グ
ル
ー
プ
と
結
び
つ
き
な
が
ら
、
集
合
的
な
政
治
的
要
求
を
行
っ
た
。
ハ
ン
ブ
ル
ク

に
お
い
て
ラ
ン
ペ
ド
ゥ
ー
ザ
の
難
民
グ
ル
ー
プ
は
、
自
分
た
ち
が
リ
ビ
ア
で
の
Ｎ
Ａ

Ｔ
Ｏ
軍
に
よ
る
攻
撃
の
被
害
者
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
リ
ビ
ア
か
ら
イ
タ
リ
ア
へ
移

動
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
、
イ
タ
リ
ア
で
難
民
申
請
し
、
滞
在
許
可
が
交
付
さ
れ

た
も
の
の
、
イ
タ
リ
ア
で
の
自
分
た
ち
の
生
活
が
困
難
な
の
は
イ
タ
リ
ア
政
府
の
責

任
で
あ
る
と
主
張
し
た）
33
（

。
難
民
は
自
分
た
ち
が
ホ
ー
ム
レ
ス
状
態
で
あ
る
こ
と
、
ヘ

ル
ス
ケ
ア
や
教
育
へ
の
ア
ク
セ
ス
な
ど
の
社
会
的
権
利
が
欠
如
し
て
い
る
現
状
が
あ

る
と
主
張
し
、
そ
の
た
め
に
よ
り
豊
か
な
ド
イ
ツ
へ
と
移
動
し
、「
わ
れ
わ
れ
は
こ

こ
に
と
ど
ま
り
た
い
（W

e are here to stay

）」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
て
、

ハ
ン
ブ
ル
ク
に
居
住
し
、
就
労
す
る
権
利
を
求
め
た）
34
（

。

ハ
ン
ブ
ル
ク
に
お
い
て
難
民
は
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
獲
得
す
る
な
か
で
、

二
〇
一
三
年
五
月
二
二
日
に
は
、
難
民
や
支
援
者
た
ち
は
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
市
庁
舎
を

占
拠
し
、
当
時
の
ハ
ン
ブ
ル
ク
市
長
の
シ
ョ
ル
ツ
（O

laf Scholz

：
ド
イ
ツ
社
会
民

主
党
）
へ
の
面
会
を
要
求
し
、
市
に
対
し
て
上
記
の
要
求
を
突
き
つ
け
た
。
し
か
し

な
が
ら
市
当
局
は
難
民
グ
ル
ー
プ
の
要
求
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
も
難
民

た
ち
は
ド
イ
ツ
で
の
滞
在
許
可
取
得
を
要
求
し）
35
（

、
二
〇
一
三
年
一
一
月
二
日
に
は

一
五
〇
〇
〇
人
規
模
の
デ
モ
が
開
催
さ
れ
、
多
く
の
グ
ル
ー
プ
が
参
加
し
、
難
民
た

ち
が
建
物
を
占
拠
す
る
な
ど
、
影
響
が
拡
大
し
た
。
警
察
は
ア
フ
リ
カ
系
に
対
す
る

人
種
的
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
を
実
施
し
、
運
動
を
展
開
す
る
難
民
の
取
り
締
ま
り
を

厳
し
く
行
っ
た）
36
（

。

他
方
で
難
民
の
権
利
獲
得
の
た
め
の
運
動
は
、
そ
れ
ま
で
の
テ
ン
ト
で
の
抗
議

や
占
拠
と
は
異
な
る
形
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。
た
と
え
ば
労
働
組
合
の

「
ヴ
ェ
ル
デ
ィ（Ver.di

）」
が
、
ラ
ン
ペ
ド
ゥ
ー
ザ
の
難
民
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
、

一
五
〇
人
を
組
合
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
登
録
し
た）
37
（

。
そ
れ
に
よ
り
、
グ
ル
ー
プ
の
メ

ン
バ
ー
が
有
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
資
格
や
職
業
的
な
ス
キ
ル
を
展
示
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
が
開
催
さ
れ
た
。
難
民
の
活
動
は
、
組
合
の
サ
ポ
ー
ト
を
受
け
て
文
化
的
な
活
動

へ
と
変
容
し
た）
38
（

。
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あ
る
い
は
、「
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
お
け
る
Ｆ
Ｃ
ラ
ン
ペ
ド
ゥ
ー
ザ
（FC

 Lam
pedusa 

in H
am

burg

）」
と
い
う
ス
ポ
ー
ツ
・
ク
ラ
ブ
が
結
成
さ
れ
、
ク
ラ
ブ
の
メ
ン
バ
ー

が
難
民
に
サ
ッ
カ
ー
の
ス
キ
ル
を
教
え
て
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
プ
レ
ー
す
る
と
い
う
こ

と
に
よ
り
、
難
民
が
ド
イ
ツ
社
会
に
根
付
い
て
い
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
。
ク
ラ

ブ
の
メ
ン
バ
ー
と
と
も
に
難
民
は
、「
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
プ
レ
ー
が
し
た
い
（w

e 

are here to play

）」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
て
、
ド
イ
ツ
で
の
居
住
す
る
権
利

を
求
め
た）
39
（

。

以
上
の
よ
う
に
、
難
民
は
、
ベ
ル
リ
ン
や
ハ
ン
ブ
ル
ク
市
な
ど
の
都
市
で
活
動

す
る
難
民
グ
ル
ー
プ
や
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
組
織
と
結
び
つ
き
、
ド
イ
ツ
で
の
居
住
と

就
労
を
認
め
る
よ
う
に
市
に
要
求
し
た
。
も
っ
と
も
抗
議
運
動
に
お
い
て
は
、
難
民

支
援
グ
ル
ー
プ
の
な
か
で
も
、
ド
イ
ツ
市
民
の
運
動
家
と
難
民
と
の
間
に
お
い
て
、

あ
る
い
は
難
民
の
間
で
も
、
運
動
の
目
的
、
方
針
、
実
施
方
法
を
め
ぐ
っ
て
、
協
力

関
係
だ
け
で
は
な
く
、
対
立
も
生
じ
て
い
た）
40
（

。

　
　

　
　
　
　
５　

お
わ
り
に

Ｅ
Ｕ
や
ド
イ
ツ
の
難
民
保
護
に
お
い
て
は
、
生
体
認
証
技
術
を
応
用
し
た
外
国

人
の
管
理
、
と
り
わ
け
難
民
や
非
正
規
移
民
な
ど
の
移
民
管
理
が
進
行
し
て
い
る
。

管
理
さ
れ
る
タ
ー
ゲ
ッ
ト
の
生
体
か
ら
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
が
電
子
媒
体
を
通
じ
て
検

索
可
能
と
な
る
こ
と
で
、
移
民
管
理
が
電
子
的
な
情
報
や
知
識
に
も
と
づ
い
て
行
わ

れ
る
。
そ
れ
は
非
正
規
移
民
や
難
民
の
移
動
と
い
う
、
し
ば
し
ば
補
足
す
る
こ
と
が

困
難
と
な
る
越
境
移
動
を
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
上
で
常
時
検
索
・
追
跡
可
能
な
も
の
と

し
、
移
動
経
路
を
把
握
す
る
こ
と
の
で
き
る
デ
ー
タ
と
し
て
可
読
的
な
も
の
に
す
る

試
み
で
あ
る
と
も
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い）
41
（

。
こ
の
よ
う
な
デ
ー
タ
で
の
管
理
に

よ
っ
て
、
デ
ー
タ
と
し
て
登
録
さ
れ
た
難
民
・
非
正
規
移
民
は
、
Ｅ
Ｕ
各
国
に
お
い

て
こ
れ
ま
で
以
上
に
退
去
処
分
に
処
せ
ら
れ
る
リ
ス
ク
が
高
ま
る
と
い
う
点
で
、
彼

ら
の
権
利
の
抑
制
と
排
除
が
生
じ
て
い
る
。

情
報
通
信
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
用
い
た
移
民
管
理
の
あ
り
方
は
、
冒
頭
指
摘
し
た

よ
う
な
「
要
塞
化
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
の
言
説
が
示
す
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

境
界
が
単
一
の
線
と
し
て
現
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
電
子
デ
ー
タ
に
も
と

づ
く
内
的
管
理
も
強
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
管
理
が
重
層
的
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
化
さ
れ
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ
の
域
外
・
域
内
に
お
け
る
境
界
の
構
築
は
、
Ｅ
Ｕ
域
内
の

自
由
移
動
と
内
国
管
理
の
強
化
の
な
か
で
Ｅ
Ｕ
域
内
で
の
難
民
の
強
制
的
な
送
還
問

題
を
生
み
出
し
て
い
る
。
他
方
で
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
市
民
や
難
民
た
ち
は
Ｅ
Ｕ
域
内

に
お
い
て
自
由
に
移
動
し
滞
在
す
る
こ
と
を
求
め
て
、
Ｅ
Ｕ
や
ド
イ
ツ
の
進
め
る
共

通
政
策
に
対
し
て
抗
議
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ
の
自
由
移
動
の
制
度
を
利
用
し

て
、
Ｅ
Ｕ
域
内
を
合
法
的
に
移
動
し
、
移
動
先
で
自
分
た
ち
の
権
利
を
訴
え
る
と
い

う
手
法
は
、
Ｅ
Ｕ
統
合
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
の
域
内
移
動

の
自
由
化
と
外
囲
境
界
の
管
理
の
厳
格
化
に
よ
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
内
部
の
境
界
を
め
ぐ
る

新
た
な
政
治
的
緊
張
が
高
ま
っ
て
い
る
。

本
論
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
情
報
通
信
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に

も
と
づ
く
移
民
・
難
民
の
生
体
管
理
は
問
題
な
く
進
行
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

情
報
通
信
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
用
い
た
管
理
は
、
Ｅ
Ｕ
市
民
や
「
問
題
の
な
い
」
非
Ｅ

Ｕ
市
民
に
と
っ
て
安
全
や
利
便
性
を
も
た
ら
す
と
さ
れ
る
一
方
で
、
移
民
管
理
の
導

入
が
、
非
Ｅ
Ｕ
市
民
の
な
か
で
も
難
民
や
非
正
規
移
民
の
権
利
抑
制
に
つ
な
が
り
、

そ
れ
に
対
し
て
管
理
の
対
象
と
な
る
人
々
は
政
策
の
導
入
に
抗
議
し
て
い
る
。
ま
た

管
理
を
担
う
側
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
も
共
通
政
策
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
は
決
し
て
一
枚

岩
で
は
な
く
、
加
盟
国
間
に
お
い
て
生
体
管
理
の
政
策
遂
行
を
め
ぐ
っ
て
温
度
差
が

存
在
す
る
。
情
報
通
信
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
応
用
し
た
移
民
・
難
民
の
生
体
管
理
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
抗
議
、
軋
轢
、
問
題
点
を
露
呈
し
て
い
る
現
状
が
認
め
ら
れ
る
。
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Ｅ
Ｕ
の
難
民
規
制
に
と
も
な
う
境
界
は
Ｅ
Ｕ
域
内
・
域
外
と
重
層
的
に
構
築
さ

れ
る
と
と
も
に
、
加
盟
国
間
に
お
け
る
軋
轢
や
、
市
民
や
難
民
の
抗
議
の
な
か
で
境

界
は
常
に
流
動
的
な
も
の
と
な
り
得
る
。
Ｅ
Ｕ
の
境
界
は
Ｅ
Ｕ
や
各
国
政
府
に
よ
る

規
制
だ
け
で
は
な
く
、
規
制
に
対
す
る
Ｅ
Ｕ
市
民
や
外
国
人
に
よ
る
抗
議
の
実
践
に

直
面
す
る
な
か
で
構
築
さ
れ
て
い
る
点
を
、
今
後
と
も
注
視
し
て
い
く
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う）
42
（

。
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関
す
る
研
究
所
は
、
全
て
閉
鎖
さ
れ
、
遺
伝
学
専
門
の
研
究
団
体
を
作
る
こ
と
も
難

し
い
状
況
で
あ
っ
た）

3
（

。

し
か
し
、
一
九
五
〇
年
代
に
入
る
と
、
ヒ
ト
の
遺
伝
を
対
象
と
し
た
「
人
類
遺

伝
学 H

um
angenetik

」
の
重
要
性
が
、
世
界
的
に
増
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
Ｄ

Ｎ
Ａ
の
二
重
ら
せ
ん
構
造
の
発
見
や
、
ヒ
ト
の
染
色
体
数
の
確
定
な
ど
、
こ
の
時

期
に
相
次
い
だ
遺
伝
学
を
め
ぐ
る
国
際
的
な
発
見
か
ら
、
ま
ず
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ

ス
で
、
遺
伝
学
の
重
要
性
が
増
し
て
い
っ
た
。
こ
の
影
響
を
受
け
、
ド
イ
ツ
で
も

　
　
　
　

１　

は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
、一
九
五
〇
〜
六
〇
年
代
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
遺
伝
学
に
着
目
し
、

当
該
領
域
に
お
け
る
断
種
を
め
ぐ
る
議
論
と
、
断
種
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
検
討
す

る
こ
と
で
、
戦
後
ド
イ
ツ
の
生
体
管
理
の
在
り
方
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

あ
る
。

　

ナ
チ
政
権
が
、「
健
康
」
な
民
族
共
同
体
を
目
指
し
、
様
々
な
施
策
に
よ
っ
て

国
民
の
身
体
に
介
入
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
特
に
、

一
九
三
四
年
か
ら
発
効
し
た
「
遺
伝
病
の
子
孫
予
防
法
」
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
強
制

断
種
は
、
国
家
に
よ
る
「
民
族
の
身
体
」
の
管
理
の
問
題
を
如
実
に
示
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
ナ
チ
体
制
期
に
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
用
い
ら
れ
た
、「
遺
伝
病
の
家
族
」

と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
記
事
で
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
者
や
精
神
病
者
が
子
供
を
も
つ

と
、
同
じ
性
質
が
何
世
代
に
も
わ
た
っ
て
受
け
継
が
れ
て
い
く
と
、
家
系
図
の
形
で

訴
え
ら
れ
て
い
る
（
図
１
）。
こ
う
し
た
例
を
見
る
ま
で
も
な
く
、
ナ
チ
体
制
期
に

お
い
て
は
、「
遺
伝
」
と
い
う
概
念
が
非
常
に
重
視
さ
れ
、「
劣
等
な
遺
伝
子
」
を
持

つ
者
の
数
を
減
ら
し
て
い
く
べ
き
だ
と
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ナ
チ
体
制
期
は

「
遺
伝
管
理
社
会
」
と
も
称
さ
れ
る）

1
（

。

　

一
方
、
ナ
チ
体
制
終
焉
直
後
の
ド
イ
ツ
で
は
、
遺
伝
学
を
め
ぐ
る
状
況
は
一
変
し

た
。「
遺
伝
」
を
重
視
し
た
ナ
チ
政
権
が
犯
し
た
様
々
な
犯
罪
に
よ
っ
て
、
遺
伝
学

は
「
道
徳
的
な
意
味
で
信
頼
で
き
ず
、
非
人
道
的
」
な
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る）

2
（

。
一
九
三
三
年
か
ら
一
九
四
五
年
の
間
に
つ
く
ら
れ
た
、
遺
伝
に

戦
後
ド
イ
ツ
に
お
け
る
遺
伝
学
と
生
体
管
理

　
　
　

―
一
九
五
〇
〜
六
〇
年
代
に
お
け
る
断
種
論
を
中
心
に

―紀　

愛
子

遺
伝
学
研
究
の
必
要
性
が

叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、

一
九
六
〇
年
代
に
は
、
遺

伝
学
に
関
す
る
職
を
医
学

部
内
に
設
置
す
る
必
要
が

訴
え
ら
れ
、
関
連
研
究
所

も
新
設
さ
れ
て
い
く
。
続

く
一
九
七
〇
年
代
に
な
る

と
、
新
た
な
遺
伝
子
技
術

に
関
す
る
研
究
も
発
展
し

て
い
く
が
、
そ
の
前
の
、

一
九
五
〇
〜
六
〇
年
代
の

時
期
は
ち
ょ
う
ど
、
遺
伝

子
や
染
色
体
と
い
っ
た
、

個
人
の
身
体
的
特
性
を
強

く
規
定
す
る
も
の
の
実
態

が
、
徐
々
に
明
ら
か
に
な

り
始
め
る
時
期
と
い
え
る

図１　「遺伝病の家族」と題した家系図。Neues Volk, Nr. 2 (1934), Heft 3, S. 6-7.
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い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る）

4
（

。「
人
類
遺
伝
学
」
と
訳
さ
れ
る
こ
の
言
葉

は
、
一
九
五
六
年
、
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
で
開
催
さ
れ
た
国
際
会
議
で
使
用
さ
れ
て
か

ら
、
世
界
的
に
広
ま
り
、
独
自
の
学
問
分
野
と
し
て
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）

5
（

。

一
九
五
九
年
に
出
版
さ
れ
た
、『
人
類
の
遺
伝
学
：
人
類
遺
伝
学
の
教
科
書
』
で
は
、

人
類
遺
伝
学
は
、「
ヒ
ト
に
お
け
る
遺
伝
性
の
出
現
に
関
す
る
学
問
」
で
、「
狭
義
で

は
、
遺
伝
子
の
血
統
と
そ
の
発
生
、
頻
度
、
遺
伝
子
の
表
現
型
の
作
用
に
関
す
る
学

問
」
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
て
い
る）

6
（

。

　

先
述
の
よ
う
に
、
終
戦
後
の
数
年
間
は
、
ド
イ
ツ
の
遺
伝
学
に
と
っ
て
「
難
し
い
」

時
期
と
な
っ
た）

7
（

。
し
か
し
一
方
で
、
遺
伝
に
関
す
る
研
究
の
必
要
性
自
体
は
消
え
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
先
述
の
よ
う
な
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
発
見
な
ど
に
よ
っ
て
、

遺
伝
学
へ
の
注
目
は
国
際
的
に
も
ま
す
ま
す
増
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
背
景
か
ら
、

新
た
に
研
究
所
が
創
設
さ
れ
、
ナ
チ
体
制
期
に
遺
伝
学
の
分
野
で
名
の
知
れ
て
い
た

研
究
者
た
ち
は
、
戦
後
初
期
か
ら
職
を
得
て
、
研
究
を
続
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ

た
。
特
に
、
ナ
チ
政
権
と
結
び
つ
き
が
強
か
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
、
カ
イ
ザ
ー
・

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
人
類
学
・
人
類
遺
伝
学
・
優
生
学
研
究
所
各
部
門
の
元
所
長
た
ち
は
、

戦
後
直
後
か
ら
一
九
五
〇
年
代
に
か
け
て
、
次
々
と
新
た
な
研
究
所
の
所
長
職
を
得

た
。
例
え
ば
、
一
九
四
六
年
に
は
、
同
研
究
所
の
優
生
学
部
局
長
で
あ
っ
た
フ
リ
ッ

ツ
・
レ
ン
ツ
が
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
で
、
一
九
五
一
年
に
は
、
同
研
究
所
の
所
長
で

あ
っ
た
オ
ッ
ト
マ
ー
・
フ
ラ
イ
ヘ
ア
・
フ
ォ
ン
・
フ
ェ
ア
シ
ュ
ア
が
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー

で
、
一
九
五
三
年
に
は
、
同
研
究
所
の
実
験
遺
伝
病
理
学
部
局
長
で
あ
っ
た
ハ
ン
ス
・

ナ
ハ
ツ
ハ
イ
ム
が
ベ
ル
リ
ン
で
、
そ
れ
ぞ
れ
研
究
所
の
所
長
職
を
得
て
い
る）

8
（

。
つ
ま

り
、
戦
後
の
遺
伝
学
の
草
創
期
に
は
、
ナ
チ
と
の
結
び
つ
き
が
強
か
っ
た
学
者
が
こ

の
学
問
を
牽
引
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
一
九
四
五
年
以
前
と
の
連

続
性
は
こ
の
分
野
に
お
い
て
、
非
常
に
強
く
見
ら
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　

人
類
遺
伝
学
に
と
っ
て
の
転
機
は
一
九
六
〇
年
代
で
あ
っ
た
。
一
九
五
〇
年
代
に

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
個
人
の
身
体
を
形
作
る
「
情
報
」
の
単
位

が
、
よ
り
細
分
化
さ
れ
た
こ
と
で
、
身
体
を
よ
り
緻
密
に
分
析
す
る
可
能
性
が
ひ
ら

か
れ
始
め
た
時
期
と
い
え
よ
う
。

で
は
、
戦
後
ド
イ
ツ
に
お
け
る
遺
伝
学
の
草
創
期
と
も
い
え
る
一
九
五
〇
〜

六
〇
年
代
に
、
遺
伝
学
者
た
ち
は
、
遺
伝
に
関
す
る
情
報
に
基
づ
い
て
個
人
の
身
体

を
管
理
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
議
論
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本

稿
で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
当
該
時
期
に
遺
伝
学
者
た
ち
の
間
で
散
見
さ
れ
た
、

断
種
に
関
す
る
議
論
を
中
心
に
検
討
し
た
い
。
結
論
を
先
取
り
す
る
な
ら
ば
、
ナ
チ

体
制
期
に
「
遺
伝
」
と
い
う
概
念
が
「
濫
用
」
さ
れ
、
大
規
模
な
強
制
断
種
政
策
に

つ
な
が
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
一
九
五
〇
〜
六
〇
年
代
の
ド
イ
ツ
で
は
再
び
、
断
種

の
必
要
性
や
、
そ
の
法
制
化
に
関
す
る
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
議
論

の
中
に
は
、
当
時
の
遺
伝
学
者
た
ち
が
、「
遺
伝
」
の
概
念
に
基
づ
い
て
個
人
の
生

殖
に
介
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
、
そ
の
認
識
の
一

端
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
対
象
時

期
に
遺
伝
学
者
が
発
表
し
た
論
文
や
著
作
を
も
と
に
、
遺
伝
学
者
た
ち
が
、
同
時
代

に
生
き
て
い
る
人
々
の
身
体
、
ひ
い
て
は
次
世
代
の
身
体
を
ど
の
よ
う
に
管
理
し
よ

う
と
し
て
い
た
の
か
を
浮
き
彫
り
に
し
た
い
。

　
　
　
　

２　

戦
後
ド
イ
ツ
に
お
け
る
遺
伝
学
の
発
展

　

ま
ず
は
戦
後
、
遺
伝
学
と
い
う
学
問
が
ど
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
で
整
備
さ
れ
た
の
か

を
、
手
短
に
概
観
し
て
お
こ
う
。

一
九
四
〇
年
代
に
至
る
ま
で
の
ド
イ
ツ
で
は
、
人
間
を
対
象
と
し
た
遺
伝
学
は

「m
enschliche Erblehre

」
や
「Erbbiologie des M

enschen

」
と
い
う
言
葉
で
あ
ら

わ
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
一
九
四
〇
年
代
以
降
は
、「H

um
angenetik

」
と
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は
ま
だ
、
研
究
所
の
数
も
多
く
は
な
か
っ
た
が
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
、
遺
伝
学
が

徐
々
に
学
問
と
し
て
地
位
を
確
立
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
一
九
六
〇
年
に

は
、
学
術
評
議
会
が
、
全
て
の
医
学
部
に
遺
伝
学
の
職
を
設
け
る
こ
と
が
必
要
と
の

見
解
を
示
し
た
。
こ
の
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
研
究
所
も
さ
ら
に
新
設
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た）

9
（

。

　

こ
う
し
た
変
化
の
背
景
と
し
て
言
及
し
て
お
き
た
い
の
が
、
放
射
能
が
ヒ
ト
の
遺

伝
子
に
及
ぼ
す
影
響
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
で
あ
る
。
一
九
五
〇
年
代
か
ら
は
、

科
学
技
術
の
進
歩
に
起
因
す
る
遺
伝
子
の
「
突
然
変
異
」
の
可
能
性
が
注
目
さ
れ
、

そ
の
研
究
の
必
要
性
が
さ
か
ん
に
訴
え
ら
れ
て
い
た
。
一
九
五
五
年
、
連
邦
原
子
力

問
題
省
が
設
立
さ
れ
る
と
、
フ
ェ
ア
シ
ュ
ア
や
ナ
ハ
ツ
ハ
イ
ム
を
は
じ
め
と
し
た
遺

伝
学
者
た
ち
は
、
こ
れ
を
研
究
の
チ
ャ
ン
ス
と
見
な
し
、
放
射
能
の
影
響
を
調
査
す

る
た
め
の
研
究
資
金
を
獲
得
し
た）
10
（

。
ま
た
、
こ
う
し
た
問
題
へ
の
関
心
か
ら
、
原
爆

投
下
後
の
日
本
の
状
況
に
も
目
が
向
け
ら
れ
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
の
遺
伝
学
者
ミ
ュ

ラ
ー
が
一
九
四
八
年
か
ら
一
九
五
三
年
に
か
け
て
広
島
と
長
崎
の
妊
婦
を
調
査
し
た

研
究
は
、
フ
ェ
ア
シ
ュ
ア
が
刊
行
し
た
書
籍
の
中
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る）
11
（

。
フ
ェ
ア

シ
ュ
ア
は
同
著
作
の
中
で
、「
放
射
能
や
化
学
薬
品
の
影
響
に
起
因
す
る
突
然
変
異

は
、
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
病
気
の
遺
伝
因
子
の
増
加
を
導
く
」
だ
け
で
な
く
、
ま

だ
知
ら
れ
て
い
な
い
新
た
な
遺
伝
病
を
引
き
起
こ
す
恐
れ
も
あ
る
と
指
摘
し
て
い

る）
12
（

。
こ
う
し
た
危
険
に
つ
い
て
研
究
し
、
予
防
策
を
見
つ
け
る
こ
と
の
必
要
性
が
訴

え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
国
際
的
な
研
究
の
進
展
や
、
新
た
な
脅
威
の
存
在
に
影
響
を
受
け

な
が
ら
、
ド
イ
ツ
で
も
新
た
な
遺
伝
学
が
発
展
を
始
め
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
第

一
線
に
い
た
の
は
、
ナ
チ
体
制
期
に
存
在
し
た
遺
伝
学
研
究
所
の
指
導
者
ら
が
大
半

で
あ
っ
た
。
先
に
挙
げ
た
フ
ェ
ア
シ
ュ
ア
や
ナ
ハ
ツ
ハ
イ
ム
は
、
一
九
五
〇
〜
六
〇

年
代
の
人
類
遺
伝
学
に
お
い
て
権
威
を
持
っ
て
い
た
人
物
で
あ
る
が
、
ナ
チ
体
制
期

に
は
強
制
断
種
政
策
に
関
わ
っ
た
り
、
人
体
実
験
に
関
与
し
た
り
し
て
い
る）
13
（

。
そ
う

し
た
人
物
が
研
究
所
で
所
長
職
に
就
き
、
学
界
に
お
い
て
影
響
力
を
保
っ
て
い
た
こ

と
か
ら
は
、「
人
類
遺
伝
学
」
と
い
う
新
た
な
呼
称
が
生
ま
れ
、
研
究
を
取
り
巻
く

状
況
は
変
わ
っ
て
も
、
そ
こ
に
い
る
研
究
者
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
見

て
と
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
人
的
な
連
続
性
は
、
次
節
に
お
い
て
述
べ
る
、
思
想
的
な

連
続
性
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　

３　

遺
伝
学
者
に
よ
る
断
種
を
め
ぐ
る
議
論

人
類
遺
伝
学
が
戦
後
発
展
し
て
い
く
中
、
遺
伝
病
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
も
、

戦
後
、
国
際
的
な
発
見
が
あ
り
、
研
究
状
況
は
進
展
し
た
。
そ
れ
ま
で
遺
伝
病
は
、

単
一
遺
伝
子
病
と
、
多
数
の
遺
伝
子
の
相
互
作
用
お
よ
び
環
境
の
相
互
作
用
に
よ
る

多
因
子
遺
伝
病
し
か
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
一
九
五
九
年
に
は
、
染
色
体
の
異

常
に
よ
っ
て
起
こ
る
、
染
色
体
異
常
症
が
発
見
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ダ
ウ
ン

症
の
原
因
が
解
明
さ
れ
る
な
ど
、
よ
り
細
か
な
病
因
の
分
析
が
可
能
に
な
っ
た）
14
（

。

こ
う
し
た
中
、遺
伝
学
者
た
ち
は
、遺
伝
病
を
予
防
す
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
、

論
文
や
書
籍
を
通
し
て
提
案
し
て
い
た
が
、
具
体
的
な
方
法
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い

た
の
は
、
き
わ
め
て
古
典
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
フ
ェ
ア
シ
ュ
ア
は
、『
優

生
学
：
遺
伝
学
の
観
点
に
お
け
る
将
来
の
世
代
』
と
題
し
た
著
作
の
中
で
、「
病
気

の
遺
伝
素
因
の
さ
ら
な
る
継
承
の
予
防
」
策
と
し
て
、
遺
伝
学
的
観
点
か
ら
の
結
婚

相
談
や
、
遺
伝
に
関
す
る
教
育
と
啓
蒙
の
徹
底
な
ど
を
挙
げ
て
い
る）
15
（

。
こ
の
時
期
に

は
ま
だ
、遺
伝
子
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
や
出
生
前
診
断
は
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、

戦
前
か
ら
見
ら
れ
る
優
生
学
的
方
策
が
、
い
ま
だ
重
要
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
方
策
の
う
ち
の
一
つ
と
し
て
、
特
に
さ
か
ん
に
言
及
さ
れ

た
の
が
、
断
種
で
あ
っ
た
。
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あ
る
。

ナ
ハ
ツ
ハ
イ
ム
の
著
作
を
も
と
に
、
そ
の
主
張
を
概
観
し
て
み
よ
う
。
彼
の
主

張
の
骨
子
は
、
遺
伝
病
の
根
本
治
療
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
病
気
の
遺
伝
素
質
そ

の
も
の
を
な
く
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ナ
ハ
ツ
ハ
イ
ム

に
よ
れ
ば
、「
我
々
が
治
せ
る
も
の
は
、
個
々
人
の
肉
体
、
そ
の
表
現
型
で
あ
っ
て
、

遺
伝
子
型
を
病
因
か
ら
解
放
す
る
こ
と
は
不
可
能
」
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
病

気
の
遺
伝
因
子
を
排
除
し
な
け
れ
ば
、
遺
伝
病
の
蔓
延
は
防
げ
な
い
と
、
彼
は
主
張

し
た）
19
（

。
「
病
気
の
遺
伝
因
子
を
改
善
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
い
う
前
提
は
、
断
種
の

必
要
性
の
根
拠
と
し
て
ナ
ハ
ツ
ハ
イ
ム
が
強
調
し
た
点
で
あ
っ
た
が
、
実
は
こ
の
時

期
、
こ
う
し
た
見
解
と
対
立
す
る
よ
う
な
学
説
も
存
在
し
た
。
ソ
連
の
生
物
学
者
／

農
学
者
、
ル
イ
セ
ン
コ
が
、
コ
ム
ギ
の
研
究
を
も
と
に
提
唱
し
た
学
説
で
あ
る）
20
（

。
ル

イ
セ
ン
コ
は
、
環
境
因
子
に
よ
っ
て
、
生
物
の
遺
伝
形
質
を
変
え
る
こ
と
が
出
来

る
と
主
張
し
、
メ
ン
デ
ル
の
遺
伝
法
則
と
「
遺
伝
子
」
の
概
念
を
否
定
し
た
。
彼
の

学
説
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
や
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
、
政
治
運
動
の
様
相

を
呈
し
つ
つ
、一
九
六
〇
年
代
半
ば
ま
で
ソ
連
で
絶
対
的
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
。

一
方
、
伝
統
的
な
メ
ン
デ
ル
遺
伝
学
を
信
じ
る
ナ
ハ
ツ
ハ
イ
ム
は
、
ル
イ
セ
ン
コ
を

厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。「
遺
伝
の
法
則
を
信
じ
て
い
な
い
人
々
は
、
多
く
の
世
代

に
わ
た
っ
て
遺
伝
病
を
「
治
し
て
」
い
け
ば
、
病
気
の
遺
伝
因
子
も
良
い
方
向
に
変

わ
る
と
考
え
る
こ
と
が
あ
る
」
と
し
た
う
え
で
、「
メ
ン
デ
ル
の
法
則
は
、
そ
う
し

た
病
因
の
変
化
が
起
こ
る
可
能
性
を
否
定
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
遺
伝
病
の
因
子
の

「
再
生
」
可
能
性
を
否
定
し
た）
21
（

。
こ
こ
に
は
、
生
得
的
形
質
の
改
善
を
め
ぐ
る
、
一

つ
の
対
立
が
見
て
と
れ
る
。

こ
う
し
た
考
え
か
ら
、
ナ
ハ
ツ
ハ
イ
ム
は
、
自
発
的
な
断
種
を
認
可
す
る
新
た

な
断
種
法
を
制
定
す
る
必
要
性
を
訴
え
た
が
、
対
象
と
な
る
具
体
的
な
遺
伝
病
に
つ

こ
こ
で
、
戦
後
に
お
け
る
断
種
を
め
ぐ
る
法
状
況
に
つ
い
て
、
簡
単
に
確
認
し

て
お
こ
う
。
ナ
チ
政
権
が
成
立
さ
せ
た
「
遺
伝
病
の
子
孫
予
防
法
」
は
、
終
戦
後
、

適
用
不
能
に
な
っ
た
た
め
、法
律
に
基
づ
く
断
種
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
た）
16
（

。
し
か
し
、

戦
後
も
、
障
害
を
持
つ
我
が
子
の
断
種
を
乞
う
両
親
か
ら
の
断
種
申
請
は
医
療
現
場

に
届
い
て
い
た
た
め
、
そ
れ
に
ど
の
よ
う
に
対
応
す
べ
き
か
と
い
う
懸
念
か
ら
、
断

種
に
関
す
る
新
た
な
法
的
指
針
を
求
め
る
声
が
、
終
戦
直
後
か
ら
医
療
現
場
よ
り
生

じ
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
も
相
ま
っ
て
、
断
種
法
の
再
制
定
と
い
う
論
点
を
も
と

に
し
て
、
断
種
論
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。

で
は
、
具
体
的
に
は
断
種
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
見
解
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
遺
伝
学
者
の
中
で
、
最
も
熱
心
に
断
種
の
必
要
性
を
説
い
た
の
は
、
ハ
ン
ス
・

ナ
ハ
ツ
ハ
イ
ム
で
あ
っ
た
。
先
述
の
よ
う
に
、
彼
は
ナ
チ
体
制
期
に
は
、
カ
イ
ザ
ー
・

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
研
究
所
の
実
験
遺
伝
病
理
学
部
局
長
を
務
め
、
人
体
実
験
に
も
関
与

し
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
戦
後
は
、
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
の
遺
伝
学
研
究
所
所
長
お
よ

び
遺
伝
学
教
授
職
を
務
め
た
の
ち
、
ベ
ル
リ
ン
の
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ク
研
究
所
の

比
較
遺
伝
学
お
よ
び
遺
伝
病
理
学
研
究
所
所
長
、
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
の
特
任
教
授

の
職
も
得
て
、
一
九
六
〇
年
に
定
年
退
職
す
る
ま
で
こ
れ
ら
の
職
に
就
い
て
い
た
。

断
種
に
関
す
る
著
作
と
し
て
は
、一
九
五
二
年
に
、断
種
の
必
要
性
を
啓
蒙
す
る
『
優

生
学
的
指
針
に
基
づ
く
断
種
に
対
す
る
賛
否
』
を
上
梓
し
て
い
る
ほ
か）
17
（

、
一
九
六
六

年
刊
行
の
『
遺
伝
病
と
の
闘
い
』
や）
18
（

、
他
の
個
別
論
文
の
中
で
も
、
断
種
の
必
要
性

を
説
い
て
い
る
。

彼
の
主
張
は
、
ナ
チ
体
制
期
の
遺
伝
病
の
子
孫
予
防
法
を
め
ぐ
る
プ
ロ
パ
ガ
ン

ダ
と
さ
し
て
変
わ
り
は
な
く
、「
遺
伝
病
の
治
療
だ
け
で
は
十
分
で
な
く
、
予
防
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
ナ
チ
体
制
期
と
異
な

っ
て
い
た
点
は
、断
種
を
法
的
に
認
可
す
る
法
律
が
是
非
と
も
必
要
と
し
な
が
ら
も
、

「
自
発
的
な
断
種
」
の
み
が
認
可
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
点
で
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い
て
は
、
明
確
な
指
定
は
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
一
九
六
六
年
の
『
遺
伝
病
と
の

闘
い
』
に
お
い
て
、「
頻
繁
に
起
こ
る
も
の
で
、
優
生
学
的
措
置
の
た
め
に
ま
ず
問

題
に
な
る
病
」
と
し
て
、「
遺
伝
病
一
覧
」
と
い
う
リ
ス
ト
を
巻
末
に
添
付
し
て
い

る
（
表
１
）。
こ
の
リ
ス
ト
を
見
る
と
、
ナ
チ
政
権
下
の
「
遺
伝
病
の
子
孫
予
防
法
」

の
対
象
に
比
べ
て
、
か
な
り
子
細
な
分
類
を
し
て
い
る
こ
と
、
遺
伝
の
確
率
が
き
わ

め
て
低
く
、
今
日
で
は
遺
伝
性
疾
患
と
考
え
ら
れ
て
い
な
い
も
の
も
対
象
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
彼
は
、
一
九
三
二
年
に
プ
ロ
イ
セ
ン
州
に
提
出
さ
れ
た

断
種
法
草
案
を
手
本
と
し
て
評
価
し
て
い
る
が
、
ナ
チ
の
断
種
法
が
、
表
現
型
が
遺

伝
病
の
者
の
み
を
対
象
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
一
九
三
二
年
の
法
案
が
、「
病
気

の
遺
伝
子
の
保
持
者
」、
つ
ま
り
遺
伝
子
型
に
病
因
を
持
っ
て
い
る
者
も
対
象
と
し

て
い
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る）
22
（

。
こ
こ
で
も
や
は
り
、
彼
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、

症
状
な
ど
の
「
表
現
型
」
の
治
療
で
は
な
く
、
根
本
か
ら
の
遺
伝
因
子
の
排
除
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
は
、
遺
伝
病
の
予
防
の
た
め
に
、
遺
伝
学
者
と
し
て
管
理
・

介
入
す
べ
き
対
象
が
、
個
々
人
の
肉
体
か
ら
、
遺
伝
子
へ
と
細
分
化
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
窺
え
る
。
実
際
、
ナ
ハ
ツ
ハ
イ
ム
は
、「
個
人
の
」
衛
生
だ
け
で
は
な
く
、「
遺

伝
の
」
衛
生
を
す
べ
き
で
あ
る
、
と
し
て
、「
遺
伝
衛
生
」
の
必
要
性
を
訴
え
、
そ

の
た
め
の
最
善
の
手
段
と
し
て
、断
種
を
提
唱
し
て
い
る）
23
（

。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、

個
人
の
身
体
に
あ
ら
わ
れ
た
「
症
状
」
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
個
人
に
刻
印
さ
れ
た

情
報
で
あ
る
「
遺
伝
素
因
」
を
重
視
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
、

ナ
チ
体
制
期
か
ら
見
ら
れ
る
が
、
人
類
遺
伝
学
の
研
究
の
進
展
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に

理
論
的
基
盤
を
整
え
て
、
強
化
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

で
は
、
ナ
ハ
ツ
ハ
イ
ム
は
何
故
、
こ
う
し
た
断
種
法
の
必
要
性
を
訴
え
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
い
ま
だ
こ
の
時
期
に
お
い
て
も
影
響
力
を
保
っ
て
い
た
、

優
生
学
が
関
係
し
て
い
る
。
ナ
ハ
ツ
ハ
イ
ム
の
問
題
意
識
の
背
景
に
は
、
ま
ず
、
医

表１　ハンス・ナハツハイムによる遺伝病一覧表（『遺伝病との闘い』（1966年） 巻末付録をもとに紀作成)
　　　（上）遺伝因子に起因する遺伝病　　（下）染色体に起因する遺伝病
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学
の
進
歩
に
よ
る
「
逆
淘
汰
」
と
い
う
現
象
が
あ
っ
た
。
彼
は
、「
数
世
紀
前
に
は

ま
だ
、
文
明
国
に
お
い
て
も
、
他
の
生
物
同
様
、
人
間
に
淘
汰
が
あ
っ
た
」、「
生
き

る
能
力
を
阻
害
す
る
よ
う
な
病
気
の
遺
伝
素
質
は
、
増
大
す
る
可
能
性
を
持
て
な
か

っ
た
」
と
し
た
上
で
、「
今
世
紀
で
は
、
こ
う
し
た
自
然
淘
汰
は
か
な
り
の
程
度
な

く
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
代
わ
り
に
人
為
的
な
逆
淘
汰
が
現
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て

い
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
彼
は
血
友
病
が
治
療
可
能
に
な
っ
た
こ
と
で
、
多
く
の
血

友
病
患
者
が
生
殖
可
能
な
年
齢
に
達
す
る
よ
う
に
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
子
孫
を
残

す
よ
う
に
な
っ
た
、
そ
の
結
果
血
友
病
患
者
が
増
え
て
い
る
と
述
べ
て
い
る）
24
（

。

ま
た
、
も
う
一
つ
、
彼
の
著
作
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
人
口
問
題
へ
の
懸
念

で
あ
る
。
ナ
ハ
ツ
ハ
イ
ム
は
、一
九
六
六
年
の
著
作
の
最
後
に
、「
一
九
七
五
年
に
は
、

紀
元
後
〇
年
の
人
口
の
十
六
倍
、
す
な
わ
ち
四
十
億
」
に
ま
で
世
界
人
口
が
増
加
す

る
だ
ろ
う
と
い
う
試
算
を
提
示
し
、「
危
機
的
な
人
口
爆
発
は
、
今
日
、
世
界
の
第

一
の
問
題
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
断
種
は
質
的
な
面
に
ア
プ
ロ
ー
チ

す
る
も
の
だ
が
、
量
的
な
面
で
も
、
人
口
動
態
の
問
題
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
と

指
摘
し
て
い
る）
25
（

。

こ
う
し
た
問
題
意
識
は
、
ナ
ハ
ツ
ハ
イ
ム
だ
け
で
な
く
、
他
の
遺
伝
学
者
た
ち

に
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
フ
リ
ッ
ツ
・
レ
ン
ツ
は
、「
実
用
的
な
優
生
学
の
限
界
」

と
い
う
論
考
に
お
い
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
よ
り
、
健
康
な
人
間
が
多
く
死
に
、

銃
後
で
生
き
残
っ
た
の
は
戦
争
に
出
ら
れ
な
い
よ
う
な
人
々
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ

こ
で
も
「
逆
淘
汰
」
が
起
き
て
い
る
、
と
指
摘
す
る）
26
（

。
ま
た
、
同
論
文
内
で
は
、
人

口
問
題
に
関
し
て
も
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。
レ
ン
ツ
は
、
国
民
の
食
料
事
情
が
悪

い
国
ほ
ど
、
人
口
の
増
加
率
が
高
い
こ
と
を
示
唆
し
た
上
で
、
世
界
的
な
人
口
爆
発

を
抑
制
す
る
た
め
に
は
、
出
生
率
が
増
え
て
い
る
国
で
の
生
殖
の
制
限
が
必
要
で
あ

り
、
そ
の
際
の
基
準
と
し
て
、
や
は
り
優
生
学
的
な
基
準
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
、

と
主
張
し
て
い
る）
27
（

。

以
上
の
こ
と
か
ら
は
、
遺
伝
病
の
予
防
に
対
す
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
面
で
も
、

具
体
的
な
施
策
の
選
択
の
面
で
も
、
ナ
チ
体
制
期
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
、
生
体
管

理
の
在
り
方
が
見
て
と
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
戦
後
に
至
っ
て
も
な
お
、
戦
前
と

変
わ
ら
な
い
よ
う
な
危
機
感
は
残
っ
て
お
り
、
国
民
の
「
質
」
へ
の
追
求
と
い
う
観

点
か
ら
、
生
殖
へ
の
介
入
が
叫
ば
れ
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、「
優
生
学
」
と
い
う

言
葉
や
そ
の
概
念
は
そ
の
ま
ま
影
響
力
を
保
ち
続
け
て
お
り
、
遺
伝
学
と
結
び
つ
く

重
要
な
一
要
素
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

し
か
し
実
は
、
優
生
学
的
な
思
想
自
体
は
、
遺
伝
学
者
た
ち
全
体
に
根
強
く
見

ら
れ
る
一
方
で
、
ナ
ハ
ツ
ハ
イ
ム
の
断
種
論
は
、
他
の
遺
伝
学
者
か
ら
は
あ
ま
り
支

持
を
得
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
フ
ェ
ア
シ
ュ
ア
は
、
一
九
六
六
年
の
著
作
『
優
生
学
』

の
中
で
、「
遺
伝
病
者
の
断
種
の
成
果
は
、
次
世
代
に
と
っ
て
、
も
と
も
と
期
待
さ

れ
た
ほ
ど
本
質
的
な
も
の
で
は
な
い
。
国
民
に
お
け
る
遺
伝
病
者
の
数
は
、
優
性
の

遺
伝
病
の
場
合
の
み
、
わ
ず
か
な
世
代
に
お
い
て
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ

に
対
し
、
劣
性
の
遺
伝
病
の
場
合
に
は
、
優
勢
な
素
質
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、

新
た
な
症
状
が
あ
ら
わ
れ
る
。」
と
し
て
、
断
種
の
効
果
が
そ
こ
ま
で
大
き
く
な
い

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）
28
（

。
他
の
遺
伝
学
者
た
ち
も
、
断
種
に
関
す
る
法
的
指
針
に
つ

い
て
議
論
す
る
必
要
性
は
認
め
て
い
た
も
の
の
、
積
極
的
に
断
種
を
促
進
し
よ
う
と

し
た
遺
伝
学
者
は
、
ナ
ハ
ツ
ハ
イ
ム
以
外
に
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
こ
う
し
た
こ

と
か
ら
、
こ
の
時
期
の
断
種
論
は
、「
ナ
ハ
ツ
ハ
イ
ム
の
独
走
」
と
も
評
さ
れ
る
様

相
を
呈
し
て
い
た）
29
（

。

　

で
は
、
遺
伝
学
者
た
ち
の
間
の
こ
う
し
た
断
種
へ
の
距
離
感
は
、
何
故
生
じ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
つ
に
は
、
上
述
の
フ
ェ
ア
シ
ュ
ア
の
言
葉
か
ら
も
わ
か
る
よ

う
に
、
遺
伝
病
が
必
ず
し
も
そ
の
ま
ま
遺
伝
す
る
訳
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
き

た
こ
と
で
、
断
種
の
効
果
に
疑
問
が
付
さ
れ
始
め
た
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し

か
し
、
も
う
一
つ
の
背
景
と
し
て
、
こ
の
時
期
、
遺
伝
学
者
た
ち
の
関
心
が
、
他
の
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テ
ー
マ
に
移
り
始
め
て
い
た
と
い
う
点
も
指
摘
出
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
次
節
で

は
、
断
種
論
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　

４　

新
た
な
「
生
体
管
理
」
？

ま
ず
、
こ
の
時
期
の
遺
伝
学
者
た
ち
の
著
作
の
中
で
目
を
引
く
の
は
、
消
極
的

優
生
学
よ
り
も
、
積
極
的
優
生
学
を
重
視
す
べ
き
だ
、
と
い
う
議
論
が
頻
繁
に
出
て

く
る
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
フ
リ
ッ
ツ
・
レ
ン
ツ
は
、「
よ
り
重
要
な
の
は
、
消
極

的
優
生
学
で
は
な
く
、
積
極
的
優
生
学
で
あ
る
」
と
し
て
、
税
制
改
革
な
ど
の
出
生

奨
励
策
を
提
案
し
て
い
る）
30
（

。
消
極
的
優
生
学
だ
け
で
な
く
、
積
極
的
優
生
学
と
の
両

輪
が
必
要
だ
と
い
う
議
論
自
体
は
、
戦
前
か
ら
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の

時
期
の
「
積
極
的
な
」
優
生
学
に
は
、新
た
な
形
が
生
ま
れ
始
め
て
い
た
。
そ
れ
が
、

結
婚
相
談
や
断
種
に
よ
っ
て
、
個
人
の
生
殖
へ
の
意
志
に
介
入
す
る
だ
け
で
な
く
、

遺
伝
子
の
レ
ベ
ル
で
介
入
し
、「
良
い
遺
伝
子
」
を
増
や
す
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
関
し
て
、
か
つ
て
ナ
ハ
ツ
ハ
イ
ム
の
下
で
働
き
、
そ
の
後
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル

ク
大
学
の
人
類
学
・
人
類
遺
伝
学
研
究
所
所
長
を
務
め
た
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
フ
ォ
ー

ゲ
ル
が
一
九
六
六
年
に
発
表
し
た
、「
人
類
遺
伝
学
の
領
域
で
操
作
性
は
考
慮
に
入

れ
ら
れ
る
か
？

―
我
々
は
人
類
を
改
良
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
、
そ
し
て
許
さ
れ

る
か
」
と
い
う
論
文
を
検
討
し
て
み
た
い）
31
（

。

　

フ
ォ
ー
ゲ
ル
は
、
一
九
六
二
年
に
ロ
ン
ド
ン
で
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、「
人

類
と
そ
の
未
来
」
に
お
い
て
、「
生
物
学
的
な
基
盤
の
操
作
」
に
関
す
る
多
く
の
提

案
が
な
さ
れ
た
こ
と
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
ド
イ
ツ
で
も
、
こ
う
し
た
問
題
に
関
す

る
議
論
が
活
発
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
受
け
て
、
近
年
提
唱
さ
れ
た
技
術
を
紹
介
し

て
い
る
。
例
え
ば
こ
の
時
期
、
あ
る
個
体
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
他
の
個
体
に
移
す
、
形
質
転

換
に
関
す
る
実
験
は
、カ
モ
や
ニ
ワ
ト
リ
を
用
い
た
動
物
実
験
で
成
功
し
て
い
た
し
、

一
九
五
二
年
に
は
、
バ
ク
テ
リ
オ
フ
ァ
ー
ジ
を
伝
達
物
質
と
す
る
形
質
導
入
の
実
験
も

成
功
し
て
い
た）
32
（

。
こ
れ
は
、
今
で
い
う
遺
伝
子
操
作
の
前
身
で
あ
り
、
こ
の
手
法
を
突

き
詰
め
れ
ば
、
欠
陥
の
あ
る
遺
伝
子
の
突
然
変
異
体
を
、
望
ま
し
い
他
の
遺
伝
子
と
置

き
換
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
始
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
細
胞
レ
ベ
ル
で
の
介
入
に
関
し
て
も
、
新
た
な
技
術
が
検
討
さ
れ
始
め
て

い
た
。
人
体
の
体
細
胞
に
介
入
し
た
場
合
、
そ
の
個
体
の
表
現
型
し
か
変
え
ら
れ
な

い
が
、
生
殖
細
胞
に
介
入
し
た
場
合
、
後
の
世
代
に
も
影
響
を
及
ぼ
せ
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
こ
と
か
ら
、
生
殖
細
胞
に
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
変
化
を
起
こ
せ
ば
、
優
生
学
的
な

影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
の
議
論
も
起
こ
っ
て
い
た）
33
（

。

　

こ
う
し
た
技
術
を
紹
介
し
な
が
ら
も
、
フ
ォ
ー
ゲ
ル
は
、
そ
の
実
用
化
に
肯
定
的

だ
っ
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
フ
ォ
ー
ゲ
ル
は
論
文
の
中
で
、「
こ
う
し
た
ユ

ー
ト
ピ
ア
は
、
我
々
が
可
能
性
を
想
像
し
、
考
え
ら
れ
得
る
将
来
の
世
界
の
モ
デ
ル

を
、
い
わ
ば
砂
場
に
描
く
の
を
助
け
る
と
い
う
意
味
で
は
、
全
く
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
作

用
を
持
つ
。
し
か
し
、
こ
の
遊
び
を
真
剣
な
も
の
と
誤
解
し
て
、
実
現
さ
せ
よ
う
と

す
る
な
ら
、
破
滅
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
」
と
述
べ
、
こ
う
し
た
技
術
の
実
用
化

に
対
し
て
懸
念
を
示
し
て
い
る）
34
（

。

し
か
し
フ
ォ
ー
ゲ
ル
は
、
論
考
の
最
後
に
、
遺
伝
子
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
危
機

が
増
大
し
て
い
る
状
況
か
ら
、「
人
類
が
『
さ
ら
に
悪
く
』
な
ら
な
い
と
い
う
だ
け

で
は
十
分
で
は
な
い
。
人
類
は
、
出
来
る
限
り
早
く
、「
改
良
」
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
も
述
べ
て
い
る）
35
（

。
こ
う
し
た
彼
の
言
葉
か
ら
は
、
単
に
病
的
な
遺
伝

子
を
持
っ
た
個
人
を
生
殖
か
ら
排
除
す
る
こ
と
に
よ
り
、
遺
伝
病
を
「
予
防
」
し
よ

う
と
す
る
、
断
種
を
は
じ
め
と
す
る
消
極
的
優
生
学
だ
け
で
は
、
人
類
の
遺
伝
子
の

悪
化
を
抑
え
き
れ
な
い
と
い
う
危
機
感
が
垣
間
見
え
る
。

こ
の
時
点
で
は
懸
念
が
示
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
後
の
遺
伝
子
操
作
に
つ
な

が
る
よ
う
な
技
術
が
、
ド
イ
ツ
の
遺
伝
学
者
に
よ
っ
て
医
学
雑
誌
上
で
紹
介
さ
れ
、
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そ
の
是
非
が
検
討
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
個
人
の
遺
伝
子
や
染
色
体
の
レ
ベ
ル
に
直

接
介
入
す
る
こ
と
で
、「
価
値
あ
る
」
遺
伝
子
を
増
や
す
と
い
う
「
改
良
」
が
、
遺

伝
学
者
た
ち
の
視
野
に
入
り
始
め
て
い
た
兆
候
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
か
つ
て
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
世
界
に
類
を
見
な
い
ほ
ど
大
規
模
に
、
徹
底

的
に
行
わ
れ
た
断
種
が
、
戦
後
の
人
類
遺
伝
学
の
分
野
に
お
い
て
徐
々
に
重
要
性
を

失
っ
て
い
っ
た
背
景
に
は
、
後
の
遺
伝
子
操
作
へ
と
つ
な
が
る
、
遺
伝
子
レ
ベ
ル
で

の
「
改
良
」
が
、
議
論
の
俎
上
に
の
っ
て
き
た
こ
と
が
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
５　

お
わ
り
に

以
上
、
本
稿
で
は
、
一
九
五
〇
〜
六
〇
年
代
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
遺
伝
学
者
の

断
種
を
め
ぐ
る
議
論
と
、
そ
の
位
置
づ
け
を
中
心
と
し
て
、
検
討
し
て
き
た
。
本
稿

で
扱
っ
た
遺
伝
学
者
た
ち
の
言
説
か
ら
見
え
て
き
た
の
は
、
一
九
五
〇
〜
六
〇
年
代

と
い
う
時
期
は
、
旧
来
型
の
優
生
学
と
、
学
問
の
進
歩
に
よ
る
新
た
な
生
体
管
理
観

の
せ
め
ぎ
合
い
の
時
期
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時

期
、
人
類
遺
伝
学
が
誕
生
し
、
人
間
の
身
体
を
さ
ら
に
微
細
な
次
元
で
把
握
す
る
こ

と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
し
、
関
連
す
る
研
究
の
進
展
は
、
国
際
的
に
も
目
覚
ま

し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
し
一
方
で
、
生
命
の
価
値
づ
け
に
基
づ
い
て
、「
質
の

悪
い
」
身
体
や
遺
伝
子
を
減
ら
し
、「
質
の
良
い
」
そ
れ
を
増
や
そ
う
と
い
う
考
え
は
、

戦
前
と
あ
ま
り
変
わ
ら
ず
、
そ
の
動
機
と
な
る
危
機
感
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
こ
こ

に
は
、
研
究
が
進
展
す
る
一
方
で
、
そ
こ
で
活
動
す
る
研
究
者
と
、
彼
ら
の
持
つ
思

想
は
戦
前
の
ま
ま
と
い
う
、
あ
る
種
の
乖
離
が
見
て
と
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
時
期
の
特
徴
と
し
て
、
遺
伝
学
的
に
管
理
し
よ
う
と
す
る
対
象
が
、

個
人
の
身
体
、
つ
ま
り
「
個
体
」
か
ら
、「
遺
伝
子
」
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
る
。
ナ
ハ
ツ
ハ
イ
ム
が
、「
個
人
の
衛
生
よ
り
、
遺
伝
衛
生
を
」
と
主
張

し
た
こ
と
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
個
人
の
身
体
的
特
性
を
規
定
す
る
「
遺

伝
子
」
の
実
態
が
わ
か
り
始
め
た
こ
と
で
、
個
々
人
の
身
体
と
、
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ

る
病
気
や
症
状
を
治
療
す
る
の
で
は
な
く
、
国
民
全
体
の
「
遺
伝
子
」
に
、
注
目
が

集
中
し
て
い
く
。
つ
ま
り
、
遺
伝
学
的
な
生
体
管
理
の
対
象
が
、
よ
り
細
分
化
し
て

い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
三
節
に
お
い
て
検
討
し
た
よ
う
に
、
一
九
六
〇
年
代
に
は
、
個
人
の
身
体
で

は
な
く
、
遺
伝
子
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
介
入
す
る
技
術
が
発
展
し
始
め
て
い
た
。
こ
の

技
術
を
め
ぐ
る
フ
ォ
ー
ゲ
ル
の
論
文
か
ら
は
、
人
体
の
「
改
良
」
を
目
指
す
、
新
た

な
「
生
体
管
理
」
の
萌
芽
の
一
端
が
見
て
と
れ
た
。
一
九
七
〇
年
代
か
ら
、
遺
伝
子

工
学
や
遺
伝
子
組
み
換
え
に
関
す
る
議
論
が
盛
ん
に
な
り
、
遺
伝
情
報
の
把
握
が
、

出
生
前
診
断
と
い
う
形
で
胎
児
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
対
象
範
囲
を
広
げ
て
い
く
こ
と
を

考
慮
す
る
と
、
一
九
五
〇
〜
六
〇
年
代
と
い
う
時
期
は
ま
さ
に
、
人
体
に
介
入
す
る

方
策
が
増
え
た
こ
と
で
、
戦
前
か
ら
見
ら
れ
た
よ
う
な
「
遺
伝
病
の
予
防
」
か
ら
、

も
っ
と
積
極
的
な
「
改
良
」
へ
と
、
生
体
管
理
の
在
り
方
が
変
わ
っ
て
い
く
、
そ
の

過
渡
期
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

実
際
に
遺
伝
子
技
術
が
さ
ら
な
る
発
展
を
遂
げ
る
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
国
民

の
身
体
に
対
す
る
遺
伝
学
者
た
ち
の
ま
な
ざ
し
が
ど
う
変
化
し
て
い
く
の
か
、
そ
れ

を
踏
ま
え
た
上
で
一
九
五
〇
〜
六
〇
年
代
を
考
察
す
る
こ
と
で
、こ
う
し
た
「
予
防
」

か
ら
「
改
良
」
へ
の
架
橋
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
の
か
が
、
よ
り
明
ら
か
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

【
付
記
】

本
研
究
は
、
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
奨
励
費
（
課
題
番
号
：

JP18J00869

）
に
よ
る
研
究
助
成
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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一
九
世
紀
後
半
に
原
因
と
な
る
細
菌
が
特
定
さ
れ
た
感
染
症
に
「
ハ
ン
セ
ン
病
」

が
あ
る
。
古
く
は
「
ら
い
病
」
と
恐
れ
ら
れ
、
古
来
よ
り
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
患
者

に
対
す
る
差
別
や
迫
害
の
歴
史
を
も
つ
こ
の
病
気）

4
（

は
、（
も
は
や
「
天
罰
」
な
ど
と

い
っ
た
漠
た
る
も
の
に
原
因
を
帰
す
の
で
は
な
く
）
近
代
科
学
の
名
の
も
と
「
正
し

く
恐
れ
る
」
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

し
か
し
実
際
は
、一
九
四
〇
年
代
に
特
効
薬
（
プ
ロ
ミ
ン
）
が
開
発
さ
れ
る
ま
で
、

人
類
は
患
者
を
隔
離
す
る
こ
と
で
し
か
、
こ
の
病
に
対
処
す
る
方
策
を
知
ら
な
か
っ

た
。
そ
れ
ま
で
神
仏
に
よ
る
「
劫
罰
」
と
も
「
天
恵
」
と
も
解
釈
さ
れ
て
き
た
こ
の

病
は
、
近
代
細
菌
学
に
よ
っ
て
絶
対
的
「
異
常
」
の
烙
印
を
押
さ
れ
た
。
患
者
は
近

代
以
前
と
同
様
、
自
ら
住
む
共
同
体
か
ら
隔
離
さ
れ
た
が
、
今
度
は
そ
う
し
た
措
置

が
「
科
学
的
に
正
し
い
こ
と
」
と
し
て
人
々
に
承
認
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
一
ヶ
所
に

収
容
さ
れ
る
患
者
は
新
た
な
差
別
と
偏
見
に
苦
し
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る）

5
（

。

こ
う
し
た
差
別
や
偏
見
が
、
特
効
薬
が
開
発
さ
れ
た
後
も
な
お
、
一
般
市
民
は

言
う
に
及
ば
ず
、
医
療
従
事
者
の
眼
を
も
曇
ら
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
我
が
国
の

ハ
ン
セ
ン
病
対
策
の
歴
史）

6
（

を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

一
八
八
四
年
に
始
ま
り
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
る
敗
北
で
終
了
し
た
ド
イ
ツ

の
植
民
地
統
治
に
お
い
て
も
、
対
策
の
中
心
は
や
は
り
患
者
の
隔
離
で
あ
っ
た
。
植

民
地
統
治
機
構
が
脆
弱
な
中
で
、
対
策
は
徹
底
さ
を
欠
く
が
、
そ
こ
で
「
な
さ
れ
た

こ
と
」
あ
る
い
は
「
な
さ
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
」「
思
考
さ
れ
た
こ
と
」
を
検
証
す

る
こ
と
は
、
ハ
ン
セ
ン
病
の
歴
史
自
体
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
こ
の
病
気
が
広
く
植

民
地
主
義
や
帝
国
主
義
一
般
の
文
脈
で
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
の
か
に
つ
い
て
も
、

有
益
な
示
唆
を
与
え
る
に
違
い
な
い）

7
（

。

　
　
　
　

１　

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
、
ド
イ
ツ
領
ア
フ
リ
カ
植
民
地
で
と

ら
れ
た
感
染
症
対
策
、
と
り
わ
け
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
の
収
容
と
隔
離
の
歴
史
を
概
観

し
な
が
ら
、植
民
地
社
会
に
お
け
る「
生
体
管
理
」の
あ
り
方
を
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

　

一
九
世
紀
後
半
、
顕
微
鏡
の
改
良
に
伴
い
、
研
究
分
野
と
し
て
急
速
な
発
展
と
制

度
化
を
遂
げ
た
細
菌
学
は
、
感
染
症
の
原
因
を
微
小
生
物
に
還
元
す
る
こ
と
で
、
感

染
や
発
症
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
「
可
視
化
」
に
成
功
し
た）

1
（

。
す
る
と
医
学
に
は
、
そ
の

プ
ロ
セ
ス
を
何
ら
か
の
形
で
遮
断
し
、
感
染
症
の
拡
大
を
未
然
に
防
ぐ
予
防
策
を
講

じ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
感
染
者
の
体
内
か
ら
原
因
微
生
物
を
薬
剤

で
除
去
す
る
に
せ
よ
、健
康
体
に
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
し
抗
体
の
生
成
を
促
す
に
せ
よ
、

あ
る
い
は
病
原
微
生
物
の
中
間
宿
主
（
マ
ラ
リ
ア
に
お
け
る
ア
ノ
フ
ェ
レ
ス
蚊
や
ト

リ
パ
ノ
ソ
ー
マ
病
に
お
け
る
ツ
ェ
ツ
ェ
バ
エ）

2
（

な
ど
）
を
駆
除
す
る
に
せ
よ
、
目
指
す

は
そ
れ
以
上
感
染
者
を
増
や
さ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
近
代
医
学
は
こ
う
し
た
こ
と
に
い
つ
も
成
功
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
何

か
し
ら
の
理
由
で
病
因
微
生
物
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
失
敗
し
た
場
合
、行
政
や
警
察
、

と
き
に
は
軍
隊
も
動
員
し
患
者
を
収
容
、
隔
離
に
あ
た
る
だ
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
で
も

感
染
症
の
封
じ
込
め
が
で
き
な
い
と
き
は
、
感
染
者
と
非
感
染
者
の
区
別
な
く
人
々

の
移
動
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
と
き
医
学
的
な
知
見
は
、
政
治
権
力

と
結
び
つ
く
こ
と
で
、
強
制
力
を
持
っ
た
「（
検
疫
）
政
策
」
と
な
っ
て
立
ち
現
れ

る）
3
（

。

　

感
染
症
と
「
生
体
管
理
」

　
　
　

―
ド
イ
ツ
植
民
地
に
お
け
る
ハ
ン
セ
ン
病
対
策

―
磯
部
裕
幸
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こ
の
知
ら
せ
に
ド
イ
ツ
医
学
界
に
動
揺
が
走
る
。す
ぐ
さ
ま
学
界
の
重
鎮
ル
ド
ル
フ
・

ウ
イ
ル
ヒ
ョ
ー
や
ロ
ー
ベ
ル
ト
・
コ
ッ
ホ
ら
が
呼
び
か
け
る
形
で
、「
第
一
回
国
際

ら
い
（
ハ
ン
セ
ン
病
）
会
議
」
が
ベ
ル
リ
ン
で
開
催
さ
れ
た
（
一
八
九
七
年）
10
（

）。

こ
の
会
議
で
は
、
欧
米
は
も
と
よ
り
日
本
か
ら
も
代
表
者
が
出
席
し
、
ノ
ル
ウ

ェ
ー
で
の
実
践
が
高
く
評
価
さ
れ
た
。
出
席
者
の
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
病
気
が
伝
染
病

で
あ
る
と
す
る
見
方
を
支
持
し
、
患
者
の
隔
離
が
感
染
を
防
ぐ
「
最
良
の
方
法
」
で

あ
る
こ
と
が
決
議
さ
れ
た）
11
（

。

当
時
、
ア
フ
リ
カ
や
南
洋
（
太
平
洋
）
諸
島
に
植
民
地
を
有
し
て
い
た
ド
イ
ツ

帝
国
は
、
こ
の
決
議
を
受
け
る
形
で
、
植
民
地
で
の
ハ
ン
セ
ン
病
対
策
を
本
格
化
さ

せ
る
。
メ
ー
メ
ル
で
も
、
収
容
所
へ
の
患
者
の
移
送
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
た）
12
（

。
ド

イ
ツ
国
内
、
植
民
地
を
問
わ
ず
、
対
策
の
目
指
す
方
向
は
一
致
し
て
い
た
。
す
な
わ

ち
「
細
菌
学
の
祖
」
で
、
メ
ー
メ
ル
で
の
疫
学
的
調
査
を
指
揮
し
た
コ
ッ
ホ
が
主
張

す
る
よ
う
に
、
こ
の
病
気
が
「
不
治
の
病
」
で
あ
る
以
上
、
患
者
の
完
全
な
隔
離
こ

そ
が
唯
一
の
解
決
策
だ
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
る）
13
（

。

で
は
ド
イ
ツ
の
ア
フ
リ
カ
植
民
地
に
お
い
て
、
コ
ッ
ホ
の
打
ち
立
て
た
方
針
は

ど
れ
ほ
ど
実
現
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
当
時
の
「
植
民
地
状
況
」
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

次
節
以
下
で
検
証
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
　

３　

ド
イ
ツ
領
東
ア
フ
リ
カ
植
民
地
の
状
況

　

ド
イ
ツ
植
民
地
に
お
け
る
ハ
ン
セ
ン
病
対
策
に
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
当
地

の
保
健
衛
生
当
局
が
こ
の
疾
病
へ
の
対
処
を
、
決
し
て
「
喫
緊
の
課
題
」
と
は
見
な

さ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
患
者
の
容
体
を
急
激
に
悪
化
さ
せ
、
死
に
至
ら

し
め
る
「
熱
帯
病
」（
天
然
痘
・
眠
り
病
・
マ
ラ
リ
ア
・
赤
痢
な
ど
）
に
比
べ
、
病

状
の
進
行
が
緩
慢
な
ハ
ン
セ
ン
病
に
対
し
、
当
初
植
民
地
行
政
府
は
何
も
行
な
わ
な

　
　
　
　

２　

ハ
ン
セ
ン
病
と
は
何
か

　

ハ
ン
セ
ン
病
と
は
、
抗
酸
菌
の
一
種
で
あ
る
「
ら
い
菌
」
が
皮
疹
や
皮
膚
末
梢
神

経
の
障
害
を
引
き
起
こ
す
感
染
症
で
あ
る
。
初
期
に
は
感
染
部
位
に
白
斑
や
赤
斑
が

見
ら
れ
、症
状
が
進
行
す
る
と
皮
膚
の
顕
著
な
損
傷
や
身
体
の
変
形
な
ど
が
起
き
る
。

た
だ
し
菌
自
体
に
毒
性
は
な
く
、
皮
膚
の
損
傷
は
主
に
他
の
化
膿
細
菌
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
「
ら
い
菌
」
の
感
染
力
は
非
常
に
微
弱
で
、
増
殖
ス
ピ
ー
ド
も
極

め
て
遅
い
。
し
か
し
上
に
挙
げ
た
「
目
に
見
え
る
」
症
状
に
よ
っ
て
、
古
代
以
来
患

者
に
対
し
て
は
憐
憫
と
差
別
意
識
の
入
り
混
じ
っ
た
視
線
が
注
が
れ
て
き
た）

8
（

。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
十
字
軍
遠
征
の
混
乱
も
あ
り
、
一
三
世
紀
以
来
こ
の
病
気
の
大

流
行
が
見
ら
れ
た
。
し
か
し
北
欧
地
域
を
除
き
、
一
六
〜
一
七
世
紀
に
入
る
と
患
者

が
激
減
、
消
滅
し
た
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
一
方
、
北
欧
諸
国
で
は

近
代
に
入
っ
て
も
症
例
報
告
が
続
い
て
お
り
、
そ
の
原
因
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な

憶
測
が
飛
び
交
っ
た
。
あ
る
者
は
こ
の
病
気
を
「
ミ
ア
ス
マ
（
瘴
気
）」
に
よ
る
も

の
だ
と
し
、
ま
た
別
の
者
は
遺
伝
が
関
係
し
て
い
る
と
主
張
し
た
。

そ
の
よ
う
な
折
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
医
師
ア
ル
マ
ウ
エ
ル
・
ハ
ン
セ
ン
は
、
患
者

の
皮
膚
か
ら
「
ら
い
菌
」
を
発
見
、
こ
の
病
気
が
感
染
症
で
あ
る
こ
と
を
突
き
止
め

る
。
二
年
後
の
一
八
七
五
年
、
彼
は
ノ
ル
ウ
ェ
ー
政
府
か
ら
対
策
責
任
者
に
任
命
さ

れ
、
国
内
患
者
の
隔
離
政
策
を
指
揮
し
た
。
そ
の
結
果
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
は
、
そ
れ
ま

で
常
に
三
千
人
近
い
患
者
を
抱
え
て
い
た
の
が
、
そ
の
数
は
一
八
八
六
年
ま
で
に
千

人
以
下
に
減
少
す
る
。
こ
の
病
気
の
感
染
性
は
明
確
と
な
り
、
患
者
隔
離
の
有
用
性

が
医
学
界
の
常
識
と
な
っ
た）

9
（

。

上
述
の
通
り
、
ハ
ン
セ
ン
病
は
中
西
欧
に
お
い
て
長
ら
く
消
滅
し
た
も
の
と
思

わ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
一
九
世
紀
末
、
ド
イ
ツ
帝
国
領
内
、
プ
ロ
イ
セ
ン
東
部
の

メ
ー
メ
ル
（
現
リ
ト
ア
ニ
ア
領
ク
ラ
イ
ペ
ダ
）
で
約
三
〇
名
の
患
者
が
発
見
さ
れ
た
。
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か
っ
た
。
植
民
地
医
療
に
対
す
る
予
算
や
人
員
が
極
め
て
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
考

え
る
と
、
至
極
当
然
な
対
応
だ
っ
た
。

　

状
況
に
変
化
が
生
じ
た
の
が
、
上
述
し
た
「
第
一
回
国
際
ら
い
会
議
」
の
開
催
だ

っ
た
。
会
議
の
前
後
か
ら
ハ
ン
セ
ン
病
が
伝
染
性
の
疾
患
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
り
、
現
地
に
駐
留
す
る
軍
人
や
ド
イ
ツ
人
移
民
に
患
者
が
出
る
可
能
性
が
指
摘
さ

れ
る
と
、
行
政
府
も
よ
う
や
く
重
い
腰
を
あ
げ
た）
14
（

。

　

ド
イ
ツ
領
東
ア
フ
リ
カ
植
民
地
（
ほ
ぼ
今
日
の
タ
ン
ザ
ニ
ア
に
相
当
）
に
お
い
て
、

ハ
ン
セ
ン
病
の
感
染
が
懸
念
さ
れ
た
の
が
、
イ
ン
ド
洋
沿
岸
地
域
や
ニ
ヤ
サ
（
マ
ラ

ウ
イ
）
湖
周
辺
で
あ
る
。
一
八
八
五
年
の
植
民
地
統
治
開
始
以
来
、
ド
イ
ツ
の
実
効

支
配
が
進
む
に
つ
れ
、
罹
患
状
況
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

東
ア
フ
リ
カ
総
督
府
は
一
八
九
七
年
、
ザ
ン
ジ
バ
ル
島
の
対
岸
に
位
置
す
る
バ
ガ

モ
ヨ
（B

agam
oyo

）、
翌
年
に
沿
岸
南
部
の
キ
ル
ワ
（K

ilw
a

）、
そ
し
て
一
九
〇
一

年
に
は
同
じ
く
沿
岸
南
部
の
リ
ン
デ
ィ
（Lindi

）、
に
「
収
容
所
（Lager

）」
を
設

置
し
た
。

こ
の
う
ち
、
バ
ガ
モ
ヨ
で
は
す
で
に
一
八
八
〇
年
代
末
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宣
教

団
が
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
の
た
め
の
収
容
施
設
を
設
置
し
て
い
た
が
、
植
民
地
行
政
府

は
こ
れ
を
閉
鎖
さ
せ
、
公
的
機
関
が
指
導
的
役
割
を
果
た
す
と
い
う
姿
勢
を
鮮
明
に

し
た
。
キ
ル
ワ
と
リ
ン
デ
ィ
で
は
、
い
ず
れ
も
近
く
を
流
れ
る
川
の
河
口
に
あ
る
離

島
（
中
州
）
に
施
設
を
建
設
し
、
容
易
に
患
者
が
逃
げ
出
さ
な
い
よ
う
に
し
て
い

る）
15
（

。

　

こ
れ
ら
三
ヶ
所
の
収
容
所
に
は
、
東
ア
フ
リ
カ
植
民
地
全
土
か
ら
患
者
が
移
送
さ

れ
て
き
た
。
例
え
ば
バ
ガ
モ
ヨ
収
容
所
で
は
、
当
初
一
七
人
の
患
者
が
収
容
さ
れ
た

が
、
そ
の
後
収
容
者
数
は
平
均
し
て
二
五
名
程
度
に
な
り
、
患
者
の
発
見
と
移
送
が

進
ん
だ
一
九
〇
九
年
以
降
、
百
名
近
い
現
地
住
民
が
収
容
所
で
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ

た）
16
（

。

　

こ
の
急
激
な
収
容
者
数
の
増
加
は
、
コ
ッ
ホ
が
提
唱
し
た
患
者
の
「
一
括
管
理
」

と
い
う
発
想
が
影
響
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
は
ど
こ
の
出
身
で
あ

る
か
を
一
切
考
慮
さ
れ
ず
、
そ
の
共
同
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
。
そ
し
て
「
ア
ス
カ

リ
」
と
呼
ば
れ
る
現
地
人
兵
士
の
監
視
の
下
、
不
自
由
な
生
活
を
強
い
ら
れ
た
。

食
料
は
植
民
地
行
政
府
か
ら
支
給
さ
れ
た
が
、
患
者
は
家
族
と
の
面
会
を
禁
止

さ
れ
た
。
ま
た
キ
ル
ワ
と
リ
ン
デ
ィ
で
は
土
地
が
や
せ
て
お
り
耕
作
も
ほ
と
ん
ど
で

き
な
い
。
収
容
所
は
有
刺
鉄
線
や
サ
ボ
テ
ン
（
バ
ガ
モ
ヨ
）、
あ
る
い
は
川
や
海
な

ど
天
然
の
障
害
物
（
キ
ル
ワ
と
リ
ン
デ
ィ
）
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
て
、
た
と
え
監
視

の
目
を
潜
り
抜
け
て
も
脱
走
は
難
し
い
。
し
か
も
ド
イ
ツ
人
医
師
は
多
忙
の
た
め
ほ

と
ん
ど
収
容
所
を
訪
れ
な
い
。
患
者
に
で
き
る
の
は
、
た
だ
症
状
の
進
行
を
黙
っ
て

耐
え
忍
ぶ
こ
と
だ
け
で
あ
っ
た
。

　

収
容
患
者
が
増
加
す
る
に
つ
れ
、
患
者
の
生
活
コ
ス
ト
が
次
第
に
植
民
地
行
政
府

の
財
政
を
圧
迫
し
始
め
た
。
ま
た
「
ア
ス
カ
リ
」
に
よ
る
監
視
を
潜
り
抜
け
、
脱
走

す
る
患
者
も
増
え
て
き
た
。
ド
イ
ツ
の
植
民
地
支
配
が
内
陸
に
及
ぶ
と
、
さ
ら
な
る

感
染
者
の
増
加
が
懸
念
さ
れ
た
。

　

早
く
も
一
九
〇
五
年
に
入
る
と
、
植
民
地
行
政
府
は
患
者
の
集
中
一
括
管
理
を
断

念
し
た
。
そ
の
代
わ
り
新
た
に
「
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
村
（Lepradorf

）」
を
設
置
す

る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
「
療
養
村
」
は
、
収
容
所
を
分
散
化
す
る
こ
と
で
、
一
ヶ
所

当
た
り
の
患
者
数
を
減
ら
し
、
か
つ
そ
の
患
者
に
農
耕
（
自
給
自
足
）
を
促
す
こ
と

で
、
収
容
所
コ
ス
ト
の
軽
減
を
目
指
し
て
い
た
。

軽
症
患
者
に
は
、
そ
の
た
め
の
営
農
ス
ペ
ー
ス
が
設
け
ら
れ
た
。
ま
た
患
者
の

住
居
は
、
そ
の
出
身
住
民
集
団
に
よ
っ
て
グ
ル
ー
プ
分
け
さ
れ
、
ま
さ
に
「
自
分
の

村
と
同
じ
よ
う
に
」
生
活
で
き
る
よ
う
配
慮
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
患
者
が
希
望
す

れ
ば
、
家
族
と
の
面
会
や
一
時
帰
宅
も
可
能
と
な
っ
た
。

こ
う
し
て
従
来
の
「
絶
対
隔
離
」
で
は
な
く
、
患
者
が
自
発
的
に
「
療
養
村
」
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astin

）」
の
投
与
が
始
ま
っ
た
。
こ
れ
は
抗
酸
性
ト
レ
プ
ト
ス
ラ
イ
シ
ン

（Treptotricheen / treptothricin

）
か
ら
抽
出
し
た
中
性
脂
肪
で
、
抗
生
物
質
に
使

わ
れ
る
が
、
一
方
で
高
い
毒
性
も
示
す
危
険
な
薬
剤
で
あ
っ
た
。

こ
の
療
養
所
を
担
当
す
る
ド
イ
ツ
人
医
師
が
、
試
験
的
に
五
人
の
患
者
に
投
与

し
た
と
こ
ろ
、
一
人
は
三
回
の
皮
下
注
射
の
後
に
突
然
死
亡
し
、
一
人
は
そ
の
苦
痛

に
耐
え
か
ね
て
脱
走
し
二
度
と
戻
ら
な
か
っ
た
。
残
り
の
患
者
も
注
射
部
位
に
ひ
ど

い
腫
れ
と
痛
み
が
起
き
、「
苦
痛
の
あ
ま
り
、再
投
薬
を
頑
な
に
拒
む
よ
う
に
な
っ
た
」

と
い
う
。
こ
の
医
師
は
当
初
の
皮
下
注
射
に
代
え
て
筋
肉
注
射
を
実
行
し
た
が
、
そ

れ
も
効
果
な
く
た
だ
患
者
の
苦
し
み
を
増
や
す
だ
け
だ
っ
た）
22
（

。

こ
の
よ
う
に
東
ア
フ
リ
カ
の
療
養
所
で
は
、
各
地
で
効
果
の
よ
く
分
か
ら
な
い

薬
剤
を
用
い
た
「
人
体
実
験
」
が
、
ド
イ
ツ
が
植
民
地
を
喪
失
す
る
第
一
次
世
界
大

戦
前
夜
ま
で
続
け
ら
れ
た
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
療
養
村
」
に
お
い
て
は

患
者
に
対
す
る
「
強
制
力
」
の
行
使
が
極
力
回
避
さ
れ
た
た
め
、
投
薬
の
苦
痛
に
耐

え
き
れ
な
い
患
者
が
次
々
と
療
養
所
を
脱
走
し
た
。
し
か
し
、
現
場
の
医
師
た
ち
は

そ
れ
が
イ
ス
ラ
ム
教
に
洗
脳
さ
れ
た
「
原
住
民
の
忍
耐
力
の
欠
如
」
と
考
え
て
い

た）
23
（

。
ま
さ
に
「
患
者
フ
ァ
ー
ス
ト
」
を
掲
げ
て
始
ま
っ
た
「
療
養
村
」
は
、
こ
う
し

た
「
植
民
地
状
況
」
に
至
っ
て
そ
の
馬
脚
を
露
わ
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

４　

ド
イ
ツ
領
ト
ー
ゴ
植
民
地
・
カ
メ
ル
ー
ン
植
民
地
の
状
況

「
絶
対
隔
離
政
策
」
の
挫
折
と
、
家
族
と
の
接
触
や
一
時
帰
宅
お
よ
び
収
容
所
で

の
営
農
を
認
め
る
「
療
養
村
モ
デ
ル
（「
相
対
隔
離
政
策
」）」
の
導
入
は
、
他
の
ド

イ
ツ
植
民
地
に
お
い
て
も
見
ら
れ
た
。

ト
ー
ゴ
植
民
地
で
は
、
一
九
〇
〇
年
前
後
か
ら
ハ
ン
セ
ン
病
対
策
が
本
格
化
し

た
。
そ
の
き
っ
か
け
は
ト
ー
ゴ
植
民
地
総
督
府
に
勤
務
す
る
医
師
が
、
内
陸
部
で
行

へ
入
所
す
る
よ
う
な
環
境
づ
く
り
が
目
指
さ
れ
た
。
い
わ
ば
「
相
対
隔
離
政
策
」
へ

の
転
換
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
以
前
、
植
民
地
行
政
府
に
よ
っ
て
ハ
ン
セ
ン
病
対
策
か

ら
締
め
出
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
団
に
も
、
積
極
的
な
参
加
が
呼
び
か
け
ら
れ

た）
17
（

。
一
九
〇
七
年
ま
で
に
設
置
さ
れ
た
「
療
養
村
」
一
一
ヶ
所
の
う
ち
、
実
に
八
ヶ

所
が
宣
教
団
の
拠
点
近
く
に
つ
く
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
運
営
は
公
費
で
賄
わ
れ

た
が
、
施
設
の
運
用
や
患
者
の
ケ
ア
は
宣
教
師
が
受
け
持
つ
こ
と
に
な
っ
た）
18
（

。「
療

養
村
」
は
一
九
一
二
年
ま
で
に
植
民
地
全
体
で
四
八
ヶ
所
が
設
置
さ
れ
、
入
所
者
は

三
千
八
百
人
に
の
ぼ
っ
た）
19
（

。

患
者
の
信
頼
を
つ
な
ぎ
止
め
、「
療
養
村
」
の
試
み
を
成
功
さ
せ
る
た
め
は
、
近

代
医
学
が
彼
ら
を
「
治
療
」
で
き
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
た
。
し
か
し
す
で
に

指
摘
し
た
よ
う
に
、
ハ
ン
セ
ン
病
に
対
す
る
特
効
薬
が
開
発
さ
れ
る
の
は
一
九
四
〇

年
代
の
こ
と
で
あ
る
。
現
場
の
医
師
た
ち
は
、
効
き
目
も
分
か
ら
な
い
既
存
薬
を
手

あ
た
り
次
第
患
者
に
投
与
し
、
何
と
か
効
果
の
あ
る
化
学
物
質
を
探
そ
う
と
し
て
い

た
。そ

の
中
で
も
最
も
多
く
投
与
さ
れ
た
の
が
、「
大
風
子
油
」
と
呼
ば
れ
た
「
チ
ャ

ウ
ル
ム
ー
グ
ラ
油
（C

haulm
oograöl

）」
で
あ
る
。
こ
れ
は
植
物
の
種
子
（
大
風
子
）

の
種
皮
を
除
去
し
て
か
ら
圧
搾
し
た
脂
肪
油
で
、人
体
に
筋
肉
注
射
で
投
与
す
る
際
、

そ
の
部
位
が
化
膿
す
る
な
ど
激
し
い
副
作
用
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
。
当
然
の
こ
と

な
が
ら
、
こ
の
薬
剤
は
期
待
さ
れ
た
治
療
成
績
を
収
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た）
20
（

。

宣
教
団
の
診
療
所
で
も
、
医
師
の
資
格
を
持
つ
宣
教
師
が
、
患
者
に
「
ヨ
ー
ド

フ
ォ
ル
ム
（Jodform

）」（
＝
ト
リ
ヨ
ー
ド
メ
タ
ン
。
防
腐
剤
や
消
毒
薬
に
使
用
）

を
注
射
し
た
と
こ
ろ
、
患
者
に
「
と
て
つ
も
な
い
痛
み
を
引
き
起
こ
し
た
」
と
い

う）
21
（

。
結
局
さ
ら
な
る
投
薬
実
験
の
結
果
、
効
果
が
見
ら
れ
な
い
と
し
て
使
用
中
止
に

追
い
込
ま
れ
た
。

バ
ガ
モ
ヨ
の
療
養
所
で
は
、
一
九
〇
七
年
九
月
頃
か
ら
新
薬
「
ナ
ス
チ



ゲシヒテ第 13号　90

な
っ
た
調
査
だ
っ
た
。
そ
の
医
師
が
二
四
の
集
落
を
訪
れ
、
そ
こ
で
住
民
を
調
査
し

た
と
こ
ろ
、
百
人
も
の
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
医
師
は
、

自
分
が
管
轄
す
る
地
域
（
内
陸
部
の
ミ
サ
ホ
ー
ヘ
地
区
）
で
は
、
恐
ら
く
千
人
も
の

患
者
が
い
る
だ
ろ
う
と
警
告
し
た
た
め
、
総
督
府
内
部
で
は
収
容
所
を
設
置
す
る
計

画
が
浮
上
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
収
容
所
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
、
ロ
メ
の
植
民
地
総
督
府
の
意
見

は
容
易
に
ま
と
ま
ら
な
か
っ
た
。
医
師
は
「
絶
対
隔
離
政
策
」
を
実
現
す
る
べ
く
、

収
容
所
は
管
理
の
し
や
す
い
ロ
メ
近
郊
の
海
上
島
に
建
設
す
る
べ
き
だ
と
主
張
し

た
。
そ
の
一
方
で
植
民
地
行
政
官
た
ち
は
、
そ
の
よ
う
な
場
所
は
ト
ー
ゴ
植
民
地
に

は
存
在
せ
ず
、
ま
た
多
数
の
患
者
を
一
括
管
理
す
る
予
算
や
人
員
は
充
当
で
き
な
い

と
し
て
反
対
し
た
。

植
民
地
支
配
を
安
定
化
さ
せ
、
現
地
社
会
の
治
安
を
維
持
す
る
必
要
が
あ
る
行

政
官
に
と
っ
て
、
強
制
力
を
伴
う
隔
離
政
策
は
現
地
住
民
の
理
解
を
得
ら
れ
な
い
ば

か
り
か
、
彼
ら
が
患
者
を
隠
匿
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
る）
24
（

。

結
局
、
医
師
と
行
政
官
双
方
の
意
見
を
折
衷
す
る
形
で
、
バ
ギ
ダ
（B

agida / 

B
aguida

）
に
「
療
養
村
」
を
建
設
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
総
督
府
の
あ
る
ロ
メ
に

も
近
く
、か
つ
三
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
も
お
よ
ぶ
営
農
エ
リ
ア
を
備
え
た
収
容
施
設
は
、

東
ア
フ
リ
カ
と
同
様
に
患
者
を
出
身
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
区
画
さ
れ
た
「
村
落
」
に
収

容
す
る
こ
と
と
し
、
患
者
は
「
故
郷
の
村
（H

eim
atdorf

）」
の
雰
囲
気
を
感
じ
ら

れ
る
と
し
た
。

ま
た
営
農
ス
ペ
ー
ス
に
お
け
る
耕
作
で
、
食
料
は
充
分
に
手
に
入
る
も
の
と
さ

れ
、
余
剰
農
産
物
は
重
症
患
者
に
販
売
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
患
者
に

付
添
人
を
認
め
、
入
所
者
に
は
タ
オ
ル
、
マ
ッ
ト
、
毛
布
や
蚊
帳
な
ど
が
支
給
さ
れ

た
。
労
働
不
能
の
重
症
者
に
は
、
食
料
（
ま
た
は
食
費
）
が
支
給
さ
れ
た）
25
（

。

し
か
し
一
九
〇
六
年
に
運
用
が
始
ま
る
と
、
バ
ギ
ダ
の
収
容
所
も
東
ア
フ
リ
カ

と
同
じ
よ
う
な
問
題
に
直
面
す
る
。
患
者
の
収
容
は
基
本
的
に
現
地
住
民
の
自
己
申

告
に
よ
り
行
な
わ
れ
た
が
、
収
容
所
に
集
め
ら
れ
る
の
は
手
足
の
自
由
が
き
か
な
い

重
症
患
者
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
労
働
可
能
な
軽
症
者
が
、
自
ら
進
ん
で
収
容
所
に
足

を
踏
み
入
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
。

時
折
、
行
政
府
の
命
令
で
軽
症
患
者
が
移
送
さ
れ
た
が
、
ほ
と
ん
ど
が
数
日
で

脱
走
し
て
し
ま
う
。
実
際
に
一
九
〇
七
年
三
月
末
の
段
階
で
、
定
員
二
百
名
の
「
療

養
村
」
に
収
容
さ
れ
た
の
は
、
た
っ
た
一
三
人
で
あ
っ
た
。
翌
〇
八
年
に
収
容
者
は

四
〇
名
に
増
え
る
も
の
の
、
一
九
一
〇
年
に
な
る
と
再
び
一
〇
人
台
に
減
少
し
た
。

そ
し
て
ト
ー
ゴ
植
民
地
で
は
こ
の
あ
と
、
医
療
関
係
者
の
関
心
が
天
然
痘
や
眠
り
病

に
向
か
い
、
彼
ら
が
執
筆
し
本
国
へ
提
出
さ
れ
る
医
事
報
告
書
に
は
、
ハ
ン
セ
ン
病

の
名
前
が
ほ
と
ん
ど
出
な
く
な
っ
た
。
東
ア
フ
リ
カ
と
同
様
に
ト
ー
ゴ
で
も
、
収
容

所
で
は
重
症
患
者
に
対
す
る
（
実
験
的
な
）
投
薬
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
が
、
詳
し
い
こ
と
は
分
か
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ド
イ
ツ
の
統
治
下
で
ハ
ン

セ
ン
病
は
ま
さ
に
「
顧
み
ら
れ
な
い
熱
帯
病
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る）
26
（

。

カ
メ
ル
ー
ン
植
民
地
に
お
い
て
ハ
ン
セ
ン
病
対
策
が
始
ま
っ
た
の
は
、
一
九
〇
二

年
に
総
督
府
医
師
ハ
ン
ス
・
ツ
ィ
ー
マ
ン
が
書
い
た
報
告
書
が
き
っ
か
け
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
カ
メ
ル
ー
ン
で
は
病
気
が
沿
岸
部
か
ら
内
陸
部
に
向
か
っ
て
蔓
延

し
て
お
り
、
早
急
な
対
応
が
必
要
だ
と
い
う
。
そ
こ
で
植
民
地
総
督
府
内
部
で
検
討

し
た
結
果
、
沿
岸
部
最
大
の
経
済
都
市
ド
ゥ
ア
ラ
（D

uala / D
ouala

）、
内
陸
部
ヤ

ウ
ン
デ
（Jaunde / Yaoundé

）、
内
陸
北
部
の
ガ
ル
ア
（G

arua / G
aroua

）
の
三
ヶ

所
に
対
策
の
拠
点
を
つ
く
り
、
全
土
か
ら
患
者
を
集
め
、
集
中
的
に
管
理
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。

こ
の
う
ち
ド
ゥ
ア
ラ
で
は
、
一
九
〇
二
〜
〇
三
年
に
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
二
五
名

が
見
つ
か
り
、
直
線
距
離
で
約
一
五
キ
ロ
離
れ
た
マ
ノ
ー
カ
（M

anoka

）
に
隔
離

施
設
を
建
設
し
た
。
こ
の
収
容
所
は
、
ち
ょ
う
ど
岬
の
先
端
に
位
置
し
て
お
り
、
陸
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軍
医
大
尉
で
こ
の
地
域
を
管
轄
す
る
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
マ
ン
ス
フ
ェ
ル
ト
は
、

ハ
ン
セ
ン
病
に
も
大
き
な
関
心
を
寄
せ
、
欧
米
に
お
け
る
最
新
の
医
学
的
知
見
を
熱

心
に
研
究
し
て
い
た
。
彼
は
、
一
九
〇
九
年
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
ベ
ル
ゲ
ン
で
開
か
れ
た

「
第
二
回
国
際
ら
い
会
議
」
の
議
論）
30
（

か
ら
、「
ら
い
菌
」
の
感
染
力
が
当
初
恐
れ
ら
れ

て
い
た
ほ
ど
強
く
な
い
と
考
え
て
い
た
。

そ
こ
で
マ
ン
ス
フ
ェ
ル
ト
は
、「
相
対
隔
離
」
の
方
針
を
取
り
、
計
画
の
段
階
か

ら
営
農
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
し
、
入
所
患
者
の
自
立
を
図
る
こ
と
に
し
た
。
ま
た
内
陸

で
ド
イ
ツ
人
行
政
官
の
数
が
不
足
し
て
い
た
た
め
、
施
設
の
管
理
は
入
所
者
自
身
に

任
せ
た
。
他
方
で
、こ
の
病
気
が
伝
染
性
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、収
容
所
の
周
囲
（
約

二
キ
ロ
）
を
柵
で
囲
ん
だ
。
ま
た
入
所
者
に
は
ナ
ス
チ
ン
が
投
与
さ
れ
、
薬
効
が
検

証
さ
れ
た
。

収
容
所
の
運
営
費
は
年
間
六
千
マ
ル
ク
に
の
ぼ
っ
た
が
、
総
督
府
（
ブ
エ
ア
）

は
そ
の
負
担
を
拒
否
し
た
た
め
、
マ
ン
ス
フ
ェ
ル
ト
は
管
轄
下
に
住
む
住
民
す
べ
て

に
「
ら
い
病
税
（Leprasteuer

）」
を
課
し
て
費
用
を
捻
出
し
た
。
他
の
収
容
所
で

も
「
首
長
」
と
呼
ば
れ
る
現
地
指
導
層
に
金
銭
的
負
担
を
求
め
た
例
は
あ
っ
た
が
、

周
辺
住
民
す
べ
て
に
課
税
す
る
の
は
極
め
て
珍
し
い
。

こ
う
し
た
政
策
に
は
、
マ
ン
ス
フ
ェ
ル
ト
の
あ
る
「
戦
略
」
が
あ
っ
た
。
従
来

収
容
所
の
運
営
費
や
収
容
患
者
の
生
活
費
は
、
そ
の
患
者
が
属
す
る
「
出
身
グ
ル
ー

プ
」
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
で
は
、
各
集
落
が
金
銭
的
な

負
担
を
嫌
っ
て
「
身
内
」
の
患
者
を
隠
匿
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
は

病
気
の
蔓
延
は
避
け
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
マ
ン
ス
フ
ェ
ル
ト
は
、
自
ら
が
管
轄
す
る

地
区
す
べ
て
の
住
民
か
ら
税
負
担
を
求
め
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
運
営
方
法
は
、
そ
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
か
ら
「
マ
ン
ス
フ
ェ
ル
ト
・
シ
ス
テ
ム
」

と
呼
ば
れ
た）
31
（

。
た
だ
し
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
は
、「
首
長
」
層
だ
け
で
は
な

く
一
般
住
民
と
の
信
頼
関
係
醸
成
が
欠
か
せ
な
い
。
そ
れ
は
多
分
に
マ
ン
ス
フ
ェ
ル

上
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
が
極
め
て
困
難
な
位
置
に
あ
っ
た
。
建
設
費
用
は
、
ド
ゥ
ア
ラ

の
現
地
人
指
導
者
（「
首
長
（H

äuptlinge

）」）
た
ち
と
協
議
し
た
結
果
、
彼
ら
が
全

額
（
六
千
マ
ル
ク
）
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ツ
ィ
ー
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
現
地

住
民
も
ハ
ン
セ
ン
病
の
脅
威
に
つ
い
て
認
識
し
て
い
た
と
い
う）
27
（

。

そ
の
後
、
ド
ゥ
ア
ラ
近
郊
で
は
患
者
が
多
数
発
見
さ
れ
た
た
め
、
全
員
を
マ
ノ

ー
カ
に
収
容
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
一
九
〇
九
年
、
ド
ゥ
ア
ラ
の

西
方
、
ギ
ニ
ア
湾
に
浮
か
ぶ
モ
ン
ド
レ
島
（Insel M

ondoleh

）
に
新
た
な
収
容
所

が
設
置
さ
れ
た
。
こ
こ
は
離
島
と
い
う
自
然
環
境
を
利
用
し
て
、
患
者
の
完
全
な
隔

離
を
目
指
し
た
が
、
同
時
に
畑
作
や
自
生
す
る
ヤ
シ
の
実
の
収
穫
、
家
畜
の
飼
育
を

通
じ
て
彼
ら
が
自
立
で
き
る
よ
う
計
画
さ
れ
た）
28
（

。

カ
メ
ル
ー
ン
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
実
効
支
配
が
内
陸
地
域
に
も
お
よ
ぶ
と
、
ツ

ィ
ー
マ
ン
の
懸
念
し
た
通
り
、
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
が
多
数
見
つ
か
っ
た
。
そ
こ
で

一
九
一
〇
年
末
ま
で
に
、
ヤ
ウ
ン
デ
、
エ
ボ
ロ
ワ
（Ebolow

a

）、
ガ
ル
ア
に
も
収

容
所
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
地
域
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
多
く
、
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
団

の
活
動
が
活
発
で
な
い
上
に
、
ド
イ
ツ
統
治
の
日
が
浅
く
治
安
維
持
に
も
不
安
が
残

っ
た
。
そ
こ
で
行
政
当
局
は
、
こ
れ
ら
三
ヶ
所
に
設
置
さ
れ
る
収
容
所
を
「
開
放
的

な
村
落
」
に
す
る
こ
と
と
し
た
。

入
所
者
の
生
活
コ
ス
ト
は
、
そ
の
人
が
所
属
す
る
住
民
集
団
の
「
首
長
」
が
負

担
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
軽
症
患
者
は
キ
ャ
ッ
サ
バ
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
ピ
ー
ナ

ッ
ツ
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
な
ど
を
栽
培
し
て
、
で
き
る
限
り
自
給
自
足
の
生
活
を
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
配
慮
が
功
を
奏
し
た
の
か
、
当
初
こ
の
三
収
容
所
に

は
、
合
わ
せ
て
二
百
人
近
い
患
者
が
入
所
し
た）
29
（

。

さ
ら
に
内
陸
部
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
領
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
植
民
地
と
の
境
界
に
近
い

オ
シ
デ
ィ
ン
ゲ
（O

ssidinge

。
現
マ
ン
フ
ェ
（M

am
fé

））
に
も
、
患
者
の
増
加
に

よ
り
収
容
所
が
置
か
れ
た
（
一
九
一
〇
年
）。
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ト
の
政
治
力
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
カ
メ
ル
ー
ン
全
土
で
一
般
化
す
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。

そ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
、
カ
メ
ル
ー
ン
に
お
け
る
ハ
ン
セ
ン
病
対
策
が
、
現
地
住

民
か
ら
ほ
と
ん
ど
信
頼
を
得
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
事
実
、
最
も
地
理

的
に
隔
絶
さ
れ
た
モ
ン
ド
レ
島
の
施
設
で
さ
え
、
軽
症
患
者
は
地
元
住
民
の
船
を
借

り
て
ま
で
脱
走
し
た
。
他
の
収
容
所
も
患
者
の
度
重
な
る
逃
亡
に
よ
っ
て
、
重
症
患

者
し
か
残
ら
な
い
事
態
に
な
っ
た）
32
（

。
ハ
ン
セ
ン
病
対
策
は
こ
こ
で
も
、
予
算
と
人
員

不
足
に
よ
っ
て
生
じ
る
医
療
政
策
の
ほ
こ
ろ
び
を
突
く
形
で
、
現
地
住
民
は
巧
み
に

植
民
者
た
ち
を
翻
弄
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
５　
「
マ
ー
ジ
ナ
ル
」
な
も
の
の
重
要
性

―
む
す
び
に
か
え
て

本
稿
は
、
ド
イ
ツ
植
民
地
に
お
け
る
ハ
ン
セ
ン
病
対
策
を
例
に
、
現
地
に
お
け

る
「
生
体
管
理
」
の
あ
り
方
を
考
え
て
き
た
。
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
と
っ
て
、

ア
フ
リ
カ
（
ま
た
は
「
熱
帯
世
界
一
般
」）
は
、
そ
の
地
理
、
気
候
、
動
植
物
、
そ

し
て
病
気
、
さ
ら
に
は
そ
こ
に
住
む
人
間
さ
え
も
、
近
代
「
文
明
＝
主
体
」
に
よ
っ

て
支
配
（
克
服
）
さ
れ
る
べ
き
「
自
然
＝
客
体
」
で
あ
っ
た
。「
植
民
地
支
配
」
と
は
、

「
文
明
」
の
足
下
に
あ
ら
ゆ
る
「
自
然
」
を
屈
服
さ
せ
て
ゆ
く
過
程
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
ア
フ
リ
カ
の
現
地
住
民
は
決
し
て
物
言
わ
ぬ
「
受
動
的
存
在
」
で
は

な
い
。
彼
ら
は
支
配
者
の
都
合
に
唯
々
諾
々
と
従
う
「
管
理
さ
れ
る
だ
け
の
身
体
」

で
は
な
い
。
自
ら
意
志
を
持
っ
た
「
生
け
る
身
体
」
で
あ
る
。
支
配
す
る
側
と
さ
れ

る
側
の
こ
の
認
識
の
ズ
レ
こ
そ
が
、
植
民
地
医
療
を
め
ぐ
る
問
題
の
中
心
に
あ
る
。

「
ア
フ
リ
カ
」
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
「
文
明
」
が
考
え
る
ほ
ど
単
純
で
は
な
か

っ
た
。「
文
明
」
の
側
が
、そ
こ
に
暮
ら
す
住
民
を
置
き
去
り
に
し
て
一
方
的
に
「
療

養
村
」
の
構
想
を
策
定
し
て
も
、
所
詮
そ
れ
は
独
善
的
な
「
ま
が
い
物
」
に
過
ぎ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

重
要
な
こ
と
は
、
こ
う
し
た
植
民
地
医
療
の
「
失
敗
」
の
原
因
が
、
植
民
地
支

配
と
い
う
「
特
殊
状
況
」
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
近
代
医
学
そ
の
も
の
の
営
み
に

あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

我
々
は
往
々
に
し
て
前
者
の
立
場
、す
な
わ
ち
医
療
そ
れ
自
体
は
「
善
」
で
あ
り
、

そ
れ
が
失
敗
に
終
わ
る
の
は
、
実
行
に
移
す
際
の
「
や
り
方
」、
つ
ま
り
当
事
者
に

課
さ
れ
た
物
質
的
、
精
神
的
な
「
制
約
」
に
問
題
が
あ
っ
た
か
ら
だ
、
と
い
う
前
提

に
立
つ
こ
と
が
多
い
。
植
民
地
医
療
に
お
け
る
非
人
道
性
を
、
い
わ
ば
植
民
地
主
義

の
非
人
道
性
と
同
一
視
す
る
立
場
で
あ
る
。

確
か
に
植
民
地
主
義
が
は
び
こ
っ
て
い
た
百
年
前
の
世
界
よ
り
も
、
そ
れ
を
許

さ
な
い
今
日
の
方
が
「
善
」
の
実
現
可
能
性
は
大
き
く
な
っ
て
い
る
し
、
医
療
の
技

術
的
進
歩
は
、
過
去
の
制
約
を
除
去
す
る
こ
と
に
役
立
つ
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
で

あ
れ
ば
、
人
類
の
歴
史
は
「
善
」
の
増
大
と
い
う
「
大
き
な
物
語
」
に
回
収
さ
れ
て

い
く
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
様
な
主
張
は
、
恐
ら
く
百
年
前
と
現
在
と
の
「
断
絶
」
を
強
調
し
、
自
分

た
ち
は
植
民
地
主
義
と
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
を
装
う
に
違
い
な
い
。
そ
れ
に
対
す

る
反
論
は
、
有
名
な
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
警
鐘
に
言
及
す
る
だ
け
で
充
分
で

あ
る
。﹇

…
﹈
こ
う
し
た
文
化
発
展
の
最
後
に
現
わ
れ
る
「
末
人
た
ち
」﹇
…
﹈
に
と

っ
て
は
、
次
の
言
葉
が
真
理
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
精
神
の
な
い
専

門
人
、
心
情
の
な
い
享
楽
人
。
こ
の
無
の
も
の
は
、
人
間
性
の
か
つ
て
達
し

た
こ
と
の
な
い
段
階
に
ま
で
す
で
に
登
り
つ
め
た
、
と
自
惚
れ
る
だ
ろ
う
」

と）
33
（

。
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植
民
地
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
診
断
す
る
医
師
と
診
察
さ
れ
る
患
者
と
の
「
認

識
の
齟
齬
」、「
身
体
管
理
」
を
め
ぐ
る
「
理
解
の
地
平
」
の
欠
如
は
、
決
し
て
我
々

と
無
関
係
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、「
公
式
な
植
民
地
支
配
」
が
消
滅
し
た
現

代
の
世
界
に
も
残
る
、
医
療
を
め
ぐ
る
我
々
の
葛
藤
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
近
現
代
史
に
お
い
て
、
植
民
地
の
歴
史
は
た
し
か
に
「
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
」

も
の
だ
っ
た）
34
（

。
そ
れ
は
一
九
世
紀
末
に
よ
う
や
く
開
始
さ
れ
、
そ
し
て
第
一
次
世
界

大
戦
の
敗
北
で
あ
っ
け
な
い
幕
切
れ
を
迎
え
た
。
植
民
地
統
治
の
基
盤
が
弱
い
中
で

な
さ
れ
る
医
療
は
、
予
算
も
人
員
も
貧
弱
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
「
失
敗
の
歴
史
」

だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
そ
う
し
た
ド
イ
ツ
の
植
民
地
支
配
で
す
ら
、
あ
る
い

は
そ
の
中
で
展
開
さ
れ
た
植
民
地
医
療
の
営
み
で
す
ら
、
フ
ー
コ
ー
の
い
う
「
監
獄

の
誕
生）
35
（

」
に
と
っ
て
充
分
す
ぎ
る
養
分
を
供
給
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　

注

（
1
） 

ピ
エ
ー
ル
・
ダ
ル
モ
ン
（
寺
田
光
徳
・
田
川
光
照
訳
）『
人
と
細
菌

―
一
七
〜

二
〇
世
紀
』
藤
原
書
店
、
二
〇
〇
五
年
。
ポ
ー
ル
・
ド
・
ク
ラ
イ
フ
（
秋
元
寿
恵

夫
訳
）『
微
生
物
の
狩
人
（
上
・
下
）』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
〇
年
。

（
2
） 

マ
ラ
リ
ア
や
ト
リ
パ
ノ
ソ
ー
マ
病
（
眠
り
病
）
と
中
間
宿
主
の
関
係
を
扱
っ
た
も

の
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
以
下
を
参
照
。
飯
島
渉
『
マ
ラ
リ
ア
と
帝
国

―
植
民
地

医
学
と
東
ア
ジ
ア
の
広
域
秩
序
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
。
磯
部
裕
幸

『
ア
フ
リ
カ
眠
り
病
と
ド
イ
ツ
植
民
地
主
義

―
熱
帯
医
学
に
よ
る
感
染
症
制
圧

の
夢
と
現
実
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
八
年
。

（
3
） 

こ
の
問
題
を
帝
国
主
義
や
植
民
地
主
義
の
文
脈
で
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
以
下
を

参
照
。
見
市
雅
俊
・
斎
藤
修
・
脇
村
孝
平
・
飯
島
渉
（
編
）『
疾
病
・
開
発
・
帝

国
医
療

―
ア
ジ
ア
に
お
け
る
病
気
と
医
療
の
歴
史
学
』
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
一
年
。

（
4
） T. S. M

iller / J. W
. N

esbitt, W
alking C

orps: Leprosy in Byzantium
 and the 

M
edieval W

est, Ithaca 2014.　

藤
野
豊
（
編
）『
歴
史
の
な
か
の
「
癩
者
」』
ゆ
み

る
出
版
、
一
九
九
六
年
。
尤
も
古
代
・
中
世
に
お
け
る
「
差
別
」
が
、
近
代
に
お

け
る
そ
れ
と
同
じ
意
味
を
持
つ
の
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
考
究
が
必
要
だ
と

思
わ
れ
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
原
則
と
し
て
こ
の
病
気
を
「
ハ
ン
セ
ン
病
」
と
表

記
す
る
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
ら
い
病
」
と
さ
れ
る
病
気
が
、
前
近
代
に
お
い
て

は
ア
ル
マ
ウ
エ
ル
・
ハ
ン
セ
ン
の
同
定
し
た
菌
に
よ
ら
な
い
も
の
も
含
む
こ
と
が

あ
る
た
め
で
あ
る
。

（
5
） 

田
中
等
『
ハ
ン
セ
ン
病
の
社
会
史

―
日
本
「
近
代
」
解
体
の
た
め
に
』
彩
流

社
、
二
〇
一
七
年
、
四
五
頁
。

（
6
） 

日
本
に
お
け
る
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
の
差
別
を
取
り
上
げ
た
研
究
は
数
多
く
あ
る
。

さ
し
あ
た
り
以
下
を
参
照
。
澤
野
雅
樹
『
癩
者
の
生

―
文
明
開
化
の
条
件
と
し

て
の
』
青
弓
社
、
一
九
九
四
年
。
畑
谷
史
代
『
差
別
と
ハ
ン
セ
ン
病

―
「
柊
の

垣
根
」
は
い
ま
も
』
平
凡
社
現
代
新
書
、
二
〇
〇
六
年
。
藤
野
豊
『
ハ
ン
セ
ン
病

と
戦
後
民
主
主
義

―
な
ぜ
隔
離
は
強
化
さ
れ
た
の
か
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六

年
。
無
ら
い
県
運
動
研
究
会
（
編
）『
ハ
ン
セ
ン
病
絶
対
隔
離
政
策
と
日
本
社
会

―
無
ら
い
県
運
動
の
研
究
』
六
花
出
版
、
二
〇
一
四
年
。
藤
野
豊
『
日
本
フ
ァ

シ
ズ
ム
と
医
療

―
ハ
ン
セ
ン
病
を
め
ぐ
る
実
証
的
研
究
』
岩
波
オ
ン
デ
マ
ン
ド

ブ
ッ
ク
ス
、
二
〇
一
五
年
。
田
中
等
『
ハ
ン
セ
ン
病
の
社
会
史
』。
さ
ら
に
、
ハ

ン
セ
ン
病
の
歴
史
に
関
す
る
膨
大
な
文
献
を
整
理
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
、
以
下

を
参
照
。
佐
藤
健
太
ほ
か
『
ハ
ン
セ
ン
病
を
学
ぶ
た
め
の
ブ
ッ
ク
ガ
イ
ド

―
ハ

ン
セ
ン
病
は
「
人
間
と
は
何
か
」
を
い
う
こ
と
を
問
い
か
け
て
い
る
病
で
あ
る
』

紀
伊
国
屋
書
店
新
宿
南
店
「
ハ
ン
セ
ン
病
を
め
ぐ
る
ブ
ッ
ク
フ
ェ
ア
」
用
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
、
二
〇
一
六
年
。

（
7
） 

ハ
ン
セ
ン
病
と
植
民
地
主
義
や
帝
国
主
義
と
の
関
係
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
以
下



ゲシヒテ第 13号　94

を
参
照
。R

. Edm
ond, Leprosy and Em

pire: A M
edical and C

ultural H
istory, 

C
am

bridge 2006. M
. J. M

oran, C
olonizing Leprosy: Im

perialism
 and the 

Politics of Public H
ealth in the U

nited States, C
hapel H

ill 2007.

（
8
） 

神
美
知
宏
・
藤
野
豊
・
牧
野
正
直
『
知
っ
て
い
ま
す
か
？
ハ
ン
セ
ン
病
と
人
権

―
一
問
一
答
』
解
放
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、
七‒

一
八
頁
。

（
9
） 

犀
川
一
夫
・
森
修
一
・
石
井
則
久
『
世
界
ハ
ン
セ
ン
病
疫
病
史

―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

を
中
心
と
し
て
』
皓
星
社
、
二
〇
一
二
年
、
一
七
六
頁
以
下
。

（
10
） 

森
修
一
「
ハ
ン
セ
ン
病
対
策
の
歴
史
と
現
状

―
日
本
と
世
界
」『
日
本
ハ
ン
セ

ン
病
学
会
雑
誌
』
八
七
（
二
〇
一
八
年
）、
七
三‒

九
〇
頁
と
く
に
七
六
頁
。
ま

た
以
下
も
参
照
。
森
修
一
・
石
井
則
久
「
ハ
ン
セ
ン
病
と
医
学
Ⅱ

―
絶
対
隔
離

政
策
の
進
展
と
確
立
」『
日
本
ハ
ン
セ
ン
病
学
会
雑
誌
』
七
六
（
二
〇
〇
七
年
）、

二
九‒

六
五
頁
。

（
11
） E. M

uir, First C
ongress of the International Leprosy A

ssociation: Fourth 

International Leprosy A
ssociation, in: International Journal of Leprosy vol. 

5-N
o. 1 (1937), S. 87-91, hier, S. 88. 

（
12
） 

メ
ー
メ
ル
の
収
容
所
が
運
用
を
開
始
し
た
の
は
一
八
九
九
年
の
こ
と
で
あ
る
。M

. 

K
irchner, D

ie in D
eutschland und den Schutzgebieten seit 1897 ergriffenen 

Schutzm
aßregeln gegen die Lepra, in: K

linisches Jahrbuch 22 (1909), S. 1-28, 

hier S. 2.

（
13
） 

コ
ッ
ホ
は
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
実
情
も
調
査
し
、
ハ
ン
セ
ン
の
隔
離
策
も
ま
た
、
徹

底
さ
や
強
制
性
を
欠
い
た
「
手
ぬ
る
い
」
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
。R

. K
och, D

ie 

Lepra-Erkrankungen im
 K

reise M
em

el, in: K
linisches Jahrbuch 6 (1897), S. 

239-253.

（
14
） S. H

arflinger, D
ie G

eschichte der Lepraarbeit in O
stafrika: ein Vergleich der 

Entw
icklung in Tanzania, U

ganda und K
enya (D

issertation der U
niversität 

B
onn), 2012, S. 32.

（
15
） W

. U
. Eckart, M

edizin und K
olonialim

perialism
us D

eutschland 1884-1945, 

Paderborn 1997, S. 319-324. H
arflinger, D

ie G
eschichte der Lepraarbeit in 

O
stafrika, S. 33,

（
16
） O

. Peiper, D
ie B

ekäm
pfung der Lepra in D

eutsch-O
stafrika, in: Archiv für 

Schiffs- und Tropenhygiene 17 (1913), S. 104-105. H
arflinger, D

ie G
eschichte 

der Lepraarbeit in O
stafrika, S. 35.

（
17
） 「
絶
対
隔
離
政
策
」
と
「
相
対
隔
離
政
策
」
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
森
修

一
「
世
界
の
ハ
ン
セ
ン
病
政
策
に
関
す
る
研
究
Ⅰ

―
ハ
ワ
イ
に
お
け
る
絶
対

隔
離
政
策
の
変
遷
」『
日
本
ハ
ン
セ
ン
病
学
会
雑
誌
』
八
六
（
二
〇
一
八
年
）、

一
八
九‒

二
一
一
頁
。
な
お
こ
の
論
文
で
も
、「
絶
対
隔
離
」
か
ら
「
相
対
隔
離
」

へ
の
転
換
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
団
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
18
） 

ド
イ
ツ
領
東
ア
フ
リ
カ
植
民
地
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
団
が
カ
ト
リ
ッ
ク
、

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
区
別
な
く
活
発
な
布
教
活
動
を
展
開
し
た
。
彼
ら
は
ま

た
医
療
・
介
護
の
分
野
に
も
積
極
的
に
参
入
し
、
一
九
一
二
年
の
段
階
で
領

内
に
二
つ
の
大
規
模
病
院
、
五
つ
の
中
小
規
模
病
院
、
多
数
の
小
規
模
診
療
所

を
設
置
し
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。Eckart, M

edizin und 

K
olonialim

perialism
us, S. 326-336.

（
19
） H

arflinger, D
ie G

eschichte der Lepraarbeit in D
eutsch-O

stafrika, S. 37f.
（
20
） 「
大
風
子
油
」
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
犀
川
・
森
・
石
井
『
世
界
ハ
ン
セ

ン
病
疫
病
史
』
二
〇
〇‒

二
〇
三
頁
。「
大
風
子
油
」
や
そ
こ
か
ら
抽
出
し
た
物

質
は
、
一
九
一
〇
年
代
以
降
ハ
ン
セ
ン
病
の
初
期
段
階
で
の
治
療
薬
と
し
て
有
効

だ
と
さ
れ
た
が
、
か
な
り
の
高
い
確
率
で
再
発
が
見
ら
れ
た
と
い
う
。

（
21
） Eckart, M

edizin und K
olonialim

perialism
us, S. 338,
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（
22
） Eckart, M

edizin und K
olonialim

perialism
us, S. 338.

（
23
） Eckart, M

edizin und K
olonialim

perialism
us, S. 339.

（
24
） Eckart, M

edizin und K
olonialim

perialism
us, S. 152-154.

（
25
） Eckart, M

edizin und K
olonialim

perialism
us, S. 156f.

（
26
） Eckart, M

edizin und K
olonialim

perialism
us, S. 157-160. 

「
顧
み
ら
れ
な
い
熱

帯
病
（N

eglected Tropical D
iseases

：
Ｎ
Ｔ
Ｄ
」
に
つ
い
て
は
、
長
崎
大
学
熱

帯
医
学
研
究
所
Ｈ
Ｐ
（http://w

w
w

.tm
.nagasaki-u.ac.jp/m

ultiplex/phase1/ntd.

htm
l

）
を
参
照
（
二
〇
二
〇
年
三
月
二
三
日
現
在
）。

（
27
） Eckart, M

edizin und K
olonialim

perialism
us, S. 208f. K

irchner, D
ie in 

D
eutschland und den Schutzgebieten, S. 25f.

（
28
） Eckart, M

edizin und K
olonialim

perialism
us, S. .212.

（
29
） Eckart, M

edizin und K
olonialim

perialism
us, S. 213.

（
30
） 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
川
﨑
愛
「
空
間
論
か
ら
見
た
日
本
の
ハ
ン

セ
ン
病
史
」『
流
通
経
済
大
学
社
会
学
部
論
叢
』
二
八
（
一
）（
二
〇
一
七
年
）、

四
一‒

五
三
頁
特
に
四
四
頁
以
下
。

（
31
） Eckart, M

edizin und K
olonialim

perialism
us, S. 213-215.

（
32
） Eckart, M

edizin und K
olonialim

perialism
us, S. 212f.

（
33
） 

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
（
大
塚
久
雄
訳
）『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理

と
資
本
主
義
の
精
神
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
九
年
、
三
六
六
頁
。

（
34
） L. H

. G
ann, M

arginal C
olonialism

. The G
erm

an C
ase, in: A

. J. K
noll / L. H

. 

G
ann (H

g.), G
erm

ans in the Tropics: Essays in G
erm

an C
olonial H

istory, 

N
ew

 York 1988, S. 1-17.　

磯
部
裕
幸
「『
マ
ー
ジ
ナ
ル
・
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
』

か
ら
『
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
計
画
』
へ

―
ド
イ
ツ
に
お
け
る
植
民
地
の
記
憶
」『
現

代
史
研
究
』
五
六
（
二
〇
一
〇
年
）、
一
九‒

三
四
頁
。

（
35
） 

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
（
田
村
俶
訳
）『
監
獄
の
誕
生

―
監
視
と
処
罰
』
新
潮

社
、
一
九
七
七
年
。

 

（
い
そ
べ　

ひ
ろ
ゆ
き
・
中
央
大
学
准
教
授
）
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二
〇
一
九
年
度
例
会
一
覧

四
月
例
会
（
二
〇
一
九
年
四
月
二
八
日
（
日
）、
キ
ャ
ン
パ
ス
プ
ラ
ザ
京
都
）

　
　
　

報
告
：
林
祐
一
郎
（
京
都
大
学
大
学
院
）

「
一
七
世
紀
末
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
＝
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
軍
隊
へ
の
ユ
グ

ノ
ー
受
け
入
れ
」

　
　
　

報
告
：
高
岡
佐
登
美
（
関
西
大
学
大
学
院
）

「
解
放
戦
争
と
『
市
民
社
会
』

―
ベ
ル
リ
ン
国
土
防
衛
軍
編
成
を
通
じ
て
」

六
月
例
会
（
二
〇
一
九
年
六
月
二
九
日
（
土
）、
同
志
社
大
学
烏
丸
キ
ャ
ン
パ
ス
）

　

合
評
会
：Yoko A

kiyam
a, D

as Schächtverbot von 1893 und die Tierschutzvereine. 

K
ulturelle N

ationsbildung der Schw
eiz in der zw

eiten H
älfte des 19. 

Jahrhunderts, M
etropolverlag: B

erlin, 2019. 

　
　
　
　
　
　

自
著
紹
介
：
穐
山
洋
子
（
同
志
社
大
学
）

　
　
　
　
　
　

批
評
：
森
本
慶
太
（
関
西
大
学
）

　

合
評
会
：
石
井
香
江
『
電
話
交
換
手
は
な
ぜ
「
女
の
仕
事
」
に
な
っ
た
の
か

―
技

術
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
日
独
比
較
社
会
史
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
八

年
。）　

　
　
　
　
　
　

評
者
：
山
岸
智
弘
（
同
志
社
大
学
大
学
院
）

　
　
　
　
　
　

応
答
：
石
井
香
江
（
同
志
社
大
学
）

一
二
月
例
会
（
二
〇
一
八
年
一
二
月
二
二
日
（
日
）、
キ
ャ
ン
パ
ス
プ
ラ
ザ
京
都
）

　

合
評
会
：
ロ
ー
ベ
ル
ト
・
ゲ
ル
ヴ
ァ
ル
ト
著
（
小
原
淳
訳
）『
敗
北
者
た
ち

―
第
一

次
世
界
大
戦
は
な
ぜ
終
わ
り
損
ね
た
の
か
一
九
一
七‒

一
九
二
三
』（
み
す

ず
書
房
、
二
〇
一
九
年
）

　
　
　
　
　
　

コ
メ
ン
ト
：
今
井
宏
昌
（
九
州
大
学
）

訳
者
リ
プ
ラ
イ
：
小
原
淳
（
早
稲
田
大
学
）

　

合
評
会
：
板
橋
拓
己
、
妹
尾
哲
志
編
著
／
飯
田
洋
介
、
北
村
厚
、
河
合
信
晴
、
葛
谷

彩
著
『
歴
史
の
な
か
の
ド
イ
ツ
外
交
』（
吉
田
書
店
、
二
〇
一
九
年
。）　

　
　
　
　
　
　

コ
メ
ン
ト
：
今
野
元
（
愛
知
県
立
大
学
）

　
　
　
　
　
　

応
答
：
板
橋
拓
己
（
成
蹊
大
学
）、
飯
田
洋
介
（
岡
山
大
学
）、
北
村
厚
（
神
戸

　
　
　
　
　
　

学
院
大
学
）、
河
合
信
晴
（
広
島
大
学
）

例会一覧



ゲシヒテ第 13号　98

会
費
に
関
す
る
規
定

（
1
） 

本
会
の
会
費
は
年
額
、
一
般
会
員
四
〇
〇
〇
円
、
学
生
会
員
二
〇
〇
〇
円
、
通
信
会
員

二
〇
〇
〇
円
と
す
る
。

（
2
）  

一
般
会
員
は
、
大
学
・
大
学
院
の
専
任
教
員
、
任
期
付
教
員
、
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究

員
（
Ｐ
Ｄ
）、
Ｃ
Ｏ
Ｅ
研
究
員
、
定
年
退
職
し
た
元
教
員
、
お
よ
び
事
務
局
が
承
認
し
た
者
と

す
る
。
一
般
会
員
は
、
本
会
の
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
で
き
、『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
の
配
布
を
受
け

る
。

（
3
）  

学
生
会
員
は
、
大
学
・
大
学
院
の
学
籍
を
有
す
る
者
、
非
常
勤
の
教
員
・
研
究
員
、
お
よ
び

事
務
局
が
承
認
し
た
者
と
す
る
。
学
生
会
員
は
、
本
会
の
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
で
き
、『
ゲ

シ
ヒ
テ
』
の
配
布
を
受
け
る
。

（
4
） 

通
信
会
員
は
、
事
情
に
よ
り
本
会
の
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
の
配

布
の
み
を
受
け
る
者
と
す
る
。

（
5
） 

一
年
以
上
の
長
期
に
わ
た
り
在
外
研
究
な
い
し
留
学
す
る
会
員
は
、
当
該
年
度
の
会
費
を
免

除
さ
れ
る
。

（
6
） 

事
務
局
担
当
者
の
会
費
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
免
除
す
る
。

（
7
） 

会
費
を
三
年
滞
納
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
会
員
資
格
を
停
止
す
る
。

編
集
に
関
す
る
規
定

（
1
） 

本
会
は
、
編
集
委
員
会
の
編
集
に
も
と
づ
き
、『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
を
年
一
回
定
期
発
行
す
る
。

（
2
） 

本
誌
は
、
論
文
、
研
究
ノ
ー
ト
、
書
評
、
本
会
活
動
報
告
そ
の
他
か
ら
構
成
さ
れ
、
ド
イ
ツ

語
圏
お
よ
び
そ
の
近
隣
・
関
連
地
域
の
近
現
代
史
研
究
の
発
表
に
あ
て
る
。

（
3
） 
本
誌
の
掲
載
原
稿
は
、
投
稿
原
稿
と
依
頼
原
稿
と
か
ら
な
る
。

（
4
） 
投
稿
原
稿
は
、
投
稿
に
関
す
る
規
定
に
し
た
が
う
も
の
と
す
る
。

（
5
） 

原
稿
の
掲
載
は
、
編
集
委
員
会
の
決
定
に
よ
る
。
掲
載
に
あ
た
っ
て
、
編
集
委
員
会
は
原
稿

の
修
正
を
も
と
め
る
場
合
が
あ
る
。

ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
会
規
約

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
1
条 

本
会
の
名
称
は
、「
ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
会
」
と
称
す
る
。

第
2
条 

本
会
は
、
歴
史
学
の
各
分
野
お
よ
び
隣
接
諸
科
学
と
の
交
流
を
通
じ
て
、
ド
イ
ツ
語
圏
お
よ

び
そ
の
近
隣
・
関
連
地
域
の
近
現
代
史
研
究
の
深
化
を
め
ざ
す
。

第
3
条 

本
会
は
、
研
究
例
会
、
研
究
誌
『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
発
行
、
そ
の
他
本
会
の
目
的
に
沿
う
活
動
を

行
な
う
。 

第
4
条 

本
会
の
趣
旨
に
賛
同
し
、
所
定
の
会
費
を
納
め
た
も
の
は
、
本
会
の
会
員
と
な
る
こ
と
で
き

る
。
本
会
の
会
員
は
、
一
般
会
員
、
学
生
会
員
、
通
信
会
員
か
ら
な
る
。

第
5
条 

本
会
は
、
年
度
初
め
に
総
会
を
開
き
、
年
度
の
方
針
と
課
題
を
定
め
、
決
算
お
よ
び
予
算
を

審
議
す
る
。

第
6
条 

本
会
の
運
営
は
、
事
務
局
が
行
な
う
。
事
務
局
は
、
代
表
、
事
務
局
長
、
編
集
担
当
、
通
信

担
当
、
会
計
担
当
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
例
会
・
総
会
開
催
お
よ
び
会
計
の
任
に
あ
た
る
。

事
務
局
は
総
会
で
選
出
さ
れ
、
任
期
を
一
年
と
す
る
。

第
7
条 

『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
の
編
集
は
、
編
集
委
員
会
が
行
な
う
。
編
集
委
員
会
は
六
名
か
ら
な
り
、
総
会

で
選
出
さ
れ
る
。
委
員
の
任
期
は
一
年
と
す
る
。

第
8
条 

本
会
は
会
計
監
査
を
一
名
お
く
。
会
計
監
査
は
総
会
で
選
出
さ
れ
、
任
期
を
一
年
と
す
る
。

第
9
条 

本
会
の
本
部
は
、
事
務
局
の
通
信
担
当
の
研
究
室
に
お
き
、
本
会
の
口
座
管
理
責
任
者
は
、

事
務
局
の
会
計
担
当
と
す
る
。

第
10
条 

本
会
の
規
約
改
正
は
、
総
会
に
参
加
し
た
会
員
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
を
必
要
と
す
る

二
〇
〇
四
年
一
二
月
一
九
日
、
臨
時
総
会
に
て
承
認

二
〇
〇
五
年
三
月
二
七
日
、
臨
時
総
会
に
て
改
定
承
認

二
〇
〇
七
年
七
月
一
日
、
臨
時
総
会
に
て
改
定
承
認

二
〇
〇
八
年
二
月
二
四
日
、
臨
時
総
会
に
て
改
定
承
認

二
〇
〇
九
年
四
月
二
六
日
、
総
会
に
て
改
定
承
認

二
〇
一
二
年
四
月
一
五
日
、
総
会
に
て
改
定
承
認

二
〇
一
八
年
四
月
一
五
日
、
臨
時
総
会
に
て
改
定
承
認
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執
筆
要
領

（
1
） 

『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
に
発
表
す
る
論
文
の
分
量
は
、
本
文
・
注
・
図
表
等
を
合
計
し
て
、
全
角
で

二
万
字
以
内
と
す
る
。
研
究
ノ
ー
ト
の
分
量
は
、
全
角
で
一
万
四
〇
〇
〇
字
、
書
評
と
本
会

活
動
報
告
そ
の
他
の
分
量
は
、
全
角
で
六
〇
〇
〇
字
以
内
と
す
る
。

（
2
） 

原
稿
の
デ
ー
タ
の
形
式
は
、
原
則
と
し
て
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
形
式
（.pdf

）
と
す
る
。
た
だ

し
、
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
・
ワ
ー
ド
形
式
（.doc

）、
も
し
く
は
リ
ッ

チ
テ
キ
ス
ト
形
式
（.rtf

）
で
も
か
ま
わ
な
い
。

（
3
） 

原
稿
の
書
式
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
な
原
則
を
以
下
の
通
り
と
す
る
。

　
　

① 

原
稿
は
横
書
き
ま
た
は
縦
書
き
と
し
、
用
紙
を
Ａ
４
で
設
定
し
、
一
頁
あ
た
り
四
二
字
×

三
六
行
と
す
る
。

　
　

② 

章
に
は
全
角
数
字
で
「
１　

見
出
し
」
と
番
号
を
つ
け
る
。「
は
じ
め
に
」
や
「
お
わ
り
に
」

に
も
必
ず
番
号
を
つ
け
る
。
番
号
の
後
に
は
全
角
ス
ペ
ー
ス
を
入
れ
る
。

　
　

③ 

本
文
で
は
数
字
は
原
則
と
し
て
漢
数
字
を
用
い
、
半
角
の
算
用
数
字
は
用
い
な
い
。
桁
数
の

大
き
な
数
字
に
つ
い
て
は
「
一
〇
億
五
〇
〇
〇
万
」
の
よ
う
に
表
記
す
る
が
、
図
表
等
に
お

い
て
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
。

　
　

④ 

注
は
、
本
文
の
該
当
箇
所
に
半
角
数
字+

上
付
き
文
字
で
「（
１
）」「（
２
）」
と
通
し
番
号

を
付
し
、
後
注
で
半
角
数
字
で
「（
1
）」「（
2
）」
と
番
号
を
表
記
し
た
後
に
注
の
内
容
を
記

す
。（
例
） 「
…
…
が
明
ら
か
に
な
っ
た）

1
（

。」「（
1
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
…
…
を
参
照
。」

　
　

⑤ 

参
照
文
献
を
注
等
で
挙
げ
る
際
は
、
著
者
名
、
題
名
、
出
版
社
（
ま
た
は
出
版
地
）、
発
行
年

の
順
に
記
述
す
る
こ
と
。
和
文
書
名
は
『 

』、
和
文
論
文
名
は
「 

」、
欧
文
論
文
名
は“ ”

ま

た
は„ “

で
囲
む
こ
と
。
欧
文
書
名
は
イ
タ
リ
ッ
ク
体
に
す
る
か
、
下
線
を
引
く
こ
と
。
和
文

文
献
の
場
合
、
項
目
間
の
区
切
り
に
は
全
角
の
読
点
を
用
い
、
最
後
に
句
点
を
う
つ
。
欧
文

文
献
の
場
合
、
項
目
間
の
区
切
り
に
は
半
角
コ
ン
マ+

半
角
ス
ペ
ー
ス
を
用
い
、
最
後
に
ピ

リ
オ
ド
を
う
つ
。

　
　

⑥ 

論
文
以
外
の
場
合
に
は
、
本
文
の
後
に
文
献
リ
ス
ト
を
置
き
、
文
中
で
「（
著
者
名 

発
行

年
：
ペ
ー
ジ
数
）」
と
い
う
形
式
で
文
献
を
指
示
す
る
方
法
を
認
め
る
。
そ
の
場
合
、
著
者
名

投
稿
に
関
す
る
規
定

（
1
） 
『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
に
発
表
す
る
論
文
等
は
、
い
ず
れ
も
未
発
表
の
も
の
に
限
る
。
た
だ
し
、
学

会
・
研
究
会
等
で
口
頭
で
発
表
し
た
も
の
を
除
く
。

（
2
）  

投
稿
資
格
は
、
本
会
の
一
般
会
員
ま
た
は
学
生
会
員
で
、
所
定
の
会
費
を
納
め
た
者
に
限
る
。

（
3
） 

投
稿
を
希
望
す
る
者
は
、
九
月
末
日
ま
で
に
、
本
会
事
務
局
に
そ
の
旨
を
連
絡
す
る
。

（
4
） 

投
稿
者
は
、
審
査
用
の
原
稿
を
、
可
能
な
限
り
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
に
し
て
、
一
一
月
三
〇
日

ま
で
に
、
電
子
メ
ー
ル
に
て
本
会
事
務
局
に
提
出
す
る
。
原
稿
は
、
所
定
の
執
筆
要
領
に
し

た
が
っ
て
、
必
ず
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ま
た
は
ワ
ー
ド
プ
ロ
セ
ッ
サ
で
作
成
す
る
。

提
出
に
あ
た
っ
て
は
、
原
稿
の
種
類
、
題
名
、
氏
名
、
所
属
、
連
絡
先
、
メ
ー
ル
ア
ド
レ

ス
、
原
稿
の
総
字
数
を
記
し
た
表
題
紙
を
添
付
す
る
。

（
5
） 

掲
載
を
認
め
る
か
否
か
は
、
二
ヶ
月
程
度
を
め
ど
に
回
答
す
る
。
論
文
の
掲
載
を
認
め
ら
れ

た
投
稿
者
は
、
編
集
委
員
会
の
指
示
に
し
た
が
っ
て
、
完
成
原
稿
一
部
と
内
容
の
デ
ー
タ

を
、
指
定
し
た
期
日
ま
で
に
本
会
事
務
局
に
提
出
す
る
。
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し

て
メ
ー
ル
に
よ
っ
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
画
像
の
デ
ー
タ
が
あ
る
場
合
は
、
Ｊ
Ｐ
Ｅ
Ｇ

形
式
（.jpg

）
の
デ
ー
タ
を
添
付
す
る
。

（
6
） 

掲
載
を
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
投
稿
者
に
は
再
投
稿
の
機
会
を
認
め
る
。
三
月
三
一
日
ま
で
に

そ
の
旨
を
本
会
事
務
局
に
連
絡
し
た
上
で
、
審
査
用
原
稿
を
可
能
な
限
り
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル

に
し
て
、
五
月
三
一
日
ま
で
に
、
電
子
メ
ー
ル
に
て
本
会
事
務
局
に
提
出
す
る
。
そ
の
後
の

対
応
に
つ
い
て
は
（
５
）
に
準
じ
る
。

（
7
） 

編
集
委
員
会
か
ら
の
要
請
に
よ
る
場
合
を
除
き
、
一
度
提
出
さ
れ
た
完
成
原
稿
の
撤
回
、
差

し
替
え
、
書
き
直
し
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
掲
載
の
可
否
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
稿
の
返
却
は

行
わ
な
い
。
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と
発
行
年
の
間
、
お
よ
び
コ
ロ
ン
の
後
に
は
、
半
角
ス
ペ
ー
ス
を
入
れ
る
。
文
献
リ
ス
ト
で

は
、
和
文
・
欧
文
文
献
を
一
括
し
、
文
献
を
著
者
名
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
並
べ
る
。
同

じ
著
者
の
文
献
を
複
数
挙
げ
る
場
合
、
二
点
目
以
降
は
著
者
名
の
か
わ
り
に
四
字
分
の
ダ
ッ

シ
ュ
を
用
い
る
。
和
文
・
欧
文
文
献
と
も
に
、
項
目
間
の
区
切
り
に
は
半
角
コ
ン
マ+

半
角

ス
ペ
ー
ス
を
用
い
、
最
後
に
ピ
リ
オ
ド
を
う
つ
。

　
　

⑦ 

図
表
等
は
別
紙
に
書
き
、
挿
入
箇
所
お
よ
び
大
き
さ
を
指
定
す
る
。
本
文
に
埋
め
込
ん
だ
状

態
で
投
稿
す
る
こ
と
も
認
め
る
。
図
版
を
掲
載
す
る
際
に
生
じ
る
著
作
権
の
問
題
は
、
投
稿

者
の
責
任
で
処
理
す
る
こ
と
。

　
　

⑧ 

体
裁
の
統
一
を
は
か
る
た
め
、
編
集
委
員
会
の
責
任
に
お
い
て
原
稿
に
修
正
を
施
す
場
合
が

あ
る
。

ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
会
事
務
局
か
ら
の
お
願
い

　

以
下
の
場
合
に
は
、
研
究
会
事
務
局
へ
ご
一
報
く
だ
さ
い
。

・
ご
住
所
・
ご
所
属
・
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
等
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

・
例
会
案
内
等
、
研
究
会
か
ら
の
お
知
ら
せ
が
届
か
な
い
場
合

・
本
誌
『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
が
届
か
な
い
場
合

入
会
の
ご
案
内

　

入
会
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
研
究
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
の
「
規
約
」
を
お
読
み
い
た
だ

い
た
上
で
、「
会
員
登
録
用
紙
」（
ワ
ー
ド
フ
ァ
イ
ル
）
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
研
究
会

事
務
局
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
宛
に
添
付
フ
ァ
イ
ル
で
お
送
り
く
だ
さ
い
。
折
り
返
し
、
通
信

担
当
か
ら
連
絡
を
差
し
上
げ
ま
す
。

退
会
を
ご
希
望
の
場
合

　

退
会
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
研
究
会
事
務
局
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
宛
に
、
あ
る
い
は
当
該

年
度
の
事
務
局
員
に
直
接
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

各
種
書
類
の
発
行
に
つ
い
て

　

転
載
許
可
証
や
掲
載
証
明
書
な
ど
書
類
の
発
行
に
つ
い
て
は
、
研
究
会
事
務
局
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
：https://dogenken.w

eb.fc2.com
/

ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
会
事
務
局
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
：doitsugendaishiken@

gm
ail.com





第
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号

２
０
２
０
年
４
月
３
０
日
発
行

　

▼
編
集
委
員

　
　

北
村
昌
史
（
大
阪
市
立
大
学
）

　
　

服
部
伸
（
同
志
社
大
学
）

　
　

田
野
大
輔
（
甲
南
大
学
）

　
　

中
野
智
世
（
成
城
大
学
）

　
　

近
藤
正
基
（
京
都
大
学
）

　
　

西
田
慎
（
奈
良
教
育
大
学
）

　

▼
編
集
実
務　

　
　

鈴
木
健
雄
（
京
都
大
学
）

　

▼
編
集
発
行

　
　
ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
会
（
代
表
・
姫
岡
と
し
子
）

　
　

〒
６
０
２
‐
８
５
８
０

　
　

京
都
市
上
京
区
今
出
川
通
烏
丸
東
入

　
　

同
志
社
大
学
文
学
部　

服
部
伸
研
究
室
内

　

▼
印
刷

　
　
株
式
会
社
オ
ー
エ
ム

▼
編
集
後
記

　

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
に
問
題
と
な
る
な
か
、
今
号
で
は
特
集
と
し
て
「
生
体
管
理
の
現
代
史
」

を
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
特
集
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
可
視
化
さ
れ
た
生
体
の
管
理
、
あ
る
い
は
生

体
を
可
視
化
す
る
た
め
の
管
理
で
あ
る
が
、
有
史
以
来
人
類
が
見
え
な
い
生
体
の
猛
威
に
右
往
左
往
し
て
き
た
の

は
、
病
気
の
歴
史
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
右
往
左
往
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
見
え
る
見
え
な

い
に
か
か
わ
ら
ず
、
生
体
管
理
と
い
う
発
想
が
定
着
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

今
年
に
な
っ
て
か
ら
の
全
世
界
的
な
対
応
は
、
あ
い
ま
い
な
判
断
に
基
づ
く
と
い
う
点
で
、
一
九
世
紀
の
コ
レ

ラ
流
行
を
め
ぐ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
の
反
応
と
大
き
く
違
わ
な
い
よ
う
に
感
じ
る
。
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
歴

史
研
究
の
役
割
は
、
過
去
の
右
往
左
往
の
あ
り
様
や
管
理
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
つ
い
て
冷
静
な
情
報
提
供
を
す
る
こ
と

か
も
し
れ
な
い
。
先
ご
ろ
刊
行
さ
れ
た
『
史
林
』
一
〇
三
巻
一
号
の
「
病
」
を
め
ぐ
る
特
集
号
が
、
通
常
の
二
年

経
過
後
で
は
な
く
、
即
刻
ネ
ッ
ト
で
公
開
さ
れ
た
の
も
そ
う
し
た
判
断
が
働
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
本
号
の｢

特

集
」
も
広
く
読
ま
れ
る
こ
と
を
切
に
願
う
。

　

他
に
も
充
実
し
た
投
稿
論
文
二
篇
と
広
が
り
の
あ
る
講
演
原
稿
の
翻
訳
も
掲
載
で
き
、
充
実
し
た
誌
面
と
な
っ

た
。
今
後
も
『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
の
刊
行
に
ご
協
力
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。（
北
村
昌
史
）

　

今
号
よ
り
、
七
年
ぶ
り
に
編
集
実
務
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
割
付
、
校
正
作
業
は
二
〇
一
九

年
の
一
二
月
よ
り
始
ま
り
、
翌
年
の
三
月
に
佳
境
を
迎
え
、
四
月
に
完
了
し
ま
し
た
。
当
初
、
二
月
下
旬
に
こ
の

「
後
記
」
の
第
一
稿
を
書
い
て
い
た
際
は
「
…
に
佳
境
を
迎
え
、
四
月
に
収
束
す
る
と
い
う
、
ち
ょ
う
ど
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
と
同
様
の
推
移
を
辿
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
」
と
楽
観
的
な
観
測
の
も
と
下
書
き
し
て
お
り
ま
し
た
。

が
、
実
際
に
は
、
四
月
三
〇
日
現
在
、
収
束
の
見
通
し
は
立
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
防
疫
を
趣
旨
と
し
つ
つ
も
、
移

動
制
限
と
い
う
個
人
の
自
由
を
制
限
し
管
理
す
る
措
置
を
各
国
政
府
・
自
治
体
が
取
る
な
か
に
あ
っ
て
、
今
号
の

「
特
集
」
は
結
果
的
に
時
宜
に
か
な
う
も
の
と
な
り
ま
し
た
。
た
だ
、
望
む
ら
く
は
、
穏
や
か
に
研
究
、
仕
事
に

励
め
る
毎
日
の
再
来
せ
ん
こ
と
を
で
す
。
仮
に
そ
の
よ
う
な
日
々
が
、
幻
影
に
過
ぎ
ず
と
も
、
で
す
。
最
後
に
、

こ
の
度
、
お
忙
し
い
な
か
校
正
に
ご
協
力
く
だ
さ
り
ま
し
た
執
筆
者
の
方
々
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
（
Ｔ
・
Ｓ
）

ゲ 
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ヒ 

テ


